
１．事務事業の評価結果一覧表

全体 計 （単位：件）

　評価対象事業件数　756 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

23 505 3 3 4 19 199

3% 66% 1% 1% 1% 2% 26%

（※１）評価対象事業は、「長崎県総合計画　チェンジ＆チャレンジ２０２５」の施策を推進する各事業群に位置づけられる事務事業

戦略１－１　若者の県内定着、地域で活躍する人材の育成を図る
　評価対象事業件数　122 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 105 1 3 4 6

2% 86% 1% 2% 4% 5%

施策１　将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場づくりの促進

　事業群①　県民の県内就職への意識醸成

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

学生と企業の交流
強化事業費

未来人材課 改善

高校生の県内就職
促進事業費

未来人材課 改善

●事業内容
企業説明会や学生団体との連携を
通して、学生と企業の交流機会の
創出・充実を実施。
●実施状況
学生のニーズに沿った交流機会の
創出・充実を図るため、オンライ
ン企業説明会や、学生団体と連携
した対面型就活イベント開催に加
え、キャリアコーディネーターに
よる相談支援、大学と連携した企
業交流会などに取り組んだ。

●事業内容
企業見学会やインターンシップ等
を通して、高校生や保護者が県内
企業を知る機会を創出。
●実施状況
県内高校が主体となって実施する
企業見学会等やインターンシップ
への支援を行い、高校生が県内企
業を知る機会を創出するととも
に、保護者向けに県内就職の魅力
や県の支援施策を伝えることで、
県内就職に対する意識を醸成し
た。
また、工業科高校を対象とした広
域の合同企業説明会を開催し、県
内の製造業・建設業等の企業を広
く知る機会を創出したほか、新た
に保護者に向けた企業見学会も実
施した。

保護者層を含めた県民全体の意
識醸成を図っていくとともに、各
コンテンツのターゲットに合わせ
た情報発信手法の改善に取り組ん
でいく。

本事業は令和6年度で終期が到来
するが、高校生やその保護者に直
接働きかける本事業は、事業群指
標の目標達成のためには最も重要
であることから、保護者向け取組
の拡充内容の実績を検証したうえ
で、引き続き実施していく。

令和７年度の方向性

（※２）事業群評価に際しては、一つの事業を複数の事業群に位置づけて評価している場合があり、各基本戦略の評価対象事業件数に
　　　　ついては延べ件数を掲載しているが、全体の評価対象事業件数については１事業としてカウントしているため、各基本戦略の
　　　　合計と一致しない

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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　事業群②　高校生の県内就職の促進・支援

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 1

75% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

高校生のためのふ
るさと長崎就職応
援事業

未来人材課
( 高 校 教 育
課)

改善

私立高等学校県内
就職推進事業

学事振興課 改善

移動理由調査事業
費

統計課 縮小

高校生の県内就職
促進事業費

未来人材課 改善

●事業内容
就職希望者が多い公立高校にキャ
リアサポートスタッフ（CSS)を配
置。
●実施状況
CSSを配置し、生徒や保護者に対し
て県内企業の魅力を情報提供する
とともに、学校内での企業説明
会、インターンシップの支援等を
実施することで、県内企業への就
職を支援した。

●事業内容
私立高校生の県内就職率の向上を
図るため、県内就職推進員を配
置。
●実施状況
県内就職推進員を配置し、関係機
関と連携した取組として県内企業
の情報発信、学校内での県内企業
説明会やインターンシップ、卒業
生に対するフォローアップ等の教
育支援を行った。また、高校１、
２年生や保護者を対象とした県内
企業説明会を行うことで、県内就
職への意識の醸成を早期に図り、
私立高校生の魅力ある県内企業へ
の就職を支援した。

●事業内容
県内全ての市町と連携し、市町の
窓口において転出入者を対象に移
動理由アンケートを実施。
●実施状況
県で回答の集約・集計・分析を行
い、その結果を県と市町で共有し
た。

●事業内容
企業見学会やインターンシップ等
を通して、高校生や保護者が県内
企業を知る機会を創出。
●実施状況
県内高校が主体となって実施する
企業見学会等やインターンシップ
への支援を行い、高校生が県内企
業を知る機会を創出するととも
に、保護者向けに県内就職の魅力
や県の支援施策を伝えることで、
県内就職に対する意識を醸成し
た。
また、工業科高校を対象とした広
域の合同企業説明会を開催し、県
内の製造業・建設業等の企業を広
く知る機会を創出したほか、新た
に保護者に向けた企業見学会も実
施した。

引き続き、未来人材課及び高校
教育課職員がキャリアサポートス
タッフ配置校を訪問し、適切な助
言を行うとともに、現状を把握
し、実施内容を検討する。

県内就職推進員との連携会議を
もとに、効果が上がった取組につ
いて学校間の情報共有を行い、効
率的かつ効果的な支援に努める。
また、県内就職推進員の取組にあ
たり働きやすい環境づくりのた
め、必要に応じ学校へも指導・助
言を行う。

令和６年の集計結果及び4年間の
総括を県庁内及び市町と共有す
る。

なお、これまでの調査により統
計的に分析を行うにあたって一定
必要なデータが蓄積されたことな
どから、アンケート調査は令和６
年12月までとし、これまで蓄積さ
れたデータについては引き続き施
策の検討に活用していく。

本事業は令和6年度で終期が到来
するが、高校生やその保護者に直
接働きかける本事業は、事業群指
標の目標達成のためには最も重要
であることから、保護者向け取組
の拡充内容の実績を検証したうえ
で、引き続き実施していく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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　事業群③　雇用環境の向上

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

子育てしやすい職
場環境整備事業費

雇用労働政
策課

改善

労働相談情報セン
ター費

雇用労働政
策課

改善

労働者福祉対策費
雇用労働政
策課

改善

労使関係安定指導
費

雇用労働政
策課

改善

●事業内容
雇用労働行政に係る各種施策の基
礎資料を得るため、県内の民間事
業所における労働者の労働条件等
の現状を把握する。
●実施状況
県内1,300事業所を対象に労働条件
等実態調査を行い、県内事業所の
労働環境について調査・分析を
行った。

法改正等により新たに企業に求
められる対応についても研修やア
ドバイザーの助言に取り込み、企
業を取り巻く環境変化に対応して
いく。

労働相談の質・内容の変化を捉
え、時代に合わせた対応ができる
よう、労働局や外部専門家との連
携を強化する。

研修会へのオンライン参加の導
入など、参加者を増加させる取組
みについて、補助事業者と協議す
る。

ワーク・ライフ・バランスを推
進するため企業の活動状況を正確
に把握し、県の施策に活用できる
よう、社会経済情勢の変化を踏ま
えながら、引き続き調査項目の見
直しを進める。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
男性の育児休業の取得促進等に取
り組む県内企業を支援し、従業員
が子育てしやすい魅力的な職場づ
くりを促進する。
●実施状況
男性の育児休業取得に向けて課題
を抱える県内中小企業に対するア
ドバイザー派遣、経営者や人事担
当者向けの働きやすい職場づくり
研修会を実施した。

●事業内容
労働者及び使用者からの、労働問
題全般の相談に応じ、健全な労使
関係の確立に努める。
●実施状況
長崎県庁及び県北振興局内に設置
している労働相談情報センター
で、個別労働者と使用者間の労働
問題等について相談に応じた。

●事業内容
労働者の福祉向上のため、長崎県
労働者福祉協議会が県内労働者の
福祉のために行う事業活動に対
し、補助金を交付する。
●実施状況
長崎県労働者福祉協議会が、ス
ポーツ大会の開催や労働者福祉の
向上に役立つ研修を開催した。
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　事業群④　建設業における担い手の確保

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

魅力ある建設産業
促進事業

建設企画課 改善

建設業における担
い手確保加速化事
業費

建設企画課 終了

施策２　大学と連携した地域が求める人材の育成と地元定着の推進

　事業群①　県内大学生の県内就職の促進・支援

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 1

75% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

学生と企業の交流
強化事業費

未来人材課 改善

企業説明会や交流会の開催方法
や内容について、学生のニーズを
反映しながら見直しをしていくと
ともに、大学とも連携し、低学年
時からの学生と企業の交流機会を
増やしていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
企業説明会や学生団体との連携を
通して、学生と企業の交流機会の
創出・充実を実施。
●実施状況
学生のニーズに沿った交流機会の
創出・充実を図るため、オンライ
ン企業説明会や、学生団体と連携
した対面型就活イベント開催に加
え、キャリアコーディネーターに
よる相談支援、大学と連携した企
業交流会や、大学独自の取組の推
進などに取り組んだ。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
産学官で「『土木の日』実行委員
会」を組織し、建設産業の技術・
在りようを広く県民に周知するた
め、「土木の日」イベントを実施
し、建設業を身近に感じてもら
い、イメージアップにつなげる取
組を行っている。
●実施状況
11月にメイン会場の長崎市でのパ
ネル・模型展の実施をはじめ、県
内各地で「土木の日」イベントを
開催した。

●事業内容
高齢化が著しい建設業における将
来の担い手確保のため、若者へ向
けた情報発信と、受入側の企業の
意識改革を進めるためのセミナー
を開催する。
●実施状況
<担い手向け>
『長崎県建設業就職ポータルサイ
ト』を開設し、県内建設業の技術
者へのインタビュー記事やPR動画
などを掲載し、建設業の魅力を発
信した。
X（旧Twitter）を活用し、就職を
検討している若者やその保護者を
ターゲットとしたSNS広告により当
該就職ポータルサイトへ導く取組
を行った。
<企業向け>
経営者の意識啓発を目的とし、
「働き方改革」「多様な人材の活
躍、人材確保、育成・定着」「生
産性向上（ＩＣＴ/ＤＸ）」の３
テーマでセミナーを実施した。

引き続き「土木の日」イベント
の開催にあたり、「土木の日」実
行委員会での議論を深めていき、
出展内容の工夫や実行委員会作成
のホームページを活用した土木の
日イベント情報の発信を行うな
ど、より効果的な魅力発信を行う
イベントとして取り組んでいく。

企業が自ら「働き方改革」や
「生産性向上」の取組を実践でき
るように、具体的な取組方法や事
例等を紹介し、受講企業において
も、ＤＸや働き方改革の専門部署
を設けて取り組む企業が出てくる
など、建設業の担い手確保に向け
た企業改革の取り組みが進んでき
ている。

業界団体における自走が始まっ
ており、建設業就職ポータルサイ
トについても令和7年度に業界団体
へ移管することで準備を進めてお
り、3年間で予定していた本事業の
役割は十分な効果が得られたと考
えられることから、終了とする。

令和７年度の方向性
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人材確保に向けた
企業の魅力向上事
業費

未来人材課 改善

産業人材育成奨学
金返済アシスト事
業

未来人材課 改善

移動理由調査事業
費

統計課 縮小

　事業群②　県外大学生のＵターン就職の促進・支援

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

県外学生 UIターン
就職強化事業費

未来人材課 改善

移動理由調査事業
費

統計課 縮小

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県外学生のUIターンを促進するた
めに、県外大学と連携して就職強
化対策を実施。
●実施状況
ながさき UIターン就職支援セン
ターによる福岡県内大学での就職
相談会を拡大するとともに、関
東・関西の大学に進学した本県出
身学生とのつながり強化や県内就
職イベント等を開催したほか、大
手就職ナビサイトを活用して県内
就職支援情報を発信するなど、U
ターン就職促進対策を実施した。

●事業内容
県内全ての市町と連携し、市町の
窓口において転出入者を対象に移
動理由アンケートを実施。
●実施状況
県で回答の集約・集計・分析を行
い、その結果を県と市町で共有し
た。

学生とのつながりを生かし、U
ターン就職を訴求するために学生
目線での情報発信を強化してい
く。さらに、県の情報発信におい
て、一つの記事を複数のメディア
で展開（クロスメディア化）する
取組を進めていくことで、県内・
県外学生に対する効果的な情報発
信ができるような仕組みを整備し
ていく。

令和６年の集計結果及び4年間の
総括を県庁内及び市町と共有す
る。

なお、これまでの調査により統
計的に分析を行うにあたって一定
必要なデータが蓄積されたことな
どから、アンケート調査は令和６
年12月までとし、これまで蓄積さ
れたデータについては引き続き施
策の検討に活用していく。

●事業内容
県内全ての市町と連携し、市町の
窓口において転出入者を対象に移
動理由アンケートを実施。
●実施状況
県で回答の集約・集計・分析を行
い、その結果を県と市町で共有し
た。

夏季インターンシップに間に合
うように有償インターンシップを
実施し、成果等を見極めた上で、
見直しを検討していく。

県内企業の魅力発信に関して
は、学生目線で企業紹介の充実や
情報発信ツールの更なるブラッ
シュアップを図っていく。

インターンシップ設計プログラ
ムツールを使うことでインターン
シップを自社で設計、実施できる
よう展開していく。

引き続き将来的な返済支援のシ
ミュレーションを行うとともに、
制度の今後の在り方を検討する。

令和６年の集計結果及び4年間の
総括を県庁内及び市町と共有す
る。

なお、これまでの調査により統
計的に分析を行うにあたって一定
必要なデータが蓄積されたことな
どから、アンケート調査は令和６
年12月までとし、これまで蓄積さ
れたデータについては引き続き施
策の検討に活用していく。

令和７年度の方向性

●事業内容
県内就職応援ナビサイト「Nなび」
や地元新聞社が発行する県内就職
情報誌「NR」等を活用し、県内企
業の魅力向上、周知を実施。
●実施状況
「Nなび」の企業情報や求人情報の
充実を図るとともに、「NR」への
記事掲載に加え、長崎インターン
シップ推進協議会の事務局を県が
担うことでインターンシップマッ
チングの強化を図るなど、県内企
業の認知度向上や魅力発信を実施
した。

●事業内容
地域産業を担うリーダー的人材の
育成・確保に向けて、大学生等の
奨学金返済を支援。
●実施状況
令和４年度に本県の地域経済の牽
引役となる産業を担うリーダー的
人材の確保を図るため、奨学金返
済アシスト認定候補者を70人に拡
大し、令和5年度は64人を認定し
た。
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　事業群③　魅力ある・選ばれる県立大学づくり

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

運営費交付金 学事振興課 改善

県立大学佐世保校
建設整備事業費

学事振興課 現状維持

施策３　男女が性別にかかわりなく個性と能力を発揮できる社会づくり

　事業群①　あらゆる分野における男女共同参画の推進

　事業群②　女性が活躍できる場の拡大と男女がともに働きやすい環境づくり

　事業群③　女性のライフステージに応じたキャリア形成支援

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6 1

86% 14%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ながさき男女共同
参画“輝き”プラ
ン推進事業

男女参画・
女性活躍推
進室

改善

令和6年度の研修会の実施状況や
結果を踏まえ、地域における男女
共同参画をさらに推進していくた
めの内容を検討したい。また、令
和6年度に内容を見直した「男女共
同参画地域リーダー企画実践事
業」は、実施していない市町への
情報提供や広報啓発を強化し、実
施を促していく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
第4次長崎県男女共同参画基本計画
に基づき、県、男女共同参画推進
員・アドバイザー、市町、男女共
同参画推進センター等の連携を強
化し、県男女共同参画審議会の運
営、県男女共同参画推進センター
による広報啓発、地域の男女共同
参画推進を担う人材の育成を行
う。
●実施状況
男女共同参画推進員や市町の担当
者研修会を開催するとともに、一
般県民も対象とした地域における
男女共同参画推進研修等を実施し
た。また、男女共同参画審議会を
２回開催した。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県立大学を設置・管理する公立学
法人の運営費を交付するほか、県
内就職の促進のため県内就職支援
員を配置する。
●実施状況
県立大学を設置・管理する公立大
学法人の運営費を交付したほか、
令和４年度から新たに配置した県
内就職支援員については、企業へ
の働き掛け等を通じた採用枠の開
拓や学生と企業と接点作りを行
い、県内就職の促進を図った。

●事業内容
学部学科再編を踏まえた新たな機
能を有する校舎等を整備するため
の佐世保校建替えに係る費用への
補助を行う。
●実施状況
現地における授業と平行した順次
建替えということもあり、安全確
保や授業への影響の軽減を考慮し
ながらの工事のため、進捗が遅れ
ている。

県内就職向上のためには、県内
生の県内就職率の向上及び県内高
校生の進学促進を図っていくこと
が重要である。そのため、令和４
年度から県内就職支援員を配置し
ており、個別学生の働き掛けや新
たな就職先の開拓など個別企業へ
の働き掛けにより、学生と県内企
業との交流の機会をさらに増やし
県内生の県内就職率向上を図って
いくともに、積極的な高校訪問な
どにより、県内高校生の進学促進
のための取組をさらに充実してい
く。

平成30年度より、建設工事に着
手しているが、現地における授業
と平行した順次建替えということ
もあり、安全確保や授業への影響
の軽減、効率性やコスト面にも視
点を置きながら事業進捗を図って
いく。また、完成に向けて、工事
の進捗管理を徹底していく。
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男性の家事・子育
てへの参画促進事
業

男女参画・
女性活躍推
進室

統合

共家事・共育て促
進事業

男女参画・
女性活躍推
進室

改善

次世代女性のキャ
リア形成推進事業

男女参画・
女性活躍推
進室

改善

企業で働く女性の
活躍応援事業

男女参画・
女性活躍推
進室

改善

介護ロボット・Ｉ
ＣＴ普及促進事業
（医療介護基金）

長寿社会課 改善

●事業内容
女子高校生や大学生等による県内
の女性活躍推進企業の見学や女性
社員との交流、働く女性ロールモ
デルの情報誌等での発信により、
次世代女性に対して、キャリア形
成の意欲向上及び県内定着を図
る。

●事業内容
県内全体に女性活躍を広げるた
め、ながさき女性活躍推進会議の
会員数を増やす取り組みを実施。
経営者向けセミナーの開催や管理
職登用に向けた女性人材の育成支
援等により、女性活躍を推進する
ための意識醸成・人材育成を推
進。

●事業内容
介護事業所における業務効率化、
職員の身体的・精神的負担の軽
減、介護サービスの質の向上に効
果的な介護ロボット・ＩＣＴの普
及により、働きやすい職場環境の
整備を促進し、介護従事者の確保
及び定着を図る。

●実施状況
〇介護ロボットやICTの導入経費を
補助
〇好事例事業所の紹介等による導
入・活用を促進するセミナーと最
新の介護ロボット等の展示会を実
施
〇リーダー養成研修を実施し、施
設内のデジタル化を主導していく
人材を育成
〇介護ロボット・ＩＣＴを活用す
る人材を育成する研修を実施する
事業所へ補助

企業向けに男性育休取得促進を
はじめとした、男性の家事・子育
てへの主体的な取組の促進をより
効果的に実施するため事業の検討
を行い、「共家事・共育て促進事
業」へ統合する。

令和6年度に作成した冊子の配布
を引き続き行い、より効果的に活
用できる取組について検討する。

次世代女性に対し、キャリア形
成の意欲向上及び県内定着を図る
ため、産業労働部等と連携しなが
らより効果的に取り組むことにつ
いて検討する。

県全体で女性活躍を進めるた
め、ながさき女性活躍推進会議と
連携し、女性が県内企業に就職
し、継続就業やキャリア形成でき
るような環境づくりをより一層推
進する取組について検討する。

R6年度実施のアンケートや、補
助金の申請状況を見ながら、効果
的な支援策を検討する。

●事業内容
家事・子育ての多くを女性が担っ
ている現状を踏まえ、「男性の育
児休業取得促進」や「男性の家
事・子育て促進」に関する事業の
実施により、子育て世代の男性
や、そのような男性従業員を抱え
る企業等の意識改革を促進する。
●実施状況
R4年度に引き続き、企業向けに
「男性育休取得促進セミナー」を
実施し、また、子育て世帯向けに
は「男性の育休・家事・育児イン
フルエンサーとのイベント」を開
催し、男性育休を端緒とする男性
の家事・子育てに関する啓発を実
施した。

●事業内容
家事・子育て等の多くを女性が
担っている現状を踏まえ、子ども
が生まれる予定・子育て中の男性
などへ啓発を実施することで、家
事・子育てを自分事として取組む
きっかけをつくり、男性の仕事と
家庭の両立に対する意識啓発と主
体的な行動変化を図る。
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女性の再就職応援
事業

男女参画・
女性活躍推
進室

改善

施策４　キャリア教育の推進と企業を支える人材の育成・確保

　事業群①　企業を支える人材育成

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

5 1

83% 17%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

高等技術専門校運
営事業

雇用労働政
策課

改善

緊急離職者能力開
発事業費

雇用労働政
策課

改善

職業能力開発指導
監督費

雇用労働政
策課

現状維持

●事業内容
職業能力開発促進法第 91条によ
り、都道府県職業能力開発計画、
その他の職業能力開発に関する重
要事項を調査・審議するもの。
●実施状況
県職業能力開発計画の一つである
県立高等技術専門校のあり方につ
いて、産業界や学識経験者で構成
される有識者会議を開催し、協議
の進捗状況について、委員に対し
書面報告を行った。

令和6年度に取りまとめる高等技
術専門校の見直しの方向性を踏ま
え、長崎校、佐世保校の意見を
しっかり踏まえながら、具体の見
直しを進めていく。

労働局及びハローワークとの緊
密な連携のもと、デジタル化の進
展や社会が直面している課題の解
決など、求職・求人ニーズに沿っ
た公共職業訓練を実施していく。
また、訓練受講を1人でも多く、就
職に繋げるために、各高等技術専
門校とともに、訓練実施機関によ
る円滑な訓練・就職支援が提供さ
れるよう、的確な指導・助言を行
う。

職業能力開発促進法に基づいて
設置された審議会。第11次長崎県
職業能力開発計画（R3～R7）の進
捗管理を役割として同計画の目標
達成に取り組み、その他の職業能
力開発に関する重要事項の調査審
議も実施することとしている。ま
た、第12次長崎県職業能力開発計
画（R8～R12）の策定に向け、令和
7年度審議会の準備を行うこととし
ている。

人材活躍支援センターの各コー
ナーとの連携や運営体制のあり方
について、R5.6の移転による影響
を検証し、引き続き、働くことを
希望する女性に対し、就業支援を
行う。また、長崎市以外の方が、
気軽に相談できるように、オンラ
インや電話相談の広報や啓発周知
に力を入れていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
長崎高等技術専門校、佐世保高等
技術専門校の管理・運営を行うも
の。
●実施状況
法令に規定する普通職業訓練（普
通課程及び短期課程）を行った。

●事業内容
就職にあたり、職業能力の開発を
必要とする求職者のための訓練を
計画し、民間教育機関に委託する
もの。
●実施状況
ハローワーク等と連携し、離職者
の再就職のための職業訓練及び就
職支援について民間教育機関への
委託訓練として実施した。

●事業内容
女性の就業を促進するために、就
業等の支援をワンストップで提供
する窓口を運営。具体的には、就
職に関するカウンセリング、職業
訓練紹介、ワークライフバランス
に係る相談やアドバイスなどを行
う。
●実施状況
長崎県人材活躍支援センター内の
女性の就業支援コーナー（ウーマ
ンズジョブほっとステーション）
における就業相談（個別・オンラ
イン・電話）の実施により、女性
の就業について、相談者一人ひと
りに寄り添った支援を行った。
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技能向上対策費
雇用労働政
策課

改善

事業内職業訓練推
進費

雇用労働政
策課

改善

多様な産業人材育
成事業費

雇用労働政
策課

改善

　事業群②　多様な人材確保

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 1

75% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎で輝く！人材
マッチング事業

未 来 人 材
課・雇用労
働政策課

改善

長崎で活躍！成長
分野の人材育成と
雇用創造プロジェ
クト事業

未来人材課 改善

本事業は令和6年度で終期を迎え
るが、県内企業の人手不足は依然
として深刻なことから、今後の支
援のあり方について検討を行う。

就職支援については、企業の人
材ニーズに対応するためリスキリ
ングへの誘導を強化した支援につ
いて検討する。

事業効果を高めるためには、事
業に参加する企業や求職者を増や
すことが重要であるため、令和6年
度の実施状況等を踏まえ、周知方
法等の見直しを行っていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県内企業の人手不足解消と求職者
の県内就職・県内定着促進を図る
ため、企業の採用力向上に向けた
伴走型支援を実施。
●実施状況
人材確保に課題を抱える県内企業
に対し、採用力向上支援員が採用
活動にかかるアドバイス等を実施
した。
人材活躍支援センターで求職者へ
のキャリアカウンセリング等の支
援を実施した。

●事業内容
成長分野（半導体・情報関連）の
人材確保を図るため、良質で安定
した雇用の場への就労と成長分野
企業の人材確保の双方を支援。
●実施状況
オンライン転職フェアや企業での
体験就労を通した正規雇用への支
援等を実施した。

●事業内容
技能検定の実施、各種技能競技大
会の開催・参加及び職業能力開発
協会への運営費を補助するもの。
●実施状況
技能検定の実施、各種技能競技大
会への参加、優れた技能者の表彰
などを通じ、労働者の技能向上と
社会的地位の向上を図った。

●事業内容
中小企業主等が、雇用する労働者
に対し、職業能力の開発や資質の
向上を図るため、事業所内で行う
職業訓練に対して補助するもの。
●実施状況
職業能力の開発及び資質の向上を
図るため、事業内職業訓練を実施
する事業者に対し、職業訓練に係
る運営費の補助を行った。

●事業内容
地域の企業の人材育成を支援する
ために、企業在職者等の訓練を行
うもの。
●実施状況
高等技術専門校において、資格取
得講習会（試験対策講座）や、溶
接、機械、建築などのものづくり
分野における技術研修等につい
て、在職者等を対象とした短期間
（主に2日～8日間）の職業訓練を
実施した。

長崎県職業能力開発協会と連携
し、技能検定の適正な実施に努め
る。若年者の技能離れを防止し、
将来のものづくりを担う若年技能
者を育成する観点から、技能検定
の受検者数増加を目指し、各種技
能士団体、商工関係団体等への制
度の概要、受検に関する情報提供
を強化すること等により、技能検
定の普及促進を図る。また、各種
技能競技大会への参加、表彰等を
通じて県民の技能についての理解
を深め、技能労働者の技能向上や
地位の向上を図る。

人材不足の社会情勢の中、企業
の生産性を上げ、賃金向上等につ
なげていくためには、事業主等が
その雇用する労働者に対し、職業
能力の開発、資質の向上を図るこ
とが必要であり、県は訓練を実施
している事業主等に対し支援をし
ている。令和7年度においては、現
在の補助団体のみならず、新たな
県内成長産業分野の事業主等へ当
該補助制度の活用を促す。

高等技術専門校の施設･設備を活
用した基礎的技能を中心とした訓
練を在職者等に実施するものであ
り、代替できる施設は無く、必要
性や企業ニーズも高い。受講者の
満足度の更なる向上のため、訓練
対象を明確にし、受講者のレベル
にあった訓練時間、定員等の設定
に引き続き取り組んでいく。
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就職氷河期世代人
材マッチング事業
費

未 来 人 材
課・雇用労
働政策課

終了

プロフェッショナ
ル人材戦略拠点事
業

未来人材課 改善

　事業群③　キャリア教育の推進

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

小 中 高 が 一 体 と
なったふるさと教
育推進事業

義務教育課 改善

高校生のためのふ
るさと長崎就職応
援事業

未来人材課
（高校教育
課）

改善

これまで、学校とまちづくり担
当課とのつながり、小中高のつな
がりなど、ふるさと教育を充実さ
せるうえで必要な連携の在り方を
示し、探究的なふるさと教育を実
施する学校を増やしてきた。今後
も、更に探究的なふるさと教育を
行う学校を増やすことでふるさと
の未来を担う人材の育成を全県的
に行う必要がある。そこで、地域
の活性化やまちづくりに大きな役
割を担っている企業とのつながり
を新たなふるさと教育充実の視点
として示し、探究的なふるさと教
育を行う学校を増やしたい。

引き続き、未来人材課及び高校
教育課職員がキャリアサポートス
タッフ配置校を訪問し、適切な助
言を行うとともに、現状を把握
し、実施内容を検討する。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
「ふるさとの未来を担う人材」を
育成するために、ふるさとを舞台
に、地域の魅力を小学校から中学
校まで学ぶ系統的なカリキュラム
及び高等学校との連携・協働の在
り方を含めた体制づくりについて
研究を進め、県下に発信すること
でその普及を図る。
●実施状況
５市町の小中学校１２校を拠点校
として指定し、ふるさとを舞台に
地域の魅力を小学校から中学校ま
で学ぶ系統的なカリキュラムと高
等学校との連携・協働の在り方を
含めた体制づくりについて研究を
進めた。

●事業内容
就職希望者が多い高校にキャリア
サポートスタッフ（CSS)を配置す
るもの。
●実施状況
CSSを配置し、生徒や保護者に対し
て県内企業の魅力を情報提供する
とともに、学校内での企業説明
会、インターンシップの支援等を
実施することで、県内企業への就
職を支援した。

●事業内容
県内企業との面談により、企業の
求める人材を掘り起こし、求める
人材が特定された場合、企業の意
向を踏まえ、登録人材紹介事業者
へ、その人材ニーズを取り次ぎ、
プロフェッショナル人材の確保を
図る。
●実施状況
経営者との面談を重ね、県内企業
の「攻めの経営」への転換を促す
とともに、経営者向けセミナーの
開催等により、プロフェッショナ
ル人材の活用を推進した。

令和2年度から5年間にわたり、
氷河期世代の無業者や不安定な就
労状況にある方の支援に取り組
み、令和5年度までの4年間で、904
人の就業・キャリアアップにつな
がるなど、就職氷河期世代の就
職、正規転換について一定の成果
があがったものと考えている。

国においても氷河期世代の就労
支援は一定の成果を上げており、
次年度以降は中高年層に向けた施
策を通じて、相談、リ・スキリン
グから就職、定着までを切れ目な
く効果的に支援する、との方向性
が示されており、今後は就職支
援・正規転換支援として、効率
的・効果的な支援方法を検討す
る。

令和6年度の状況を踏まえ、プロ
フェッショナル人材及び副業・兼
業人材の継続的な確保を進め、企
業の成長を促すことで魅力的な雇
用の創出に繋がるように必要な改
善を行っていく。

令和７年度の方向性

●事業内容
就職氷河期世代のうち、①不安定
な就労状態にある方（不本意に非
正規で働く方など）、②就業を希
望しながら長期にわたり無業の状
態にある方の就職、正規就業を支
援する。
●実施状況
地域若者サポートステーションと
連携した県内就職及び正規雇用へ
の転換を促進するとともに、採用
力向上支援員による求人開拓や職
場体験受入企業の開拓、氷河期世
代支援にかかる周知広報を実施し
た。
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キャリア教育・産
業教育指導費

高校教育課 改善

長崎の未来を創る
ワクワク産業教育
実践事業

高校教育課 改善

＜ビジョン＞空飛
ぶ 未 来 を 拓 く ド
ローンワールドプ
ロジェクト費

高校教育課 改善

ＮＥＸＴ長崎人材
育成事業費

高校教育課 改善

●事業内容
高校からドローンを学ぶ機会を創
出し、スキルを習得することによ
り、将来の産業界でドローンを活
用・開発する人材の育成を図る。

●事業内容
急速な技術の発展等による社会情
勢の変化に対応し、柔軟な発想で
課題解決や新しい価値の創造がで
きる人材を育成するため、企業見
学や外部人材による講座、アプリ
開発講座、アントレプレナーシッ
プ教育の充実を図る。

専門高校における産業教育で
は、プロジェクト研修支援や各種
教員研修等を通し、専門性の向上
を図り、全国的にも高い成績を残
すことができている。一方、近年
の技術の進展により産業界は著し
く変化しており、変化に対応でき
る研修内容となるよう随時検討を
行っていく。

また、人生の達人セミナーや産
業エキスパートセミナーの実施に
おいては、オンラインの積極的な
活用を促し、未実施校がないよう
引き続き各校に促す。

各専門高校間のネットワーク構
築において、のべ23校が学校の垣
根を超えた連携を図ることがで
き、互いの専門性を生かした取組
ができた。

先端企業教員研修については、
研修をさせていただいた企業や研
究機関と、今後も連携を継続でき
るよう推進する。また、ＡＩＣ
（農工商）連携ネットワーク構築
事業については、連携の成果を今
後の活動に繋げるために学習内容
の共有ができるように検討する。

令和７年度以降は、NEXT長崎人
材育成事業において産官学の連携
による事業展開に統合させ、発展
させていく。

令和６年度にドローンを配置し
た専門高校の取組状況などを考慮
して、次年度のその他の高校等へ
の展開を検討する。

企業見学会やアプリ開発講座、
アントレプレナーシップゼミなど
の参加状況等により、次年度の開
催方法等を検討する。

●事業内容
近年の技術の進展に伴う産業経済
の著しい変化に即応するため、産
業界の変化に対応できる人材の育
成と産業教育の振興・充実を図
る。
●実施状況
企業・研究機関等から講師を招へ
いする産業エキスパートセミナー
や、ＧＡＰ教育に対する支援（農
業）、現場実習やものづくりコン
テスト等の技術・技能向上に対す
る支援（工業）、プレゼンテー
ション能力・課題解決能力向上に
対する支援（商業）等を実施し
た。

●事業内容
産業教育の向上のため、専門教育
を担当する教職員の研修や、農
業・工業・商業高校等の専門系高
校の連携を図り共同学習を展開す
ることで、次世代の産業へ柔軟に
対応できる知識や技術を習得させ
る。
●実施状況
先端技術や独自の技術を持つ企業
や研究機関等を活用した「先端企
業教員研修事業」、専門高校が連
携した協働型の探究学習を展開す
る「ＡＩＣ（農工商）連携ネット
ワーク構築事業」、総合学科同士
を繋ぐことで学びを広げ、複数校
がICTを活用しながら合同授業の試
行等を実施した。
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施策５　地域に密着した産業の担い手の確保・育成

　事業群①　新規就農・就業者の増大

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 1

75% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

新規就農者確保対
策費

農業経営課 改善

ながさき森林づく
り担い手対策事業
費

林政課 改善

新規就農者リユー
スハウス活用支援
事業

農業経営課 終了

ながさきｄｅ農業
ＩＪＵ推進事業費

農業経営課 改善

●事業内容
移住就農者の拡大に向け、本県農
業の魅力や相談・支援策等の情報
発信を強化するとともに、就農の
イメージを具体化するためのオン
ラインセミナーや体験メニュー等
を充実する。
●実施状況
移住就農希望者等に対し、意欲あ
る市町への移住就農を促進するた
め、情報発信や受入体制整備、移
住促進対策を実施することで、県
外からの新規就農者の増大を図っ
た。

技術習得支援研修の充実化や研
修終了後の円滑な就農定着に向け
て、地元農家、市町、JA、農業委
員会など関係機関が地域における
就農支援体制の強化を進める。ま
た、新規学卒の就農・雇用就業者
を確保するため、関係機関と連携
したスマート農業技術などの教育
プログラムの充実やＪＡ、農業法
人等との交流を推進する。加え
て、農業者のスマート農業技術等
の習得を支援するため、学び直し
の機会を設けるなどの取組を強化
する。

森林整備を推進していくために
は、継続的に担い手確保の取組を
支援する必要があることから、引
き続き労働環境の改善に取り組む
とともに、多様な人材から林業専
業作業員の就業を促すため、効果
的な魅力発信を行い、安定的な事
業量を確保し、将来に向けた事業
体の経営力強化等の取組を支援す
る。

各地域で、ＪＡ研修機関が立ち上
がり、研修生の受入が始まってお
り、就農時期や場所が明確になっ
て就農予定者の顔が見えるように
なり、ハウスや農地の調整が進む
と見込まれる。これまで本事業に
より長崎県版ハウス査定システム
の構築、中古ハウスのリース事業
の体制を整備したことで、本事業
の役割は一定果たした事から、本
事業は令和6年度で終了する。

産地情報やロールモデル（先輩
農業者）等の情報を充実させると
ともに、就農に向けた研修前の農
業体験の受入等産地の受入体制整
備や取組強化を図る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
地域全体での就農希望者の受入態
勢整備や就農支援情報の効果的な
発信等により、新規就農者確保を
推進する。
●実施状況
・就農支援制度や地域農業等の情
報を発信
・ 就 農 相 談 （ 対 面 ・ オ ン ラ イ
ン）、Ｕターン等新規就農希望者
への技術習得支援研修の実施
・各産地の担い手育成計画の策定
支援、ＪＡ等の研修機関設置支援
・遊休施設の流動化を推進

●事業内容
林業参入研修等：新規参入事業体
等の作業員に対し、技術や資格取
得・安全性向上のための研修等を
実施する。
また、後継者育成対策：高校生等
の新規就業の促進を目的として、
林業の認知度向上のための説明会
や就業前体験等を実施する。
●実施状況
林業への新規参入に向けた研修を
実施したほか、労働安全対策や社
会保険制度加入促進助成等を行
い、既存の林業事業体の雇用環境
の改善について支援した。
また、県内高等学校等に対して林
業体験学習やインターンシップ等
を行い、林業への就業を支援する
ほか、人材育成シンポジウムを開
催して「人材育成プログラム」策
定を周知した。

●事業内容
新規就農者の確保に向け、初期投
資の負担軽減を図るためＪＡが行
う中古農業用ハウス等のリース事
業を支援する。
●実施状況
新規就農者の経営開始に向けた施
設導入に係る初期投資の負担軽減
を図るため、ＪＡ等が中古農業用
ハウス等の取得を行うための体制
整備を支援した。
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　事業群②　個別経営体の経営力強化

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 4 1

17% 66% 17%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ながさきの稼ぐ・
つながる農業担い
手育成支援事業費

農業経営課 改善

農業大学校運営費 農業経営課 改善

農業産地指導力強
化事業

農政課 改善

林業普及指導費 林政課 改善

地域の実情に応じた農業の担い
手の確保・育成、儲かる経営体の
育成、経営継承等の確実な実現に
向けて、市町・関係団体・振興局
のさらなる連携強化を図り、農業
経営・就農支援センター等専門家
の伴走支援のもと、地域の農業経
営体が抱える課題の早期解決を図
る。

受講生や若手農業者の意向を把
握し、経営管理や販売戦略等の事
例研修など講義内容の充実を図る
とともに、引き続きオンラインの
活用等、より参加しやすい環境づ
くりを進める。

農業に関する幅広い知識を有
し、現場対応力の高い普及指導員
を早期に育成するため、新任期職
員等に対して必要なスキルを習得
するため、新任期普及職員等に対
する研修を実施している。また、
普及指導員と連携して農業産地の
育成を行うJA営農指導員の経営・
技術の指導力強化に対し支援を実
施している。

今後はスマート技術や環境負荷
低減技術への対応など、短期間で
目まぐるしく変化（高度化、温暖
化など）する課題を解決できる人
材を、早期に育成するために効果
的な研修内容、体制に改善する。

林業事業体に対し、林業普及指
導員の巡回による法令を遵守した
安全作業の現地指導を強化する。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
経営改善計画達成に向け、関係機
関による個別支援や専門家派遣を
通じて早期課題解決による目標達
成を進める。また、指導者向けに
資質向上研修会（事業継承、税制
改正等）を開催し、スキルアップ
を図る。

●事業内容
農業者が営農しながら経営ノウハ
ウを学ぶ。
●実施状況
農業大学校において、若い農業者
を対象として、全国からの優秀な
講師陣による講座やワークショッ
プの実施等により、優れた経営感
覚を備えた担い手の育成に取り組
んだ。

●事業内容
幅広い知識を有し、現場適応力の
高い普及指導員を早期に育成する
ため、新任期の研修を強化し、幅
広い視野で産地をコーディネート
できる人材を育成する。
●実施状況
農業に関する幅広い知識を有し、
現場対応力の高い普及指導員を早
期に育成するため、新任期職員等
に対して必要なスキルを習得する
ための研修を実施した。また、普
及指導員と連携して農業産地育成
を行うJA営農指導員の経営・技術
の指導力強化のため、農家経営分
析診断や営農技術の研修に対し支
援を行った。

●事業内容
林業事業体に対し、現場での林産
技術指導や森林経営計画の実行支
援、経営指導等を行い、生産性の
向上、労働安全の確保及び事業体
経営安定等を支援する。
●実施状況
生産性向上と省力化に向け、ド
ローン森林計測研修、森林作業シ
ステム研修等を実施し、林業事業
体の事務職員及び現場技術者の育
成を図った。併せて持続可能な森
林経営を牽引する役割を担う林業
普及指導員の育成に取り組んだ。

令和７年度の方向性
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森林環境譲与税事
業 費 （ 担 い 手 対
策）

林政課 拡充

　事業群③　漁業の魅力や就業情報の発信と受入体制の強化

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

漁業と漁村を支え
る人づくり事業

水産経営課 改善

新規漁業就業者定
着支援事業

水産経営課 改善

ながさき水産業大
賞

水産経営課 改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
就業希望者の呼び込みから就業ま
でスムーズで切れ目のない支援体
制と、漁村を生活の場として定着
し、暮らし続けることができる漁
村づくりを推進する。
●実施状況
漁村の魅力やイベントの情報発
信、就業支援フェアの開催などよ
る県内外からの漁業就業希望者の
呼び込み、新規漁業就業希望者の
受入れと技術習得支援などに取り
組んだ。

●事業内容
移住してきた新規漁業就業者の離
職防止を図るとともに、漁業種類
の転換・多角化などによる経営強
化を推進する。
●実施状況
移住してきた新規漁業就業者への
操業経費支援により経営の安定化
による離職防止対策に取り組ん
だ。

●事業内容
地域の特色を活かした先進的な漁
業活動を展開し、成果を上げてい
る漁業者や漁業組織を表彰する。
●実施状況
取組の募集、審査会を行い、農林
業大賞と合同で表彰式を開催し、
県民へ取組の周知を行った。

新規就業者確保に向け、情報発
信の方法と県主催の水産業就業支
援フェアの開催方法の見直しを行
う。福岡県での就業支援フェアは
令和6年度が初めての取組であった
ため、実績を基に見直しを行う。

また、市町の水産担当部署に加
え移住担当部署との連携を強化す
ることで、漁業就業に向けた支援
のみならず、移住希望者への支援
を進める。

新規漁業就業者への定着支援制
度は、開始から間もないことか
ら、漁協や就業希望者などへの説
明を実施するとともに、市町の水
産担当部署と連携して制度の周知
を図る。

取り組み内容の波及と受賞者の
励みに繋がるように、漁協青壮年
部や女性部が集まる機会などを活
用して積極的にＰＲしていく。

●事業内容
意欲と能力のある林業経営体の育
成を図る。
●実施状況
各林業事業体が策定する産地計画
の作業計画作成及び実施指導を行
い、さらなるステップアップを目
指した10年後の将来像（計画）策
定及び実行等への支援を林業事業
体に対し行った。

意欲と能力のある林業経営体数
でR3年度比較150％、産地計画策定
林業事業体数で111％と一定の成果
があり、10年後の将来像「将来ビ
ジョン」により課題整理、経営強
化に向けた必要な取組や方向性が
定まった。

県内林業事業体及び有識者によ
る実行委員会において体系的な人
材育成プログラムを策定した中で
「“人財が集まり、定着する”魅
力ある林業事業体」の実現が共通
のテーマであったことから、今後
は、将来ビジョンの実現と産地計
画の確実な実行に向け、課題であ
る生産管理システム等生産対策、
組織経営を担える人材育成や女
性・外国人材等多様な人材に対応
した担い手対策、作業効率化によ
る木材生産性向上のための高性能
林業機械リース等により、事業体
ごとの課題解決を支援する。
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施策６　医療・介護・福祉人材の育成・確保

　事業群①　医療人材の育成・確保

　評価対象事業件数　21 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 20

5% 95%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

大学地域枠医学修
学 資 金 貸 与 事 業
（医療介護基金）

医療人材対
策室

改善

新・鳴滝塾構想推
進事業（医療介護
基金）

医療人材対
策室

改善

離島・へき地医療
学講座事業（医療
介護基金）

医療人材対
策室

改善

地域の勤務医師確
保事業（医療介護
基金）

医療人材対
策室

改善

R5年度は1名が医師として勤務開
始する予定だったが、医師国家試
験に不合格となったため、勤務開
始者はいなかったが、引き続き大
学と連携しながら地域医療を支え
る医師を1人でも多く確保していく
ために、本事業を継続していく。
制度の周知方法については県外の
予備校等を追加する等検討を行
い、医師の確保に努めていく。

●事業内容
医学部を離島・へき地医療に進ん
で従事しようという大学医学部生
（一般入試で入学後）に対し修学
資金を貸与する。
●実施状況
へき地等に勤務する医師を養成す
るために、県広報誌等を通じて、
医学生へ修学資金の貸与事業を周
知し、募集を行ったが貸与希望者
がいなかった。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
将来、離島・へき地医療に進んで
従事しようという大学医学部生
（高校の推薦を受け、地域枠で大
学へ入学する者）に対し、修学資
金を貸与し、県が指定する医療機
関で一定期間勤務した場合に返還
を免除する。
●実施状況
離島・へき地等に勤務する医師を
養成するために、地域枠医学生へ
修学資金の貸与を行った。

●事業内容
医学生や臨床研修医を対象に合同
説明会の開催や病院見学者の誘
致、魅力ある連携型研修プログラ
ムの作成などを行うことにより、
県内の地域医療に従事する医師の
確保・育成を図る。
●実施状況
合同説明会の開催、病院見学者の
誘致、魅力ある連携型研修プログ
ラムの作成。また、令和５年度は
第55回日本医学協会学会大会を開
催し、1350名が来場した。

●事業内容
学生に対する地域医療教育及び離
島医療を担う人材育成を推進する
ため、県と五島市により、長崎大
学の「離島・へき地医療学講座」
開設に要する経費を支援
●実施状況
令和５年度は、離島医療・保健実
習（参加者121名）のほか、高次臨
床実習（参加者20名）、地域医療
セミナー（参加者 46名）を開催
し、離島医療を担う人材育成を推
進した。

県内高校及び予備校を訪問再開
し、地域枠制度の意義や魅力をＰ
Ｒし、入学者の確保に努める。

長崎大学病院をはじめ研修施設
と連携し、医学生や臨床研修医な
どに向けて情報発信や、病院見学
者への交通費助成などの誘致事
業、指導体制の充実などを行うと
ともに、指導医の確保やきめ細か
な指導体制の構築に取り組み、研
修医の確保・育成を図る。

R5年度は総合診療専門医を育成
するプログラムに登録した人数は
減少したが、引き続き現地実習を
中心とした地域医療教育を継続し
つつ内容の検討を引き続き行い、
県内臨床研修病院の臨床研修医確
保及び県内の総合診療専門医の増
加に努める。また、県内離島にお
いて先進的で有用な地域医療に関
する研究開発と、県内他地域への
展開のため、離島医療研究所を中
心に関係機関が協働しながら、実
施方法等について検討を進めてい
く。
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医学修学生等実地
訓練費（医療介護
基金）

医療人材対
策室

改善

ながさき地域医療
人材支援センター
運営事業（医療介
護基金）

医療人材対
策室

改善

医療勤務環境改善
支援センター事業
（医療介護基金）

医療人材対
策室

改善

女性医師等就労支
援事業（医療介護
基金）

医療人材対
策室

改善

しまの医療機関運
営費補助費

医療人材対
策室

改善

今後もへき地等における医師の
確保に資するよう、本事業を継続
していく必要がある。参加者が
年々増加しているため、開催方法
について、低学年、高学年に分け
学年に応じた効果的なものとなる
ように関係機関と調整を行う。

令和元年度策定された医師確保
計画に基づいた医師派遣等をセン
ターが担うことで、医師確保計画
の着実な推進につなげ、地域にお
ける医療提供体制の確保を進め
る。

また、医師募集説明会について
は、引き続き、都市圏での開催と
併せＷＥＢによる説明会の開催時
期等を検討しながら行い、離島・
へき地勤務医師の確保を図る。新
たに設定する医師少数スポットへ
の医師派遣についても必要な調整
を行っていく。

令和6年度から施行された医師の
時間外上限規制に関して、研修会
ではWEBとのハイブリッド方式を導
入するなど制度の周知方法等の改
善や、アドバイザー（医療労務管
理、医業経営管理）の医療機関訪
問・相談対応を積極的に実施し、
引き続き、病院管理者等への取り
組みの促進につながるよう支援し
ていく。

復職実績は高い水準を維持し、
医師の離職防止、復職支援に貢献
しているため、引き続き事業を継
続する。

離職からの復職支援について
は、現場の医師のニーズに沿って
個別の対応で実施する。

離島の診療所では、一人診療所
の割合が高く、医師の退職が医療
の停滞につながる恐れがあること
から、全国平均より高い給与費負
担を行っている市町への医師給与
費の一部を支援することで医師確
保を図る。また、常勤医師の確保
のため、ながさき地域医療人材支
援センターによる離島の診療所の
状況把握や医師の斡旋等に引き続
き取り組んでいく。

●事業内容
医学修学生及び自治医科大生が在
学中から離島医療に対する認識を
深め、意欲向上を図ることを目的
として、夏季・冬季研修（1年～5
年）・病院見学（3年～5年）を実
施する。
●実施状況
医学修学生及び自治医科大生が、
在学時から離島医療に対する認識
を深め、意欲向上を図ることを目
的として、ワークショップや研修
等を行った。

●事業内容
長崎県内の医師不足の状況などを
把握・分析し、医師のキャリア形
成支援と一体的に医師不足病院の
医師確保の支援を行う。
●実施状況
「ながさき地域医療人材支援セン
ター」による、県内医師不足状況
の把握・分析、医師不足医療機関
の医師確保の支援、医師のキャリ
ア形成支援、求人情報等の発信等
を行った。

●事業内容
勤務環境改善に取り組む医療機関
に対して総合的・専門的な支援を
行う。
●実施状況
H27に設置した「長崎県医療勤務環
境改善支援センター」によるセミ
ナーの開催や専門アドバイザーに
よる支援を行い、医師・看護師等
の医療スタッフの離職防止や医療
安全の確保を図った。

●事業内容
女性医師等が、出産、子育て等の
ライフイベントにより離職するこ
とを防止し、復職を支援するため
に、長崎大学メディカルワークラ
イフバランスセンターにおいて、
相談窓口対応を含めた総合的な取
組を実施。
●実施状況
相談窓口業務、保育サポート事
業、マタニティウェアの貸出、講
習会、ホームページのリニューア
ル等を実施した。

●事業内容
離島の市町立診療所の医師給与費
の一部を助成及び無医地区等の住
民に対し、ヘリコプターを活用し
た巡回診療を行うための費用を補
助
●実施状況
離島の市町立診療所の医師給与費
の一部を助成することにより、離
島医師・医療が充足した状態と
し、地域医療の安定を図った。ま
た、無医地区等の住民に対し、ヘ
リコプターを活用した巡回診療を
行うことにより、当該地域におけ
る安定的な医療の確保、及び医療
水準の向上を図った。
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専門医師確保対策
資金貸与事業（医
療介護基金）

医療人材対
策室

改善

産科医等確保支援
事業（医療介護基
金）

医療人材対
策室

改善

医師確保計画推進
事業費

医療人材対
策室

改善

看護師等養成所運
営等事業費（医療
介護基金）

医療人材対
策室

改善

看護師等育成対策
費

医療人材対
策室

改善

看護の魅力発信・
県内就業等推進事
業費（医療介護基
金）

医療人材対
策室

改善

本県が必要とする小児科・産
科・総合診療科等志望の研修医に
対し研修資金を貸与し、公立医療
機関等に勤務するこれら地域医療
を支える医師を１人でも多く確保
していく。本制度について多くの
研修医等に認知いただけるよう、
引き続き周知のあり方等を検討し
ていく。

通常分娩を行う産科医等の勤務
環境に対して支援をすることによ
り、産科医の確保並びに危険分娩
を扱う医師の疲弊を避けるため、
事業実績のある施設からの申請が
行えるように周知・説明等をしな
がら引き続き事業を継続する。分
娩手当の制度がない医療機関に対
しても継続的に制度の周知を行
い、産科医の勤務環境の改善に努
める。

医師確保計画の着実な推進によ
り、地域における医療提供体制の
確保を進める。

また、医師が不足する地域への
集中的な支援が可能となる医師少
数スポットについても必要に応じ
て検討を進めていく。

看護職員の養成の充実、教育の
質を確保するためには、看護師等
養成所の安定的運営を図る必要が
あり、また、質の高い看護職員を
確保するため、引き続き事業を実
施するとともに、運営費補助のあ
り方について随時検討・改善を
行っていく。

県外看護師等学校養成所在籍の
修学資金貸与者に対し、県内医療
機関への就職に関する資料の配布
等広報強化を検討し、免除対象施
設への就業率向上を図る。

令和6年度の実施状況を踏まえ、
情報発信の手法やイベントの開催
時期などの見直しを行っていく。

●事業内容
県内で不足する専門医の確保を図
るため、将来県内で勤務する研修
医等に対し研修資金の貸与を実
施。
●実施状況
新規貸与5名（小児科2名、産科2
名、脳神経外科1名）、継続貸与2
名（小児科1名、救急科1名）の計7
名に対し貸与を行った。

●事業内容
地域で出産を支える産科医等を確
保するため、産科医等に支払われ
ている分娩手当に対して助成。
●実施状況
20施設（対象分娩3,470件）に対し
て助成を実施した。

●事業内容
地域間の医師偏在の解消等を通
じ、地域における医療提供体制の
確保を目的とした医療法及び医師
法の改正が施行されたことに伴
い、地域医療対策協議会での協議
を経て、二次医療圏ごとに「医師
の確保数の目標・対策」を含む医
師確保計画を策定し、同計画に基
づく、医師偏在対策等を実施す
る。
●実施状況
Ｒ6～Ｒ8年度の医師確保計画を策
定した。

●事業内容
民間立看護師等養成所の教育内容
の充実を図るため、運営に要する
経費（専任教員経費、部外講師謝
金、教材費等）を補助する。
●実施状況
県内看護師等養成所4校7課程に補
助を実施した。

●事業内容
看護職員を養成する学校・養成所
に在学する学生に対し、卒業後に
県内で看護職員として一定期間業
務に従事することを条件に修学資
金の貸与を行い、県内の看護職員
の確保を図る。
●実施状況
看護学生148名(新規64、継続84)に
貸与を実施した。

●事業内容
県内看護職員の確保に向け、県内
外の看護学生や転職・再就職看護
職員への情報発信を強化する。
・看護ポータルサイトの構築
・県外看護師等学校養成所訪問
・未就業看護職員向け広告掲載
・看護職員採用力向上セミナー
・看護職員合同就職説明会

19
17



ナースセンター事
業費

医療人材対
策室

改善

長崎県看護キャリ
ア支援センター事
業 （ 医 療 介 護 基
金）

医療人材対
策室

改善

病院内保育所運営
事業費（医療介護
基金）

医療人材対
策室

改善

質の高い看護職員
育成事業費（医療
介護基金）

医療人材対
策室

改善

看護師等県内就業
定 着 促 進 事 業 費
（医療介護基金）

医療人材対
策室

改善

薬剤師確保対策事
業

薬務行政室 拡充

Ｒ6の課題を踏まえ、引き続きミ
スマッチの高い圏域や施設に対
し、求人側・求職側へマッチング
に向けた支援の充実・強化を図
る。

定員を下回った研修（復職支援
研修、看護教員・施設教育担当者
研修等）については、ニーズ分析
により内容の見直しを行い、引き
続き、時代の要請、ニーズ等に
沿った見直しを行いながら、効果
的な研修・相談事業を実施してい
く。

本事業は、子どもを持つ看護職
員等の仕事と子育ての両立を図る
ため、病院内に設置された保育所
運営のための補助事業である。成
果指標である利用児童数について
は、流動的であることから目標未
達成となったが、看護職員確保に
おいて、医療機関における院内保
育所の運営ニーズは高く、看護職
員の離職防止及び再就業促進の観
点から今後も継続が必要な事業で
ある。目標達成に向けて、院内保
育所運営費補助金について今年度
活用しなかった医療機関への働き
かけを行っていく。

国は今後の在宅医療等を支えて
いく看護師の計画的養成として、
特定行為研修受講を推進してお
り、県においても今後需要が増大
する在宅医療及び担い手不足の中
で持続可能な医療提供体制の確保
の観点から、本事業の補助対象等
見直し、引き続き質の高い看護職
員確保対策を行っていく。

各学校訪問や学校養成所会議等
の場、事業照会の際などに、県内
病院見学会やＯＢのＵターン就職
相談対応などの好事例を紹介する
とともに、効果的な事業のあり方
を検討しながら、各学校の新卒者
の県内定着及びUターン就職に繋が
る取組を促していく。なお、事業
の成果を評価する機会を確保する
ため、終期をＲ７に設定する。

令和6年度の実施状況、薬学生へ
のアンケート調査結果等を踏ま
え、薬学生の県内就職及び地域・
職場への定着につながる新たな取
組の充実・強化を図る。

●事業内容
看護職員の県内確保を図るため、
未就業の看護職員への就業に関す
る相談及び支援、就業相談窓口や
看護業務のPR等を行う。
●実施状況
・未就業看護職員の就業者数：353
人
・求職相談件数4,505件、求人相談
件数 4,317件、その他相談件数
8,730件、合計17,552件

●事業内容
質の高い看護職員の安定的な確保
を目的に、看護職員の離職防止、
就業支援等に資する研修、相談事
業を実施する。
●実施状況
・研修：160回開催、研修受講者：
2,992人
・就業相談等件数：3,537件
・研修会以外の入館者数：722人

●事業内容
子どもを持つ看護職員等の離職防
止及び再就業を促進するため、病
院内保育所を設置する医療機関に
対し、保育士の人件費等運営に係
る経費を補助する。
●実施状況
・15病院に補助を実施した。

●実施内容
医療の高度化、専門分化に対し、
県民の要望に応じることができる
質の高い看護職員の確保を図るた
め、在宅医療分野に限定し病院及
び訪問看護ステーションが雇用す
る看護職員の認定看護師及び特定
行為研修受講経費を補助する。
●実施状況
13病院32名に補助を実施した。

●事業内容
県内の医療機関等における看護職
員の確保を図るため、県内の看護
師等学校や大学が実施する県内就
業促進に係る取組に要する経費を
補助する。
●実施状況
県内看護師等学校４校４課程に補
助を実施した。

●事業内容
・県内の薬剤師数（人口10万人当
たり）は全国平均を下回り、国が
新たに策定した偏在指数では県内
の2次医療機関、業態によって偏在
が見受けられ、その解消のために
は、薬学部進学前から定着後まで
一貫した薬剤師対策を行い、県内
で働く薬剤師を増やすための支援
が必要である。
・令和6年度に薬剤師就職支援制度
創設を含めた薬剤師確保に向けた
活動を実施予定。
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　事業群②　介護・福祉人材の育成・確保

　評価対象事業件数　11 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

11

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

福祉人材センター
運営委託事業

長寿社会課 改善

介護人材確保対策
事業〔マッチング
強化〕（医療介護
基金）

長寿社会課 改善

介護生産性向上総
合相談センター事
業 （ 医 療 介 護 基
金）

長寿社会課 改善

介護事業所認証評
価 制 度 推 進 事 業
（医療介護基金）

長寿社会課 改善

引き続きLine等のオンラインを
活用した求職者に対する相談対応
を充実するとともに、各地域にオ
ンライン窓口を設置するなど、福
祉人材センターの機能強化を検討
していく。

求職者と介護事業所を効果的に
マッチングし、新たに介護の仕事
で働く方をさらに増やすため、オ
ンラインを活用したマッチングの
強化や、各地域のニーズに応じた
小規模面談会の開催などを検討す
る。

令和6年度に伴走支援を実施した
事業所の取組を先駆事例として、
数値等を用い、県内事業所に分か
りやすく紹介し、横展開を図って
いく。

どの認証基準が申請のハードル
となっているかを把握したうえ
で、その解決を図るセミナーを開
催し、働きやすい職場環境づくり
を推進していく。

●事業内容
介護職員の確保・育成と利用者
サービスの向上に取り組む事業所
について、県が一定の基準で認証
し、PRすることにより、介護事業
所の労働環境整備、業界全体の離
職率の低下や採用率向上、イメー
ジアップを図る。
●実施状況
申請があった法人の審査を行い、5
法人（13事業所）を認証し、認証
事業所のPRを実施した。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
社会福祉事業従事者及び社会福祉
事業に従事しようとする者の援助
等を行うことにより、質の高い人
材を確保する。
●実施状況
福祉介護の無料職業紹介、Line等
のオンラインを活用した福祉の仕
事や職種・資格取得についての相
談業務、ハローワークでの出張相
談、インターネット、SNS等を活用
した求人情報、イベント情報の発
信を実施した。

●事業内容
福祉人材センターにキャリア支援
専門員を配置し、求職者や求人事
業所に対するきめ細かな対応によ
り、マッチング支援を行うととも
に、福祉に特化した合同面談会を
開催する。
●実施状況
キャリア支援専門員が求職者や求
人事業所の活動を支援し、また、
センターの紹介により就職した者
の離職を防ぐために就労継続支援
を行った。
また、介護分野への就職機会を拡
大し、効果的な人材確保を図るた
め、大規模面談会、地域密着型の
面談会を開催した。

●事業内容
介護ロボット・ＩＣＴ等のテクノ
ロジーの導入・活用などによる生
産性向上をワンストップで支援す
るセンターを開設し、業務効率化
による職員の負担軽減と介護の質
の向上を図る。
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介護人材確保対策
地域連携支援事業
（医療介護基金）

長寿社会課 改善

福 祉 の 職 業 体 験
「キッザケアなが
さき」事業（医療
介護基金）

長寿社会課 改善

介護の仕事の魅力
発信事業（医療介
護基金）

長寿社会課 改善

介護人材新規参入
促進強化事業（医
療介護基金）

長寿社会課 改善

介護職員処遇改善
加算取得促進特別
支援事業

長寿社会課 改善

新加算への移行期間が今年度で
終了するため、加算未取得事業者
等に対し、アンケートにより課題
を把握し、加算取得及び上位移行
に向けて、プッシュ型支援に取組
むことで、処遇改善を推進してい
く。

圏域内の行政・介護事業所・養
成学校・高校など関係機関がそれ
ぞれ主体的に事業に参加するとと
もに連携を強化することで、各圏
域ごとの介護人材の育成や確保に
向けた課題解消につながる効果的
な取組を引き続き促進するととも
に、各階層で目指す人材像を育成
するための研修を実施していく。

令和6年度の実績を検証し、より
効果的な実施手法を検討していく
とともに、令和7年度はイベント開
催地区を変えることなどで、県全
域へ事業効果を波及させていく。

介護事業所の魅力発信力を強化
するため、ホームページや求人票
などの作成例を作成し、ハロー
ワークや福祉人材センターと連携
して周知していく。

介護サポーターに関する令和6年
度の事業成果を検証したうえで、
介護関係団体や介護生産性向上総
合相談センター等の関係機関との
連携を強化し、介護サポーターの
活用促進を図っていく。

●事業内容
県内８圏域で、介護事業所や関係
機関等により設立した地域連絡協
議会において、介護人材に関する
課題を解決するため、小・中・高
生に対する理解促進の取組や、関
係機関が連携・協働して実施する
人材育成・確保対策事業に対して
補助を行う。
また、中、高校生に対し、年齢の
近い若い介護職員（介護のしごと
魅力伝道師）が介護の仕事のやり
がいや魅力等を伝えることで、将
来の介護職員の確保へつなげる。
●実施状況
基礎講座、職場体験、介護のしご
と魅力伝道師講話を157校で開催
し、県内8圏域における労働環境の
改善や人材の育成・確保の取組を
支援した。

●事業内容
小中学生及び保護者が高齢者への
理解を深め、介護の仕事を正しく
理解し、身近に感じることができ
るよう介護の仕事の参加型体験イ
ベント「キッザケア」を開催す
る。

●事業内容
介護業界や市町と連携し、中高生
及び保護者をターゲットに、介護
職についてのイメージアップを図
る。
●実施状況
パンフレットやWebページ等の多様
な媒体により、中高生に対するプ
ロモーション活動を行った。
介護事業所の採用力強化を図るた
め、専門家がモデル事業所の魅力
発信のためのホームページ作成や
求人票の書き方、移住者向けのPR
などを支援した。

●事業内容
幅広い層から介護人材を確保する
ため、介護分野と関わるきっかけ
を作り出すとともに各ターゲット
に対して介護現場を体験する機会
を提供する。
●実施状況
介護の業務に携わる上で知ってお
くべき基本的な技術を学ぶことが
できる入門的研修を開催するとと
もに、元気高齢者を主な対象とし
た介護助手体験、高校生を主な対
象とした介護職インターンシッ
プ・介護ロボット体験会等の実施
により、様々な介護未経験者の新
規参入を図った。

●事業内容
介護職員処遇改善加算等の取得
と、より上位の加算区分への移行
ができるよう、キャリアパス要件
等にかかる助言・指導を行うこと
により、介護職員等の処遇改善を
推進する。
●実施状況
未取得事業者等に対し、リーフ
レット配布により制度周知を行う
とともに、電話によるプッシュ型
支援により、上位加算への移行と
加算取得に取り組んだ。
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介護福祉士修学資
金等貸付事業

長寿社会課 改善

離島における介護
人材確保事業（医
療介護基金）

長寿社会課 改善

施策７　外国人材の活用による産業、地域の活性化

　事業群①　外国人材の地域における活躍

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

7

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

外国人IT人材確保
促進事業費

未来人材課 改善

外国人材確保総合
支援事業費

未来人材課 改善

外国人介護人材確
保・定着促進事業
（医療介護基金）

長寿社会課 改善

IT人材のニーズが最も高いのは
IT関連企業であるが、例えば、製
造業企業においても設計部門等に
おいてIT人材は必要とされている
ことから、産業分野を問わず、IT
人材を必要としている多くの企業
に本事業を活用してもらえるよう
取り組んでいく。

令和6年度より新たに取り組んで
いる相談対応等について、相談件
数やその内容等、活用状況等を踏
まえながら、外国人材受入の体制
強化を図っていく。

これまで外国人材の受入実績が
ない事業所に対する効果的な支援
を検討するなど、外国人介護人材
の受入拡大を図っていく。

●事業内容
市場が急拡大しているIT関連業界
において、県内企業が必要とする
高度な専門人材を確保するため、
県や長崎市、長崎大学、産業振興
財団等の産学官が連携し、バング
ラデシュからIT人材を受け入れ、
県内就職につなげる仕組みを構築
する。

●事業内容
これまでの新規受入の促進に加
え、外国人材の受入にかかる相談
対応（アドバイザー派遣によるコ
ンサルティング）や、外国人受入
に関する各種セミナー等の開催、
在留期間延長のための検定対策へ
の支援を実施する。

●事業内容
まだ外国人材を受け入れていない
介護事業所を対象に制度の理解促
進を図るほか、受入に関する不安
を解消することで、外国人材の新
規受入を促進する。
県内で永続的に就業できる人材を
確保するため、入国後1年目から介
護福祉士の資格取得までを一貫し
て支援する。
覚書を締結したベトナムの大学の
学生と県内介護事業所とのマッチ
ング支援や外国人介護人材への日
本語研修等についても引き続き実
施する。

各種貸付金の活用にあたって
は、各圏域の連絡協議会や市町等
との連携を図るとともに、高校に
おいて、介護のしごと魅力伝道師
講話に合わせて、介護福祉士修学
資金貸付金をPRすることで、介護
福祉士養成施設の日本人入学者の
増加を目指す。

訪問介護員を育成する介護職員
初任者研修について、本土地区の
各地域で実施することに加え、離
島地区における訪問介護員の確保
促進を検討する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
介護人材確保のため、介護福祉士
養成校修学資金や実務者研修受講
資金、再就職のための準備金、介
護分野への就職支援金等の貸付を
実施する。
●実施状況
制度周知と活用の働きかけを行う
とともに、各種資金の貸付を実施
し、介護分野への参入と定着促進
に取り組んだ。

●事業内容
研修の機会に限りのある離島地域
の住民に対し、介護職員確保のた
めの基礎的な研修を実施した市町
に対し支援を行う。
●実施状況
五島・対馬で実施する研修の開催
を支援した。
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留学生受入対策事
業費

国際課 改善

私立大学・短期大
学外国人留学生支
援事業

学事振興課 改善

多文化共生推進事
業費

国際課 改善

農業支援体制総合
推進事業費

農業経営課 改善

●事業内容
農業分野における特定技能外国人
や農福連携等の国内外の多様な人
材の活用に向けた体制を整備し、
農業者の経営規模拡大、所得向
上、雇用型経営体の育成を推進す
る。
●実施状況
特定技能外国人材の受入及び農福
連携の推進や既存の労力支援シス
テムの強化を図ることで、多様な
人材を確保した。

長崎留学生支援センターにおい
て、県内大学や関係自治体と一体
となった留学生支援の取り組みを
強化・継続していく。

他部局との連携・協力体制を推
進するとともに、本事業の効果が
十分発揮できるよう各私立大学法
人に対し引き続き制度の活用を促
す。

外国人多言語相談窓口のさらな
る周知を図るとともに、引き続き
文部科学省の補助金を活用のう
え、市町との連携を深めながら、
外国人住民が安心安全に生活でき
る環境の整備を図っていく。

受入拡大のため、エヌと連携
し、新たに山形県との連携を強化
して、全国にPRする等連携先の拡
大を図り、働きやすい環境づくり
を支援する。受入拡大の阻害要因
である住居環境整備に関する支援
やJAの事務の簡素化・効率化を支
援する。

●事業内容
産学官が一体となって開設した長
崎留学生支援センターでは、県内
留学生の受け入れ拡大に向けて、
留学生の募集、生活支援、就職支
援などに取り組んでいる。
●実施状況
県内大学や経済界、関係市町など
と共に、その運営経費の一部を負
担するとともに、関係機関による
連携・協力に向けて協議を実施し
た。

●事業内容
県内の私立大学・短期大学を設置
する学校法人が、留学生受入促進
事業及び留学生の県内就職促進事
業を実施する場合、その経費の一
部を助成する。
●実施状況
県内の私立大学・短期大学を設置
する学校法人が実施する外国人留
学生支援策に対して、その経費の
一部を助成することにより、留学
生受入数の確保や県内就職の促
進、国際交流の推進を図った。

●事業内容
地域住民等が参画する日本語教室
の設置促進を通じた地域の多文化
共生の推進。
●実施状況
市町との連携により日本語ボラン
ティア養成講座を実施し、モデル
教室を開催した。
県内在住外国人が生活や就労等の
適切な情報に速やかに到達できる
ようにするための多言語相談窓口
の運営に取り組んだ。
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施策８　いつまでも健康で生涯を通じて学び、活躍できる社会の実現

　事業群①　高齢者の元気で生きがいのある暮らしと社会参加の促進

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

生涯現役促進支援
事業

長寿社会課 改善

明るい長寿社会づ
くり推進機構費

長寿社会課 改善

老人クラブ等育成
事業

長寿社会課 改善

高年齢者等雇用安
定対策費

雇用労働政
策課

改善

●事業内容
高年齢者等の失業の防止、再就職
の促進等、高年齢者の雇用の安定
を図る。
●実施状況
長崎県シルバー人材センター連合
会に補助金を交付し、センターが
行う高年齢者の雇用の安定、就労
を通じた社会参加の促進等に関す
る活動を支援した。
高年齢者雇用支援のつどいの開催
等により、高年齢者の継続就労、
再就職、雇用の安定を図った。

市町においても住民からの相談
に対し、より効果的に支援ができ
るよう、「就労的活動支援コー
ディネーター」等の配置や相談窓
口の設置などの体制整備につい
て、市町と連携したセミナー開催
などを通じ支援していく。

シニア競技の普及啓発を目的と
したアクティブ・エイジングサ
ポート事業の活動（主に軽スポー
ツの普及活動）を拡充し、競技人
口の拡大を図る。

また、高齢者自らの生きがいや
健康づくりを進める活動の選択肢
を増やすため、（公財）長崎県す
こやか長寿財団と協議のうえ、ね
んりんピック県大会の新競技種目
の追加を検討する。

市町、市町老人クラブ連合会及
び県老人クラブ連合会等と連携
し、「いきいきシニア活躍応援事
業」の積極的な活用を促していく
とともに、時代に合った老人クラ
ブの在り方の検討（愛称の設定
等）、次世代リーダー育成に向け
た研修の充実等についても、引き
続き効果的な取組を検討してい
く。

高年齢者等の雇用の安定に関す
る法律（国及び地方公共団体はシ
ルバー人材センターの育成などに
努める）に基づき、高年齢者の意
向に沿った就業機会を確保するた
め、「県シルバー人材センター連
合会」に対し県が補助するととも
に、シルバー人材センターが安定
的した運営ができるよう国へ要望
を行い、センターに対しては国の
制度の活用について必要な支援を
行う。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
高齢者が生き生きと輝く生涯現役
の社会づくりを目指し、高齢者の
社会参加を支援する。
●実施状況
社会参加に意欲のある高齢者が、
気軽に相談できるワンストップ相
談窓口を設置し、相談者の経歴や
ライフスタイルに沿った個別支援
を行うとともに、高齢者の社会参
加への意識を啓発するため、市町
と連携したミニセミナーを県内各
地で開催した。

●事業内容
明るい長寿社会づくり推進機構
（ (公財 )長崎県すこやか長寿財
団）が実施する高齢者の生きがい
と健康づくりに関する各種事業に
対し助成を行い、高齢者の社会活
動の振興を図る。
●実施状況
（公財）長崎県すこやか長寿財団
が行う、長崎県ねんりんピック事
業やアクティブ・エイジングサ
ポート事業等に対する助成を行っ
た。

●事業内容
老人クラブ活動のより一層の活性
化を図ることにより、高齢者の生
きがいや健康づくりを推進するた
め、老人クラブ等に対し、国、県
及び市町で協調して補助を行う。
●実施状況
単位老人クラブが行う老人クラブ
事業、市町老人クラブ連合会が行
う活動促進事業、健康づくり・介
護予防支援事業及び地域支え合い
事業、県老人クラブ連合会が行う
活動推進事業及び若手高齢者組織
化・活動支援事業について補助を
行った。
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　事業群②　健康長寿対策の推進

　評価対象事業件数　8 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

7 1

87% 13%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎健康革命プロ
ジェクト事業費

国保・健康
増進課

改善

長崎県国保ヘルス
アップ支援事業

国保・健康
増進課

改善

健康ながさき２１
推進事業

国保・健康
増進課

改善

長崎健康革命プロジェクト事業
費が令和6年度で終期を迎えるた
め、「運動」「食事」「禁煙」
「健診」の4つの柱を中心に取り組
んできた各種施策について、事業
を再構築し、新規事業として引き
続き実施する。

なお、事業の再構築にあたって
は、事業群の目標である「健康状
態の管理や生活習慣の改善に取り
組んでいる人の割合」を高められ
るよう効果的な取組を実施してい
く。

令和2年度から、自治体における
予防・健康づくりを強力に後押し
するため、国の保険者努力支援制
度が抜本的に拡充されたことか
ら、この制度を有効に活用してい
く。

市町における人材不足や、デー
タを活用した事業の企画・立案の
ノウハウ不足といった課題を解消
し、市町が実施する保健事業への
支援の充実・促進を図るため、引
き続き、予防・健康づくりに関す
る事業を効率的・効果的に実施し
ていく。

また、新たな取組みとして、早
期の受療により医療費適正化を図
る事業などを検討する。

健康ながさき 21推進会議及び
県、地域・職域連携推進協議会委
員の任期満了年であることから、
第3次計画に基づく、多様な主体と
連携した健康づくり推進の協議体
として、健康ながさき21推進会議
と地域・職域連携推進協議会の構
成及び連携体制の見直しを検討す
る。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
健康長寿日本一を目指し、「運
動」「食事」「禁煙」「健診」の4
つを柱とし、県民の主体的な健康
づくり活動を促すための周知啓発
等を実施
●実施状況
健康長寿日本一長崎県民会議の開
催や健康づくり優良事例表彰「な
がさきヘルシーアワード」の実施
のほか、30～50代の働き盛り世代
をメインターゲットとして、元
サッカー日本代表の大久保嘉人氏
をスペシャルサポーターに起用し
た「長崎健康革命」の周知啓発、
ながさき健康づくりアプリ「歩
こーで！」の運営・普及、県内
スーパーマーケット３社との連携
による「長崎健康革命夏野菜レシ
ピInstagram投稿キャンペーン」な
どの減塩・野菜摂取の啓発イベン
ト等を実施した。

●事業内容
市町における人材不足や、データ
を活用した事業の企画・立案のノ
ウハウ不足といった課題を解消
し、市町が実施する保健事業への
支援の充実・促進を図るため、予
防・健康づくりに関する事業を効
率的・効果的に実施
●実施状況
令和５年度においては、繁忙な働
き盛り世代や無関心層を含め、よ
り多くの県民が主体的に気軽に楽
しく健康づくりに取組めるよう、
ポイント付与によるインセンティ
ブを設けた健康づくりアプリ事業
など、14事業を実施した。

●事業内容
県健康増進計画「健康ながさき
21」に基づき、生活習慣病対策な
らびに、たばこ、飲酒、こころ、
栄養・食生活、運動等県民の健康
寿命延伸、生活習慣の改善に向け
た各種健康増進事業を推進する。
●実施状況
市町や関係機関、関係団体と連携
して取組を推進するため、健康な
がさき21推進会議で、関係者と課
題の共有、事業内容の協議等を実
施。令和６年度に開始の第３次健
康増進計画の策定に向けて、協
議・検討を行った。各保健所設置
の協議会では、管内で地域と職域
が連携した健康づくりの協議や取
組を実施した。

令和７年度の方向性
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栄養管理事業（専
門職研修）

国保・健康
増進課

改善

受動喫煙対策促進
事業

国保・健康
増進課

改善

長崎県歯科保健ラ
イフコース支援事
業費

国保・健康
増進課

改善

第３次長崎県歯・
口腔の健康づくり
推進事業

国保・健康
増進課

改善

　事業群③　食育の推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

食育の環連携プロ
ジェクト事業

食品安全・
消費生活課

現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
全世代への食育推進を図るため、
従来の市町、大学等との連携に加
えて、これまで取り組みが弱かっ
た民間企業との連携を強化し、官
学民が連携して、食育を推進する
「食育の環」（ネットワーク）を
形成し、推進体制を強化する。

食に関して課題の多い若い世代
（大学生）と連携し食育を推進す
るとともに、食育フェスタの開
催、市町イベント等での啓発や事
業所との食育のネットワークの強
化等、県民の食育活動を推進す
る。

●事業内容
健康増進法の一部を改正する法律
により、受動喫煙防止対策の普及
啓発、各種届出の受理や違反者等
への指導等を行う。
●実施状況
世界禁煙デー・禁煙週間等にパネ
ル展等のイベント実施や普及啓発
資材の作成、配布等を行った。ま
た、県内各保健所、関係機関と協
力し、各種届出の受理や違反者等
への指導等を行った。
令和５年４月１日からは、地方機
関を含む県庁舎の敷地内禁煙を実
施したほか、公共施設受動喫煙対
策状況調査を行い、敷地内禁煙の
実施など、県内の状況を把握し
た。

●事業内容
総合的な歯科口腔保健体制の強化
のため、歯なまるスマイルプラン
Ⅲに基づき、地域の状況に応じた
歯科疾患の予防、口腔機能の維持
向上につながる歯科保健施策を推
進する。

●事業内容
各取組の進捗確認や課題解決のた
めの関係機関・団体と連携した県
全域及び各保健所圏域ごとの協議
体制づくりや県立学校へのフッ化
物洗口等を中心として、歯なまる
スマイルプランⅢに基づき、個人
のライフコースに沿った切れ目の
ない歯科保健施策を推進する。

食生活改善推進員がより一層ボ
ランティア活動としてのやりがい
を感じながら栄養・食生活改善の
活動ができるよう、食生活改善推
進協議会の取組を支援するため、
保健所や市町の関係者との連携を
強化する。

健康ながさき21（第３次）に基
づき、望まない受動喫煙の機会を
なくすため、保健所と連携し、市
町の公共施設での敷地内禁煙促進
や飲食店等での原則屋内禁煙の徹
底に向けた取組への支援、県民の
理解を深めるための周知啓発を強
化していく。

引き続き、長崎県口腔保健支援
センターを設置し、地域の歯科専
門職への支援や地域における歯科
保健に係るデータ管理のほか、保
健指導の技術支援として、研修を
実施し、人材育成及び資質向上を
図る。

若い世代からのオーラルフレイ
ル対策として、かかりつけ歯科医
の定着促進や歯科衛生士の資質向
上への取組を強化していく。

令和6年度からスタートした第3
期計画に基づき、関係者と協議し
ながら歯科保健事業を推進してい
く。

第3期計画に基づく取組を推進で
きる人材の資質向上を図るため、
市町の歯科保健担当者会議・研修
を充実させる。

●事業内容
市町栄養士を対象とした業務推進
検討会や、地域の食生活改善に携
わる食生活改善推進員を対象とし
た研修を実施。
●実施状況
食生活改善推進員に対してリー
ダー研修会・強化会議を計２回と
各地域における研修会・組織運営
支援を計11回、市町栄養士を対象
とした業務推進検討会を16回実施
し、資質の向上を図った。
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　事業群④　子どもたちの体力の向上と学校体育の推進

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 1 1

50% 25% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

学校体育研究推進
費

体育保健課 改善

地域で育む子ども
の未来！スポーツ
環境整備事業（部
活動指導員配置事
業費）

体育保健課 改善

全国高総体北部九
州ブロック開催準
備費

体育保健課 終了

事業内容 見直しの方向

●事業内容
学校体育指導者の資質・能力を向
上させるため、指導者研修会等を
実施し、学校体育の充実を図る。
●実施状況
体力向上モデル校による実践研究
などの取組内容等を参考に、各学
校の実情に応じた体力向上アク
ションプランを作成し児童生徒の
体力向上を図った。また、教員の
指導力向上を目的に、教科体育・
保健体育及び運動部活動の指導者
研修会等の開催、専門的な知識を
持った外部指導者の派遣等を行っ
た。

●事業内容
市町立中学校及び県立中学・高等
学校に運動部活動指導員を配置す
ることで、教員の多忙化解消・負
担軽減と運動部活動の質的な向上
を図る。
●実施状況
県は、部活動指導員を県立中学校
に２名、県立高校に13名を配置し
た。また、市町立中学校に12名が
配置され、市町に対しては経費の
一部を助成した。専門的な指導、
学校外の部活動引率、安全点検、
怪我等対応などにより部活動顧問
の負担軽減を図った。また、部活
動指導員の資質向上を図るための
研修会を実施した。

●事業内容
令和６年度全国高等学校総合体育
大会（北部九州ブロック）を円滑
に開催する。
●実施状況
令和６年度に本県を含め北部九州
４県を中心として開催される全国
高校総体に向けた準備を行った。
大会開催に向けた準備を行うこと
を目的として実行委員会を設置し
た。実行委員会には５つの専門委
員会を置き、それぞれ開催準備を
進めた。

各学校における令和6年度の「体
力向上アクションプラン」の実績
を分析し、好事例については研修
会等で広く展開し、今後の取組に
つなげていく。特に、柔軟性は向
上しており、継続して「体の柔ら
かさ」の向上に向けた取組を継続
する。新たに「力強い動き」の向
上を重点目標に加え、準備運動等
に取り入れるよう推進していく。
さらに、児童生徒の体力低下や運
動嫌いを改善するためには、学校
のみならず家庭や地域との連携が
不可欠であることから、親子で参
加 で き る 「 親 子 体 力 向 上 セ ミ
ナー」（元気アップファミリー
フィット事業）のさらなる充実を
図り、体力向上や生活習慣改善の
重要性を深める取組を推進してい
く。

引き続き、本県配置校におけ
る、部活動指導員配置の効果的な
活用方法を例示し、各配置校の成
果や課題の改善方法について、県
市町教育委員会合同会議、県校長
会等に加え県市町主管課長会議や
超勤等対策会議など機会を捉えて
市町に広めていく。

開催地市町や多くの関係団体の
協力のもと、高等学校生徒に広く
スポーツ実践の機会を与え、技能
の向上とスポーツ精神の高揚を図
るとともに、生徒が親睦を深め、
心身ともに健全な青少年を育成す
るという本大会の目標が達成され
たため、事業を終了する。

令和７年度の方向性
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　事業群⑤　中学校における運動部活動の地域移行の推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

地域で育む子ども
の未来！スポーツ
環境整備事業

体育保健課 拡充

　事業群⑥　子どもの望ましい生活習慣の定着に向けた学校・家庭・地域が連携した健康教育の推進

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

学校保健研究推進
費

体育保健課 改善

学校給食実施費 体育保健課 改善

事業内容 見直しの方向

●事業内容
健康教育に組織的に対応するた
め、教職員を対象に講義などを実
施する。
●実施状況
児童生徒の心身の健康課題に対
し、組織的に対応するための効果
的な体制づくりや教職員の知見を
深めることができるよう研修会を
開催した。

●事業内容
学校給食に関する研修会を実施す
るとともに、物価高騰対策を行
う。
●実施状況
学校給食関係者の資質向上及び
「食に関する指導や衛生管理」の
充実を図るための学校給食研修会
等を開催した。また、県立学校に
おいて、物価高騰に伴う補助金を
創設したことで保護者等の負担を
軽減し、給食の安定的な提供を実
施した。

全ての児童生徒が生涯にわたっ
て健康な生活を送るために必要な
力を育成するためには、各学校で
の学校保健委員会やPTA活動などの
地域・家庭と連携した組織的な取
組が重要であり、そのためにはそ
の中心となる教職員の資質向上が
求められている。今後より多くの
教職員が研修を受けることができ
るよう開催方法をさらに見直すと
ともに、内容についても充実を図
る。

学校給食は、「生きた教材」と
して学校における食育の中心的役
割を担うものである。今後も、児
童生徒の心身の健全な発達や健康
の増進、望ましい食習慣の定着な
どの意義を踏まえて、研修会の内
容を工夫し教職員の資質向上に努
めていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
持続可能な学校部活動への段階的
な移行や部活動指導員の配置促進
などにより、生徒にとって望まし
い持続可能な部活動と学校の働き
方改革の両立の実現を図るため、
支援やモデル事業等を実施する。
●実施状況
将来にわたり、生徒がスポーツに
継続して親しむことができる機会
を確保するため、中学校における
休日の運動部活動の段階的な地域
移行や部活動の充実を進める市町
等を支援した。

県においては、「指導者エント
リーシステム」活用によるマッチ
ング事例の創出や、ワーキンググ
ループの活性化など、地域移行の
取組を加速化させるよう取り組ん
でいく。

各市町においては、「受け皿と
なる地域スポーツクラブ等の団体
の整備充実」、「指導者の質・量
の確保」及び「活動場所の確保」
などの課題があり、令和５年度に
は５市町、令和６年度には１０市
町で、課題解決に向けた実証事業
が行われており、各地域の実情に
応じた課題等を情報共有しなが
ら、県内２１全ての市町の導入に
向けて取組を推進していく。

加えて県においても、市町の課
題等の解決に向けて先導的に取組
むための国庫事業を活用し、円滑
な地域移行の取組のさらなる推進
を図る。

令和７年度の方向性
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学校給食研究推進
費

体育保健課 改善

学校保健研究推進
費 （ 食 物 ア レ ル
ギー対策事業費）

体育保健課 改善

　事業群⑦　スポーツに親しめる環境づくりによる地域スポーツの活性化

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

地域スポーツ活性
化推進事業費

スポーツ振
興課

改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
総合型地域スポーツクラブへの支
援、ながさき県民総スポーツ祭の
開催や県民スポーツ月間に係る広
報活動、スポーツ推進審議会の運
営等により、地域における生涯ス
ポーツの推進を図る。
●実施状況
総合型地域スポーツクラブの設
置・育成に向けた市町や関係団体
への働きかけを県スポーツ協会と
連携して行うとともに、クラブの
自立的な運営を図るため、クラブ
の現状や課題把握のための巡回訪
問を実施した。また、クラブの質
的充実や市町との連携を深めるこ
とを目的として、市町担当者・ク
ラブのスタッフや指導者を対象と
した担当者研修会を実施した。
ながさき県民総スポーツ祭の実施
種目数、参加人数ともに目標値に
届かなかったが、新型コロナウイ
ルスの5類移行もあり、参加者数に
ついては前年度からは大きく回復
した。

低い傾向にある若い世代のス
ポーツ実施率向上を図るため、ス
ポーツイベントの情報等を特に若
い世代に広く周知するために、当
課SNSを活用するとともに、子育て
世代が家族で参加できるイベント
や若い世代が気軽に参加できる
ニュースポーツの普及を積極的に
行う。

●事業内容
学校給食に関する研修会を実施す
るとともに、「県内まるごと長崎
県給食事業」を実施する。
●実施状況
学校給食関係者の資質向上及び
「食に関する指導や衛生管理」の
充実を図るため学校給食研修会等
を実施するとともに、地場産物の
食材を使用した「県内まるごと長
崎県給食」を全市町で実施した。

●事業内容
食物アレルギー事案防止のため、
システム運用や研修会等を実施す
る。
●実施状況
学校給食における食物アレルギー
事案やヒヤリハット事例の情報を
集約し、学校にフィードバックす
ることで未然防止に努めた。ま
た、人的措置だけでなく、ＩＣＴ
を活用した食物アレルギー管理シ
ステムを運用して、学校給食にお
ける食物アレルギーへの対応を
行った。

食物アレルギーの事故を含む給
食中の事故防止のために、研修会
や協議会等で、事故の発生要因や
解決策等を具体的に例示しなが
ら、学校全体で組織的に安心安全
な給食が実施できるように指導・
徹底を図る。

食物アレルギーの事故防止のた
めに、栄養教諭等に限らず多くの
教職員がシステムの活用について
関わることができるよう研修内容
を充実させていく。
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　事業群⑧　豊かな人生を支える県民の学習環境の整備

　事業群⑨　地域の元気づくりのための社会教育の充実・活性化

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ながさき県民大学
事業費

生涯学習課 改善

生涯学習情報提供
システム運営費

生涯学習課 改善

図書館管理運営費 生涯学習課 改善

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県及び市町、大学等で実施してい
る生涯学習に関する事業を体系化
し、県民に学習機会を効果的に提
供することや、受講状況を評価す
ること等により、県民の学習意欲
を高めることで、地域における生
涯学習の一層の振興を図る。
●実施状況
受講者数獲得のため、各市町等へ
のまなびの手帳の配布や県教育委
員会SNSへの情報掲載等の周知活動
を積極的に行った。

●事業内容
県民のさまざまな学習活動を支援
するため、インターネットを活用
した生涯学習情報提供システムを
構築し、講座情報をはじめとする
生涯学習関連情報を効果的に提供
する。
●実施状況
「主催講座」の様子を写真で掲載
したり、「おすすめの講座・イベ
ント」や「新着情報」を随時更新
するなど、利用者にとって魅力あ
る情報を発信することで、利用者
の拡大を図った。

●事業内容
県立図書館において、知の拠点と
して、資料を充実させ、県内公共
図書館等と連携・協力しながら、
図書館サービスの充実を図る。
●実施状況
資料の充実、講座等の開催、展示
など、来館者サービスの向上を図
るとともに、県内市町立図書館、
学校図書館等に対する協力貸出や
協力レファレンス、実務研修会を
実施し、各図書館の運営に対する
支援を行った。
また、電子申請による利用申請
サービスの開始、電子書籍の充実
及び郷土資料のデジタル化・アー
カイブ化を通じて、地理的な制約
や障害等にかかわらず図書館資料
を閲覧できる環境を整備し、非来
館型サービスの充実を図った。

共生社会の実現に向けた障害者
の居場所づくりや社会参加を促進
する。講座受講者数の課題につい
て、引き続き誰でも学べる環境を
整備するため、大学等の実施機関
や関係各課との連携を深めるとと
もに、現状を分析し運営委員会や
社会教育委員の会等で意見をもら
い、受講者数の増加へ向け対策を
講じていく。

新着情報や主催講座情報等各種
コンテンツの更新を頻繁に行い、
必要に応じてシステムを改修しな
がら、利用者にとって魅力ある情
報を発信していく。

県民の誰もが読書に親しみ、生
涯を通じて学ぶことができる環境
を整えるために、県立図書館の資
料の充実や講座の開催を行うとと
もに、各市町図書館を支援しなが
ら、ともに図書館サービスの向上
を目指す。

また、今後も県民の学びの場や
機会を持続的に提供できるツール
として電子書籍等の非来館型サー
ビスの更なる充実に努め、図書館
資料の利用促進及び地域間格差の
解消につなげる。

令和７年度の方向性
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社会教育振興促進
費

生涯学習課 改善

●事業内容
社会教育の充実及び振興に資する
ため、社会教育関係者としての知
識の習得や役割等についての理解
を深め、県内の社会教育関係者等
のネットワークを広げるととも
に、指導力や実践力、コーディ
ネート力の向上を図る。
●実施状況
市町の社会教育担当課、長崎県社
会教育委員連絡協議会、県公民館
連絡協議会、社会教育関係団体と
の協力・連携をとりながら、社会
教育振興のための研修会や研究大
会を県内各地で実施した。

一部研修会については、肖像権
や著作権等に配慮した上で研修会
後の動画配信（録画配信）によ
る、受講者の利便性の向上に努め
る。

また、長崎県の社会教育を担う
人材を育成するためにも、本県に
おける社会教育主事講習の継続的
実施を目指す。
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戦略１－２　移住対策の充実、関係人口の幅広い活用を推進する
　評価対象事業件数　8 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6 2

75% 25%

施策１　ながさき暮らしＵＩターン対策の推進

　事業群①　さらなるＵＩターン促進のための相談・支援体制の充実

　事業群②　効果的な情報発信

　事業群③　地域の維持・活性化及び産業人材確保に向けた人材誘致の促進

施策２　関係人口との交流促進による地域活力の向上、移住者の裾野の拡大

　事業群①　ながさきとの関わりづくりと地域課題解決等の仕組みづくり

　評価対象事業件数　8 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6 2

75% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ＵＩターン拡大事
業費

地域づくり
推進課

改善

移動理由調査事業
費

統計課 縮小

ながさきＵＩター
ン魅力発信事業費

地域づくり
推進課

改善

●事業内容
UIターンをより一層促進するため
に、効果的な情報発信を実施。
●実施状況
専門的知見を持つデジタルコー
ディネーターを活用し、同サイト
の改善、コンテンツの充実を図っ
た。また、本県が移住のターゲッ
トとしている東京圏や福岡を中心
と し た エ リ ア を 対 象 と し て 、
Googleや Instagram、 YouTube等の
媒体に広告を出し、ながさき移住
ナビへの誘導を図った。

現在の地方回帰の流れを本県に
取り込むために、今後引き続き対
策の強化が必要である。令和５年
度に WEBサイト (CMS)の改修を行
い、情報発信充実のための一定の
基盤整備ができたため、これらを
活用して市町や関係課と連携しな
がら、さらに情報発信のSEO対策・
SXO対策に注力する。

●事業内容
県内全ての市町と連携し、市町の
窓口において転出入者を対象に移
動理由アンケートを実施。
●実施状況
県で回答の集約・集計・分析を行
い、その結果を県と市町で共有し
た。

全国的な地方移住の流れがある
中、移住希望者の傾向やニーズを
捉えたうえで、「ながさき移住サ
ポートセンター」、各市町、関係
団体でその内容を共有し、情報発
信、相談対応等のレベルアップに
必要な事業・連携体制等について
検討し実施していく。具体的に
は、都市部での対面の大規模相談
会に加え、オンライン相談、転職
個別相談など、相談者ニーズに応
じた相談会の実施や、県移住支援
WEBサイト「ながさき移住ナビ」の
内容充実、市町支援で実施してい
る情報発信への助言などへの注
力、移住者増加に効果があった市
町の優良事例の他の市町への紹介
などを行っていく。

令和６年の集計結果及び4年間の
総括を県庁内及び市町と共有す
る。

なお、これまでの調査により統
計的に分析を行うにあたって一定
必要なデータが蓄積されたことな
どから、アンケート調査は令和６
年12月までとし、これまで蓄積さ
れたデータについては引き続き施
策の検討に活用していく。

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
市町と共同運営する「ながさき移
住サポートセンター」を中心に、
市町と連携しながら、UIターンの
拡大を図る取組を実施。
●実施状況
都市部での移住相談会の開催や、
移住希望者に対する就職・転職や
住まいの支援など、ＵＩターンの
拡大を図る取組を実施した。
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移住・創業・地域
貢献支援事業費

地域づくり
推進課

縮小

地域活性化人材支
援事業費

地域づくり
推進課

改善

めぐりあい人口創
出・拡大事業費

地域づくり
推進課

改善

ワーケーション推
進事業費

地域づくり
推進課

改善

●事業内容
国の地方創生推進交付金（移住・
起業・就業型）を活用し、東京圏
からの移住を促進するとともに、
地域の雇用創出につながる創業・
事業拡充等にチャレンジする事業
者の支援。
●実施状況
令和５年度においては、移住支援
金の子育て加算金の増額などを
行った（国庫補助の拡充）。
※令和５年度実績移住支援：102件
創業支援：22件
地域貢献支援：10件

●事業内容
地域おこし協力隊の地域への定着
促進を図るため、県内で活躍する
協力隊（OBOGを含む）や市町職員
を対象とし、隊員の受入や任期後
の活動についてなどの相談支援や
研修会を実施。
●実施状況
隊員・市町向け研修会を計４回開
催、相談窓口の運営、アドバイ
ザーの派遣など、隊員等への支援
を実施したほか、情報発信により
隊員就任希望者に向けて県内の地
域おこし協力隊の取組等を周知し
た。

●事業内容
交流と婚活をつなぐ「めぐりあ
い」の創出・拡大に向け、主に若
い世代の交流拡大を図るため、
「めぐりあいながさきイベント」
を実施し、長崎の各地域の魅力を
全国に発信

●事業内容
ノマドワーカー誘致に向けて必要
となる取組や各プレイヤーの役割
を整理したうえで、本県の現状及
び先進地調査研究の実施や、今後
の方針を決定する有識者会議を開
催し、 R7年度以降の指針となる
ロードマップを作成する。
また、ワーケーションガイドによ
る、都市部企業等からの相談対応
や県内の受入市町とのマッチング
支援を行い、関係人口の拡大につ
なげていく。さらに、県内の地域
活性化人材と県外の関係人口をつ
なぐコミュニティ（長崎友輪家）
によるオンライン上のコミュニ
ケーションやミートアップイベン
トなどによる交流で長崎ファンの
さらなる拡大に寄与する。

移住支援事業、創業支援事業に
ついては、国と連携し実施してい
るところであり、令和６年度の各
事業の応募・採択状況等や国の施
策の方向性を踏まえたうえで、各
市町の施策構築の意向や関係事業
の実施状況等を聞き取り、R7年度
事業の内容について必要な見直し
を図ることとする。

地域貢献支援事業は、県独自で
実施してきたものであるが、R5年
度までに80件の事業採択を行って
きており、地域の課題解決や雇用
確保に一定の役割を果たしたこと
から終了とし、移住支援事業や、
創業支援事業の更なる有効活用に
より、地域活性化を図っていく。

令和４年度から中間支援組織
（協力隊OBOG団体）との連携によ
り地域おこし協力隊支援事業を実
施し、定住率（総務省が公表）に
ついても令和３年度と比較して
３％の向上につながるなど、一定
の成果があったものと考える。

更なる定住者数の増加及び定住
率の向上が求められており、県に
おいては、広域的観点で研修会の
実施や優良事例の横展開のための
情報発信などを行っていく必要が
ある。そのため、引き続き中間支
援組織（協力隊OBOG団体）との連
携により、市町等職員の制度に対
する理解促進及び運用の適正化に
重点的に取り組み、ミスマッチ解
消による定住率向上を目指す。

より多くの県内外の若者にイベ
ント参加をしてもらいめぐりあい
の創出・拡大をするために、市町
や関係団体等民間と協力しながら
企画し、市町が実施するイベント
とのジョイントできるような組み
立て、効果的な広報の手法の検討
を図る。

令和６年度において、ノマド
ワーカー誘致にかかる調査研究・
有識者会議を実施し、令和７年度
以降のロードマップを作成し、令
和７年度の取組に反映していく。
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長崎県情報発信促
進事業費（県外パ
ブリシティ、長崎
の変関係）

ながさきPR
戦略課

改善

県外パブリシティについては、
これまでの成果を検証し、従来の
手法にとらわれることなく見直し
を行い、よりＰＲ効果が高い事業
の実施につなげる。

「長崎の変」については、限ら
れた予算で次年度以降も継続して
実施できるよう、職員が主体と
なった情報発信の体制を確立させ
る。

●事業内容
・県外での本県の認知度向上とイ
メージアップを推進し、交流人口
の拡大と他県との差別化を図るた
め、首都圏・関西圏においてマス
コミを対象にパブリシティ活動を
実施。
・本県の関係人口（長崎県ファ
ン）の創出・拡大を図るため、福
山雅治氏をクリエイティブプロ
デューサーに起用した｢長崎の変｣
プロジェクトにおいて、Webサイト
及びSNSを中心にプロモーション活
動を実施。
●実施状況
・県外パブリシティにおいては、
本県への取材誘致に向けたメディ
アへのコンタクト、メディアツ
アー、プレスリリース、県庁及び
県内市町のPR担当者への研修会な
どを実施した。
・「長崎の変」プロジェクトで
は、動画の制作や公式Webサイトの
リニューアル、SNSによる情報発信
などを実施した。
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戦略１－３　長崎県の未来を創る子ども、郷土を愛する人を育てる
　評価対象事業件数　85 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 56 1 26

2% 66% 1% 31%

施策１　結婚、妊娠・出産から子育てまでの一貫した支援

　事業群①　結婚、妊娠・出産、子育てに関する意識醸成と社会全体の機運醸成

　事業群②　結婚を希望する独身者に対する婚活支援

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

市町少子化対策促
進事業費

こども未来
課

改善

地域で産業でみん
なで応援「結婚・
子育て」推進事業

こども未来
課

改善

引き続き、国の施策や他自治体
の先進的な取組等の情報収集を行
うとともに、各市町と個別協議を
通じ、それぞれの地域の実情を把
握し、官民連携協議会での優良事
例の共有や交付金申請事務の支援
を通じた、その地域の実情にあっ
た取組導入の働きかけを行う。ま
た、先進地視察によって得た知見
を県の少子化対策に活かすこと
で、更なる取組の深化を図る。

より多くの若者がライフデザイ
ンの重要性を認識し、結婚・子育
てを前向きにとらえることができ
るポジティブな情報を効率的に届
けるため、ライフデザインを考え
る機会を提供するとともに、結
婚・子育て応援宣言企業や地域団
体による具体的な取組の強化、民
間団体の自主的な取組の支援等に
よる県民の意識醸成や社会全体の
機運醸成を図る。

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県内各市町における、国の地域少
子化対策重点推進交付金を活用し
た少子化対策の取組を知財両面に
おいて支援。
●実施状況
県内各市町における、国の地域少
子化対策重点推進交付金を活用し
た少子化対策の取組を支援した。
なお、県としては、未活用の市町
に対して、優良事例を紹介すると
ともに、それぞれの状況に応じた
施策の提案を行うなど積極的な活
用を促した。

●事業内容
企業・地域コーディネーターによ
り、県・市町と結婚支援、子育て
支援、地域づくり等にかかる各種
団体との連携を図り、企業や地域
コミュニティなどによる主体的な
結婚・子育て応援の取組を推進す
るとともに、効果的な情報発信や
セミナー等による機運醸成、意識
啓発を推進。
●実施状況
企業・地域コーディネーターを配
置し、結婚・子育て応援の取組具
体化に向けた企業や地域への働き
かけを強化するとともに、メディ
ア(テレビ・新聞・タウン情報誌
等)や民間企業とタイアップした結
婚・子育てに関する情報発信を行
うことにより、社会全体で結婚・
子育てを応援する機運の醸成を
図った。
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ココロねっこ運動
推進事業費（応援
の店・フリーマガ
ジン）

こども未来
課

改善

「 な が さ き ハ ッ
ピー子育て」環境
づくり事業

こども未来
課

改善

「 な が さ き ハ ッ
ピー子育て」機運
醸成事業

こども未来
課

改善

子育て応援の店事業の対象につ
いて、令和3年度に未就学児を持つ
保護者から小学生以下のこどもを
持つ保護者へ拡大。更なる利用促
進に向けて、経済状況等を見なが
ら、協賛店舗へのアンケートを実
施するなど、対象年齢の引き上げ
について検討する。

市町ウェブサイトとの連動を強
化するなど、きめ細かい情報の発
信を行うとともに、相談窓口など
について、ユーザーや市町等の意
見に基づき、さらなる利便性向上
に向け、改善を図る。

ながさき子育て応援の店、なが
さき結婚・子育て応援宣言、その
他市町の各種登録制度等の登録企
業を巻き込み、連携企画を実施す
るなど、企業の巻き込みを一層強
化する。

●事業内容
子育てを応援する機運を高め、子
ども・子育てにやさしい社会づく
りを推進するため、子育て支援パ
スポート事業や情報発信を実施。
●実施状況
子育て支援団体等とのネットワー
クを有する長崎県青少年育成県民
会議と連携し、子育て世帯にお得
なサービス等を提供する「ながさ
き子育て応援の店」事業、子育て
を応援するフリーペーパーの発行
等を行い、すべての子どもが健や
かに成長できる社会づくりを推進
する機運の醸成を図った。
また、ホームページ等により、子
育てに関する相談支援を強化する
とともに、市町と連携した信頼で
きる情報のプッシュ型配信を実施
した。

●事業内容
ポータルサイト・ LINE等を活用
し、子育てに関する相談支援を強
化するとともに、情報のプッシュ
型配信により、子育て家庭の孤立
化を防ぎ、安心して子育てができ
る環境づくりを推進。
●実施状況
長崎県公式LINEを活用して子育て
に関する情報発信を行えるよう環
境を整備し、LINE及びHP等での情
報発信を行った。

●事業内容
若者、企業・団体、地域、市町等
と連携した子育て応援の取組や効
率的・効果的な情報発信により、
社会全体で子育てを応援する機運
を醸成。
●実施状況
子育て応援に関心のある企業・団
体へコラボレーションの働きかけ
を行ったほか、誰もが日々の中で
できる子育て応援活動「ちょコロ
ねっこ」を提案する動画を製作
し、SNS等で配信した。また、テレ
ビ局等のメディアとのタイアップ
として、ローカルワイド、ローカ
ルニュースでのコラボコーナーや
イベントブース出展等により、子
育て支援等の普及啓発を行った。
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ながさきで家族に
なろう事業

こども未来
課

改善

　事業群③　妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援①

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 4

33% 67%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

保育士人材確保等
事業費

こども未来
課

改善

保育士等処遇改善
推進事業

こども未来
課

改善

子育て支援新制度
関係対策費

こども未来
課

現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
保育士の専門性向上と質の高い人
材を安定的に確保するための事業
を実施。
●実施状況
｢保育士・保育所支援センター」を
設置し、求人・求職サイト「保
いっぷ」の運用及び再就職支援
コーディネーターによる求職者の
ニーズにあった就職先の提案や求
人施設との調整等を実施した。ま
た、保育士養成施設の学生等を対
象とした「保育の仕事合同面談
会」の開催や、「保育士修学資金
貸付事業」を実施した。さらに、
リーダー的役割を担う保育士等に
対し、処遇改善の要件となってい
る「キャリアアップ研修」を実施
したほか、保育士の資質向上を目
的とする「保育所職員研修」など
も実施した。

●事業内容
保育士等の処遇改善をとおした保
育の質の向上と保育士等の離職防
止を実施。

●事業内容
子育て環境の整備を進め、子育て
中の保護者が子どもを安心して預
けることができるための支援を実
施。
●実施状況
保育所に従事する保育士配置の特
例における無資格の保育従事者及
び小規模保育事業、家庭的保育事
業等に従事する保育者を養成する
ため、研修を実施した。

新卒者対策・潜在保育士対策・
離職防止策の３つの柱で保育人材
確保施策に総合的に取り組むとと
もに、特に令和6年度に新たに取り
組む処遇改善推進事業と連携し離
職防止策に注力していくことによ
り、より効果的に質の高い保育人
材の安定的な確保に努めていく。

幼児教育・保育の質の向上、更
なる保育人材の確保・離職防止を
図るため、引き続き事業を継続す
るとともに、令和6年度の実績を踏
まえて、必要な改善を図る。

子育て支援員研修修了者は保育
所等の保育士配置の特例による配
置が可能であることから、今後も
必要性は高いため、引き続き事業
を継続する。

●事業内容
長崎県婚活サポートセンターにお
いて、市町・企業・関係団体との
連携のもと、お見合いシステムを
はじめとする特徴の異なる４つの
結婚支援事業を有機的に連動させ
て一体的に推進することで、利用
者の拡大を図るとともに、各種セ
ミナー・イベント等を充実させ、
結婚を希望する独身男女に対する
きめ細かい支援を実施。
●実施状況
お見合いシステムをはじめとする
４つの結婚支援事業を有機的に連
動させて一体的に実施した。ま
た、お見合いシステムの改修によ
り、検索機能の強化やチャット機
能、お友達交際期間等を導入し、
マッチング率の向上を図った。そ
のほかキャンペーンを展開するな
ど結婚を望む独身男女の婚活を支
援した。

お見合いシステム等の取組を更
に活性化させるため、利用者や企
業・団体等に聞き取りを行い、長
崎県婚活サポート官民連携協議会
の構成団体とともに取組の見直し
を行う。中でも、最も高い成婚目
標を設定しているお見合いシステ
ムにおいては、会員数を増加させ
るために、会員登録促進のための
取組や周知啓発を継続するととも
に、会員の行動分析やアウトリー
チ型のサポートを実施するなど会
員サポートの強化を図ることで、
マッチング率の向上につなげてい
く。また、引き続き婚活イベント
等を開催しより多くの出会いの機
会を創出するとともに、婚活サ
ポートセンターの周知や会員登録
の促進にもつなげるなど、婚活支
援のより有機的な連動を図る。
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　事業群③　妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援②

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

＜ビジョン＞こど
も場所等官民連携
事業

こども未来
課

改善

　事業群③　妊娠・出産、子育てへの切れ目のない支援③

　評価対象事業件数　9 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 3 5

11% 33% 56%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

健やか親子サポ－
ト事業（妊娠・出
産包括支援推進事
業）

こども家庭
課

改善

不妊治療費助成事
業

こども家庭
課

現状維持

周産期医療確保対
策事業費

医療政策課 現状維持

産後ケア事業の更なる推進を図
るため、市町の区域を超えた広域
的な調整など、必要な支援につい
て検討を行う。

子どもを望む夫婦が、より出産
に至る確率が高い時期に適切な治
療を開始し出産を迎えることがで
きるよう、引き続き不妊に関する
助成および知識等の普及啓発を
行っていく。

引き続き周産期母子医療セン
ターの安定的な医師確保等のた
め、人件費等運営費について補助
を行う。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
子育て世代包括支援センター職員
の資質向上のため研修会を実施す
る。また、センター間の情報共有
により機能強化を図るため、連絡
調整会議を実施する。
●実施状況
子育て世代包括支援センター職員
を対象に、妊婦に対するＮＩＰＴ
に関する情報提供をテーマに研修
を行った。また、市町の担当者間
で、産後ケア事業、産婦健診、こ
ども家庭センター等の実施状況や
課題等について情報交換を行っ
た。

●事業内容
生殖補助医療（体外受精・顕微授
精）に併せて行われる先進医療に
要する費用の一部を助成する。
●実施状況
10月に申請受付を開始し、先進医
療に要する費用の 7割（上限 5万
円）について助成を行った。

●事業内容
周産期母子医療センターの安定的
な医師確保等を図るため、人件費
等運営費について補助を行う。
●実施状況
３医療機関に対して、補助を行っ
た。

●事業内容
「新しい長崎県づくりのビジョ
ン」実現に向け、多様な主体との
連携により、こどもが幸せな状態
で成長していくために必要な多様
な居場所「こども場所」のある社
会づくりを進めるため、居場所づ
くりに取り組む意欲を持つ民間団
体や地域の主体と、その取組に活
用可能な子育て支援の資源につい
て実態を把握しリスト化するとと
もに、多様な主体を巻き込んだ
ネットワーク構築及び県内各地に
おける具体的な居場所づくりの事
例創出を実施。

令和6年度に居場所づくりについ
ての現状やニーズ把握を行い、全
体構想の策定や優良事例の創出を
行いながら、県全体で居場所づく
りに向けた取組が活性化するため
の県の支援スキーム等の検討を行
う。

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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持 続 可 能 な 周 産
期・救急医療体制
確保事業費

医療政策課 改善

周産期医療体制整
備等事業費（医療
介護基金）

医療政策課 改善

出産・子育て応援
交付金事業

こども家庭
課

現状維持

福祉医療費助成費
こども家庭
課

現状維持

親子でスマイル住
宅支援事業費

住宅課 拡充

　事業群④　命の尊さや家庭生活・家族の大切さなど、自分の将来を考えさせる教育の普及

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎県学校保健専
門医等派遣事業費

体育保健課 改善

性に関する内容については多岐
にわたっており、また、中学校・
高等学校・特別支援学校（中学
部・高等部）が対象であるため
に、各年代や各校の実情を把握
し、課題を確認するために、学校
と講師の事前の十分な打ち合わせ
を実施する。

子育て世代の経済的負担軽減を
図り、子どもを安心して産み育て
る環境を整え、子育て支援を充実
する観点から市町や関係機関と協
力しながら制度維持を図ってい
く。

これまでは、子育て世帯が安心
して子育てをしやすい住環境の整
備を目的としており、利用者のほ
とんどが県内居住者となってい
た。

そこで、R7年度事業では、対象
を県外の若者とすることで、県内
の関係・交流人口の拡大や移住・
定住を検討するきっかけにつなげ
る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
医師や助産師などの専門的な見地
からの話を聞くことで、命の尊さ
や家族の大切さについて、生徒自
身が自分のこととして捉え、より
よい行動を実践しようとする意欲
を育むことを目的とし、講演会等
を実施する。
●実施状況
長崎県内の中学校、高等学校及び
特別支援学校の４２校、
４，３４２名に対して実施した。

●事業内容
長崎県医療的ケア児支援センター
と連携を図り、訪問看護師・周産
期母子医療センター看護師・特別
支援学校等の看護師に対する研修
会を開催する。
●実施状況
全６回の研修会を開催した。

●事業内容
伴走型相談支援の充実や出産・子
育て応援給付金の給付を行う市町
に対し補助を行う。
●実施状況
伴走型相談支援の充実や出産・子
育て応援給付金の給付を行う市町
に対し補助を行い、22,978人に給
付を行った。

●事業内容
市町が助成する乳幼児、ひとり
親、こども（高校生世代）の医療
費への補助を行い健康保持と経済
的負担の軽減を図る。
●実施状況
医療費助成を行う県内21市町に対
し補助を行った。

●事業内容
多子世帯や新たに職住近接・育

住近接を行うための改修工事又は
中古住宅取得に要する経費の一部
を助成し、安心して子どもを産み
育てることのできる居住環境の整
備を図る。
●実施状況

令和５年度は、15市町に対し計
74件の助成を実施した。（多子世
帯34件、職住近接2件、育住近接1
件、3世代同居・近居37件）

将来にわたり持続可能な医療提
供体制の構築を図るため、令和６
年度に開催するワーキンググルー
プの結果を踏まえた取組を実施す
る。

ワーキンググループメンバーの
範囲拡大を検討する。

引き続き県看護協会や長崎県医
ケア児支援センターと連携し、小
児在宅医療に係る人材育成や体制
強化を図る。

医療的ケアが必要な小児に対応
可能な訪問看護ステーションが所
在しない医療圏である対馬市で研
修会を開催する。

妊婦・子育て家庭への経済的負
担軽減を図り、子どもを安心して
産み育てる環境を整え、子育て支
援を充実する観点から市町や関係
機関と協力しながら制度維持を
図っていく。

●事業内容
安定した分娩体制を維持するた
め、医療計画の見直しにおいて、
実態調査の結果及び分娩数の推計
に基づき、将来に向けた周産期体
制について検討する。
●実施状況
周産期医療システム活用及び死亡
症例のWGを開催した。
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健やか親子サポ－
ト事業

こども家庭
課

改善

妊産婦等相談支援
ネットワーク構築
事業（一部）

こども家庭
課

改善

施策２　郷土を愛し、地域を支える心豊かな人材の育成

　事業群①　ふるさと教育の推進

　事業群④　子どもたちが直接自然と触れ合う体験活動の推進

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 4

20% 80%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ＮＥＸＴ長崎人材
育成事業費

高校教育課 改善

し ま の リ ー ダ ー
チャレンジ事業

生涯学習課 改善

企業見学会やアプリ開発講座、
アントレプレナーシップゼミなど
の参加状況等により、次年度の開
催方法等を検討する。

令和７年度は、県南地域を活動
の場として離島地域のリーダー育
成を図る事業を実施する。これま
での実績やアンケート結果等を基
に研修プログラムの更なる改善に
努めるとともに、事業の成果を広
報・周知する取組の充実を図る。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
急速な技術の発展等による社会情
勢の変化に対応し、柔軟な発想で
課題解決や新しい価値の創造がで
きる人材を育成するため、企業見
学や外部人材による講座、アプリ
開発講座、アントレプレナーシッ
プ教育の充実を図る。

●事業内容
離島に住む小学生を対象に、本県
を代表する企業や施設、ＳＤＧｓ
を推進する企業や大学等の訪問な
ど、多様な学びや体験の場を創出
することで、本県の魅力を発見・
実感し、誇りや愛着を深めるとと
もに、ふるさとを担っていく意欲
やリーダー意識を高めるきっかけ
とする。
●実施状況
企業等での講話や体験活動、参加
者同士や大学生との意見交換等を
行った。対馬市、壱岐市、五島
市、小値賀町、新上五島町からの
応募者40名が参加した。

●事業内容
①思春期や性の悩みを有する男女
への相談支援を行う。
②学校保健と連携して、生徒、児
童、保護者等に対する健康教育を
行う。
●実施状況
①各保健所に「性と健康の相談窓
口」を設置し、保健師等が相談対
応を行った。
②保健師が学校に出向き、思春期
の身体の変化や妊娠、出産、性感
染症等に関する講話や赤ちゃん
抱っこ体験、妊婦体験などを行っ
た。

●事業内容
若年層が将来の妊娠、出産につい
て考え、現在の自分の健康を守る
ことができる様に普及啓発を行っ
た。
●実施状況
プレコンセプションケアや妊娠、
出産、避妊等についてまとめたサ
ポートブックを作成し、県内の高
校3年生に配布した。

性に関する情報は、不確かなも
のも含めて氾濫しており、ネット
で簡単にアクセスすることができ
る状況の中、専門職が科学的で正
しい知識を生徒に伝える機会は重
要である。引き続き学校と連携し
改善を加えながら事業を継続して
いく必要がある。予期せぬ妊娠や
性感染症の予防だけでなく、将来
の妊娠、出産、次世代の健康を見
据えた健康管理というプレコンセ
プションの視点でも普及啓発を
行って行く。

サポートブックの内容は、適宜
見直しを行い、正しい知識を伝え
る媒体として、引き続き配付を継
続する。

令和７年度の方向性
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高校・地域連携イ
キイキ活性化事業

高校教育課 拡充

郷土学習資料作成
事業

義務教育課 改善

小 中 高 が 一 体 と
なったふるさと教
育推進事業

義務教育課 改善

●事業内容
「ふるさとの未来を担う人材」を
育成するために、ふるさとを舞台
に、地域の魅力を小学校から中学
校まで学ぶ系統的なカリキュラム
及び高等学校との連携・協働の在
り方を含めた体制づくりについて
研究を進め、県下に発信すること
でその普及を図る。
●実施状況
５市町の小中学校１２校を拠点校
として指定し、ふるさとを舞台に
地域の魅力を小学校から中学校ま
で学ぶ系統的なカリキュラムと高
等学校との連携・協働の在り方を
含めた体制づくりについて研究を
進めた。

島原市と新上五島町に加えて、
壱岐市及び西海市においてコン
ソーシアムを立ち上げて、地域の
資源を活用した高校の魅力化と地
域の活性化に一体的、継続的に取
り組めるよう、地域、学校、企業
等の役割を明確にするとともに、
高校教育課が積極的に支援する。

子どもたちの郷土長崎に対する
理解と愛情を深めるため、本学習
資料の果たす役割は大きい。今後
も、引き続き掲載内容の充実を図
るとともに、本学習資料の継続的
な活用を促し、子どもたちの郷土
長崎に対する理解と愛情を深めて
いく。

これまで、学校とまちづくり担
当課とのつながり、小中高のつな
がりなど、ふるさと教育を充実さ
せるうえで必要な連携の在り方を
示し、探究的なふるさと教育を実
施する学校を増やしてきた。今後
も、更に探究的なふるさと教育を
行う学校を増やすことでふるさと
の未来を担う人材の育成を全県的
に行う必要がある。そこで、地域
の活性化やまちづくりに大きな役
割を担っている企業とのつながり
を新たなふるさと教育充実の視点
として示し、探究的なふるさと教
育を行う学校を増やしたい。

●事業内容
「地域の子どもを地域で育てる」
気運を地域と高校が一体となって
醸成し、地元高等学校が担う役割
を地域と共有し、社会に開かれた
魅力ある学校にするため、県と離
島半島部の市町で「高校・地域連
携コンソーシアム」を設置し、地
域振興の核としての高校の魅力化
を図る。
●実施状況
令和５年度に島原市と新上五島町
でコンソーシアムを設置し高校の
魅力化を推進する事業を協議し
た。

●事業内容
長崎県の正しい理解と、豊かな郷
土愛を育むため、中学生向けの郷
土教育資料「ふるさと長崎県」を
作成し、県内公立中学校の生徒に
公開する。
●実施状況
トピック「『しま』体験で学ぶ
『しま』の魅力！」を追加すると
ともに、各種統計データを最新に
更新した令和６年度版「ふるさと
長崎県」をPDFデータとして、県公
式ウェブサイトに公開した。
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　事業群②　豊かな道徳性を育む道徳教育の推進

　事業群③　社会の様々な課題を主体的に判断できる力や政治に参画する態度を育てる教育の推進

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

道徳教育の抜本的
改善・充実事業

義務教育課 改善

ＮＥＸＴ長崎人材
育成事業費

高校教育課 改善

　事業群⑤　表現力や創造力を高める子どもの読書活動の推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

みんなで創る！な
がさき読書活動推
進事業

生涯学習課 改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
「第五次長崎県子ども読書活動推
進計画」に基づき、乳幼児期から
発達段階に応じた読書習慣の形成
を図るとともに、県民一人一人が
生涯にわたって読書に親しみ、豊
かな人生を送ることができる環境
を整備する。

本事業は、多様な人々の連携体
制を強め、つながりを生かした乳
幼児期からの読書活動の活性化を
図るとともに、子どもが主体的に
読書活動に取り組むことのできる
環境づくりを推進していくことと
しており、令和６年度の実施状況
を検証し必要な見直しを図ってい
く。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
文部科学省の委託事業である道徳
教育の抜本的改善・充実に係る支
援事業を中核とし、本県の道徳教
育及び道徳科の改善・充実を目指
し、研究協議会、指導主事派遣事
業等を実施する。
●実施状況
３回の道徳教育パワーアップ研究
協議会を実施した。協議や講義・
演習等を通して、学習指導要領を
踏まえた道徳科における情報モラ
ルに関する指導を行った。また、
離島地区での開催では、「考え、
議論する道徳」への質的転換を図
るため、効果的かつ多様な指導方
法等を周知し、各校や個々が抱え
る課題や改善方策について情報共
有・協議等を行った。

●事業内容
急速な技術の発展等による社会情
勢の変化に対応し、柔軟な発想で
課題解決や新しい価値の創造がで
きる人材を育成するため、企業見
学や外部人材による講座、アプリ
開発講座、アントレプレナーシッ
プ教育の充実を図る。

引き続き「道徳教育パワーアッ
プ研究協議会」を実施する。その
際、多くの教職員が参加しやす
く、多面的な視点で協議に参加で
きるよう、開催場所や時期、協議
会の形態等を工夫・改善してい
く。また、内容についても「道徳
科の授業改善」をより一層推進
し、全体計画や年間指導計画の見
直し改善等、カリキュラムマネジ
メントの視点をもち、「学校全体
で行う道徳教育の充実」に向けた
取組も充実させていく。

企業見学会やアプリ開発講座、
アントレプレナーシップゼミなど
の参加状況等により、次年度の開
催方法等を検討する。
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　事業群⑥　創造性や独創性など豊かな人間性を育てる子どもたちの文化芸術活動の推進

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

中学校・高等学校
文化活動推進事業
費

学芸文化課 改善

文化部活動地域移
行推進事業費

学芸文化課 改善

部活動指導員配置
事業費

学芸文化課 改善

魅力あふれる児童
生徒の作品展開催
事業

学芸文化課 改善

高等学校においては、引き続き
地域や市町・学校の枠を越えた文
化活動の推進を図り、県総合文化
祭開催の支援や専門部の設置な
ど、文化活動の活性化を図る。

中学校においては、平成30年度
第18回全国中学校総合文化祭長崎
大会の成果を継承し、引き続き文
化活動の充実と活性化及び生徒の
文化に対する意欲向上を継続的に
図る。

また、中学校、高等学校とも
に、積極的に活動する部活動の活
動経費を支援していく一方で、地
域移行推進の在り方を併せて検討
していく。

持続可能な文化活動の機会を身
近な地域で確保できる体制を整備
するため、地域移行モデルの構築
及び検証を行い、その成果を市町
へ周知する。

また、引き続き指導者等人材リ
ストの整備や指導者への講習会を
実施することで、指導者の質と量
の確保を図るとともに、国の事業
を活用して、地域移行を段階的に
進める市町への経費支援を行う。

文化部活動指導員について、本
県配置校や他県での有効な活用事
例の情報収集を行う。

また、それらの情報や検討内容
について、各種会議等の機会を捉
え県内市町へ広め、文化部活動指
導員配置、活用の利点の周知に努
めるとともに、更なる効果的な活
用方法について検討を行う。

引き続き、子どもたちが図画工
作・美術の作品を発表する機会を
提供することにより、子どもたち
の図画工作・美術に対する関心を
高めるとともに、豊かな情操の育
成を図る。また、県造形教育研究
会との連携を密に図りながら、よ
り多くの子どもたちが参加できる
よう働きかけるとともに、システ
ムの構築を通して、業務負担の軽
減及び効率化を図る。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
中学校・高等学校の文化活動の推
進と裾野の拡大を図ることを目的
として、積極的に活動する部活動
等を指定し、その活動に対する助
成を行うとともに、県総合文化祭
及び全国総合文化祭への参加経費
等を補助する事業。
●実施状況
中学校24クラブ、高等学校22クラ
ブに対して助成を行い、高等学校
では19部、中学校では11部が九州
大会以上に出場した。また、県総
合文化祭開催経費の補助や、全国
総合文化祭の参加費用の補助等を
行った。

●事業内容
本県中学生が、学校の部活動に代
わりうる持続可能な文化活動の機
会を身近な地域で確保できるよ
う、休日の文化部活動の段階的な
地域移行を推進している市町に支
援を行う事業。
●実施状況
２回の在り方検討委員会及び３回
の地域移行検討会を行った。ま
た、市町による実証事業を行い、
休日に学校と地域団体とが連携し
た地域クラブ活動を実施した。

●事業内容
教員の超過勤務の是正や負担軽減
及び専門的かつ効果的な指導がで
きる人員の確保に取り組む学校に
対して指導員を配置し、支援を行
う事業。
●実施状況
県立高等学校に２名配置した。指
導員の配置時間と教員の負担軽減
等の効果についての状況確認を行
い、年度末には指導員の配置効果
等に係るアンケート調査を実施し
た。

●事業内容
子どもたちの図画工作・美術に対
する意欲・関心を高めるととも
に、創造の喜びを味わわせ、表現
力の向上及び学習成果の発表を通
して豊かな情操の育成を図るため
の作品展を開催する事業。
●実施状況
県内小・中学校の児童・生徒を対
象とする作品を募集し、計85,503
名の参加があった。また、優秀な
作品の表彰及び展示（総合展・巡
回展）を３市で行った。

令和７年度の方向性
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子ども舞台芸術鑑
賞事業

学芸文化課 改善

な が さ き “ 若 い
芽”のコンサート
開催費

学芸文化課 改善

施策３　安心して子育てできる環境づくり

　事業群①　県民総ぐるみの子育て支援

　事業群②　子どもを取り巻くインターネット・電子メディア等環境対策の推進

　事業群③　保育施設等の安全対策の推進

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4 1

80% 20%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ココロねっこ運動
推進事業費

こども未来
課

改善

こどもまんなかメ
ディアリテラシー
向上事業

こども未来
課

改善

ココロねっこ運動の具体的な取
組を例示するためにまとめた「コ
コロねっこ１０」については、作
成から10年以上が経過しており、
社会情勢の変化等を踏まえて内容
を精査し、主唱団体と連携しなが
ら、必要な見直しについて検討を
行う。

小中学校において、子ども自ら
が上手にメディアと付き合うため
の目標を立てて宣言する「学校メ
ディア宣言」については、小中学
校の協力が不可欠であり、県教育
委員会や市町と連携を図りなが
ら、手法や実施期間など、より学
校が取り組みやすい内容に見直し
を図っていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
「ココロねっこ運動」を定着さ
せ、県民運動として民間や各種団
体と一体となり、地域ぐるみの健
全育成活動を推進するため、啓発
活動等を実施。
●実施状況
ココロねっこ指導員・推進員によ
る「ココロねっこ運動」や「家庭
の日」の啓発及び運動の輪の拡大
を図った。また、長崎県青少年育
成県民会議と連携して、ココロ
ねっこ広場などのイベントの場を
設定し、「家庭の日」の啓発活動
を行った。

●事業内容
子どもたちが、ネット・電子メ
ディアのリスクと安全性の兼ね合
いを自ら考え、望ましい使い方や
制限のあり方などを自覚する機会
を提供するとともに、大人や社会
に対する提言を広く発信するた
め、「学校メディア宣言」及び
「こどもメディアサミット」を実
施。

●事業内容
県内の子どもたちの豊かな感性や
情操を育み、文化活動の振興を図
るため、音楽・古典芸能・児童劇
などの優れた舞台芸術の鑑賞機会
を提供する事業。
●実施状況
６市町で音楽４公演、古典芸能５
公演、児童劇７公演の計16公演が
開催され、子どもの鑑賞者数は計
3,913名であった。

●事業内容
子どもたちの豊かな心の育成と青
少年の文化活動の振興を図ること
を目的として、ながさき“若い
芽”のコンサートを開催し、クラ
シック音楽を志す子どもたちの発
表の機会を提供する事業。
●実施状況
８月にオーディション、10月にコ
ンサートを行った。応募総数は145
名で、10月のコンサートには15名
が出演した。

音楽・古典芸能・児童劇など優
れた舞台芸術の鑑賞機会を引き続
き提供することにより、伝統・文
化に対する理解を深め、子どもた
ちの豊かな感性や情操を育み、よ
り一層の文化活動の振興を図る。
今後も、学校間の合同開催や近隣
住民の参加等を促すことで、多く
の子どもたちや地域住民に舞台芸
術の鑑賞機会を提供し、伝統・文
化に直接触れる楽しさなど意識の
醸成を図っていく。

子どもたちの音楽の発表機会と
して広く定着し、クラシック音楽
を志す子どもたちの目標の一つと
なっていることより、県文化団体
協議会等と連携して、子どもたち
の発表の機会を確保していく。ま
た 、 「 な が さ き ピ ー ス 文 化 祭
2025」に向け、長崎県の文化財を
活用した貴重な発表の場を設ける
ことで、音楽を通して平和の尊さ
を発信していくとともに、感性や
豊かな心を育み、さらなる文化芸
術活動の機会充実を図る。
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地域・企業等との
連 携 に よ る ネ ッ
ト・メディア環境
改善事業

こども未来
課

改善

非行防止・環境浄
化対策費

こども未来
課

改善

幼稚園耐震化緊急
整備事業費

こども未来
課

現状維持

●事業内容
社会環境の浄化による少年の健全
育成を図るため、長崎県少年保護
育成条例に基づく審議会の開催、
有害図書等の指定及び立入調査員
の研修等を実施
●実施状況
少年補導センター等の補導活動等
を支援し、少年非行を未然に防止
した。
少年保護育成審議会への諮問を経
て有害図書類を指定し、告示等に
より広く県民に周知するととも
に、事業者等に通知することで、
少年への有害図書類の販売等の防
止を図るほか、立入調査員に対
し、適宜研修や資料の提供を行う
ことにより、より実効性のある立
入調査を実施することで、区分陳
列の徹底を図った。

●事業内容
長崎県私立幼稚園耐震補強工事費
補助金を活用した、耐震補強工事
又は耐震化のための改築工事費の
助成。（県継足補助1/6又は1/3）
私立学校施設整備費補助金（私立
幼稚園施設整備費）により文科省
からの補助を受ける事業者で、工
事内容が「耐震補強」の場合、本
事業の対象となる。
●実施状況
令和5年度については、上記補助金
の交付を受けた事業者が 0園（0
件）であった。

メディア安全指導員の派遣等、
メディアリテラシーの向上につい
て、子どものメディア利用状況等
を適切に把握しながら、多様化す
るインターネット利用環境に応じ
た講習内容への見直し等を図って
いく。

引き続き、有害図書類の指定・
周知及び販売店への区分陳列に関
する指導を徹底するとともに、有
害図書類の指定のあり方、白ポス
ト設置数の検討を行い、少年の健
全な育成を図る。

耐震化未実施の施設に対し、私
学業務会計指導検査で施設を訪問
する際等に、引き続き補助事業の
内容を説明し活用を促すととも
に、認定こども園への移行を含
め、安全な施設への改修等を促
す。

●事業内容
「ココロねっこ運動」の一環とし
て、子どもたちを取り巻く健全な
メディア環境の浄化推進を図って
いくとともに、子どもの成長過程
に応じた切れ目のない地域総ぐる
みのメディア教育の充実を推進。
●実施状況
乳幼児の保育・教育関係者へ向け
て乳幼児期とメディアについての
研修会を行い、受講者から同僚・
保護者等へ情報発信してもらうこ
とで、メディアとのよりよい付き
合い方についての周知・啓発を
行った。また、子どもや保護者の
メディアリテラシーの向上や、
ネットの有害情報から子どもを守
るため、メディア安全指導員を学
校や公民館などに派遣した。
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施策４　学力の向上と一人一人に対応した教育の推進

　事業群①　子どもたちが未来社会を切り拓くための「確かな学力」の育成

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

7

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎県学力調査実
施事業

義務教育課 改善

児童生徒の学力向
上のための非常勤
講師等配置支援事
業

義務教育課 改善

教科等教育指導費 義務教育課 改善

令和の長崎スクー
ル事業

義務教育課 改善

児童生徒用端末整
備更新費

義務教育課 改善

●事業内容
「全市町連携型令和の生きる力育
成プロジェクト」と「令和の学校
文化創出プロジェクト」により、
長崎県の学校教育の在り方につい
て明らかにする。またその成果
を、手引書として整理し県内に発
信する。

●事業内容
公立小学校、中学校、義務教育学
校において端末を整備更新するた
めに必要とする経費を市町に対し
て補助する。

引き続き、県全体の重点課題の
提示、その改善に向けた資料の作
成・提供などをとおして、各市町
教育委員会及び各学校における学
力向上の取組を推進していく。授
業改善に係る研修会においては、
県全体の課題や今年度発行した
「学びの習慣化メソッド」の内容
を踏まえた授業改善を推進し、学
びに向かう児童生徒の育成を図っ
ていく。また、「公募制研究指定
校事業」や「令和の長崎スクール
事業」等、学力向上に係る各事業
とも連携し、確かな学力の育成を
目指す。

児童生徒の個に応じたきめ細か
な支援を行うため、市町が児童生
徒の学力向上のために配置する非
常勤講師、学習支援員及びスクー
ル・サポート・スタッフ等にかか
る経費を一部補助することで、学
校の人的支援を引き続き実施して
いく。また、国の方針等を踏ま
え、スクール・サポート・スタッ
フをより重点的に配置できるよう
市町と検討を行う。

研究指定校の研究内容（研究領
域）等について、今日的課題を踏
まえた研究テーマを優先的に委託
するよう常に見直していく。

本事業は「全市町連携型令和の
生きる力育成プロジェクト」と
「令和の学校文化創出プロジェク
ト」の２つのプロジェクトからな
る。「全市町連携型令和の生きる
力育成プロジェクト」について
は、令和６年度は市町教育委員会
への委託は行わない。令和７年度
からは委託し、長崎県の学校教育
の在り方について、協力校での実
践を行いながら研究と県内への普
及を図っていく。

県と全市町が、令和７年度の端
末更新、仕様書について、よりよ
い共同調達に務めるとともに、端
末整備が「確かな学力」の育成に
つながったか振り返りながら進め
ていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
本県独自の「長崎県学力調査」を
実施し、その結果と全国学力・学
習状況調査の結果とを併せて分析
することにより、児童生徒の学習
状況を把握するとともに、教育施
策の成果と課題を検証し、児童生
徒への教育指導の充実や学習状況
の改善を図る。
●実施状況
児童生徒の学力を検証するための
調査問題を作成し、小学校５年生
を対象に国語・算数、同６年生を
対象に理科、中学校２年生を対象
に国語・数学の学力調査を実施し
た。また、令和５年度学力調査の
分析結果と改善策を基にした、授
業改善研修会を実施した。

●事業内容
児童生徒の学力向上のための非常
勤講師や学習支援員等を市町立
小・中学校に配置する市町に対し
て補助を行う。
●実施状況
令和５年度においては15市町の各
学校に配置されている職員計285名
の経費の一部を補助している。

●事業内容
「長崎県教育委員会公募制研究指
定校事業」により、研究指定校を
指定し、その研究成果等を県内に
広く公表する。
●実施状況
各小・中学校において、学習指導
要領の趣旨に沿った教育の内容や
方法等に関して、６校の研究指定
校を指定し、その研究成果等を県
内に広く公表した。
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教育研究・研修費
（教育センター運
営費）

高校教育課
（教育セン
ター）

改善

教科等教育指導費 高校教育課 改善

　事業群②　「主体的・対話的で深い学び」等に対応したＩＣＴ活用の推進

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 1 1

60% 20% 20%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

令和の長崎スクー
ル事業

義務教育課 改善

児童生徒用端末整
備更新費

義務教育課 改善

統合型校務支援システム部会に
おいて、次世代の統合型校務支援
システムの導入実証等を検討し、
校務ＤＸを推進する。

令和６年度の調達結果から、市
町等の整備状況を整理し、令和７
年度のよりよい調達になるよう
に、情報共有及び、情報交換を
行っていく。端末が、児童生徒の
「主体的対話的で深い学びにつな
がったか」について振り返る場を
設定し、端末が子供たちの学習に
いかに必要なものなのかについて
も確認していきたい。

学校司書に対し研修、情報共有
の機会を早期に設けるために連絡
協議会の実施時期を早めるととも
に、オンライン開催の各種研修会
等の情報提供を行い、スキルアッ
プの機会を多く創出するよう努め
る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
「令和の学校文化創出プロジェク
ト」内に、「長崎県教育の情報化
推進協議会」を設置する。
県教育委員会、市町教育委員会、
学校教職員、大学教授等の有識者
等からなる委員会を設置し、各関
係機関の連携・調整を図り、長崎
県における教育の情報化を総合的
に推進する。

●事業内容
公立小学校、中学校、義務教育学
校において端末を整備更新するた
めに必要とする経費を市町に対し
て補助する。

●事業内容
「これからの教育」に資する教職
員研修の充実
●実施状況
既存の研修講座の工夫改善や新た
な研修講座の企画・開設等を実施
した。
また、NITS（独立行政法人教職員
支援機構）と連携し「新たな教職
員の学び」の協働開発に取り組
み、教職員自身が主体的に学ぶ研
修の開発を進めた。

●事業内容
県立高校19校に図書館会計年度任
用職員の学校司書を配置し、学校
図書館の機能強化を図るととも
に、図書館を活用した探究的な学
びを支援する。
●実施状況
学校司書を対象に、連絡協議会を
実施した。講師による図書館運営
や公立図書館との連携に関する講
義をはじめ、情報共有を行い各校
図書館活動及び学習支援活動の更
なる充実を図る。

令和６年度中に現在の研修受講
管理システムから全国教員研修プ
ラットフォーム（Plant）の機能を
活用した受講管理に移行すること
で、教職員の課題に応じた研修の
機会を提供できるようにする。

また、NITSと連携して、教職員
自らが主体的に学ぶ研修を構築す
ることを通して教職員の「研修観
の転換」を図り、主体的に学ぶ子
供を育てる教職員の育成に寄与す
る。
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長崎県遠隔教育セ
ンター（仮称）開
設準備事業費

教育ＤＸ推
進室

終了

高等学校ＤＸ加速
化推進事業費

教育ＤＸ推
進室

改善

　事業群③　魅力ある私立学校づくり

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 4

20% 80%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

高等学校私立学校
助成費

学事振興課 現状維持

中学校私立学校助
成費

学事振興課 現状維持

私立学校は公教育の一翼を担っ
ている一方、少子化等により学校
法人の運営は厳しくなっており、
今後とも本事業を継続していく必
要がある。高等学校の運営費に係
る助成のあり方については、学校
の努力に応じた配分となるよう、
生徒数を算定基礎としており、認
可定員を基準とした充足率が7割を
下回れば、補助金不交付という制
度を導入している。今後も同様の
手法により事業を継続する。

私立学校は公教育の一翼を担っ
ている一方、少子化等により学校
法人の運営は厳しくなっており、
今後とも本事業を継続していく必
要がある。

保護者負担の軽減及び私立学校
の活力と魅力を高めることによ
り、本県教育の充実を図ってい
く。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
私立高等学校を設置している学校
法人の経営の安定と教育の振興の
ため、経常費等への補助を行う。
●実施状況
私立高等学校等の運営に要する経
費の一部を助成するとともに、ス
クールカウンセラーの配置等に対
し支援を行った。

●事業内容
私立中学校を設置している学校法
人の経営の安定と教育の振興のた
め、経常費等への補助を行う。
●実施状況
私立中学校の運営に要する経費の
一部を助成するとともに、スクー
ルカウンセラーの配置等に対し支
援を行った。

●事業内容
教育センターから小規模高校等に
授業を配信する準備や環境整備
生徒の進路希望や習熟度に応じた
講座等の配信
外部人材等を活用した探究的な学
びやキャリア教育に関する配信メ
ニューやコンテンツの開発と配信
遠隔授業を円滑に実施するための
マニュアル等の開発
●実施状況
配信拠点および受信校（１学年１
学級）６校に遠隔授業用の機器を
整備した。
配信試行として放課後等に教科
（物理、情報、数学）や留学生と
の 交 流 、 キ ャ リ ア 教 育 （ 講 演
会）、部活動（吹奏楽）に関する
コンテンツを県立高校に提供し
た。
遠隔授業の実施にあたり、機材の
使用方法等に関するマニュアルの
作成を行った。

●事業内容
高校段階におけるデジタル等成長
分野を支える人材育成のため、県
立高校におけるICTを活用した文理
横断的・探究的な学びの強化に必
要な環境を整備

本事業を通して、ハードおよび
ソフトの両面から受信校とのコ
ミュニケーションを取りやすい環
境を整えることができた。また、
遠隔授業をはじめとしたオンライ
ン教育に関する教員のスキル向上
を促し、試行配信では生徒や学校
のニーズに合わせた満足度の高い
コンテンツを提供することができ
た。

令和７年度からは「長崎県遠隔
教育センター（仮称）」を開設
し、本格的に遠隔授業の配信を行
う。オンラインを活用した遠隔教
育を通して、小規模高校を中心に
県立高校の生徒の学びの充実を図
る。

各学校における情報・数学等の
教育を重視するカリキュラムの実
施とＩＣＴを活用した文理横断
的・探究的な学びを強化するた
め、「情報Ⅱ等の教科・科目の開
設に向けたカリキュラム準備状況
及びデジタル環境の整備状況」に
ついて聴取・要因分析等を行うと
ともに、さらなる工夫等について
採択校に助言を行い、より高い効
果を引き出すための取組につなげ
る。
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小学校私立学校助
成費

学事振興課 現状維持

専修学校私立学校
助成費

学事振興課 現状維持

私立学校よかとこ
推進プロジェクト
事業補助金（高等
学校私立学校助成
費）

学事振興課 改善

　事業群④　豊かな人間性など生きる力の基礎を育む幼児教育の推進

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

幼児教育センター
運営事業費

こども未来
課

現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
幼児教育・保育の質の向上を図る
ため幼児教育センターを設置し、
保育者への研修や施設への巡回訪
問等の各種施策を総合的に推進。
●実施状況
長崎県幼児教育センターを設置
し、各市町の幼児教育アドバイ
ザー配置を推進しつつ、県の幼児
教育アドバイザーの訪問による施
設への助言、研修実施主体との連
携、幼保小連携の推進、幼児教育
に関する調査・研究等を行った。

県内の幼児教育の現場におい
て、公私・施設類型問わず保育者
の専門性の向上等の取組を一体的
に推進するために、幼児教育セン
ターを設置し研修の充実や訪問に
よる支援を行っている。

令和７年度以降も幼児教育アド
バイザー訪問支援や研修実施主体
との連携、幼保小連携の推進な
ど、幼児教育の質の向上を図る各
種施策により、乳幼児期において
生涯にわたる生きる力の基礎が育
まれることを目指すとともに、専
門的な支援ニーズにも対応できる
よう引き続き他課との連携や幼児
教育センターの機能強化を強め
る。

保育者の資質向上は県の役割で
あるものの、本県の地理的条件や
施設へのきめ細やかな支援を図る
ため、特に市部への幼児教育アド
バイザーの配置について、市町に
理解を求めていく。

●事業内容
私立専修学校を設置している学校
法人の経営の安定と教育の振興の
ため、経常費等への補助を行う。
●実施状況
私立(学校法人立)の専修学校に対
し、運営費の一部を助成し、また
職業実践専門課程に認定されてい
る課程を有する学校に対し、認定
課程としての活動に対する経費を
助成した。
長崎県専修学校各種学校連合会が
取り組む県内高校生へ向けた専門
学校入学促進ＰＲにかかる経費を
助成し、高校生の県内専門学校へ
の進学促進を図った。

●事業内容
私立学校全体の魅力を向上させる
ため、建学の精神に基づく私立学
校の創意工夫を活かした特色ある
取組への補助を行う。
●実施状況
次世代を担う人材育成の促進やICT
教育環境の整備推進等、これから
の時代の教育に対応できる魅力あ
る学校づくりの取組に対し支援を
行った。

私立学校は公教育の一翼を担っ
ている一方、少子化等により学校
法人の運営は厳しくなっており、
今後とも本事業を継続していく必
要がある。

保護者負担の軽減及び私立学校
の活力と魅力を高めることによ
り、本県教育の充実を図ってい
く。

卒業生の多くが県内に就職する
など、県内企業を支える大きな役
割を担っている専修学校のうち、
専門的な職業教育を中心に実施す
る学校に限定して経常費補助を
行っている。教育の振興を図るた
めにも不可欠な事業であり、今後
も同様の手法により事業を継続す
る。

取組事例の周知やさらなる活用
について働きかけを行い、私立学
校の特色ある新たな取組を推進す
る。すでに事業を実施している学
校においては、取組内容や目標設
定についてより良い取組ができる
よう指導・助言を行う。

●事業内容
私立小学校を設置している学校法
人の経営の安定と教育の振興のた
め、経常費等への補助を行う。
●実施状況
私立小学校運営に要する経費の一
部を助成するとともに、スクール
カウンセラーの配置等に対し支援
を行った。
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幼児教育推進事業
費

こども未来
課

現状維持

●事業内容
保育者の資質の向上及び各施設に
おける保育の質の向上のため、幼
児教育に携わる幼稚園教諭や保育
士等の関係者に対して、各種研修
を実施。
●実施状況
県内外から講師を招き県主催で園
長等運営管理協議会及び幼児期の
教育及び保育力向上研修会を実施
した。また、幼稚園等に研究を委
託し、研究過程や成果公表におい
て指導助言を行った。

幼児教育に携わる者の資質向上
は重要な課題であり、文科省の委
嘱を受け各種協議会を開催するこ
とで、効率的に幼児教育の質を向
上させることができる。また、そ
れぞれの施設を訪問することで、
個々の課題に応じた細やかな指導
助言を行うことができるなど、資
質向上に有意義な事業であるた
め、今後も引き続き事業を継続し
ていく。研修方法については、集
合やオンライン活用といった方法
ごとの長・短所を踏まえながら企
画し、より効果的に保育者の資質
向上を図っていく。
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施策５　グローバル化社会を生き抜く力を持った人材づくり

　事業群①　小・中・高を通した外国語教育の充実

　事業群②　高等学校における特色ある国際理解・外国語教育の推進

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 1

67% 33%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

「Ｂｅｌｉｅｖｅ
ＹｏｕＣａｎ」英
語発信力強化事業

義務教育課 改善

これからの社会を
生き抜く力を持っ
たグローバル人材
育成事業

高校教育課 改善

外国語指導助手招
致費

高校教育課 現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
①先進モデル校事業
・県内に小学校１校、中学校２校
を指定し、グローバル人材の育成
を軸に、英語による発信力強化を
図る。
②中学校教員対象「授業改善研
修」
・授業改善を推進し、ひいては生
徒の英語力向上を図る。
③小学校教員対象「アップデート
研修」
・「言語活動」「評価」について
の研修の実施。
●実施状況
①異文化交流や研究授業、研究協
議、ワークショップなどで構成。
②オンラインによる講義及び演習
を実施。（同内容を３回）
③県内４地区で講義及び演習を含
む研修を実施。
●事業内容
①高校生の上海中国語研修
②ＷＷＬコンソーシアム構築支援
事業
③“つながる・広がる”英語教育
支援事業
●実施状況
①上海中国語研修を実施し、上海
外国語大学での語学研修のほか、
現地の長崎県からの進出企業訪問
や上海光明中学の学生との交流を
実施した。
②長崎東高校を拠点校とし、県内
外の関係機関との連携による探究
活動や海外での語学研修やフィー
ルドワーク等を行った。また、高
校生国際平和会議を実施した。
③研究指定校において、１人１台
端末の活用を含めた英語による発
信力の育成強化を図る実践研究を
実施し、研究指定校報告会にてそ
の取組状況を発表した。
留学支援フェアでは、講演、ワー
クショップ、及び交流会を実施し
た。
●事業内容
外国語指導助手等招致事業
●実施状況
定時制課程（夜間部）と通信制課
程を除く、すべての県立高校（５
４校）にＡＬＴの配置した。

グローバル人材育成の重点課題
である「発信力強化」を目指し、
モデル校を中心に異文化交流や教
科横断型のカリキュラムなど、先
進的な取組を進めていく。また、
県の課題や教員のニーズに対応す
る教員対象研修のさらなる充実を
図り、教員の資質・能力を高める
ことによって児童生徒の発信力強
化につなげていく。

グローバル化が急速に進展する
中、生涯にわたる様々な場面で必
要とされる英語によるコミュニ
ケーション能力の土台の構築を図
るとともに、様々な価値観に触
れ、生徒にグローバルな視野を身
につけさせることを目指す。

生徒のコミュニケーション能力
等の向上を図るため、今後も事業
を継続していく必要がある。
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施策６　安全・安心が確保された教育環境の整備

　事業群①　子どもの安全確保対策の推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

防災教育推進事業
費

児童生徒支
援課

改善

　事業群②　安全で快適な学校施設の整備

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

県立学校施設等整
備費

教育環境整
備課

改善

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県立学校施設等の整備
●実施状況
県立学校施設を安全に保つための
保全点検、改築、大規模改修、並
びに教育のニーズに対応するため
の改築、大規模改修等を実施し
た。
この外、維持補修のための小規模
改修やグラウンド等校地整備を実
施した。

児童生徒が安全な環境のもと安
心して学習・生活ができるよう、
外壁打診調査や職員による定期的
な点検等を実施し、老朽化した施
設の改築や大規模改修を計画的に
進める。

なお、県立学校施設等整備に係
る予算の平準化をしながら、施設
の長寿命化を図るうえで必要な施
設整備や老朽化した空調設備の更
新、照明設備のLED化等の省エネル
ギー化にも努める。

また、本県の特別支援学校にお
いては、教室不足が発生している
ことから、解消に向け、第二期特
別支援教育推進基本計画に基づい
た施設整備を進めていく必要があ
る。

さらに、今後の利活用が見込め
ない施設については、引き続き建
物の売却や、解体して土地の売却
を行うなどして適正な管理に努め
る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
学校安全総合支援事業は、地域全
体での学校安全推進体制の構築を
図るため、学校安全の組織的取組
と外部専門家の活用を進めるとと
もに、各自治体内で学校間の連携
を促進する取組を支援する。
学校安全教室推進事業は、登下校
中の交通事故や自然災害等に対
し、子どもの危険予測及び回避能
力の育成を図るため、学校安全に
関する指導者の育成を図る。
●実施状況
学校安全総合支援事業を諫早東高
等学校を拠点校として実施し、学
校や地域、関係機関が連携・協働
した防災教育を推進することで、
モデル地域内の防災体制構築の一
助となった。また、県立学校及び
市町教育委員会に対して、取組の
成果を周知した。
児童生徒の事件・事故を防ぐため
に、防犯や交通安全等の学校安全
に関する研修会を教職員に対して
行った。

災害だけでなく、誘拐等の犯罪
被害やSNSに起因するトラブルに巻
き込まれる事案が発生している状
況を踏まえながら、学校安全教室
推進研修会において取り扱う内容
についても常に検討を行い、実践
的で効果的な研修会となるよう努
める。また、学校安全総合支援事
業では、各地域の実態を考慮して
研究の拠点となる学校を選定し、
その地域にあった防災教育を推進
し、各関係機関と連携を図りなが
ら取り組む。また、取組が県下全
域へ波及することができるよう
に、研修会の見直しを図ってい
く。

令和７年度の方向性
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　事業群③　子どもたちが安心して学ぶことができる修学支援の充実

　評価対象事業件数　8 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 7

13% 87%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

公立高校奨学給付
金事業

教育環境整
備課

現状維持

高等学校私立学校
助成費（高等学校
等 修 学 支 援 事 業
等）

学事振興課 現状維持

高等学校通学費補
助金

教育環境整
備課

改善

特別支援教育就学
奨励費

教育環境整
備課

現状維持

●事業内容
全ての意志ある高校生等が安心し
て教育を受けられるよう、高校生
等がいる低所得世帯を対象に、授
業料以外の教育費負担を軽減する
ための支援事業
●実施状況
授業料以外の教育費負担を軽減す
るため、県内に住所を有する保護
者等の所得状況が、生活保護受給
世帯や非課税世帯の高校生の保護
者に対して、奨学給付金を支給し
た。

●事業内容
一定の家計状況に該当する世帯の
高校生に対し、就学支援金、奨学
給付金等を支給するとともに、高
等学校通信制の生徒を対象に、修
学を促進するため修学奨励資金の
貸与を行う。
●実施状況
私立高等学校に係る授業料につい
ては、保護者負担の軽減を図るた
め、年収約910万円未満の世帯に対
し、収入等に応じて就学支援金を
支給しており、さらに、生活保護
世帯及び年収約590万円以上720万
円未満の世帯に対しては、就学支
援金に加えて授業料軽減補助金を
支給した。
家計急変を含む低所得の世帯に対
しては、授業料以外の教育費負担
を軽減するため奨学給付金を支給
した。
高等学校通信制の生徒を対象に、
修学を促進するため修学奨励資金
の貸与を行った。

●事業内容
公立高等学校の生徒で、住民税所
得割額が非課税の世帯及び高額定
期券（１ヶ月３万円以上）を負担
する保護者に対して、通学費の一
部を補助。
●実施状況
申請があった保護者に対して、通
学費の一部を補助した。

●事業内容
特別支援学校への就学に要する保
護者の経済的負担を軽減するた
め、保護者の経済状況に応じて、
就学に必要な経費（交通費、学用
品購入費等）を助成。
●実施状況
特別支援学校へ通学する保護者の
経済状況に応じて、就学に必要な
経費（交通費、学用品購入費等）
を助成した。

引き続き、授業料以外の教育に
かかる保護者の経済的負担軽減の
ための支援を行っていく。

引き続き、私立高等学校の保護
者の経済的負担の軽減に対する支
援を行っていく。

高額な通学費を負担している生
徒の保護者について、補助制度の
適用の有無による実質負担額の逆
転を是正するため、制度の見直し
を行う。

昭和33年度から実施している国
庫補助事業である。障害のある子
どもたちの教育環境を確保するた
め、今後も同様に事業を継続して
いく必要がある。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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　事業群④　私立学校の耐震化の推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

私立学校耐震化促
進事業費補助金

学事振興課 改善

　事業群⑤　教員の働きがい改革の推進

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分事業内容 見直しの方向

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
私立学校施設の安全性を確保する
ため、学校法人が行う私立小・
中・高等学校の校舎等の耐震改修
工事に必要な経費へ補助を行う。
●実施状況
当年度に私立高等学校等の耐震化
に係る取組を行える学校がなく、
実施はなされていない。耐震化未
実施の学校に対しては、県による
聞き取り調査や直接の学校訪問に
際して、計画的な事業実施の働き
かけ、及び考え得る対応方策につ
いての助言等を行った。

施設の耐震化を推進するため、
引き続き学校からの状況聴取及び
個別の学校訪問を行うとともに、
会計指導検査時にも具体的な計画
を聞き、早期の事業実施の働きか
けを行う。

特に構造耐震指標(Is値)0.3未満
の建物については、早期の改修を
強く働きかける。

政府施策要望においては、引き
続き耐震化事業に係る国庫補助の
充実、補助率の見直しを要望して
いく。

令和７年度の方向性

長崎っ子が輝く！
学校応援プロジェ
クト

働きがい推
進室

●事業内容
教員採用試験の倍率低下に伴う質
の高い教員の確保や臨時的任用職
員の未配置の解消が課題となって
いる中、教員や学校にかかわる人
材の掘り起こしを行うとともに、
学校を応援する気運を県内に広げ
る。
●実施状況
・ペーパーティーチャーセミナー
を2回実施し、66名の参加者を得る
ことができ、人材確保につながっ
た。
・民間の方等有識者からなる「教
職の魅力化作戦会議」を3回開催
し、教員の働き方や魅力の発信等
について、様々な意見をいただい
た。
・学校スタッフマッチングシステ
ムを構築した
・新聞情報誌において、年6回、教
育情報を掲載するとともに、現職
教員にスポットをあてた記事を掲
載した。
・学校や教員の仕事や魅力を発信
するTV番組を制作し、6回放送し
た。また、当該放送をWEBでも配信
した。

改善

　「教職の魅力化作戦会議」でい
ただいた意見や働き方改善に係る
職員の提案などを踏まえ、これま
で以上に実効性がある働き方・働
きがいに係る取組を推進してい
く。
　ペーパーティーチャーセミナー
については、離島部の方々への参
加の負担を減らすためにオンライ
ンによる参加の検討を行う。併せ
てSNS等の広報媒体を活用して、県
外にも広く周知を行い、オンライ
ン等を活用した参加についても検
討を行う。
　教員の働き方を変えていくとと
もに、教員という職の魅力を伝え
ていくことは、持続可能で質の高
い教育を維持するためであり、子
どもたちの豊かな学びのためであ
ることを県民の皆様へ理解してい
ただくため、引き続き魅力を伝え
ていく取り組みを進めていく。
　県内の教員のなり手の確保に向
けて、県外への有効な発信、広報
等について、関係課と連携を図り
ながら検討を重ねていく。
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教員のなり手不足
解消プロジェクト
費 （ 義 務 教 育 課
分）

義務教育課 改善

教員のなり手不足
解消プロジェクト
費（高校教育課・
教 育 Ｄ Ｘ 推 進 室
分）

高校教育課 改善

施策７　「地域みんなで子どもを育み、家庭教育を支援する」体制づくり

　事業群①　学校・家庭・地域の連携による地域の教育力の向上

　事業群②　コミュニティ・スクールなど地域と共に子どもの豊かな成長を支えあう学校づくりの推進

　事業群③　家庭教育支援の充実

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

持続可能な地域づ
くりを進める地域
学校協働活動推進
事業

生涯学習課 改善

地域子ども教室推
進事業

生涯学習課 改善

地域学校協働活動とコミュニ
ティ・スクールの一体的推進のた
め、キーパーソンとなる地域コー
ディネーター配置促進とコーディ
ネーターの資質向上に寄与する研
修会を実施する。

研修会や視察等を通して、教室
及び運営の実態把握に努め、地域
子ども教室と放課後児童クラブと
の一体的な取組を進めるととも
に、こども未来課と連携して多様
な子どもの安全・安心な居場所の
拡充について協議する。また、研
修会や県のホームページにおい
て、実施主体や指導者等へ、引き
続き情報を提供し周知・啓発を行
うとともに、効果的な広報のあり
方について検討を行う。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
学校・保護者・地域・行政の関係
者を対象とした、地域学校協働活
動に係る研修会を実施する。
学校・保護者・地域・行政の関係
者を対象とした、地域学校協働活
動アドバイザーによる説明会を実
施する。
●実施状況
県内３会場で研修会を実施
県内４会場で説明会を実施

●事業内容
県内の各小学校区において、放課
後や土曜日等に小学校や公民館を
活用して、地域の多様な経験や技
能を持つ人材等の協力のもとに、
自然・文化・スポーツ等様々な体
験・交流活動の機会を提供した。
●実施状況
地域社会の中で、全ての子どもの
安心・安全な居場所づくりと心豊
かに育まれる環境づくりを推進し
た。

●事業内容
初任者複数配置校への業務支援員
の配置による教員の負担軽減を行
うとともに、コミュニティ・ス
クールを活用した働き方改革につ
いての研究を行う。
●実施状況
６市５町の学校において初任者等
を支援する業務支援員を配置する
とともに、地域や保護者と連携し
たモデル校による研究実践や視察
等を実施。

●事業内容
深刻ななり手不足の最大の要因で
ある教員の業務負担軽減を図り、
社会に広がるブラックなイメージ
を払拭するとともに、優秀な人材
確保による子どもたちへのより良
い教育を実現。
R6年度に実施予定の内容は①県立
高校への業務支援員の配置（ 5
校）、②全県立高校・県立中学校
にデジタル採点システムを導入、
③モデル校による新たな学校運営
の実践（4校）

県内全ての初任者配置校にス
クール・サポート・スタッフを配
置するよう各市町と検討を行う。

また、コミュニティ・スクール
のモデル校による研究成果及び先
進地視察による好事例を県内に周
知を図るため、各市町への研修を
充実させ、連携強化を図ってい
く。

事業を実施した学校における教
員の勤務時間の縮減が進んだかど
うか検証し、次年度に向けての改
善点等を検討し実践する。
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ＰＴＡ研修費 生涯学習課 改善

対話でつながる！
な が さ き 子 育 て
ネットワーク推進
事業

生涯学習課 改善

●事業内容
「ながさきファミリープログラ
ム」の活用を地域に推進するNFP推
進員の育成およびファシリテー
ターの活動支援

地域と連携したPTA活動の促進を
図る研修会を実施するとともに、
「ながさきファミリープログラ
ム」の活用を推進するなど、多く
の会員に届く研修機会の充実を図
る。

ファシリテーターやNFP推進員と
して新たに認定を受けた者が、自
信をもって活動できるようにする
ため、育成研修会やフォローアッ
プ研修会において、演習の時間を
十分に確保する。

●事業内容
共催型地区別研修会を、公立小・
中学校では５会場で、公立高等学
校・特別支援学校では７地区８会
場において実施し、各校のPTA会員
が協議する機会を設ける。また、
家庭教育や子育てを支援するため
に、小学１年生の全保護者向けに
リーフレットを配布する。
●実施状況
共催型地区別研修会については、
13会場で実施した。また、リーフ
レットも配布した。
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戦略１－４　みんなで支えあう地域を創る
　評価対象事業件数　102 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 72 1 2 24

3% 71% 1% 2% 23%

施策１　誰もが安心して暮らし、社会参加できる地域共生社会の推進

　事業群①　社会的配慮を必要とする人たちへ必要な支援を行う体制づくり

　評価対象事業件数　10 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

9 1

90% 10%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

こころの緊急支援
対策システム整備
事業

障害福祉課 現状維持

生活困窮者自立支
援事業

福祉保健課 改善

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●実施内容
事件・事故や災害等の緊急時

に、こころのケアを行う専門家
チームを結成（ＣＲＴ）し、教育
委員会や学校からの要請に基づい
て、緊急に現地派遣できる体制を
整備している。

DPATについては、平成28年度の
熊本地震を契機に発足。緊急時に
現地へ派遣できる体制を図ってい
る。
●実施状況

CRT（こころの緊急支援チーム）
は派遣要請があれば、現地に派遣
し、対応を行っている。（１件）

DPAT（災害派遣精神医療チー
ム）についても、災害発生時等、
派遣を行っている。（１月 能登
半島地震派遣）

●事業内容
生活困窮者に対して相談支援を行
い、住居確保、就労、家計改善な
ど、関係機関との連携により包括
的な支援を実施する。
●実施状況
県所管７町において、生活困窮者
の相談に応じ、困窮の背景や要因
を分析し、課題解決の方向性を見
定め、個々人のニーズに応じた自
立支援計画を作成し、各種支援が
包括的に行われるよう関係機関と
の連絡調整を行った。
離職等により住居を失う恐れがあ
る者に対して、家賃相当分の給付
金を支給し、再就職に繋がるよう
助言や関係機関と連携を図った。
生活困窮者支援に関わる担当者の
対応力向上や担当者同士のネット
ワーク構築のため、研修企画チー
ムを立ち上げ、研修を行った。
生活困窮及び生活保護世帯の子ど
も（小・中学生、高校生）に対し
学習支援を実施した。

事件や事故、災害発生時におい
て、対応の遅れがさまざまなスト
レス要因を抱えることとなり、二
次被害リスクが高まることが予想
される。緊急時、迅速に対応でき
るような体制を整えておくため、
引き続き協力医療機関の増加や、
人材育成、チーム資機材を整備す
る。

令和６年４月の生活困窮者自立
支援法の改正により、生活困窮者
の自立のさらなる促進を図るた
め、住居確保が困難な者への自治
体による相談支援等の居住支援を
強化することとされた。

令和７年度の施行に向けて、地
域の居住支援に関するニーズを把
握するとともに、住宅部局と連携
しながら実施に向けた協議・検討
を行う。

58
56



民生委員費 福祉保健課 改善

生活福祉資金貸付
事業費

福祉保健課 改善

自殺総合対策強化
事業

障害福祉課 改善

依存症対策総合支
援事業

障害福祉課 改善

当事業は、低所得者等の経済的
自立及び生活意欲の助長促進や社
会参加の促進を図り、生活の安定
化に寄与するものであり、引き続
き、生活困窮者自立支援法の各事
業と連携し、償還能力を見極めな
がら償還への働きかけや、償還が
難しい場合は、家計改善支援や弁
護士相談に繋ぐなどと必要な相談
支援を行っていく。

また、関係機関が支援の実施状
況や課題の共有、対策の協議を行
えるよう連携体制を構築してい
く。

SNS相談事業の実績（相談件数や
相談内容等）の分析を行い、事業
の継続について検討を行う。

また、「第4期自殺総合対策５カ
年計画」に基づき、総合的な自殺
対策に取り組み、自殺者の減少を
図る。

これまでの依存症対策につい
て、本県の実情に応じた依存症対
策へと見直し、医療機関や民間団
体等との連携、相談支援体制等の
充実を図っていく。併せて、依存
症専門医療機関及び治療拠点機関
を中心とした医療機関間の連携を
推進し、医療連携体制の整備を図
る。

●事業内容
住民の福祉の増進を図るため、民
生委員・児童委員の適格者を確保
し、活動に必要な知識・技術の向
上に資するための研修等を実施す
る。
●実施状況
民生委員・児童委員の委嘱・解嘱
手続きを適正に行うとともに、情
勢に即した研修の実施などにより
円滑な民間社会福祉活動の推進を
図った。
また、民生委員・児童委員につい
ての理解を深め、より多くの方々
に活動してもらえるよう、新聞等
を活用した広報を行い周知に努め
た。

●事業内容
低所得者や高齢等世帯の経済的自
立及び生活意欲の助長促進や社会
参加の促進を図るため、必要な相
談支援を行うことと併せて、無利
子または低利子で一時的に必要と
なる資金の貸し付けを実施する。
●実施状況
失業や減収等により生活に困窮し
ている者について、県社会福祉協
議会において、生活費及び一時的
な資金の貸付けを行うとともに、
市町社会福祉協議会や自立相談支
援機関等において継続的な相談支
援を行った。
また、新型コロナウイルス感染症
の影響による収入減少世帯等に対
する特例貸付については、償還開
始に伴うフォローアップとして、
償還猶予や免除の手続き、家計改
善の支援等を行った。

●事業内容
民間団体を含む様々な関係機関・
団体がそれぞれに役割を担い、連
携協力していくことにより総合的
な自殺対策を推進し、県内自殺者
数の減少を目指す。
●実施状況
自殺対策基本法及び自殺総合対策
大綱を踏まえ、保健、医療、福
祉、教育、労働、法律、その他の
自殺対策に関係する様々な分野の
機関や団体がそれぞれに役割を担
い、連携して取り組んでいくこと
を目的に策定した「第4期長崎県自
殺総合対策5カ年計画」（R4～R8）
に基づく総合的な自殺対策を推進
した。

●実施内容
依存症患者及び家族が抱える多様
な問題、課題に対し、適切な支
援、治療を受けられる体制の整備
を図る。
●実施状況
①依存症対策ネットワーク協議
会・専門部会の開催
②依存症専門相談支援（依存症専
門相談員の配置）
③依存症専門医療機関の明確化
（専門医療機関4、治療拠点機関2
の選定）
④依存症関係者研修会の開催
⑤回復支援
⑥民間団体活動支援
⑦普及啓発・情報提供

民生委員・児童委員は住民の身
近な相談相手であり、困りごとを
行政や各種サービスへつなぐとい
う、地域に欠かせない役割を担っ
ていることから、理解促進やなり
手不足解消を図るため、引き続
き、県・市町や社会福祉協議会等
の広報誌や新聞等での周知などを
行う。

また、活動の参考となる手引き
書の改善や研修の充実などによ
り、業務の負担軽減に向けた取組
も併せて進めていく。
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難病特別対策推進
事業

国保・健康
増進課

改善

ひきこもり対策推
進事業

障害福祉課 改善

長崎県ケアラー支
援条例推進体制構
築事業費

長寿社会課 改善

重層的支援体制整
備事業費

福祉保健課 改善

広報啓発に加え、県内事業者や
その従業員向けにもケアラー支援
に関心を高める取組を進め、ケア
ラーを社会全体で支える機運醸成
を図る。

また、令和６年度に作成する早
期発見・対応ツールの活用を促す
ため、支援機関専門職合同研修に
盛り込むなど内容の充実を図る。

今後、民間支援団体等の取組を
推進するため、令和６年度に把握
する活動実態やニーズをもとに事
業構築を検討する。

県内全市町における包括的支援
体制の整備に向けて、重層的支援
体制整備事業実施市町を増加させ
ていく。

また、各市町の包括的支援体制
整備事業の構築状況や構築に向け
た課題を把握し、市町の取組推進
に向けた支援を行う。

●事業内容
県民等がケアラーの問題を理解
し、ケアラーが孤立しないよう社
会全体で支える機運を醸成すると
ともに、「だれ一人取り残さな
い」社会の実現を目指すために制
定された「長崎県ケアラー支援条
例」の施行に伴い、施策を総合的
かつ計画的に推進するための計画
を策定するとともに推進体制を構
築する。
●実施状況
ケアラー当事者及び支援機関に対
する実態調査を実施するととも
に、有識者会議を開催し、「長崎
県ケアラー支援推進計画」を策定
した。
また、広報啓発活動として、リー
フレットやポスターを作成・配布
するとともに、啓発シンポジウム
を開催し、県公式YouTubeチャンネ
ルでもアーカイブ配信した。

●事業内容
地域共生社会の実現を目指し、地
域住民の複雑化・複合化した支援
ニーズに対応するため、市町にお
ける包括的な支援体制を整備する
とともに、市町の取組促進に向け
た後方支援を実施する。

懇談会などの情報交換を継続し
ながら、難病患者への支援に対す
る課題などを整理するとともに、
協力病院、基幹協力病院の認定数
を増していき、難病患者が利用し
やすい医療連携体系を構築を図
る。

長崎地域以外での相談支援業務
の強化を図るため、地域の社協と
の連携や定期的な巡回相談など難
病患者の療養生活支援を実施す
る。

ひきこもり支援事例集、ひきこ
もり支援者用情報共有シートの更
なる周知に努め、複雑化・多様化
する複合的な支援課題を持つ世帯
への対応を行う関係機関との連携
強化や研修による人材育成等、包
括的なひきこもり支援体制整備の
更なる推進を図る。

●事業内容
難病相談・支援センターを設置
し、難病患者やその家族等への相
談支援、地域交流活動の促進、就
労支援等を行う。
●実施状況
難病相談・支援センターにおい
て、難病患者やその家族等への相
談支援を行った。また、ハロー
ワークと連携した相談会やセミ
ナーを開催した。

●事業内容
ひきこもり支援を推進するための
体制を構築し、ひきこもり状態に
ある本人や家族等を支援すること
により、ひきこもり状態にある本
人の社会参加を促進し、本人及び
家族等の福祉の増進を図る。
●実施状況
ひきこもり状態にある本人や家族
等からの相談支援を実施。
また、ひきこもりの高年齢化・長
期化から地域で孤立しがちな本人
及び家族が、住み慣れた地域にお
いて様々な資源に繋がり、自分ら
しく生きていけるよう、関連する
分野の関係機関等が連携し、包括
的な支援の取り組みが進められて
いく体制の推進を図った。
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　事業群②　高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援①

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 1

75% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

福祉のまちづくり
条例施行事業費

福祉保健課 改善

福祉サービスに関
する苦情解決事業
費

福祉保健課 現状維持

福祉サービス第三
者評価推進事業費

福祉保健課 改善

●事業内容
福祉サービスに関する利用援助事
業の適正な運営を確保するととも
に、福祉サービスに関する利用者
等からの苦情を適切に解決するた
め、運営適正化委員会の設置及び
運営に対する助成を実施する。
●実施状況
社会福祉法人、民間社会福祉施設
等の福祉事業所等の段階で解決で
きない苦情やトラブルについて、
県社会福祉協議会運営適正化委員
会において、必要な助言・相談を
行い、福祉サービスの適切な利
用・提供を支援した。

●事業内容
福祉サービスの質の向上及び利用
者が適切なサービスを選択するた
めの情報を提供するため、公正・
中立な第三者機関が、専門的かつ
客観的な立場から、事業者の提供
する福祉サービスの評価を実施す
る。
●実施状況
福祉サービス事業者及び利用者以
外の第三者評価機関が事業者の
サービスの質を評価し、評価結果
を県のホームページで公表した。
併せて、評価調査者の質の向上の
ための継続研修及び新規評価調査
者へ調査者としての姿勢や評価の
あり方等についての養成研修を実
施した。

利用者に対してアンケート調査
を実施し利用状況の把握に努め
る。

障害者等用駐車場利用証を持つ
ことで、必要な時に障害者等用駐
車場が円滑に利用できるよう、継
続して協力施設に対し適切な運用
への協力を依頼する。

引き続き、福祉事業所等の段階
で解決できない苦情やトラブルな
どについて、必要な助言、相談等
を行い、福祉サービスの適切な利
用・提供を支援していく。

第三者評価は、事業所にとって
は、新たな視点の発見や課題を把
握し、サービスの改善のきっかけ
となること、一方、利用者にとっ
ては、希望するサービスを提供す
る福祉事業所の状況を知り、サー
ビス選択の参考になるなど、双方
にとってメリットがある。

引き続き、保育施設、障害者施
設、高齢者施設などの関連団体を
対象とした事業種別ごとの会議等
の機会を捉え、実際に受審した事
業所の感想等を取り入れながら事
業説明を行うとともに、アンケー
ト調査の結果分析を踏まえ、周知
内容の充実を図り、制度について
事業所の理解を深めていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
すべての人が安心して暮らせるま
ちづくりを目指すため、長崎県福
祉のまちづくり条例に基づき、各
種施策を行うとともに、行政、事
業者、県民が一体となった取組を
推進するため、長崎県福祉のまち
づくり推進協議会において、実績
の検証や意見交換を行う。
●実施状況
長崎県福祉のまちづくりの推進の
ため、県に協力施設として登録し
た障害者等用駐車場を利用できる
事業所等を公表するとともに、本
当に必要な方のための駐車スペー
スを確保する必要があることか
ら、障害者等用駐車場利用証を交
付した。
また、施設等のバリアフリー化や
高齢者、障害者等に配慮し、すべ
ての人が自由に活動できるよう率
先してまちづくりに取り組む個人
や団体を「福祉のまちづくり賞」
として表彰した。
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再犯防止推進事業
費

福祉保健課 改善

　事業群②　高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援②

　評価対象事業件数　11 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

11

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

認知症施策等総合
支援事業費（認知
症 疾 患 医 療 セ ン
ター運営事業）

長寿社会課 改善

認知症ケア人材育
成研修事業（認知
症サポート医等養
成研修事業）（医
療介護基金）

長寿社会課 改善

歯科医師・薬剤師
の認知症対応力・
実践力向上研修事
業 （ 医 療 介 護 基
金）

長寿社会課 改善

各二次医療圏域において、新し
い認知症治療薬への対応を含め、
認知症疾患医療センターを地域連
携の拠点として認知症の早期診
断・治療が行われるよう、同セン
ターが設置する認知症疾患医療連
携協議会や主催研修等で圏域ごと
の地域課題等を共有し、課題解決
に向け取組を、各センターにおけ
る７年度事業計画に反映する。

かかりつけ医、認知症サポート
医、認知症疾患医療センター等の
連携がさらに進むよう、研修の成
果等をもとに引き続きカリキュラ
ムの改善を図るとともに、認知症
医療等の最新の知見等を反映して
実施する。

国において見直されたカリキュ
ラムを認知症対応力向上研修に反
映させることにより、多くの歯科
医師、薬剤師について、認知症基
本法の理解や、認知症に関する基
本的な知識の習得ができるよう取
り組むとともに、実践力向上研修
については、地域の多機関連携に
つながるよう実施体制等を十分検
証した上で見直しを検討する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
認知症の鑑別診断、専門医療相
談、行動・心理症状等への急性期
対応を行うために、県内医療機関
を認知症疾患医療センターとして
指定する。
●実施状況
認知症疾患医療センター（9か所）
において、認知症に関する相談や
診断等を実施した。

●事業内容
認知症医療体制の整備と連携強
化、並びに認知症診療の向上を図
るために、認知症診療に習熟した
認知症サポート医と、適切な認知
症診療の知識・技術や認知症の人
とその家族を支える知識と方法を
習得したかかりつけ医に対して
フォローアップ研修を実施する。
●実施状況
かかりつけ医・認知症サポート医
等連携推進研修を４回実施した。

●事業内容
認知症の早期発見とかかりつけ医
との連携、認知症の人への適時・
適切な医療の提供を図るために、
歯科医師・薬剤師に認知症対応
力・実践力向上研修を実施する。
●実施状況
歯科医師認知症対応力・実践力向
上研修、薬剤師認知症対応力・実
践力向上研修を４回実施した。

●事業内容
犯罪をした者等が社会において孤
立することなく円滑な社会復帰が
できるよう、官民一体となった支
援を実施する。
●実施状況
刑務所出所者等のうち、高齢者や
障害などがある者について、出所
後直ちに福祉サービスを受けられ
るよう指導・援助を行うととも
に、支援協力者の確保のため福祉
事業所等の巡回・訪問を行った。
刑事司法手続きの入口段階にある
被疑者・被告人等で高齢者や障害
がある者等について、釈放後直ち
に福祉サービス等を利用できるよ
うにするため、受入施設の調整等
を行った。
地域における再犯防止を推進する
ため、関係機関・団体等が情報共
有・課題を協議し、連携した取組
を推進するための「長崎県再犯防
止推進ネットワーク協議会」を初
めて市町参加のもとで実施した。

対象者への適切な支援を行うた
め、刑事司法、福祉サービス、住
宅確保等の関係機関・団体との
ネットワークの拡大・強化を図る
とともに、国の補助事業を活用し
て、市町に対する情報共有や研修
による支援を実施するとともに、
本県における再犯防止に向けた課
題を踏まえた施策を実施すること
により、地域における再犯防止の
取組の強化を図っていく。
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看護師の認知症対
応力・実践力向上
研修事業（医療介
護基金）

長寿社会課 改善

認知症ケア人材育
成研修事業（認知
症対応型サービス
事業管理者等研修
事業）（医療介護
基金）

長寿社会課 改善

認知症施策等総合
支援事業費（認知
症介護研修）

長寿社会課 改善

認知症サポートセ
ンター事業

長寿社会課 改善

認知症施策等総合
支援事業費（認知
症高齢者地域支え
合い事業）

長寿社会課 改善

国において見直されたカリキュ
ラムを、本研修事業にも反映させ
ることにより、看護師が医療機関
や介護施設等において担っている
役割に応じた研修内容を提供する
とともに、認知症基本法の理解
や、認知症ケアの適切な実施及び
実践で生かせる知識等が習得でき
るよう、引き続き内容の充実を図
りながら実施する。

引き続き、県内認知症介護指導
者等の協力を得るなど研修の質の
担保するとともに、集合とオンラ
インによるハイブリット開催の継
続や、受講者の所属事業所からの
アクセスを考慮した現場実習先を
調整するなど、研修を受講する必
要がある方が、より受講しやすい
環境を提供し、研修参加者の増加
を図る。

参加申込数の需要にあわせて、
各研修回数や定員等の見直しを検
討するとともに、受講者が参加し
やすい方法を引き続き検討する。

県内全市町におけるチームオレ
ンジ設置に向けて、各種研修や有
識者派遣等による支援とともに、
設置市町に対するフォローアップ
として情報交換会等の開催を検討
する。

若年性認知症支援コーディネー
ターを中心とした医療、介護、福
祉、雇用等の関係者とのネット
ワークを活かした支援実績を蓄積
するとともに、認知症疾患医療セ
ンター等の専門医療機関との連携
強化を図る。

県が任命した、認知症本人大使
「ながさきけん希望大使」等、本
人発信による取組を拡充し、「共
生社会を実現するための認知症基
本法」に基づく、県民への認知症
の理解を深める取組をさらに推し
進める。

「認知症の人と家族の会長崎県
支部」が行う認知症の普及啓発活
動や長崎県若年性認知症サポート
センターと連携した若年性認知症
の人の集いの開催など、認知症基
本法の施行に伴い、特に、認知症
月間（９月）、認知症の日（９月
２１日）の普及啓発活動など、認
知症の人及び家族が発信すること
の重要性を踏まえた取組を市町と
ともに推進する。

●事業内容
医療機関内での認知症ケアの適切
な実施とマネジメント体制を構築
し、認知症医療体制の充実強化を
図るために、看護師への認知症対
応力・実践力向上研修を実施す
る。
●実施状況
看護職員認知症対応力・実践力向
上研修等を３回実施した。

●事業内容
認知症高齢者に対する介護サービ
スの充実を図るため、認知症対応
型サービス事業の開設者及び管理
者、並びに小規模多機能型居宅介
護事業所の計画作成担当者に対
し、事業所の管理・運営及び計画
作成に必要な知識及び技術を習得
するための研修を実施する。
●実施状況
認知症対応型サービス事業開設者
研修、管理者研修、小規模多機能
型サービス等計画作成担当者研修
を４回実施した。

●事業内容
認知症高齢者に対する介護サービ
スの充実を図るため、高齢者介護
実務者及びその指導的立場にある
者に対し、認知症高齢者の介護に
関する実践的研修等を実施する。
●実施状況
県指定法人による認知症介護実践
研修を６回実施した。

●事業内容
長崎県認知症サポートセンターを
設置し、若年性認知症の方やその
家族に対する相談支援を行うた
め、若年性認知症コーディネー
ターを配置し、各種相談に応じる
とともに、集いの場を開催する。
また、地域におけるチームオレン
ジの設置等、認知症支援体制の構
築をサポートするため、市町職員
等に対する研修等を実施する。
●実施状況
若年性認知症コーディネーターを
配置し、若年性認知症の方やその
家族に対する相談支援を行うとと
もに、集いの場を開催した。ま
た、市町におけるチームオレンジ
の立ち上げを支援するため、キャ
ラバンメイトの養成講座やチーム
オレンジコーディネーターの研修
を各１回実施したほか、13市町に
オレンジチューターを派遣した。

●事業内容
認知症当事者や介護家族をお互い
に支えあうため、「認知症の人と
家族の会長崎県支部」が行う相談
事業や認知症の普及啓発等の取組
に対して補助を行う。
●実施状況
「認知症の人と家族の会長崎県支
部」が行う電話・面接相談、認知
症予防対策等講習会、認知症高齢
者地域支援連絡会、若年性認知症
フォーラム等の取組に対して補助
を行った。
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多重的見守りネッ
トワーク構築推進
事業（医療介護基
金）

長寿社会課 改善

日常生活自立支援
事業

長寿社会課 改善

高齢者権利擁護等
推進事業費（医療
介護基金）

長寿社会課 改善

長崎県見守りネットワーク推進
協議会を活用し、県内全域で日常
的な安否確認から通報体制まで整
えられた多重的見守り体制の構築
を図るため、地域の見守りを行う
人的ネットワーク（マンパワー）
不足をICT・IoT機器を併用するこ
とで効率的・効果的に体制整備し
た事例を紹介するなど、見守り事
業の実施主体である市町の課題に
あった見守り対策の取組を支援す
る。

今後、高齢化が進展する中、利
用者の増加が見込まれることか
ら、長期利用待機者が増加しない
よう、県社会福祉協議会及び関係
市町社会福祉協議会と適宜連絡調
整を図る。

令和６年度実施する市民後見人
養成研修の修了者が、令和７年度
以降に市民後見人名簿に登録し、
後見活動につながる取組を長崎県
権利擁護センターにおいて推進す
る。

市町からの高齢者虐待対応専門
職チームの派遣ニーズが高いた
め、関係者からの意見も踏まえ、
より効率的・効果的な派遣ができ
るよう改善策を検討する。

●事業内容
判断能力が不十分な方が地域にお
いて自立した生活が送れるよう、
利用者との契約に基づき、福祉
サービスの利用援助等を行う。
●実施状況
各地域の社会福祉協議会に設置し
た「福祉あんしんセンター」にお
いて、対象者等からの相談・問い
合わせに応じ、支援計画を策定
後、契約を締結し、福祉サービス
の利用援助や金銭管理等を行っ
た。

●事業内容
高齢者等の尊厳の保持のため、相
談体制の充実や高齢者虐待の防
止、成年後見制度の利用促進に取
り組む。
●実施状況
高齢者の虐待防止、介護現場にお
ける身体拘束の廃止に向けた幅広
い取組を推進するため、長崎県高
齢者虐待防止・身体拘束ゼロ作戦
推進会議を開催した。また、成年
後見制度の利用促進を図るため、
県民向けの権利擁護セミナーの開
催、関係機関による連絡会議や、
市町等の資質向上のための専門家
派遣や研修等を行った。

●事業内容
日常的な安否確認から通報体制ま
で整えられた多重的・広域的な見
守り体制の構築に向けて支援を行
う。
●実施状況
多重的見守り体制の構築に向け
て、市町や関係機関・団体、民間
事業者等で構成する「長崎県見守
りネットワーク推進協議会」を開
催するとともに、県内市町にICT・
IoT機器を活用した見守りシステム
の実証事業に関する情報提供等を
行った。
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　事業群②　高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援③

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

障害者一般就労・
工賃向上支援事業
費

障害福祉課 改善

障害者就業生活支
援事業

障害福祉課 改善

農福連携による障
害者の就農促進事
業費

障害福祉課 改善

障害者雇用促進費
雇用労働政
策課

改善

●事業内容
障害者が地域社会において自立し
た生活を送れるよう、福祉施設で
の就労から一般就労への移行及び
就労継続支援事業所等の工賃向上
に向けた支援を行う。
●実施状況
就労移行支援事業所等職員の育成
を図ることなどにより、福祉施設
での就労から一般就労への移行を
支援した。一方、一般就労が困難
な方に対しては、事業所で生産さ
れた商品の販売会や生産効率の改
善にかかる専門家による助言等の
支援を行い、就労継続支援事業所
の商品・サービスの売り上げ増と
工賃の向上を図った。

●事業内容
障害者就業・生活支援センターに
おいて、障害者の就業と生活面の
一体的な支援を行う。
●実施状況
障害者の身近な地域において、就
業面と生活面の一体的な相談・支
援を行う障害者就業・生活支援セ
ンターを設置している。センター
経費のうち、生活支援員の経費を
負担した。

●事業内容
農業分野での障害者の就労支援、
工賃向上及び農業分野への職域拡
大につなげるための支援を行う。
●実施状況
就労継続支援Ｂ型事業所へ農業技
術者や６次産業化の専門家の派遣
を実施した。
また、福祉施設で生産した農作物
や農産加工品の販売会（農福マル
シェ）を開催し、販路の拡大と農
業分野での障害者の就労にかかる
普及啓発を図った。

●事業内容
障害者雇用を促進するため、イベ
ント等の開催による障害者雇用に
対する理解並びに雇用の促進を図
る。
●実施状況
障害者雇用支援のつどいにおける
障害者雇用セミナー及び民間企業
との連携による障害者フェスの開
催、就職面接会や障害者雇用事業
所等見学会の実施により、障害者
雇用へ対する理解を深め、雇用の
促進を図った。

引き続き、一般就労に向けた事
業所職員向けのスキルアップセミ
ナーを開催するとともに、商品
力・販売力アップ支援事業、長崎
県ＣＳＲ通信の発行など各種事業
の更なる取組の充実を図り、工賃
向上を目指す。

工賃向上に向けた事業所職員向
けのセミナーについては、引き続
き工賃実績が低い事業所に対し積
極的な受講を働きかけるととも
に、企業・消費者へのＰＲや販売
力の向上等に寄与する内容とし、
参加者の更なる増加に繋げること
で、平均工賃の底上げを図る。ま
た、その他の工賃向上支援事業に
ついても、過去の実施内容・実績
等を分析・検証した上で、改善と
充実を図っていく。

引き続き、「障害者就業・生活
支援センター」による障害者の生
活面の支援を継続し、一般就労の
促進と職場定着を推進していく。
また、現在未設置の壱岐圏域につ
いて、関係機関と連携しながら設
置へ向けた取組を実施する。

令和5年度から開始したマッチン
グ事業の結果や実績を評価するこ
とで、その実務上の課題を明らか
にし、より両者のニーズに合った
マッチングの実施につなげるよう
に取り組みを図っていく。

障害者雇用事業所等見学会、障
害者就職面接会について、参加者
の増加につなげるため、関係機関
と意思疎通を図りながら実施内容
や実施場所等の見直しを検討す
る。

障害者就業・生活支援センター
が未設置の圏域（壱岐）について
は、今後も関係機関と連携しなが
らセンター設置へ向けて前進させ
ていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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　事業群②　高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援④

　評価対象事業件数　12 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 5 5

16% 42% 42%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

障害者スポーツ振
興費

障害福祉課 改善

障害者芸術文化活
動普及支援事業費

障害福祉課 改善

全国障害者芸術文
化祭推進事業費

な が さ き
ピース文化
祭課

拡充

地域生活支援事業
費

障害福祉課 現状維持

障害者就業生活支
援事業

障害福祉課 改善

障害者（児）の福祉の増進が図
られ、障害の有無に関わらず相互
に人格と個性を尊重し、安心して
暮らすことができる地域社会を実
現するため、引き続き、地域の特
性や心身、生活の状況に応じた柔
軟な事業の実施に取り組んでい
く。

引き続き、「障害者就業・生活
支援センター」による障害者の生
活面の支援を継続し、一般就労の
促進と職場定着を推進していく。
また、現在未設置の壱岐圏域につ
いて、関係機関と連携しながら設
置へ向けた取組を実施する。

●事業内容
地域の特性や利用者の状況に応じ
た柔軟な事業形態による事業を実
施し、障害者（児）の自立した日
常生活又は社会生活の促進に寄与
する。
●実施状況
点訳奉仕員養成研修等を実施した
ほか、市町等が実施する意思疎通
支援、移動支援や日常生活用具の
給付事業等に対して助成を行うな
ど、障害者の福祉の増進を図っ
た。

●事業内容
障害者就業・生活支援センターに
おいて、障害者の就業と生活面の
一体的な支援を行う。
●実施状況
障害者の身近な地域において、就
業面と生活面の一体的な相談・支
援を行う障害者就業・生活支援セ
ンターを設置している。センター
経費のうち、生活支援員の経費を
負担した。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
障害に対する理解促進や共生社会
の実現に向けた障害者スポーツ大
会等の開催や選手への支援
●実施状況
・長崎県障害者スポーツ大会の開
催や、全国障害者スポーツ大会へ
の本県選手団派遣、長崎県障害者
スポーツ協会運営費の一部補助を
行い、県内の障害者スポーツの普
及・振興を図った。

●事業内容
障害者による芸術文化活動を普及
させ、障害者の芸術活動を通し
て、障害者の社会参加を促進させ
る。
●実施状況
芸術文化活動を行う障害者や家
族、障害福祉施設、文化施設、支
援学校等を支援する拠点を設置
し、「県内の福祉施設等への相談
支援」「芸術文化活動を支援する
人材の育成」「関係者のネット
ワークづくり」「発表等の機会の
創出」「情報収集・発信」に取り
組み、県内の障害者芸術文化の普
及・振興を図った。

●事業内容
全国障害者芸術・文化祭の開催
●実施状況
令和７年度の第40回国民文化祭、
第25回全国障害者芸術・文化祭の
開催に向け、企画会議の開催、先
催 県 視 察 等 を 行 い 、 実 施 計 画
（案）の策定を進めた。

事業の一層の効果促進を図るた
め、各種広報媒体を活用して、障
害者スポーツを広く周知していく
とともに、健常者と障害者の交流
の場としてスポーツ教室を引き続
き実施する。また、第25回夏季デ
フリンピックに向けて、県内の障
害者アスリートの支援を行ってい
く。

本事業により、相談支援や人材
研修、機会の提供などを通じて、
障害者の芸術文化活動の裾野を拡
大し、障害者の自立と社会参加の
さらなる促進に取り組む。

また、令和７年度に本県で開催
されるながさきピース文化祭２０
２５（全国障害者芸術・文化祭）
を盛り上げていくため、より多く
の障害者芸術実施団体等の支援が
得られるよう長崎県障害者芸術文
化の発表の機会確保事業助成金の
増額等強化を図っていく。

第40回国民文化祭、第25回全国
障害者芸術・文化祭の開催年とな
ることから、障害のある方が安心
してイベントへの参加・鑑賞がで
きる環境づくりを創出するなど、
合理的配慮の提供を行い、障害の
ある方の文化芸術活動の発表の場
を通して、障害に対する理解を深
め、障害のある人の自立と社会参
加の促進に繋げていく。

66
64



透析患者の送迎支
援事業費

障害福祉課 拡充

保健所精神保健費 障害福祉課 現状維持

精神障害者社会参
加促進事業

障害福祉課 改善

支援センター（精
神）事業費

障害福祉課 改善

　事業群②　高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援⑤

　評価対象事業件数　19 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

8 11

42% 58%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

自立支援給付費 障害福祉課 現状維持

障害者総合支援法に基づく障害
福祉サービス事業所に対する実地
指導や集団指導等を通じてサービ
スの適正な提供体制を確保してい
く。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
障害福祉サービスの利用に係る給
付費に対する負担
●実施状況
障害福祉サービス（居宅介護、生
活介護、施設入所支援、就労継続
支援など）の利用に係る給付費に
対する負担金（国1/2、県1/4、市
町1/4）を支出した。

透析患者のアンケート調査結果
等を基に、関係団体・市町と協議
しながら、透析患者の送迎支援制
度の構築に向けた検討を進める。

保健所において、精神障害者に
ついての正しい知識の啓発、精神
障害者への早期治療の促進、社会
復帰及び自立と社会参加の促進を
図るために、電話相談、来所相
談、訪問指導、関連組織の育成指
導等を、市町、関係者、関係機関
との連携を行いながら、引き続き
実施する。

精神保健福祉法の改正に伴い、
市町が実施する精神保健に関する
相談について、精神障害者のほか
精神保健に課題を抱える者も対象
となることから、市町の相談支援
体制整備への協力とバックアップ
体制の強化を図る。併せて、精神
障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築に向け、ピアサポー
ターの養成及び活用の場の創設、
入院者訪問支援事業を実施する。

精神保健福祉法の規定により設
置が義務付けられている機関であ
り、その業務についても同様に定
められている。依存症などに関す
る啓発及び窓口相談の周知を図る
ことにより、当事者及びその家族
がセンターの相談に繋がり、自助
グループ等の関係機関と連携した
支援を行っている。

リーフレットや健康教育による
各事業の相談窓口や正しい知識の
普及の手法に加え、ITなどを活用
した新たな周知の方法を取り入れ
て、今後も更なる取組の充実を図
る。

また、市町への専門的支援を行
うことで、市町の精神保健相談へ
の対応能力の向上及び地域の実情
に応じた関係機関と連携した相談
支援体制の構築を図る。

●事業内容
透析患者の送迎支援制度の構築を
目指し、患者向けアンケート調査
及び関係団体・市町との検討会を
実施する。

●事業内容
保健所において、精神障碍者の相
談、訪問指導、関連組織の育成指
導、社会復帰の促進及び老人精神
保健相談等を行う。
●実施状況
保健所において、精神障害者の相
談、訪問指導、関連組織の育成指
導、社会復帰の促進及び老人精神
保健相談に対し、適切な助言、指
導を行った。

●事業内容
ノーマライゼーションの理念の実
現に向け、精神障害者が社会の構
成員として地域の中で共に生活が
送れるよう、また、コミュニケー
ション、文化、スポーツ活動等自
己表現、社会参加を通じてQOL向上
が図れるよう、必要な社会参加促
進施策を総合的かつ効果的に実施
し、障害者に対する県民の理解を
深め、誰もが明るく暮らせる社会
創りを促進する。
●実施状況
精神障害者の自立支援、社会参加
へ向け、地域の体制づくり、普及
啓発を行った。

●事業内容
精神保健福祉に関する知識の普及
を図り、心の健康づくりを増進
し、県民の精神的健康の保持・増
進を図る。
●実施状況
県民からの精神保健福祉や依存症
等に関する相談を受け、相談者に
応じた適切なアドバイスを行い、
必要に応じ、関係機関とも協議を
行った。
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医療的ケアが必要
な在宅小児等に対
する支援事業

障害福祉課 改善

医療的ケア児支援
センター運営事業

障害福祉課 改善

医療的ケア児等レ
スパイト支援事業

障害福祉課 改善

障害者自立促進事
業

障害福祉課 改善

障害者医療対策費 障害福祉課 現状維持

在宅で療養を行う医療依存度の
高い小児等やその家族の地域での
生活を支えるために、医療と福祉
が連携し、必要なサービスを提供
する体制の構築等に努めていくと
ともに、引き続き、受け入れ先の
確保に向けた支援体制の充実を図
る。

医療的ケア児支援センターにお
いて、医療的ケア児とその家族等
からの各種相談に対応し、各地域
の支援者や関係機関と連携しなが
ら総合的に対応を図り、医療的ケ
ア児等が地域で安心して生活でき
る体制の整備を促進していく。

医療機関での短期入所サービ
ス、日中活動している場や外出先
における訪問看護に係る費用につ
いて補助を行い、医療的ケア児等
を介助する家族の負担軽減を図
る。

研修会の開催時期や開催方法を
早期に確定して、障害者に会への
参加を促す時間を十分に確保する
とともに、離島など遠方から参加
しやすいようにオンラインによる
開催を検討するなどして、参加者
数増加を目指しながら、障害者団
体の組織を強化し、障害者の社会
参加の促進に努めていくととも
に、併せて事業の内容等も検討し
ていく。

引き続き精神障害者の外来通院
医療費の負担軽減等を実施してい
く。

また、精神科入院患者の人権擁
護等を推進し、精神医療の適正化
を図る。

●事業内容
医療機関での短期入所サービス、
日中活動している場や外出先にお
ける訪問看護に係る費用について
補助。
●実施状況
医療的ケア児に対する訪問看護に
係る費用を補助することで、医療
的ケア児等を介助する家族の負担
軽減を図った。

●事業内容
障害者団体の組織を強化し、障害
者の社会参加の促進を図るため
に、障害者団体が開催する研修会
等の経費を補助するほか、障害者
福祉活動推進員を設置する。
●実施状況
障害者団体が開催する研修会等の
経費を補助した。また、障害者福
祉活動推進員を設置することによ
り、社会参加促進施策の体系的及
び効果的な推進を図った。

●事業内容
精神障害者の措置入院費・自立支
援医療費の公費負担及び通報・申
請の処理。病院指導、検査、在院
患者の病状審査、入院の要否の審
査、入院患者の人権擁護等精神医
療適正化対策に係わる事業。精神
障害者保健福祉手帳の交付。
●実施状況
精神障害者の措置入院費・自立支
援医療費の公費負担及び通報・申
請の処理をした。
病院指導・検査、在院患者の病状
審査、入院の要否の審査、入院患
者の人権擁護等精神医療適正化対
策を実施した。
精神障害者保健福祉手帳を交付し
た。

●事業内容
在宅で療養を行う医療依存度の高
い小児等やその家族の地域での生
活を支えるための体制を構築。
●実施状況
在宅で療養を行う医療依存度の高
い小児等（者含む。）やその家族
の地域での生活を支えるために、
医療と福祉が連携し、必要なサー
ビスを提供する体制の構築等を
行った。

●事業内容
医療的ケア児支援センターを設置
し、医療的ケア児及びその家族等
からの相談に対して総合的に対応
し、地域で安心して生活できる体
制を整備。
●実施状況
医療的ケア児支援センターを設置
し、医療的ケア児とその家族から
の各種相談に対応し、各地域の支
援者や関係機関と連携しながら総
合的に対応を図った。
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児童思春期・大人
の発達障害の専門
知識を持つ精神科
医等育成事業（医
療介護基金）

障害福祉課 改善

発達障害児地域医
療体制整備事業費
（医療介護基金）

障害福祉課 改善

児童発達支援セン
ター等機能強化事
業費

障害福祉課 改善

障害者福祉医療費
助成費

障害福祉課 現状維持

福祉・介護職員等
によるたんの吸引
等研修事業（医療
介護基金）

障害福祉課 改善

令和６年度の実施状況を踏まえ
必要な見直しを行いつつ、児童発
達支援センター等の中核的役割や
機能の強化を図り、地域における
障害児支援の質の向上を推進し、
障害児やその家族への支援体制の
強化を図る。

心身障害者の福祉の増進を図る
ため、市町が実施する医療費助成
に対し、補助を行うものであり制
度の見直し等にはなじまないが、
県と市町からなる長崎県福祉医療
制度検討協議会障害者専門分科会
において決定された医療費助成を
実施していく。

喀痰吸引を実施できる障害福祉
サービス事業者等（通所）を各圏
域に確保するため、事業所への働
きかけはもちろん各市町障害福祉
課への周知など効率的に圏域を増
やしていく。また、保育所等の児
童関係機関での必要性も増えてい
ることから、県・市町へのこども
関係課への周知を行う。

●事業内容
市町が実施する心身障害者医療費
に対する助成
●実施状況
心身障害者の福祉の増進を図るた
め、市町が実施する医療費助成に
対し、補助を行った。（県1/2、市
町1/2)

●事業内容
医療行為である喀痰吸引につい
て、介護職員等に対する研修の実
施
●実施状況
医療行為である喀痰吸引につい
て、介護職員等に必要な知識及び
技能を修得させる研修（重度障害
者等を対象とした特定の者）を実
施した。

長崎県子どもの心のサポート医
の継続支援を行うとともに、患者
の発達段階に応じ、大人の発達障
害等にも対応できる精神科医を養
成する。また、身体合併のある精
神科救急患者の受入れに対応可能
な精神科医等の育成を図り、地域
の精神科病院における救急患者受
入体制の改善を図る。

発達障害児の診察が可能な医師
を養成する研修について、長崎大
学の小児科医以外の医師も参加で
きるように研修方法を見直す。

医療機関に対する発達障害児の
診察やリハビリに必要な設備整備
の経費の補助については、意向が
ある事業者へ働きかけを行う。

●事業内容
長崎県子どもの心のサポート医の
継続支援を行うとともに、患者の
発達段階に応じ、大人の発達障害
等にも対応できる精神科医を養成
する。また、身体合併のある精神
科救急患者の受入れに対応可能な
精神科医等の育成を図り、地域の
精神科病院における救急患者受入
体制の改善を図る。
①精神科医等専門研修
②講演会・シンポジウム
③児童相談所におけるサポート医
実地研修
④サポート医への助言や症例検討
会
⑤小児科医会との連携

●事業内容
発達障害の診察を行う医師及びリ
ハビリ・評価等に関わる医療従事
者を養成するための研修を行うと
ともに、発達障害児を対象とした
専門外来を開設する医療機関の設
備整備に対する経費の補助。
●実施状況
発達障害児の受診機会の拡大を図
るため、発達障害児の診察が可能
な医師を養成する研修を実施し
た。
医療機関に対する発達障害児の診
察やリハビリに必要な設備整備の
経費の補助については、応募がな
く実施できなかった。

●事業内容
児童発達支援センター等の中核的
役割や機能の強化を図るととも
に、地域における障害児支援の質
の向上を推進し、障害児やその家
族への支援体制の強化を図る。
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　事業群③　多様な主体による連携・協働の推進

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

特定非営利活動促
進法施行等事務

県民生活環
境課

改善

ボランティア振興
事業費

県民生活環
境課

改善

ながさきプロボノ
チャレンジ推進事
業費

県民生活環
境課

改善

　事業群④　人権が尊重される社会づくり

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

5

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

人権・同和問題啓
発推進事業

人権・同和
対策課

改善

人権・同和問題に対する正しい
理解と認識を深めてもらうため
に、継続して、講演会、研修会、
イベント等による啓発を行ってい
くとともに、時宜に応じた人権課
題をテーマとするなど内容につい
て見直しを行いながら実施してい
く。

また、令和6年度に開催する検討
委員会でとりまとめた意見を踏ま
えた新たな人権施策の検討を行っ
ていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
人権・同和問題に対する正しい理
解と認識を深め、差別のない社会
づくりを推進するため、研修会や
啓発イベント等を実施。
●実施状況
講演会や研修会の開催、企業・団
体への講師の派遣や市町と連携し
た人権啓発活動などを行い、人権
啓発の推進を図った。
また、性の多様性理解促進のた
め、啓発イベントの開催や市町職
員向け研修などの各種研修の実
施、企業への啓発チラシの配付等
を行った。

●事業内容
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法
人）の設立認証や認定などの特定
非営利活動促進法（ＮＰＯ法）業
務の適正な運用を図る。
●実施状況
ＮＰＯ法人の設立認証・認定等の
手続き支援や管理運営説明会の開
催をはじめ、「ＮＰＯ法人の手引
き」の作成・配付を行い、法人の
設立や円滑な運営等の支援を行っ
た。

●事業内容
ボランティア活動への参加促進や
ボランティアの担い手づくりを推
進するため、県社会福祉協議会が
行うボランティア振興事業に対し
て支援を行う。
●実施状況
ボランティア体験支援事業への支
援を実施した。

●事業内容
企業人材等の専門的な知識や経
験、ノウハウ等を有効活用し、Ｎ
ＰＯをはじめとした活動団体の運
営基盤強化・活動活性化につなげ
るための新たなモデルを創出す
る。
●実施状況
市町等関係者や団体への説明など
により事業の周知を行い、応募し
た団体の運営上の課題に対して、
プロジェクトとして支援した。

県と県民ボランティア活動支援
センターとのさらなる連携を図る
ことで、ＮＰＯ法人に関する申請
等の相談について相談者の利便性
を向上することにより、ＮＰＯ法
人の円滑な設立と適正な管理運営
の促進を図る。また、DX推進のた
め、ＮＰＯ法人に対し内閣府の
ウェブ報告システム利用を周知し
ていく。

ボランティア体験支援事業参加
者のアンケート結果や有識者の意
見等を参考に、特に若年層の参加
者増加につながるよう常に事業内
容、周知方法等の見直しを図る。
併せて、各種事業や情報発信に係
るインターネット活用を拡充し、
県民のボランティア活動の促進を
図っていく。

県民ボランティア活動支援セン
ターや、県と連携協定を締結した
認定ＮＰＯ法人サービスグラント
とともに、ＮＰＯ・ボランティア
団体の課題解決に資する情報発信
や人材確保に努め、団体の運営基
盤強化につなげるとともに、支援
事例の周知広報を図っていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

70
68



社会人権・同和教
育推進事業

人権・同和
対策課

改善

人権教育啓発セン
ター活動推進事業

人権・同和
対策課

改善

ハンセン病対策事
業

国保・健康
増進課

改善

人権・同和教育推
進費

義務教育課 改善

●事業内容
ハンセン病に関する正しい知識の
普及啓発を図るとともに、入所者
の見舞い、一時帰省や入所者家族
への生活援護等を行う。
●実施状況
ハンセン病について、広く県民に
普及啓発するため、入所者作品展
を開催したほか、ハンセン病療養
所への訪問や入所者を長崎県へ招
いて社会交流を図る事業（里帰り
事業等）を実施。
また、ハンセン病療養所入所者に
対し県広報誌や新聞を送ることに
よる県内情報の提供、親族に対す
る生活援護費の支給など、療養者
への支援も実施。

●事業内容
指導者用の人権教育啓発参考資料
（ 「 人 権 教 育 を す す め る た め
に」）の作成・配付と、資料を活
用した教職員研修会の実施を隔年
で交互に行う。
●実施状況
令和５年度は、教職員の人権意識
や指導力の向上を図るために、各
学校の若手教職員（２０代～３０
代）を参加対象とした「地区別人
権教育研修会」を県内９会場で実
施し、講義や演習を行った。

人権意識や態度、実践的な行動
力の育成を図るために、人権に関
する知的理解と人権感覚の涵養を
基盤とした研修会を継続的に実施
する。また、人権教育・啓発の推
進を図るために、指導者のスキル
アップにつながる情報提供や実践
した取組の情報共有の充実を図
る。

本県の人権教育・啓発活動の中
核的な拠点施設として、人権問題
に関する様々な情報等の収集・提
供などにより広報・啓発活動を推
進するため、ホームページの内容
充実や、時宜に応じた図書、ビデ
オ、パンフレット等の整備を図っ
ていく。

本事業による、これまでの「入
所者作品展」開催や、入所者に一
時帰郷していただく「里帰り事
業」など、ハンセン病に関する正
しい知識の普及啓発や入所者への
社会交流の場を提供する事業とし
て、意義深く効果の高いものとし
て長年取り組んできており、今後
も支援を継続する。また、ハンセ
ン病に対する認識が、若年層にな
かなか浸透できていないため、学
校をとおして子供向けのパンフ
レットの配布など啓発の機会を増
やす検討をしていく。

令和７年度の「地区別人権教育
研修会」の実施に向け、学校にお
ける人権教育の課題を整理し、研
修会の内容構成の協議を行ってい
く。

●事業内容
社会教育における人権・同和教育
推進のため、地区別研修会や教育
庁内研修会の開催、社会啓発資料
集等の作成、人権・同和教育指導
者に対する各種研修や人権教育中
央研修会等を開催。
●実施状況
関係団体に対する事業説明を積極
的に行ったり、オンライン開催を
取り入れたりしながら受講者確保
に努めた。また、ペアワークやグ
ループワークを取り入れた意見交
流の場を設定するなど開催方法を
工夫することで、人権問題に対す
る理解を広げることに努めた。指
導者養成研修では、学習プログラ
ムを作成し、よりよい実践につな
げていくための意見交流を行っ
た。

●事業内容
県庁舎内にある人権教育啓発セン
ターにおいて、人権情報収集・提
供や人権相談対応等を実施。
●実施状況
ホームページ等による人権に関す
る情報提供や、図書・ビデオの購
入及び貸し出し、さらに、人権に
関する悩みや研修等に関する相談
対応を行うことで、人権問題につ
いての啓発推進、学習・研修活動
の支援を行った。
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　事業群⑤　高齢者や子育て世帯、障害者等に優しいまちづくり

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

親子でスマイル住
宅支援事業費

住宅課 拡充

施策２　きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援

　事業群①　貧困に起因する問題を抱える子どもと親への支援

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

児童養護施設入所
児童等大学等進学
支援事業

こども家庭
課

改善

事業内容 見直しの方向

●事業内容
児童養護施設入所児童の大学等進
学の機会を増やすため、国の補助
額の上限を超える場合に、高校在
学中の学習塾費用の助成を行う。
●実施状況
児童養護施設入所児童の大学等進
学の機会を増やすため、高校在学
中の学習塾費用を助成した。

入所児童が自立した社会生活を
営むための自らのライフプランを
描くことができるよう、大学等進
学を進路の選択肢のひとつとする
ため、施設や実親に対して、早期
から進路指導や学習・進学支援に
取り組むよう求めるとともに、支
援コーディネーターや生活相談支
援を拡充して実施する社会的養護
自立支援拠点事業や、経済的な支
援である自立支援貸付事業などの
措置解除後の県における支援制度
に加え、教育機関その他の団体が
行っている奨学金制度、年齢制限
無く大学等へ進学する際の生活及
び支援を受けることが出来る児童
自立生活援助事業などの進学に必
要な情報を分かりやすく提供する
よう努める。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
多子世帯や新たに職住近接・育

住近接を行うための改修工事又は
中古住宅取得に要する経費の一部
を助成し、安心して子どもを産み
育てることのできる居住環境の整
備を図る。
●実施状況

令和５年度は、15市町に対し計
74件の助成を実施した。（多子世
帯34件、職住近接2件、育住近接1
件、3世代同居・近居37件）

これまでは、子育て世帯が安心
して子育てをしやすい住環境の整
備を目的としており、利用者のほ
とんどが県内居住者となってい
た。

そこで、R7年度事業では、対象
を県外の若者とすることで、県内
の関係・交流人口の拡大や移住・
定住を検討するきっかけにつなげ
る。

令和７年度の方向性

72
70



子どもの貧困対策
推進事業

こども家庭
課

改善

●事業内容
子どもの居場所づくりやフードバ
ンク事業に関するノウハウを持つ
団体を、貧困対策統括コーディ
ネーターとして配置し、各市町に
対し、子どもの居場所づくり等に
係る事業実施に向けた技術支援や
子どもの居場所づくり等を行う民
間団体の掘り起こしのための研修
会など、地域における支援体制の
充実に向けた支援を行う。また、
子どもの貧困に係る総合相談窓口
を設置して保護者や支援者等への
相談支援等を行う。
●実施状況
貧困対策統括コーディネーター
が、各市町に対し、子どもの居場
所づくり等に係る事業実施に向け
た技術支援や子どもの居場所づく
りに係る研修会などを実施した。
また、子どもの貧困総合相談窓口
を設置し保護者や支援者等への相
談支援等を行った。

子どもの貧困総合相談窓口や各
種支援制度を掲載したガイドブッ
クについて、引き続き関係機関等
への周知等を図る。

各市町に対して、子どもの貧困
対策に関する国の支援策を積極的
に活用した取組の実施や、各地域
内の団体等と日頃から積極的に情
報共有等を行うよう、会議等の場
において働きかけを行うととも
に、研修会に参加した団体等と市
町をつなぎ、事業構築や見直しの
支援を行う。

実態調査の結果を踏まえ、子ど
もの貧困対策の方向性を検討し、
令和６年度に新たな県の子どもの
貧困対策に係る計画（こども計
画）を策定し、計画に沿った事業
を展開する。
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　事業群②　ひとり親家庭等の自立支援の推進

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 2

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

母子等福祉指導費
こども家庭
課

現状維持

ひとり親家庭等対
策費

こども家庭
課

改善

ひとり親家庭等自
立支援事業

こども家庭
課

改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県福祉事務所へ母子・父子自立支
援員を配置（3人）し、ひとり親家
庭からの来所、電話による相談を
受け、自立支援を行う。その他
に、長崎県母子寡婦福祉連合会に
対し、組織を担う人材を育成する
ため補助金を交付する。
●実施状況
県福祉事務所において、2,374件の
ひとり親家庭からの相談に対応し
た。その他に、長崎県母子寡婦福
祉連合会に対し、運営費の補助や
人材育成のための補助を行い、ひ
とり親家庭の福祉振興を図った。

●事業内容
市町による生活支援講習会・情報
交換事業や日常生活に支障がある
場合に家庭生活支援員を派遣し、
必要な生活支援及び幼児の保育を
実施。また、学習塾形式等により
学習支援の実施を支援する。
●実施状況
ひとり親家庭等の生活の安定や向
上のため、市町による生活支援講
習会・情報交換事業を 22回実施
し、650人が受講した。また、132
件329時間に及ぶ家庭生活支援員を
派遣し、必要な生活支援及び幼児
の保育を行った。

●事業内容
ひとり親家庭等自立促進センター
において、相談員による就業相談
等を行う。また母子・父子自立支
援員により個々の状況に応じた自
立支援プログラムの策定、その
他、資格取得のために養成機関で
受講する場合の生活費支給、入学
準備金等の貸付等を実施。
●実施状況
ひとり親家庭等自立促進センター
において、10,077件の就労や生活
面に関する相談助言等を行った。
また、母子・父子自立支援員によ
り26件の自立支援プログラム策定
を行った。その他、資格取得のた
めに養成機関で受講する場合の生
活費を15名に支給し、入学準備金
等の貸付等を124名に対して行っ
た。

県福祉事務所での母子・父子自
立支援員による、ひとり親家庭の
相談支援については、個々の家庭
の状況に応じて自立に必要な情報
提供、相談指導、求職活動に関す
る支援を行っており、引き続き自
立に向けて本事業を継続してい
く。

日常生活支援については、事業
の受け皿である県内の母子会と協
議を実施し、母子会の組織強化を
図る。また、日常生活支援、生活
向上事業の実施市町が少ないこと
から、引き続き、事業実施市町の
具体的な実施状況や事業効果等に
ついて未実施市町へ情報提供する
とともに、他の制度とも調整しな
がら実施市町と事業利用者数の増
加を図る。

ひとり親家庭の安定的な就労に
よる自立を促進するため、就職に
有利な資格取得のための自立支援
給付金事業等の活用や、ひとり親
家庭等自立促進センター事業、プ
ログラム策定事業等を実施してい
く。

プログラム策定事業について
は、市町との連携をさらに強化
し、更なる対象者把握に努めてい
く。

ひとり親家庭等自立促進セン
ターについては、引き続き、県広
報媒体を利用した情報発信の強化
や各市町や県の母子・父子自立支
援員等と連携した周知を更に行
い、多くのひとり親家庭等の利用
促進を図る。また、関係機関と密
に連携し就職状況の把握に努める
とともに、ひとり親家庭等自立促
進センターの職業紹介事業許可の
取得により、ひとり親家庭の就労
支援に取り組む。
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　事業群③　総合的な児童虐待防止対策の推進

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 2 1

40% 40% 20%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

児童虐待総合対策
事業

こども家庭
課

現状維持

児童心理治療施設
高機能化・多機能
化モデル事業

こども家庭
課

改善

児童虐待防止・支
援体制強化事業

こども家庭
課

改善

佐世保こども・女
性・障害者支援セ
ンター建替費

福祉保健課 終了

児童相談所業務改
善事業

こども家庭
課

終了

●事業内容
老朽化し、狭隘な佐世保こども・
女性・障害者支援センター（児童
相談所）について、一時保護児童
等の生活環境改善やバリアフリー
へ対応するため、隣接地に建替え
を行うとともに、グラウンド及び
駐車場の整備を実施する。
●実施状況
本体建設工事の完了に伴い、新セ
ンターへの引越し及び開所式を実
施した。また、旧センターの解体
工事を完了し、グラウンド及び駐
車場整備工事に着手した。

●事業内容
児童相談所の業務に特化した情報
管理システムを導入することで、
業務の効率化を図り、児童や保護
者への支援を強化する。

児童相談所の措置決定その他の
法律関連業務の円滑な実施、ま
た、虐待認定の根拠となる医学的
所見を得るための医師による診断
等が十分受けられる体制を引き続
き確保する。また、令和4年改正児
童福祉法に基づき、児童虐待の予
防や早期発見、適切な一時保護の
実施、親子再統合の支援強化等の
取組を検討する。

各市町や児童福祉施設等の関係
機関に対して当事業の周知を図り
つつ、事業の実施状況や実績を確
認しながら有効な普及啓発対応に
ついて検討して実施することで、
支援を必要とする児童及び保護者
の利用が促せるよう見直しを図っ
ていく。

児童虐待に関する児童相談所や
市町職員に対する研修等は引き続
き実施し、よりよい実施のために
研修実施の効率化や職員からの
ニーズに即した研修を実施してい
く。また、ガイドラインについて
は、体制が十分整っていない一部
市と継続して協議を行う。

引き続き県北地域のこどもや女
性、障害者への一体的な相談支援
の充実に努めていく。

令和6年度に導入するシステムを
活用しながら、引き続き業務の改
善を図っていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
児童虐待の早期発見・早期対応の
ために相談・対応機能を強化す
る。
●実施状況
児童相談所の24時間365日相談支援
体制の整備、安全確認等のための
体制強化や、被虐待児童の心のケ
ア及び虐待を加えた保護者に対す
るカウンセリング強化やペアレン
トトレーニングによる家族再統合
の支援等を実施するとともに、体
制の強化にも努めた。

●事業内容
児童心理治療施設において、支援
が必要な子どもやその保護者に対
し、心理士等の専門職による相談
対応や心理検査、それらを踏まえ
た適切な助言等の支援を実施す
る。

●事業内容
児童虐待対応に関する児童相談所
と市町職員の資質向上の為に研修
の実施や支援体制を強化する。
●実施状況
児童相談所と市町職員の資質向上
等を目的とした合同研修の実施、
児童福祉、医療、法律等の専門家
の市町要対協への派遣などを実施
した。
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　事業群④　社会的養護体制の充実

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 2

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

里親育成支援事業
こども家庭
課

改善

児童虐待防止・支
援 体 制 強 化 事 業
（子どもの権利擁
護事業）

こども家庭
課

改善

児童福祉関係社会
福祉施設整備事業

こども家庭
課

現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
社会的養護が必要な児童を、可能
な限り家庭的な環境において安定
した人間関係の下で育てることが
できるよう、里親やファミリー
ホームなどへの委託を推進するた
め、里親等の育成支援を行う。
●実施状況
児童相談所に里親支援員を設置
し、里親支援機関と連携して里親
への訪問等の支援を実施した。ま
た、長崎県里親育成センターすく
すくに委託し、里親制度の広報啓
発や里親希望者等への研修等を実
施した。

●事業内容
社会的養護の下で生活している子
どもの権利擁護の環境整備を行
う。
●実施状況
児童福祉施設等に入所する子ども
の意見表明を支援するアドボケイ
ト（意見表明支援員）を養成する
ため、子どもアドボケイト養成講
座を実施した。令和5年度から養成
したアドボケイトを長崎市内3施設
へ派遣した。

●事業内容
児童養護施設等が実施する児童ケ
ア単位の小規模化・地域分散化等
のための施設整備に要する経費の
補助を行う。
●実施状況
地方公共団体、社会福祉法人等が
整備する施設整備及び設備整備に
要する費用の一部を補助すること
により、県社会的養育推進計画に
則った施設のケア単位の小規模化
をはじめとした施設の整備を促進
し、施設入所児等の福祉の向上を
図った。

出前講座や広報啓発活動につい
ては内容を見直しながら実施する
ことにより登録里親の増加を図る
とともに、里親への研修等の実施
を通じて、養育スキル等の向上を
図っていく。

引き続き児童養護施設等に入所
する子ども等が意見表明を行うた
めの環境を整備することで、子ど
もの権利擁護の推進を図る。ま
た、意見表明の支援を行うための
実施体制を引き続き検討し、児童
相談所の一時保護所においての実
施についても検討する。

長崎県社会的養育推進計画に基
づき、施設の小規模・地域分散
化、高機能化及び多機能化・機能
転換を行うこととしており、引き
続き家庭的養護の推進を図る。
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　事業群⑤　ＤＶ被害者への支援及びＤＶの予防

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ＤＶ被害者自立支
援事業

こども家庭
課

改善

配偶者暴力相談支
援対策費

こども家庭
課

廃止

　事業群⑥　障害のある子ども等への支援

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4 1

80% 20%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

幼稚園私立学校助
成費

こども未来
課

改善

令和６年度より国の補助要件が
緩和されたことから、本補助金の
要件等について改めて丁寧な説明
を行い、特別支援教育の環境整備
を促し、障害を持つ幼児が希望す
る幼稚園等に入園できるよう働き
かけていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
特別支援教育を実施する幼稚園等
を設置する学校法人に対し経費の
一部を助成。
●実施状況
私立幼稚園等の運営に要する経費
の一部を助成することで、特色あ
る学校づくりを支援し、私立学校
における教育の振興と保護者負担
の軽減を図った。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
DV被害者は、一時保護所を退所し
て新しい生活を開始する際に様々
な困難を抱えており、自立までに
時間を要することから、その間の
きめ細やかなサポートを行う。
●実施状況
ＤＶ被害者の自立のため、被害者
の立場に立った相談から自立まで
のきめ細かな支援を行うととも
に、被害者の早期自立につなげ、
暴力を未然に防ぐ予防教育や啓発
活動を実施した。

●事業内容
DV被害者や同伴する児童に対し
て、専門家によるカウンセリング
を実施し、自立への支援を行うと
ともに、相談業務の強化を図る。
DV関係機関のネットワークを形成
するとともに、女性相談支援員等
関係職員の資質向上を図る。
●実施状況
長崎・佐世保センターに設置して
いる県配偶者暴力相談支援セン
ターにおいて相談を受け、必要に
応じて一時保護所や女性自立支援
施設での自立支援を行い、退所者
についても、ステップハウス等で
の自立支援を実施した。

本事業においては、ＤＶ及び暴
力被害者の相談から自立までのき
め細やかな支援とＤＶ防止啓発を
民間団体に委託して行ってきた
が、困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律の施行に伴い、
今後は、ＤＶ及び暴力被害者の自
立支援をベースに、困難な問題を
抱える女性についても支援の対象
に含みながら、引き続き、ステッ
プハウス等民間団体と連携した支
援とＤＶ防止啓発を実施してい
く。

また、令和５年５月に策定され
た「配偶者暴力加害者プログラム
実施のための留意事項」の内容を
踏まえ、民間団体との連携を図
り、実施状況の確認を行ってい
く。

本事業においては、これまでＤ
Ｖ対策にかかる関係機関及び民間
団体による会議開催等により情報
共有や支援体制の強化を図ってき
たが、困難な問題を抱える女性へ
の支援に関する法律の施行に伴
い、より幅広い範囲での支援が必
要となることから、本事業は廃止
し、新たな枠組みでの支援体制の
構築・強化、周知啓発等の取組を
検討する。
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障害児等療育支援
事業費

障害福祉課 改善

子育て支援新制度
関係対策費（医療
的ケア児保育支援
事業）

こども未来
課

現状維持

発達障害者支援セ
ンター運営事業

こども家庭
課

改善

発達障害児支援体
制整備事業

こども家庭
課

改善

●事業内容
発達障害児・者の支援を総合的に
行う県内唯一の専門機関の運営
●実施状況
発達障害に関する相談支援や、発
達障害理解促進のため、住民・関
係機関への啓発研修を行った。ま
た、身近な地域で支援を行う方を
対象とした従事者育成研修や機関
支援など、地域の体制整備づくり
に向けた取組を行った。

●事業内容
ペアレントプログラムの普及や発
達障害の子育ての経験があるペア
レントメンター派遣等
●実施状況
ペアレントプログラムを身近な地
域で受講できるよう、市町職員を
対象に研修型ペアレントプログラ
ムを行った。また、子育てへの不
安軽減等を目的に発達障害及びそ
の疑いのある児童の保護者を対象
にペアレントメンターcafé※を開
催した。

※発達障害及びその疑いのある児
童の保護者を対象に、ペアレント
メンターを活用した相談会などの
交流の場

身近な地域で療育指導等が受け
られるよう、各市町や指定機関と
の意見交換等により療育支援の促
進、効果的な事業の実施に努め
る。

医療的ケア児の保育所等利用に
ついての相談は増加傾向にあるこ
とから、引き続き、医療的ケア児
保育支援事業等の活用を促しつ
つ、長崎県医療的ケア児支援セン
ター及び関係課並びに市町と連携
し、幼稚園・保育所等への受け入
れを推進する。

引き続き、従事者育成研修等を
開催し、支援者の相談スキルの向
上を図るとともに、身近な地域に
おいて相談支援が受けられる体制
を整備していく。併せて、発達障
害者支援センターの機能が十分に
発揮されるよう、運営のあり方に
ついて検討を行う。

各市町におけるペアレント・プ
ログラムの支援者養成を行い、家
族支援の充実を図る。

令和6年度から国において「親子
関係形成支援事業」が開始された
ことから、実施市町の拡大に向
け、市町に対し積極的な活用を働
きかけていく。

●事業内容
在宅の重症心身障害児者、知的障
害児者、身体障害児者、発達障害
児者への療育指導の支援。
●実施状況
指定施設（障害児入所施設等）に
よって、療育3事業（①訪問による
療育指導、②外来による療育相
談、指導、③保育所等職員への療
育技術指導）を実施することで、
在宅障害児等の地域生活支援を
図った。

●事業内容
保育所等における医療的ケアを必
要とする子どもの受入体制整備の
ための費用を助成。
●実施内容
人工呼吸器を装着している児童そ
の他の日常生活を営むために医療
を要する状態にある児童（以下
「医療的ケア児」という。）が、
保育所等の利用を希望する場合
に、受け入れが可能となるよう、
看護師の配置等に要する費用を補
助した。
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　事業群⑦　インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の推進

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

障害のある子ども
の医療サポート事
業

特別支援教
育課

改善

障害のある子供の
活躍応援事業

特別支援教
育課

改善

高等学校における
特別支援教育支援
員活用事業

特別支援教
育課

改善

医療的ケアが必要な児童生徒の
通学に当たって、保護者の負担軽
減を図り、より安全に通学するた
め、医療的ケア看護職員並びに医
療的ケア通学支援看護職員と教員
の更なる専門性の向上に取り組
む。

スポーツ体験活動等を通して、
生徒の自己肯定感を高めるととも
に、関係企業との連携を強化し、
職場実習、障害者雇用につなげる
仕組みづくりを行う。また、キャ
リア検定（アノテーション）を実
施しながら、新たな働き方や職域
への就労の可能性を広げるための
職業教育の充実を図っていく。

高等学校における特別支援教育
支援員を有効に活用するために、
管理職向けの研修会や説明会の実
施、特別支援教育コーディネー
ター・担任・教科担当との連携及
び個別の教育支援計画、個別の指
導計画の活用等の校内支援体制の
構築に向けた研修、WEB配信を行
う。また、特別支援教育支援員配
置校への視察等を行い、特別支援
教育支援員の活用状況を把握する
とともに、必要に応じて地域の特
別支援学校のセンター的機能の活
用の促しを行う等、校内支援体制
の構築に向けた指導・助言を行
い、特別な教育的支援が必要な生
徒への指導や支援の充実を図って
いく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
特別支援学校における医療的ケア
を必要とする児童生徒の安全・安
心な学校生活を確保するため、必
要な学校に医療的ケア看護職員を
配置する。
●実施状況
医療的ケアを必要とする児童生徒
が在籍する特別支援学校７校に、
医療的ケア看護職員２２名を配置
し、医療的ケアを実施した。
また、医療的ケア看護職員との連
携・協働による医療的ケアを実施
するため、特別支援学校の教員を
対象に、認定特定行為業務従事者
となるための喀痰吸引等研修を実
施した。
市町教育員会の医療的ケア担当者
向けの研修会を実施した。

●事業内容
キャリア検定の実施やＩＣＴ人材
育成等を通して特別支援学校の生
徒が卒業後の進路に主体的に向き
合う意欲の向上を図る取組を推進
するとともに、スポーツのイベン
トや体験活動を通して企業等との
相互理解を深め、新たな職域への
就労の可能性を広げる取組を推進
する。
●実施状況
高等部生徒を対象として清掃の技
能を高めるため、テーブル拭き、
自在ぼうき、モップ、ダスターク
ロスの清掃４種目のキャリア検定
を７回実施した。また、宛名ラベ
ル貼りや資料の封入など、事務作
業に活かせる検定種目「事務アシ
スタント」を１回実施した。
さらに、スポーツ体験プログラム
やスポーツイベント出演など活躍
の機会を１０回創出した。

●事業内容
特別な教育的支援が必要な生徒の
学習活動や学校生活等の支援を教
職員と連携して行う特別支援教育
支援員を、配置の必要な高等学校
に配置する。
●実施状況
特別な教育的支援が必要な生徒の
学習活動や学校生活等の支援を教
職員と連携して行う特別支援教育
支援員を、高等学校９校に９名配
置した。

79
77



発達教育指導費
特別支援教
育課

改善

●事業内容
幼稚園や保育所、小・中・高等学
校の幼児児童生徒への指導・支援
の充実や教職員の専門性の向上を
図るために、研修を実施したり、
特別支援学校による地域における
特別支援教育に関するセンター的
機能の充実を図る。
●実施状況
幼稚園や保育所、小・中・高等学
校の教職員を対象とした研修会を
実施した。また、特別支援学校
が、地域にある幼稚園や保育所、
小・中・高等学校に対して、来校
相談、派遣相談、電話相談を実施
した。

幼稚園や保育所、小・中・高等
学校における特別支援教育の推進
のために、全ての教職員を対象と
した発達障害等教育支援研修会
〈基礎編〉のコンテンツを充実さ
せていく。また、特別支援教育の
推進に向けた計画的な人材育成を
図るため、各市町教育委員会や高
等学校からの推薦者を対象とした
特別支援教育次世代リーダー養成
研修を実施する。
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　事業群⑧　いじめや不登校など児童生徒が抱える問題等への総合的な対策の推進

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

スクールカウンセ
ラー活用事業

児童生徒支
援課

改善

スクールソーシャ
ルワーカー活用事
業

児童生徒支
援課

改善

教育相談事業費
児童生徒支
援課

改善

学校では児童生徒の心のケアを
行うスクールカウンセラーの活用
が不可欠なものとなっており、効
果的な配置や、資質向上を図るこ
とで更なる教育相談体制の充実を
目指す。

また、人材確保が難しい離島地
域について募集を強化し、効果的
な配置を図る。

学校では福祉機関等と連携し、
福祉的なアプローチを行うスクー
ルソーシャルワーカーの活用が不
可欠なものとなっており、効果的
な配置や、資質向上を図ることで
更なる教育相談体制の充実を目指
す。

電話、メール等による相談事業
を引き続き実施し、児童生徒が不
安や悩みを相談しやすい環境の整
備を進める。また、教職員への研
修会を通して、一人一人の教育相
談やいじめ対応についての資質向
上を図る。その際、不登校支援協
議会等での協議内容を踏まえ、研
修会の内容についても随時見直し
を行い、一層効果的なものになる
よう努める。新たな活用型情報モ
ラル教材「GIGAワークブックなが
さき」も活用し、情報モラル教育
の充実を目指す。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
スクールカウンセラー等を県内の
公立学校に配置・派遣することに
より、心の問題等を抱える児童生
徒に対するカウンセリングや保護
者及び教職員に対する助言を行
う。
●実施状況
小中学校全校（４７５校）、高等
学校３４校、特別支援学校４校に
スクールカウンセラー等を配置す
るとともに、未配置校２８校にス
クールカウンセラー等を派遣し
た。

●事業内容
生徒指導上の課題に対応するた
め、教育分野に関する知識に加え
て、社会福祉等の専門的な知識・
技術を用いて、児童生徒が置かれ
た様々な環境へ働き掛けたり、関
係機関等とのネットワークを活用
したりして、問題を抱える児童生
徒に支援を行う。
●実施状況
児童生徒や保護者等の置かれてい
る環境を改善するため、教育と福
祉の両面から関係機関等と連携し
ながら支援を行い、児童生徒の健
全育成を図った。

●事業内容
いじめや不登校等に悩む子どもや
保護者等に対し、夜間休日を含め
た２４時間電話相談やSNSによる相
談を実施するとともに、教職員に
対し、児童生徒の事件・事故が発
生した場合の対応など、危機管理
や福祉制度・関連法に関する研修
会を実施する。また、県立学校に
おいて、解決困難な児童生徒の問
題行動における法的課題を解決す
るため、弁護士による相談窓口を
設置する。
●実施状況
２４時間電話相談やSNSを活用した
相談事業を実施し、子どもや保護
者のための相談体制の充実を図っ
た。不登校支援や自殺予防に関す
る研修会を開催した。
問題の重大化など、学校だけでは
対応が困難、又は対応を迷う事態
が発生した場合に弁護士による法
的助言を受ける機会を設け、早期
解決につなげた。

令和７年度の方向性
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不登校等児童生徒
に対する支援事業

児童生徒支
援課

改善

未来へつなぐ「確
かな一歩」推進事
業

児童生徒支
援課

改善

学校内外における
児童生徒の学びの
場創出事業

児童生徒支
援課

改善

　事業群⑨　ニートやひきこもり等、社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者等への支援

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

子ども・若者支援
システム構築事業
費

こども未来
課

改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
乳幼児期からおおむね30歳代まで
のこども・若者を対象に、不登
校、ニート、ひきこもり等の総合
的な対策を実施
●実施状況
NPO法人「心澄」に業務を委託し、
子ども・若者育成支援ネットワー
クにおける総合的な相談窓口とし
て、関係機関の紹介や情報の提供
及び助言を行った。
不登校、ひきこもりの他、様々な
困難を複数有する相談者が増えて
おり、相談・支援のニーズが年々
増しているため、SNSやオンライン
での相談の充実を図った。

多種多様な悩みを持つ相談者を
適切な支援先へ繋ぐことができる
よう、市町及び関係機関や団体の
訪問、意見交換を重ねる。

●事業内容
県内の不登校児童生徒が文化、ス
ポーツ等の体験を通して人や社会
とつながるよさを実感し、将来の
社会的自立に向かうための取組を
実施する。
●実施状況
１１市町が本事業を活用し、文化
施設や青少年教育施設、スポーツ
団体等と連携した不登校支援を実
施した。

●事業内容
小・中学校における校内教育支援
センター（ＳＳＲ）の設置を促進
するとともに、民間など学校外の
相談・指導機関との連携やオンラ
インによる支援体制を強化するこ
とで、不登校児童生徒のニーズに
応じた多様な学びの場や居場所を
確保・提供する。

令和６年度の不登校支援協議会
での協議内容を踏まえ、引き続
き、教職員のみならず、各市町が
設置している校内教育支援セン
ターの指導員についても、個々の
児童生徒に寄り添った支援の実践
力の向上を図る。

令和６年度の実施状況を踏ま
え、支援プログラムの内容や市町
への周知方法等を改善していくこ
とで、より多くの不登校児童生徒
の社会的自立に向けた取組ができ
る事業となるよう努める。

校内教育支援センターでの支援
の充実を図るとともに、学校外の
関係機関との連携、オンラインに
よる支援体制の充実に資するた
め、不登校支援協議会において専
門家の意見を聴取し、「校内教育
支援センターの手引き（仮名）」
を作成する。

●事業内容
県設置の教育支援センターにおい
て、不登校児童生徒の心理的安
定、基本的生活習慣、コミュニ
ケーション力の育成を図り、学校
復帰を支援するとともに、社会的
自立を目指す。教育支援センター
指導員研修会を開催するととも
に、各市町教育委員会及び教育支
援センターに対し、教育相談等の
支援を行う。
●実施状況
不登校児童生徒等の将来の自立や
学校生活への復帰のため、不登校
支援協議会を開催し、施策の充実
を図った。また、各市町教育委員
会及び教育支援センターへの研
修、教育相談等を行った。
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戦略２－１　新しい時代に対応した力強い産業を育てる
　評価対象事業件数　51 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

37 1 2 2 9

72% 2% 4% 4% 18%

施策１　成長分野の新産業創出・育成

　事業群①　新たな基幹産業の創出（半導体関連産業）

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

企業誘致特別強化
対策事業

企業振興課 改善

ＧｒｅｅｎＴｏｐ
Ｎａｇａｓａｋｉ
企業成長促進事業
費

企業振興課 改善

次世代基幹産業育
成事業

企業振興課 改善

長崎で活躍！成長
分野の人材育成と
雇用創造プロジェ
クト事業

未来人材課 改善

●事業内容
世界的な需要拡大が見込まれる半
導体関連産業について、産学官の
ネットワーク強化や県内企業と大
学等との共同事業の促進。
●実施状況
産学の連携を促進するため、企業
や大学等が参加するマッチングイ
ベントの開催や共同事業への支援
を行った。

●事業内容
成長分野（半導体・情報関連）の
人材確保を図るため、良質で安定
した雇用の場への就労と成長分野
企業の人材確保の双方を支援。
●実施状況
オンライン転職フェアや企業での
体験就労を通した正規雇用への支
援等を実施した。

中長期的には、一定規模以上の
団地の整備に向けた検討を進める
一方で、当面は、継続して取り組
んできた大手商社など民間企業の
顧客基盤等を活用した誘致活動で
得られた人脈やノウハウを生か
し、産業振興財団において積極的
な企業訪問活動を行い、次なる基
幹産業創出・育成につながる半導
体や医療、航空機などの成長分野
の企業や、多様な雇用の場の創出
が期待できるオフィス系企業等の
誘致を図る。さらにＢＣＰ対策の
適地であることに加え、産学官が
連携した本県独自の人材育成の取
組や医療分野での先進的な取組な
ど、本県の強みをＰＲしていく。

グリーン成長分野における新た
な需要を獲得するため、県内企業
のさらなる技術力向上や製品開発
を促進し、さらに強まる脱炭素化
への要求に応え、選ばれるサプラ
イチェーンの形成を強化してい
く。また、物価高騰や人手不足の
影響が継続していることから、県
内中小企業の賃上げや価格転嫁、
職場環境整備等がさらに促進され
るよう、引き続き、補助要件を検
討していく。

マッチングイベントの開催手法
や周知方法等、より効果的な事業
実施に向けて必要な改善を行って
いく。

事業効果を高めるためには、事
業に参加する企業や求職者を増や
すことが重要であるため、令和6年
度の実施状況等を踏まえ、周知方
法等の見直しを行っていく。

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県産業振興財団による企業誘致活
動に要する経費について一部を負
担。
●実施状況
県産業振興財団が、県内工業団地
やオフィス物件等の視察への誘
導、補助金等の優遇制度の紹介
等、効果的な立地提案を実施し
た。

●事業内容
県内製造業企業の脱炭素化やグ
リーン成長分野における新たな需
要獲得への取組を促進し、競争力
の強化を図るとともに、企業誘致
に繋がるサプライチェーンの構築
を推進。
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　事業群②　新たな基幹産業の創出（海洋エネルギー関連産業等）

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

海洋エネルギー関
連産業拠点形成事
業

新 エ ネ ル
ギー推進室

改善

　事業群③　新たな基幹産業の創出（ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット関連産業）

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

先端情報関連産業
強化事業

新産業推進
課

改善

デジタルで解決！
人手不足対策事業

新産業推進
課

終了

事業内容 見直しの方向

●事業内容
AI・IoT・ロボット関連産業の分野
において、県内情報関連産業の県
外需要獲得や規模拡大につなげる
ため、大学等における社会人向け
の先端技術講座を開催するととも
に、県内情報関連企業を中心とし
た連携体制構築の取組を支援す
る。
●実施状況
大学等と連携した社会人向け人材
育成講座は、61名が受講した。ま
た、連携体制構築等への支援によ
り7件の新事業進出に繋がった。

●事業内容
県内企業の人手不足対策等に向け
たデジタル化を支援する体制を強
化するため、支援事業者のコンサ
ルティング能力の向上や連携拡大
等を目的とした講座を実施する。

高度専門人材育成と企業間連携
促進による事業拡大に取組み、想
定を越える人数の育成と、新事業
進出に繋がっている。サイバーセ
キュリティ分野についても、特化
した人材育成の取組の結果、セ
キュリティビジネスへの意欲を持
つ県内企業が複数出てきた。

サイバーセキュリティ関係は県
立大学でセキュリティに特化した
学科を持つ長崎県の特色と認識さ
れており、他県では見られない取
組でもあることから、引き続き県
立大とも連携し、全国で需要が増
大し続けているサイバーセキュリ
ティを情報関連産業振興の柱とし
て、新規事業を組立てる。

県内支援体制の強化のための一
時的な対策として単年度で実施
し、令和６年度で終了する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
脱炭素社会に向け国内の洋上風力
発電事業等の導入が開始される
中、県内サプライチェーンの構築
に向けて、企業間マッチングや先
行投資を支援することで、県内企
業の受注の獲得拡大を目指す。
特に、県内で実施される事業につ
いては、より多くの地場企業の参
入に向けた支援を実施する。

洋上風力発電事業は今後も全国
で導入が進んでいくが、黎明期で
あることから、引き続き企業間
マッチングや県内企業の先行投
資、県内企業の参入支援を継続す
る。

令和5年9月、大島造船所が浮体
式製造への参入を表明し、また、
海洋クラスター協議会の支援によ
る県内企業への浮体式製造の商談
も継続していることから、浮体式
の県内サプライチェーン構築を後
押しする取り組みを実施する必要
がある。

再生可能エネルギー関連につい
ては、水素関連産業の振興に向
け、令和2年度から取り組んでいる
「水素事業化研究会」に県外の大
手企業にも参画いただき、既存プ
ロジェクトへの助言や新たなプロ
ジェクトの創出に向けたFS等を実
施する。

令和７年度の方向性
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　事業群④　新たな基幹産業の創出（航空機関連産業）

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

次世代基幹産業育
成事業

企業振興課 改善

　事業群⑤　高齢化社会に対応するヘルスケア産業の振興

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

サービス産業経営
体質強化事業費

新産業推進
課

改善

施策２　スタートアップの創出

　事業群①　スタートアップによる新サービスの創出

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 2

60% 40%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長 崎 県 ス タ ー ト
アップ強化支援事
業

新産業推進
課

改善

●事業内容
スタートアップ交流拠点CO-DEJIMA
において、経営を学ぶセミナーや
起業相談等に取り組むことで、長
崎でチャレンジしたい人が挑戦で
きる環境づくりを進め、スタート
アップの創出を促進した。
●実施状況
CO-DEJIMAにおいて、スタートアッ
プ関連イベントを151回、起業相談
を48回開催するなどの支援を実施
した。

令和６年度の実施結果や参加者
へのヒアリング等を踏まえ改善を
検討していくとともに、スタート
アップの創出及び成長を支援する
ために必要な環境づくりや機運醸
成の取組を推進する。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
将来的な成長が期待される県内企
業の認定やハンズオン支援を行う
ことにより、当該企業の認知度向
上と成長、他の県内企業への挑戦
意識の広がりにつなげる。
●実施状況
高成長への意欲と潜在力を持ち、
地域経済への波及効果が期待でき
るサービス産業事業者を、長崎県
ネクストリーディング企業として
認定し、DXによる県外需要獲得・
生産性向上等を目指す取組をハン
ズオン（伴走）で支援した。

令和７年度に向けては、これま
でのハンズオン支援で蓄積したノ
ウハウの集約や各支援事例の分析
を進め、効率的かつ効果的な支援
手法について、随時、検討を行っ
ていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
世界的な需要拡大が見込まれる航
空機関連産業について、海外メー
カーや国内大手重工との新たな直
接取引を支援。
●実施状況
航空機産業のサプライチェーン拡
大・強化を図り、県内企業の規模
拡大や県外受注の獲得を目指す取
組を支援した。

航空機産業の基幹産業化に向
け、海外メーカーや国内大手重工
と具体的な取引につながる受注体
制の整備に向けた中核企業の支援
に併せ、ビジネスマッチングの機
会創出や中核企業との連携構築の
支援など参入意欲を高める取組を
検討する。

令和７年度の方向性
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ミライ企業Ｎａｇ
ａｓａｋｉ推進事
業

新産業推進
課

改善

スタートアップ・
クロステック推進
事業

新産業推進
課

廃止

上場チャレンジス
テップアッププロ
ジェクト事業

新産業推進
課

廃止

大学連携新産業創
造拠点整備事業

新産業推進
課

改善

●事業内容
スタートアップ等の資金調達の支
援及び市町等と連携した県内にお
ける起業の機運醸成のため、「ミ
ライ企業Nagasaki」を開催した。
●実施状況
チャレンジ部門登壇の８組に対し
て事業計画のブラッシュアップを
支援し、そのうち２組に対しては
特許出願費用等を支援することで
事業化を促進した。スタートアッ
プ部門登壇の５組に対しては投資
家からの助言等の機会や資金調達
に向けた協議の場を提供した。

●事業内容
都市部での交流イベント等を通し
て、本県にゆかりのある起業家や
都市部スタートアップ等を県内に
呼び込むとともに、交流拠点「CO-
DEJIMA」等と県外コミュニティと
の連携強化に取り組むことで、新
たなビジネスの創出に向けた土壌
を創出する。
●実施状況
東京にある日本最大級のスタート
アップ集積拠点での交流イベント
や福岡での九州最大級のスタート
アップイベントにおいて、合計６
組の本県スタートアップによる事
業プレゼンを行うとともに、県内
でもスタートアップへの興味喚起
イベントを開催することで、県内
外に向けて本県における事業環境
のPRに取り組んだ。

●事業内容
上場企業の早期輩出等を図り、若
者の雇用の場の創出等の経済活性
化につなげるため、経営管理のあ
り方など必要なノウハウを学びあ
う場の提供や専門家による集中指
導等を実施する。

●事業内容
大学連携型起業家育成施設を活用
した起業の促進と成長支援及び新
産業の創出に取り組む。
●実施内容
大学連携型起業家育成施設に常駐
する支援人材の配置（２名）や入
居企業等に対する賃料補助を行っ
た。

令和６年度の実施結果や参加者
へのヒアリング等を踏まえ改善を
検討していくとともに、スタート
アップの創出及び成長を支援する
ために必要な環境づくりや機運醸
成の取組を推進する。

スタートアップの呼びこみにお
いては、都市部での交流イベント
に取り組んできたことで、投資家
や都市部スタートアップ等との関
係構築は一定達成できた。今後
は、この人脈を活用しながら引き
続き都市部スタートアップの呼び
込みに取り組むとともに、都市部
スタートアップとの取引拡大等を
支援することで、県内に拠点を置
くスタートアップの成長を促進す
る。

本事業の目標である3年間で1社
の上場企業輩出は、福岡証券取引
所への支援企業の上場により達成
できたことに加え、今回の取り組
みを通じて、福岡証券取引所等と
の関係が構築できたことから、同
取引所や証券会社と連携したセミ
ナー等を開催することで、引き続
き上場に意欲のある県内企業を支
援する。

施設の供用から15年以上が経過
し、今後の取り扱いや役割、運営
主体のあり方について、施設を運
営している中小企業基盤整備機
構、県及び長崎市の3者において引
き続き協議を行う。
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施策３　製造業・サービス産業の地場企業成長促進

　事業群①　競争力の強化による製造業の振興

　評価対象事業件数　10 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

9 1

90% 10%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

地場取引拡大支援
事業

企業振興課 改善

ＧｒｅｅｎＴｏｐ
Ｎａｇａｓａｋｉ
企業成長促進事業
費

企業振興課 改善

ナガサキ地域未来
投資促進ファンド
助成事業

企業振興課 改善

長 崎 フ ー ド ・ バ
リューアップ事業

企業振興課 終了

長崎県農商工連携
ファンド助成事業

企業振興課 改善

●事業内容
県内食料品製造業者の付加価値額
向上を図るため、事業者の販路を
見据えた取組を支援。
●実施状況
消費者ニーズを反映した商品開発
などの取組に対する補助や商工団
体と連携した販路開拓支援などを
実施した。

●事業内容
農商工連携及び農商工連携支援へ
の支援。
●実施状況
県連合会を通して、中小企業者と
農林漁業者との連携体が取り組む
新商品の開発及び販路開拓支援、
農商工連携体支援機関に対する支
援を実施した。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
産業振興財団が実施する地場企業
の取引拡大支援事業に対して助成
することで、県内中小企業者の受
注量拡大を支援し、県内産業の振
興を図る。
●実施状況
製造業を営む県内中小企業者につ
いて、産業振興財団を中心とした
県内企業の訪問活動により県内企
業のニーズを把握し、取引拡大や
受注拡大に資する事業に対して助
成した。

●事業内容
県内製造業企業の脱炭素化やグ
リーン成長分野における新たな需
要獲得への取組を促進し、競争力
の強化を図るとともに、企業誘致
に繋がるサプライチェーンの構築
を推進。

●事業内容
県内製造業・情報通信業企業の経
営の革新や創業を行う取組につい
て支援。
●実施状況
長崎県産業振興財団を通じて、県
内で製造業・情報通信業を営む中
小企業者の製品開発や見本市出展
など、事業化に向けた取組につい
て支援を実施した。

県外企業の新規開拓やすでに繋
がりのある企業への積極的な呼び
かけ、情報発信の強化を行い、参
加企業の増加を図ることで、成約
件数の増加を目指す。

グリーン成長分野における新た
な需要を獲得するため、県内企業
のさらなる技術力向上や製品開発
を促進し、さらに強まる脱炭素化
への要求に応え、選ばれるサプラ
イチェーンの形成を強化してい
く。また、物価高騰や人手不足の
影響が継続していることから、県
内中小企業の賃上げや価格転嫁、
職場環境整備等がさらに促進され
るよう、引き続き、補助要件を検
討していく。

県内企業の商品開発や販路開拓
の支援を行うため、運営主体の長
崎県産業振興財団と連携を取りな
がら企業への周知を図りつつ、認
証取得支援対象の更なる拡充な
ど、企業のニーズを踏まえた見直
しを検討する。

主にコロナ禍における消費者
ニーズに対応した商品開発や販路
開拓などに取り組んできた本事業
は終了し、今後は、原材料費等が
高騰する中においても事業者が利
益を確保していくことができるよ
うな新たな取組を検討する。

農商工連携支援事業に関して、
より効果的な支援となるよう、
ファンド運営管理者と協議を行
い、募集要項の記載について見直
しを行う。
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産地活性チャレン
ジ推進事業費

企業振興課 改善

売れる！デザイン
競争力強化事業費

企業振興課 改善

窯業人材育成等産
地支援事業

企業振興課 改善

陶磁器産業活性化
推進事業費

企業振興課 改善

長崎べっ甲対策事
業

企業振興課 改善

後継者育成・原材料確保対策を
継続的に支援しつつ、国内におけ
るさらなる販路拡大について、産
地団体と検討していく。

●事業内容
タイマイ養殖の実用化に向けた取
組や、「長崎べっ甲」のPR活動等
を支援。
●実施状況
長崎鼈甲組合連合会が実施するタ
イマイ養殖の実用化に向けた取組
や後継者育成のための研修会、首
都圏や長崎空港での展示・実演へ
の支援を実施した。

●事業内容
産地団体及び市町と連携し、産地
による新しい取組へのチャレンジ
を促進するため、チャレンジサ
ポーターを派遣し、市場ニーズに
沿った取組を支援。
●実施状況
地域産業の振興を図るため、産地
形成がなされている地域産品の販
路拡大等を支援するとともに、県
指定伝統的工芸品への支援を実施
した。

●事業内容
デザインの力による売上拡大を目
指すため、優れたデザインの商品
を表彰するとともに、県内製造業
者の販路開拓を支援。
●実施状況
大賞1点、金賞2点、銀賞5点、特別
賞2点を表彰し、東京での大規模展
示会に出展し販路拡大を支援し
た。

●事業内容
後継者の確保・育成のための取組
や、認知度向上や販路拡大を目指
す取組を支援。
●実施状況
後継者確保のためのインターン
シップの実施や、認知度向上や販
路拡大のためのPR動画の作成、首
都圏での展示会等への出展につい
て支援を実施した。

●事業内容
後継者に対する研修やSNSでの魅力
発信等の取組を支援。
●実施状況
産地団体が実施する後継者に対す
る研修やWEB動画の作成、SNSを活
用しての魅力発信等の取組につい
て支援を実施した。

外部専門家の助言や指導による
事業計画を練り上げる仕組みを活
用しながら、市場動向や消費者
ニーズに則した取組を、産地団体
や市町と連携し、検討していく。

販路拡大支援に関して、より販
売促進につながるような情報発信
の方法について見直しを行う。

産地では様々なスキルを持った
多様な人材を欲しており、産地団
体や市町の意向を踏まえ、窯業人
材の確保・育成を図っていく。

また、webやSNSを活用した情報
発信の必要性は一層増しており、
効果的な手法について産地団体や
市町と検討していく。

振興計画（令和４～８年度）に
基づき、後継者育成や伝統技法の
保存、売上拡大につながる需要開
拓の強化について産地団体に助言
するとともに、より高い効果が得
られる手法を産地団体や市町と検
討していく。
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　事業群②　規模拡大による製造業の振興

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

地場企業立地促進
助成事業

企業振興課 改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
製造業を営む地場企業が、規模拡
大のために行う、新規雇用を伴う
工場新増設等の設備投資に対して
助成することにより、県内におけ
る事業拡大の促進を図り、県内経
済の活性化と雇用の拡大を進め
た。
●実施状況
食品製造業を中心に新規雇用を伴
う地場企業が行う規模拡大に対し
て支援した。

引き続き企業訪問や産業振興財
団と連携して、県内企業の動向に
ついて的確な把握にし努めるとと
もに、県内企業の新たな雇用を伴
う規模拡大につながるよう、補助
制度の周知について、より効果的
な手法の検討を行っていく。
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　事業群③　観光関連産業等（宿泊業・飲食業等）の振興

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

サービス産業経営
体質強化事業費

新産業推進
課

改善

小規模事業者支援
計画推進事業費

経営支援課 改善

　事業群④　事業承継及び創業・起業の推進

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

アトツギ早期承継
促進事業費

経営支援課 改善

移住・創業・地域
貢献支援事業費

地域づくり
推進課

縮小

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
早期の事業承継を推進するため、
関係機関と連携して、既存の経営
資源も活かし新たな挑戦をする若
手後継（候補）者を伴走型で支援
するとともに、持続可能な支援体
制を構築する。

●事業内容
国の地方創生推進交付金（移住・
起業・就業型）を活用し、東京圏
からの移住を促進するとともに、
地域の雇用創出につながる創業・
事業拡充等にチャレンジする事業
者の支援。（国庫補助の拡充）
●実施状況
令和５年度においては、移住支援
金の子育て加算金の増額などを
行った。
※令和５年度実績移住支援：102件
創業支援：22件
地域貢献支援：10件

今年度、セミナー開催や伴走型
支援プログラム等の事業を実施し
ていく中で見えてきた具体的な課
題や参加者の意見等をふまえなが
ら、より効果的な事業となるよう
見直しに努めていく。

移住支援事業、創業支援事業に
ついては、国と連携し実施してい
るところであり、令和６年度の各
事業の応募・採択状況等や国の施
策の方向性を踏まえたうえで、各
市町の施策構築の意向や関係事業
の実施状況等を聞き取り、R7年度
事業の内容について必要な見直し
を図ることとする。

地域貢献支援事業は、県独自で
実施してきたものであるが、R5年
度までに80件の事業採択を行って
きており、地域の課題解決や雇用
確保に一定の役割を果たしたこと
から終了とし、移住支援事業や、
創業支援事業の更なる有効活用に
より、地域活性化を図っていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
将来的な成長が期待される県内企
業の認定やハンズオン支援を行う
ことにより、当該企業の認知度向
上と成長、他の県内企業への挑戦
意識の広がりにつなげる。
●実施状況
高成長への意欲と潜在力を持ち、
地域経済への波及効果が期待でき
るサービス産業事業者を、長崎県
ネクストリーディング企業として
認定し、DXによる県外需要獲得・
生産性向上等を目指す取組をハン
ズオン（伴走）で支援した。

●事業内容
商工会及び商工会議所が策定する
地域産業活性化計画等の推進を支
援。
●実施状況
長崎県商工会連合会及び各商工会
議所へ補助金を交付した。

令和７年度に向けては、これま
でのハンズオン支援で蓄積したノ
ウハウの集約や各支援事例の分析
を進め、効率的かつ効果的な支援
手法について、随時、検討を行っ
ていく。

人口減少、デジタル化、原材料
価格の高騰など、地域の小規模事
業者が直面する問題が多様化して
いることから、日頃から伴走型で
指導する商工団体と連携した取組
を実施していく。
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　事業群⑤　地域産業を支える企業等の成長促進

　評価対象事業件数　19 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

10 9

53% 47%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

小規模事業経営支
援助成費

経営支援課 改善

小規模事業者支援
計画推進事業費

経営支援課 改善

中小企業連携組織
対策事業

経営支援課 改善

産 学 官 イ ノ ベ ー
シ ョ ン 創 出 プ ロ
ジェクト

新産業推進
課

改善

サービス産業経営
体質強化事業費

新産業推進
課

改善

商店街活性化指導
事業

経営支援課 改善

小規模事業者支援体制の最適化
のため、商工会・商工会議所との
意見交換や他県の制度等も参考
に、商工団体を通じた効果的な支
援施策を検討していく。

人口減少、デジタル化、原材料
価格の高騰など、地域の小規模事
業者が直面する問題が多様化して
いることから、日頃から伴走型で
指導する商工団体と連携した取組
を実施していく。

組織の整備、運営、共同事業の
支援にとどまらず、組合が抱える
課題解決のため、引き続き事業の
見直し・検討を行う。

事業の実施状況の中で事業効果
を見極めながら、大学、公設試、
商工団体との連携強化、展示会等
での情報収集等、県内企業の新事
業展開の促進に向けて、より効果
が高い支援方法について検討を行
い、引き続き事業を継続する。

令和７年度に向けては、これま
でのハンズオン支援で蓄積したノ
ウハウの集約や各支援事例の分析
を進め、効率的かつ効果的な支援
手法について、随時、検討を行っ
ていく。

県内商店街振興組合の設立・運
営に関する指導や各種研修等に対
し補助する事業であり、商店街の
活性化・振興に資するものである
ため、今後も効果的な手法を検討
しながら、事業を継続する。

●事業内容
産学官連携サロンの開催等による
共同研究体制の構築や競争的資金
の獲得及び活用支援。
●実施状況
県内企業の新たな事業展開を推進
するため、産学官連携コーディ
ネーターの配置や大学等が有する
技術紹介の場の創出等を行い、産
学官連携による研究開発の推進と
研究成果の実用化・事業化の支援
を行った。

●事業内容
将来的な成長が期待される県内企
業の認定やハンズオン支援を行う
ことにより、当該企業の認知度向
上と成長、他の県内企業への挑戦
意識の広がりにつなげる。
●実施状況
高成長への意欲と潜在力を持ち、
地域経済への波及効果が期待でき
るサービス産業事業者を、長崎県
ネクストリーディング企業として
認定し、DXによる県外需要獲得・
生産性向上等を目指す取組をハン
ズオン（伴走）で支援した。

●事業内容
長崎県商店街振興組合連合会が行
う、商店街振興組合及び商店街振
興組合連合会の設立・運営等に関
する指導、商店街活性化のための
各種研修等について助成を行う。
●実施状況
長崎県商店街振興組合連合会に対
し、補助金を交付した。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
商工会及び商工会議所が行う小規
模事業者のための経営改善普及事
業支援並びに商工会連合会が行う
商工会指導事業に要する支援。
●実施状況
長崎県商工会連合会及び各商工会
議所へ補助金を交付した。

●事業内容
商工会及び商工会議所が策定する
地域産業活性化計画等の推進を支
援。
●実施状況
長崎県商工会連合会及び各商工会
議所へ補助金を交付した。

●事業内容
長崎県中小企業団体中央会による
協同組合等の連携組織の強化に対
する支援。
●実施状況
長崎県中小企業団体中央会へ補助
金を交付した。
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商店街等を核とす
る地域のにぎわい
創出支援事業

経営支援課 改善

海外ビジネス展開
促進事業

経営支援課 改善

長崎福建経済交流
促進会議

経営支援課 改善

長崎港活性化推進
事業費

経営支援課 改善

経営安定資金 経営支援課 現状維持

県内企業の利益向上に寄与する
ような効果的な取組を引き続き検
討し、福建省商務庁と協議し継続
的な交流につなげていく。

長崎港を利用している荷主企業
や関係する物流企業等への聞取り
を行い支援ニーズの把握に努める
とともに、長崎港の利用客維持・
拡大につながる支援スキームを引
続き検討し、航路維持を図ってい
く。

県内中小企業者の経営基盤の安
定に必要な長期の事業資金の融通
の円滑化を図るものであり、中小
企業の経営安定に不可欠な資金で
あるため、今後も事業を継続す
る。

●事業内容
県内企業の貿易利便性向上のた
め、長崎港活性化センターを通し
たコンテナ航路の維持・充実のた
めの支援や県内企業への周知等を
行う。
●実施状況
ポートセールス等の実施や、木
材、古紙等のコンテナ貨物利用促
進のための集荷支援を実施した。

●事業内容
県内中小企業者の経営基盤の安定
に必要な事業資金の融通の円滑化
を図り、中小企業の経営安定に資
する。
●実施状況
【保証承諾実績】
　Ｒ４：564件　4,921,851千円
　Ｒ５：551件　4,707,675千円

社会環境が厳しさを増す中、商
店街を地域のにぎわいの中心とし
て維持していくため、市町、商店
街関係機関との連携を一層強化
し、実効性のある支援制度の構築
を検討していく。また、モデル商
店街で構築した人材ネットワーク
の取組を検証し、他の商店街へ波
及させ、地域に求められ、持続可
能な商店街への変革を促す事業の
構築を検討する。

県内事業者の海外展開（販路・
事業拡大など）を支援し、その結
果、令和元年からの５か年で２７
社が中国及び東南アジアの国々へ
の新規販路を開拓をするなど、一
定の成果があったものと考える。

今後も、中国やASEAN諸国を含め
海外においては経済発展や円安動
向に伴い需要拡大も見込まれるこ
とや、国内においても人口減少に
伴う商圏縮小は避けられないこと
から、県内事業者の外需獲得のた
めの支援は必要と考えている。

このため、次年度以降の海外展
開支援策についても、より効果的
なものとなるよう、対象国や支援
内容含め、事業者のニーズ把握に
努め、検討していく。

●事業内容
人口減少社会に対応する力強い商
店街の創出のため、ビジョン（将
来像、コンセプト）やその実現の
ための実施事業を盛り込んだ「商
店街活性化プラン」に基づく取組
及び商店街以外のエリアにおける
商業者等による地域活性化の取組
に対し市町と連携した支援を行
う。
●実施状況
市町に対し、補助金を交付した。

●事業内容
県上海事務所及び委託事業により
設置した東南アジアビジネスサ
ポートデスクにより、県内企業の
海外展開に係る相談対応や調査、
商談先紹介等の支援を行う。
●実施状況
各企業のニーズに応じた各種支援
を行うことにより海外への販路開
拓等を支援した。

●事業内容
中国との友好と相互理解を促進す
るため、本県と福建省との間で経
済交流を行う。
●実施状況
県上海事務所を通じ「中国国際投
資貿易商談会」（9月、福建省）に
ブース出展し、県内企業と福建省
企業等とのビジネス交流の場を提
供した。
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施策４　戦略的、効果的な企業誘致の推進

　事業群①　新たな基幹産業の創出や良質な雇用の場の創出に向けた企業誘致の推進

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

企業誘致特別強化
対策事業

企業振興課 改善

企業立地推進助成
事業

企業振興課 改善

市町営工業団地整
備支援事業

企業振興課 改善

●事業内容
県産業振興財団による企業誘致活
動に要する経費について一部を負
担。
●実施状況
県産業振興財団が、県内工業団地
やオフィス物件等の視察への誘
導、補助金等の優遇制度の紹介
等、効果的な立地提案を実施し
た。

●事業内容
誘致企業に対して、設備投資、通
信費、賃借料、雇用に要する経費
の一部を補助。
●実施状況
令和５年度においては、工場等設
置補助金3件、オフィス系企業誘致
補助金19件を交付した。

●事業内容
市町に対して、工業団地の整備等
に要する経費の一部を補助。
●実施状況
諫早市の南諫早産業団地整備に要
する経費に対する補助のほか、諫
早市、大村市及び西海市の起債利
子に対する補助を実施した。

継続して取り組んできた大手商
社など民間企業の顧客基盤等を活
用した誘致活動で得られた人脈や
ノウハウを生かし、産業振興財団
において積極的な企業訪問活動を
行い、次なる基幹産業創出・育成
につながる半導体や医療、航空機
などの成長分野の企業や、多様な
雇用の場の創出が期待できるオ
フィス系企業等の誘致を図る。さ
らにＢＣＰ対策の適地であること
に加え、産学官が連携した本県独
自の人材育成の取組や医療分野で
の先進的な取組など、本県の強み
をＰＲしていく。

次なる基幹産業創出・育成につ
ながる半導体や医療、航空機など
の成長分野の企業や、多様な雇用
の場の創出が期待できるオフィス
系企業を誘致するため、運用面で
の改善を図り、より好条件の企業
を誘致するための取組を推進す
る。

市町による工業団地整備に対す
る支援を原則としつつも、規模や
水量等において一定の条件を満た
す場合に限り、民間事業者の活用
も前提に県主導で整備を行う新た
な手法についても検討するととも
に、従前のスキームについては対
象の厳格化など一部見直しを検討
する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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戦略２－２　交流人口を拡大し、海外の活力を取り込む
　評価対象事業件数　42 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4 31 1 2 4

10% 74% 2% 5% 9%

施策１　地域に新たな価値を付加する魅力ある観光まちづくりの推進

　事業群①　地域住民が主体となって取り組む魅力ある観光まちづくりの推進

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4 1 1

66% 17% 17%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

「みんなで磨く！
観光まちづくり」
推進事業費

観光振興課 改善

ユニバーサルツー
リズム受入体制整
備促進事業費

観光振興課 改善

世界遺産を未来に
つなぐプロジェク
ト事業費

文化振興・
世界遺産課

統合

昨年度から、補助事業採択に向
け、観光の専門家との意見交換を
複数回実施するなど市町等実施主
体による取組の磨き上げ等の支援
をした結果、市町等からの評価は
高いが、業務負担も大きいため参
加団体の負担にならないよう効果
的・効率的な手法に見直してい
く。

日々の相談業務での利用者の声
や情報発信の効果検証などから観
光客のニーズ分析を進め、必要と
されるセンター機能・体制の強化
等の検討を行っていく。

これまで、地元キーマンや行政
職員が一堂に会する情報交流会を
開催し、構成資産地域同士のつな
がりの強化や情報共有、意識向上
等を図るとともに、世界遺産全体
として連携できる取組の企画・検
討・実施をしてきたが、今後は当
事業を世界遺産情報発信事業費に
統合し、既存の世界遺産関係組織
の中に情報交流会メンバーを会員
とした部会を追加することを含め
て検討を進め、構成資産地域がよ
り主体的に動き、構成資産地域同
士の連携事業を継続していくこと
で、本県への訪問者の増加や、地
域の消費拡大によるプラスの循環
につながる流れを目指す。

また、小中高生向けの世界遺産
学習や、地元キーマン・自治体職
員へのオンラインを活用した講座
等を引き続き行い、将来世代に向
けた世界遺産の保護意識醸成等を
図る。

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
観光客の満足度を高め、再び訪れ
たいと思われる魅力ある観光地を
創出するため、市町や観光関係団
体等による観光まちづくりの取組
を支援。
●実施状況
市町や観光関係団体等が取り組む
観光コンテンツの開発・ブラッ
シュアップや新たな観光交流拠点
づくりなど、県内各地域における
観光まちづくりの取組を支援し
た。

●事業内容
高齢や障害等の有無にかかわら
ず、すべての方々が楽しめるユニ
バーサルツーリズムの受入拡大を
図るため、民間団体等による持続
可能な受入態勢構築を支援。
●実施状況
タビマエやタビナカにおける相談
対応や情報提供、車椅子の貸出、
入浴介助などユニバーサルツーリ
ズムに関する各種サービスを提供
するワンストップ窓口として、民
間団体が開設した長崎県ユニバー
サルツーリズムセンターの運営支
援等を実施した。

●事業内容
「長崎と天草地方の潜伏キリシタ
ン関連遺産」の適切な保全や次世
代への継承に向けて、構成資産の
維持・活性化につながる構成資産
の保存と活用の好循環を創出する
地元市町の取組を推進する。

●実施状況
地元キーマンや行政職員が一堂に
会する情報交流会を開催し、「世
界遺産巡礼の道」等を回遊しなが
ら参加できるフォトコンテスト
や、構成資産地域の特産品の展示
販売会など、構成資産地域同士が
連携した取組を企画し、実施し
た。
また、小学生を対象としたふるさ
と教育や県内大学との連携による
世界遺産学習、地元キーマン・自
治体職員への講座等を行った。
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世界遺産情報発信
事業費

文化振興・
世界遺産課

改善

港 湾 環 境 整 備 費
（公共）

港湾課 現状維持

サイクルツーリズ
ム推進事業費

スポーツ振
興課

改善

　事業群②　「食」のサービス提供の充実と発信、観光情報の訴求力向上

　評価対象事業件数　8 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

8

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

広域周遊化誘客促
進事業費（九州横
断長崎・熊本・大
分広域観光振興事
業）

観光振興課 改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
九州横断3県の協力関係をより一層
深めるため、3県の周遊及び宿泊客
の増加を目指した旅行商品造成や
情報発信を実施。
●実施状況
関東地区からの3県周遊ツアーの旅
行商品に対する造成支援等を行う
とともに、関東地区において、メ
ディア関係者への旅行素材等の紹
介、3県アンテナショップでのデジ
タルスタンプラリー、全国旅行誌
への掲載(発行部数：13.5万部）等
を実施した。

●事業内容
地域資源を活用したサイクルツー
リズム振興を行い、交流人口の拡
大等をとおして地域活性化を図
る。
●実施状況
島原半島3市が島原半島観光連盟を
事業主体として進めているサイク
リストの受入環境整備に関して、
定例会議を実施するほか、半島内
でのモニターツアー・試走会や熊
本県天草地域、大分県佐伯地域へ
の視察、有識者を招聘した講演会
開催に対する支援を行った。
九州各県と連携した取組として、
九州・山口サイクルツーリズム推
進委員会の契約アドバイザーによ
る講演会や担当者会議に出席し、
意見交換を行うとともに、初開催
となったツール・ド・九州2023の
視察及び関係団体等へのヒアリン
グを実施した。

世界遺産登録5周年記念事業を
きっかけに新たに訴求した層に向
けて正しい価値と構成資産地域の
魅力発信を行うとともに、令和6年
度に構築するモニタリングシステ
ムを活用しながら、引き続き世界
遺産構成資産地域の魅力発信を行
い、世界遺産の正しい価値理解促
進を図るとともに、関係各所と連
携して更なる保護意識の醸成を図
る。

港湾環境として緑地を整備する
ことにより、港のにぎわいを創出
し、地域活性化に寄与することか
ら、令和7年度も引き続き事業を継
続する。

島原半島地域においては、受入
環境整備の大方の完了に向けて取
り組むとともに、国内外からのサ
イクリストの誘客に向けて、PR・
プロモーションを関係者と連携し
て取り組む。

大村湾南部地域は関係自治体と
連携し、サイクリスト受入環境整
備の計画策定や地域の機運醸成に
ついて協議を行い、実施主体の立
ち上げを検討する。

九州・山口サイクルツーリズム
については佐世保市と連携し、
「ツール・ド・九州2025」の本県
開催に向けた準備を行う。

令和6年度の事業内容について効
果測定及び分析したうえで、熊本
県及び大分県と協議しながら、さ
らなる誘客促進の取組について継
続して検討していく。

●事業内容
「長崎と天草地方の潜伏キリシタ
ン関連遺産」の正しい価値理解や
保護意識を醸成するための情報発
信、12構成資産を総合的にPRする
周知啓発等の取組を実施する。
●実施状況
ホームページの改修や、長崎と天
草地方のキリスト教関連歴史文化
遺産群ウェブサイト「おらしょ」
の定期更新を行うとともに、パン
フレットの改訂や広報グッズ等の
作成及び各種イベントでの配布な
ど、県内外へ世界遺産の価値と魅
力を発信した。
そのほか、調査研究の成果のデジ
タル化を実施した。

●事業内容
港湾の周辺環境を改善し、交流人
口の拡大を図るための緑地整備を
行う。
●実施状況
川棚港他2港において、港湾周辺環
境の改善、交流人口の拡大に資す
る緑地整備を実施した。
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九州観光機構負担
金

観 光 振 興
課、国際観
光振興室

改善

観 光 Ｄ Ｘ ・ プ ロ
モーション事業費

観光振興課 改善

＜ビジョン＞マニ
アが集う長崎プロ
ジェクト費（ロケ
地ファン創出誘客
促進事業）

観光振興課 改善

広域周遊化誘客促
進事業費

観光振興課 改善

「長崎の食＋（プ
ラス）」魅力創出
事業費

観光振興課 改善

＜ ビ ジ ョ ン ＞ 長
崎・食の賑わい創
出プロジェクト費

農産加工流
通課

改善

＜ ビ ジ ョ ン ＞ 長
崎・食の賑わい創
出プロジェクト費

交通政策課 改善

令和6年度の事業内容を検証した
うえで、「長崎の食」と観光コン
テンツを組み合わせたプロモー
ションの強化を図り、本県への誘
客と広域周遊を促進する。また、
観光客等に「長崎の食」を食べて
満足していただき、本県へ再訪問
していただけるよう、旅ナカでの
情報収集の利便性の向上を図って
いく。

先進事例調査や可能性調査で得
られた知見等を基に、長崎のおい
しい食を買える・味わえる拠点創
出に向け、食の賑わい創出の試行
などを通して、食の賑わいの場実
現に向けた機運醸成に努める。

先進事例調査や可能性調査で得
られた知見等を基に、長崎のおい
しい食を買える・味わえる拠点創
出に向け、食の賑わい創出の試行
などを通して、食の賑わいの場実
現に向けた機運醸成に努める。

●事業内容
本県への誘客や県内周遊を図るた
め、本県を舞台とした映画・ドラ
マ等のロケーション活動への支援
のほか、作品ロケ地等を活用した
情報発信を実施。

●事業内容
関西圏を中心とした都市圏からの
誘客促進を図るため、旅行会社や
キャリアとタイアップして観光プ
ロモーションを実施するととも
に、九州観光機構や各県等と連携
した修学旅行を含む広域周遊の促
進に取り組む。
また、県内で開催されるコンベン
ションに対し、市町を通して開催
費用の支援を実施。

●事業内容
食の魅力を活かした本県への誘客
や県内周遊の促進を図るため、県
内各地域の食のイベントや飲食店
のおすすめ料理など「長崎の食」
と宿泊・観光コンテンツを組み合
わせたプロモーションを実施。

●事業内容
長崎県の美味しい食を買える・味
わえる拠点を創出するため、先進
事例調査や整備に向けたエリア調
査を行い、食の賑わいの場の目指
す姿と、実現に向けたロードマッ
プを策定する。

●事業内容
食の賑わいの場の目指す姿と実現
に向けたロードマップ策定のため
の調査と連動し、長崎空港におけ
る食の賑わい創出の検証を実施す
る。

デジタルマーケティングを取り
入れたプロモーションによる事業
の効率化や売れるコンテンツ造成
等により、これまで以上の誘客を
図り、観光消費額の増加に向けて
取り組んでいく。

令和6年度の事業内容を検証した
うえで、誘致活動についてさらな
る強化を図るとともに、ロケ地情
報を集約したデジタルマップの活
用や特設サイトでの情報発信、他
のマニア向けコンテンツの情報発
信と連携するなど、興味関心を相
乗的に向上させ誘客・周遊促進を
図る。

令和6年度の事業内容を検証した
うえで、旅行会社や観光協会、各
県と連携し、旅行の広域周遊化を
図っていく。

●事業内容
九州全体の観光振興を図る唯一の
組織である官民が一体となった九
州観光機構を支援することによ
り、九州及び本県の観光振興と誘
客を図る。
●実施状況
「観光産業を九州の基幹産業に」
を理念に九州観光機構が実施す
る、インバウンドに関する情報発
信やコンテンツ造成、観光地の魅
力づくりの推進や国内向けの誘客
事業に対する支援を行った。

●事業内容
個人旅行化が進み、個人の嗜好の
多様化に対応した観光客の誘致を
図るため、宿泊や観光客人流等の
データ分析に基づく観光プロモー
ションや情報発信を実施。
●実施状況
宿泊や人流、ＷＥＢ上で検索され
るワードなどといった観光データ
を集約したプラットフォームの構
築やデータ分析結果を基にWEBや
SNS広告等によるプロモーションを
実施した。

九州地域戦略会議において策定
された第三期九州観光戦略（2024
年～2030年)の実行のため、九州各
県及び経済団体等と連携して取り
組んでいく。
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　事業群③　高付加価値化に取り組む観光事業者への支援

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

「 長 崎 の 宿 」 品
質・おもてなし向
上事業費

観光振興課 改善

長崎県観光ガイド
育成事業費

観光振興課 改善

観光の「ミライ☆
ニナイ」手育成事
業費

観光振興課 改善

宿泊施設インター
ンシップ受入支援
事業費

観光振興課 改善

●事業内容
観光産業の高付加価値化を推進す
るため、「観光の産業化」に向け
重要な役割を担う宿泊施設等を対
象とした品質・おもてなし向上の
研修や宿泊施設品質認証取得の推
進等を実施。
●実施状況
宿泊事業者等を対象とした「おも
てなしの心の実践」「外国人材受
入に向けて」というテーマに事例
等も交えたセミナーを実施した。

※R6年度からは「長崎コンシェル
ジュ」推進事業と統合のうえ、事
業を実施。

●事業内容
「長崎と天草地方の潜伏キリシタ
ン関連遺産」の効果を活かした観
光客の満足度向上や再来訪の促進
を図るため、「ながさき巡礼ガイ
ド」をはじめ県内各地で活躍する
観光ガイドを対象にしたスキル
アップ講座等の実施。
●実施状況
世界遺産の価値を説明できる高度
なスキルを持つ巡礼ガイドのスキ
ルアップ講座（6回・84名参加）を
実施した。また、カトリック学校
向けの修学旅行誘致説明会等も実
施した。

●事業内容
明確なジョブイメージを持って観
光関連産業に就職し、将来にわ
たって活躍できる人材の確保・育
成を図るため、県内の高校2年生を
主な対象として、観光業（主に宿
泊業）をテーマにした講座を実
施。
●実施状況
観光（主に宿泊業）をテーマにし
た講座（全5回）を実施した。ま
た、宿泊業界の魅力を紹介する
「宿泊業のおしごと紹介パンフ
レット」の配布や、SNS等を活用し
た講座案内、コンシェルジュによ
る仕事の魅力動画等、情報発信を
実施した。

●事業内容
人手不足の影響を受ける県内宿泊
施設における、外国人インターン
シップ受入にかかる取組を支援
し、人手不足解消及び外国人受入
環境整備を促進。

観光需要の回復が進む中、品
質・おもてなし向上やそのための
宿泊施設におけるプロフェッショ
ナル人材の育成への取組は引き続
き重要な課題となっている。これ
までの取組を踏まえながら、事業
者のニーズを的確に把握し、効果
的・効率的な取組の検討を進めて
いく。

繁忙期におけるガイド不足を解
消するため、引き続き実務可能な
ガイドの育成やガイドの質向上を
目的とした講座を実施するととも
に、小中学校教育旅行担当者及び
旅行会社向け説明会も実施し、県
内でのガイドを活用したツアー利
用者の拡充を図る。

関係者との意見交換や令和6年度
の事業内容を検証したうえで、
「ミライ☆ニナイ」塾の講義内容
や実施方法を見直すとともに、宿
泊事業を中心とした観光関連産業
の情報発信を強化する。

外国人インターンシップ受入先
の宿泊事業者を含む関係者との意
見交換や令和6年度の事業内容を検
証したうえで、継続的な取組とな
るように見直しを行う。また、受
入後の支援体制を強化し県内の宿
泊事業者の外国人受入れ風土の醸
成を図る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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施策２　県産品のブランド化と販路拡大

　事業群①　県産品のブランド化の推進

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 5

29% 71%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

県産品斡旋事業費
物産ブラン
ド推進課

改善

売り込もう長崎の
県産品事業費

物産ブラン
ド推進課

改善

県産品愛用運動推
進事業費

物産ブラン
ド推進課

改善

コロナ禍後における消費者のEC
サイトによる購入の定着化を図る
ため、販売データ分析等を活用
し、より効果的なキャンペーンや
SNS広告を行うなど、県物産振興協
会と連携して県産品の継続的な販
売拡大を支援していく。

県内の豊富な農水産物等の付加
価値を高める新商品の開発促進及
び特産品新作展受賞商品の効果的
なPRおよび販促活動により新作展
受賞商品の認知度を高め、魅力向
上および利用促進を図る。

県産品の利用促進のため、愛用
月間には県産品愛用の周知等を各
市町、関係団体へ依頼するなど連
携をとりながら、県産品愛用推進
運動の啓発活動に取り組むととも
に、テレビ放送や量販店等での販
売促進等については、より県民に
訴求するため効果的なPR等を引き
続き検討していく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
(一社 )長崎県物産振興協会を通
じ、全国各地で物産展を開催する
とともに、県産品の斡旋・販路拡
大を図る。
●実施状況
物産協会と連携しながら大都市圏
等における県産品の宣伝紹介及び
販路拡大を促進し、本県産業の更
なる振興を図るため、物産展を開
催した。また、コロナ禍後に変化
した消費環境に対応するため、通
常の物産展と並行してECサイトで
の物産展を開催した。

●事業内容
特産品新作展を通じて優れたもの
の顕彰を行い、開発意欲の促進を
図るとともに、受賞商品をはじめ
とする県産品を都市圏及び県内で
のPRを行うことで、知名度向上と
販路拡大につなげる。
●実施状況
県内事業者の商品開発意欲の醸成
と県内の豊富な農水産物の付加価
値を高めるため、新商品開発の促
進を目的とした特産品新作展を開
催した。また、都市圏及び県内に
おける県産品の販路拡大を図るた
め、入賞商品を中心に、イベント
等への出店やテレビ・マスコミ等
を活用しＰＲを実施した。

●事業内容
県民に県産品の良さを知ってもら
い、県産品を多く使ってもらうた
め県内での啓発普及活動に取組
む。
●実施状況
市町、関係団体等と連携した県産
品愛用の啓発活動に加え、6月と11
月の県産品愛用推進月間を中心に
テレビCMのスポット放送やローカ
ル情報番組での県産品の魅力発
信、県内量販店での県産品フェ
ア、ＳＮＳプレゼントキャンペー
ンを実施した。また、県産品関係
のイベント情報を集約したホーム
ページを作成し、イベントの周知
を行った。
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情報発信拠点企画
運営事業費

物産ブラン
ド推進課

改善

長崎県ブランド産
品販路拡大・プロ
モーション事業費

物産ブラン
ド推進課

拡充

長崎の「食」の魅
力発信事業費

物産ブラン
ド推進課

拡充

マニアが集う長崎
プロジェクト費

物産ブラン
ド推進課

改善

長崎県産酒のコアな魅力を全国
のお酒好きの方に届けるため、令
和6年度より多くの酒蔵の雰囲気や
こだわり、ストーリー性などを取
材し、ターゲットを定めて発信す
る。

●事業内容
アンテナショップを首都圏の情報
発信・受信の拠点として、物産・
観光を主とした本県の魅力を発信
し、長崎に関心をもつ人々の拡大
を図り、県産品の認知度向上・売
上増につなげる。また、首都圏の
消費者ニーズ等を把握し、県内事
業者へのフィードバック等によ
り、魅力ある商品づくりを進め、
県産品の販路開拓・拡大につなげ
る。
●実施状況
アンテナショップ「日本橋長崎
館」において、商品販売を通じて
得られた情報や流通関係者等の意
見を事業者へフィードバックし、
新商品開発等を促進するテスト
マーケティングを実施した。ま
た、公式LINEなどSNSを活用した広
告やキャンペーン、イートイン
コーナーを活用した食の魅力発信
イベントを実施した。

●事業内容
関東・関西圏を中心とした消費者
や百貨店・スーパーのバイヤーの
長崎県産品に対するイメージを向
上し、長崎県産品の定番取扱いや
販路拡大、認知度の向上、「長崎
は、美味しい。」というブランド
イメージを醸成する。
●実施状況
優れた県産品について、関係部局
や市町、民間団体と連携の下、首
都圏・関西圏でのブランド化や販
路拡大に取り組んだ。
令和5年度は、パートナーシップ企
業や百貨店等での「長崎フェア」
開催や、オンライン形式での商談
会の実施等による販路維持・拡大
に取り組んだ。

●事業内容
県産食材のブランド化を推進する
ため、県内外の料理人や酒造組合
などと連携し、県外消費者・観光
客等に本県食材の魅力発信を行う
とともに、情報分析・検証により
消費者ニーズに合わせたデジタル
マーケティングを展開した効果的
な情報発信を行う。
●実施状況
首都圏・関西圏の高級ホテル等で
の「長崎フェア」開催や、県内外
の料理人と県内生産者との県産食
材利用促進に向けた勉強会、県産
酒と地魚の双方の良さ顕在化等の
「食」の魅力づくりに取り組み、
これらの情報をコンテンツとして
ポータルサイト等に掲載した。ま
た、デジタルマーケティングを活
用しデジタル広告等によるポータ
ルサイトへの誘導とSNSによる消費
者視点での情報発信を行った。

●事業内容
アフターコロナにおいて、消費が
落ち込んだ観光や酒類市場を活気
づけるため、長崎県産酒のコアな
魅力を全国の酒マニアに届け、長
崎のファンになってもらい、訪れ
てもらうことで交流人口の拡大及
び酒類市場の活性化につなげる。

運営事業者や県内市町・関係団
体等と連携し、現在の取組の検証
等を行いながら、より効果的・効
率的な情報受発信機能の強化につ
いて、継続して検討し長崎県のPR
に取り組んでいく。

次期県産品ブランド戦略に基づ
き、県産品の取扱店舗の拡大や、
更なる県産品の販売促進・認知度
向上を図るための効果的なPR手法
を検討していく。

デジタルマーケティング視点に
よる消費者向けの情報発信によ
り、長崎ファンに向けて長崎の食
の魅力を効果的に発信し認知拡大
を継続して図っていくとともに、
定着した長崎ファンへ県産品の購
買促進が図れるような新たなプ
ラットフォームの構築と手法を検
討していく。
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　事業群②　海外需要を取り込むための県産品の輸出拡大

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1 1

33% 33% 33%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎県産品海外Ｐ
Ｒ推進事業費

物産ブラン
ド推進課

拡充

貿易指導調整費
物産ブラン
ド推進課

現状維持

長崎県海外販路拡
大支援事業費

物産ブラン
ド推進課

改善

●事業内容
販路拡大が見込まれる品目に重点
化して、市場ニーズに合った営業
活動やプロモーションを通じて新
規取組国での商流構築及び重点取
組国での輸出拡大に取り組む。

●実施状況
海外市場で販路拡大が見込まれる
県産品 (麺、菓子、酒)に重点化
し、現地に強い商流を持つ民間事
業者と連携することで、市場ニー
ズに合った営業活動を行い商流の
構築を図った。
日本産酒類のさらなる市場拡大が
見込まれる中国・香港において
は、現地パートナーとの関係性を
活用し、販路拡大に取り組んだ。

現地における県産品の知名度向
上を図るために、R6年度までの実
績を十分に検証し、また各国の現
状を踏まえた上で、県産品をはじ
めとする本県の魅力を総合的に発
信できる実施時期や場所・方法等
を検討していく。

貿易には各国の通関制度や商慣
習等に関する専門的な知識・ノウ
ハウが必要であるが、県内企業の
貿易に関する相談等に対応すると
ともに、セミナー等により最新情
報を提供する公的団体の存在は不
可欠であるため、引き続き本事業
を継続する。

新たに開拓した商流を維持し、
着実に拡大させていくには、継続
的な売込が重要である。R6年度事
業の実績を検証し、さらなる輸出
拡大に向けて、重点国(中国・香港
等)における県産酒の販路拡大につ
いては、さらに商圏を拡大してい
くために現地事務所やパートナー
企業と連携しながら必要な取組を
講じていく。また、新規取組国に
おいては、現地のニーズに応じた
商品の選定を行うとともに、新た
に輸出に取り組む事業者の支援を
行っていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
重点地域(中国・韓国・香港)を中
心に、県産品のブランド化及び認
知度向上を図るため、海外ECサイ
ト、百貨店及び飲食店等を活用し
たプロモーション等を実施する。
●実施状況
海外における県産品のブランド化
及び認知度向上を図るため、定期
航空路線開設等の取組と連携し、
百貨店等でのプロモーションを実
施するほか、海外ECサイト上での
プロモーションを実施すること
で、県産品をはじめとした本県の
魅力を総合的に発信した。

●事業内容
ジェトロ長崎、（一社）長崎県貿
易協会、九州貿易振興協議会、
（公財）日本関税協会と連携しな
がら、東アジアをはじめとする各
国ヘの輸出促進を図る。
●実施状況
上記関係団体と連携し、貿易講座
等のセミナーを開催するなど輸出
に取り組む事業者の掘り起こしや
現地商談会へ出展するなど県内事
業者の輸出支援を行った。
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施策３　アジアをはじめとした海外活力の取り込み

　事業群①　海外における本県の認知度及びプレゼンスの向上

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4 1

80% 20%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

友好交流関係推進
事業費

国際課 改善

日ＡＳＥＡＮ次官
級交通政策会合推
進事業費

国際課 終了

海外向け認知度向
上推進事業費

国際観光振
興室

改善

上海事務所運営事
業費

国際課 改善

ソウル事務所運営
事業費

国際課 改善

●事業内容
本県の特色ある歴史・文化（ソフ
トパワー）に関連する各種交流事
業を実施し、友好交流関係都市等
との交流拡大を推進する。
●実施状況
海外における本県の認知度向上を
図るため、友好都市と連携し、韓
国の日韓交流おまつりでの長崎県
ブースの出展及びホイアン市「日
本文化展示の家」での、長崎県に
関するPRを実施した。
また、友好交流都市との交流拡大
のため、交流会議や青少年をター
ゲットとした国際交流事業を実施
した。

●事業内容
国際県としての本県の認知度向上
を図るため、本県で「日ＡＳＥＡ
Ｎ次官級交通政策会合」を開催す
る。

●事業内容
海外における本県の認知度向上を
図るため、SNS等の活用やメディア
招聘等を通じた情報発信を行う。
●実施状況
本県の認知度向上及び旅行先とし
て本県を選んでもらうために、中
国、韓国、タイ、ベトナム、欧米
豪等を対象にSNSを通じた情報発信
を行った。また、各言語SNSのフォ
ロワー増加を目的としたフォロ
ワーキャンペーンを実施した。

●事業内容
関係各課・市町・企業及び在中国
の関係者等と連携しながら、中国
市場における本県のプレゼンス向
上と県産品の販路拡大、観光客誘
致及び企業の経済活動支援等に取
り組む。
●実施状況
県内企業等の中国における経済活
動の支援、県産品の販路拡大、観
光客誘致の支援、中国と本県の経
済情報の収集及び発信等を行っ
た。

●事業内容
関係各課・市町・企業及び在韓国
の関係者等と連携しながら、韓国
市場における本県のプレゼンス向
上と県産品の販路拡大、観光客誘
致及び企業の経済活動支援等に取
り組む。
●実施状況
県内企業、団体、自治体等の韓国
における経済活動の支援、県産品
の販路拡大、観光客誘致の支援、
韓国と本県の経済情報の収集及び
発信等を行った。

友好交流関係にある国・地域と
のこれまでの取組で得た人的ネッ
トワークを活用しながら、引き続
き本県ならではの諸外国との交流
の歴史等の魅力を情報発信すると
ともに、各交流事業を一過性のも
のとせず、交流人材同士の更なる
ネットワークの構築や交流拡大に
向けたより効果的な取組を推進し
ていく。

　―

国・地域の特性に応じたターゲ
ティング広告の配信やSNSキャン
ペーンを実施するとともに、コメ
ントに迅速に対応し、持続的にエ
ンゲージメントを向上させる。ま
た、媒体によって、関心が異なる
ため、媒体及び市場の傾向におけ
る分析を行い、異なるユーザー層
の存在を意識して、市場別の投稿
などに多様なコンテンツを取り入
れることで、幅広いユーザーにア
ピールしていく。

事務所の持つ知見やネットワー
クといった資源を庁内各課と適時
に共有できる連携体制を構築し、
より効果的な施策構築、情報発信
等に取り組むことで、実利獲得に
つなげる。

事務所の持つ知見やネットワー
クといった資源を庁内各課と適時
に共有できる連携体制を構築し、
より効果的な施策構築、情報発信
等に取り組むことで、実利獲得に
つなげる。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

101
99



　事業群②　環境変化や市場動向を踏まえたインバウンド観光の推進

　評価対象事業件数　9 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 5 1 2

11% 56% 11% 22%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

インバウンド需要
創出拡大事業費

国際観光振
興室

改善

海外向け認知度向
上推進事業費

国際観光振
興室

改善

ディスカバーＮＡ
ＧＡＳＡＫＩ・周
遊促進事業費

国際観光振
興室

終了

インバウンドの需要の更なる獲
得のため、今後ますます増加傾向
にある個人手配旅行（ＦＩＴ）へ
のプロモーションの重要性に留意
しながら、商談会や説明会等への
参加、海外観光展への出展や現地
事業者を活用した本県観光情報の
発信や情報収集について、他県等
と連携し取り組み、戦略的に実施
することで取組の強化を図る。

また、一人当たりの消費単価の
高い欧米豪を中心とした富裕層や
高付加価値旅行を志向する観光客
の取り込みのため、自然・癒しな
どの体験型観光コンテンツ、公共
交通機関やレンタカーを利用した
モデルコース等を情報発信すると
ともに、今後成長が見込まれてい
る東南アジアからの誘客を図り、
更なる旅行需要の創出に取り組
む。

国・地域の特性に応じたターゲ
ティング広告の配信やSNSキャン
ペーンを実施するとともに、コメ
ントに迅速に対応し、持続的にエ
ンゲージメントを向上させる。ま
た、媒体によって、関心が異なる
ため、媒体及び市場の傾向におけ
る分析を行い、異なるユーザー層
の存在を意識して、市場別の投稿
などに多様なコンテンツを取り入
れることで、幅広いユーザーにア
ピールしていく。

県内のアドベンチャーツーリズ
ムコンテンツの商品造成について
は、令和4年度から令和6年度まで
の取組により、一定の目標を達成
したところである。一方、今後の
観光振興において、インバウンド
の重要性が叫ばれている現状の中
で 注 目 を 集 め て い る ア ド ベ ン
チャーツーリズムの取組は引き続
き、実施する必要があるため、本
事業をインバウンドプロモーショ
ン強化事業費に整理統合し、積極
的なプロモーションを図ってい
く。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
コロナ収束後の新たな旅行ニーズ
を汲み取り、九州各県等と連携し
た重点市場への適切な働きかけを
行うことにより、本県へのインバ
ウンド需要の創出・拡大を図る。
●実施状況
現地旅行会社等を訪問したセール
ス実施ほか、東アジアや東南アジ
アでの観光展への出展や商談会へ
の参加、九州各県等と連携した広
域周遊観光の促進等を実施した。

●事業内容
海外における本県の認知度向上を
図るため、SNS等の活用やメディア
招聘等を通じた情報発信を行う。
●実施状況
本県の認知度向上及び旅行先とし
て本県を選んでもらうために、中
国、韓国、タイ、ベトナム、欧米
豪等を対象にSNSを通じた情報発信
を行った。また、各言語SNSのフォ
ロワー増加を目的としたフォロ
ワーキャンペーンを実施した。

●事業内容
価値観の変化と個人旅行化の進展
を見据え、地域が取り組む滞在コ
ンテンツの外国人向けカスタマイ
ズを支援するとともに、県内に点
在する観光コンテンツを個人旅行
者がスムーズに周遊できるよう周
遊観光促進に取り組む。
●実施状況
九州観光機構や市町等と連携し、
新たなアドベンチャーツーリズム
のコース造成を行うとともに、県
内交通事業者が実施するインバウ
ンド向け着地型旅行商品造成や、
企画乗車券の開発を支援し、訪日
外国人個人旅行者の周遊性の向上
を図った。
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インバウンドプロ
モーション強化事
業費

国際観光振
興室

改善

九州観光機構負担
金

観光振興課
国際観光振
興室

改善

大型客船誘致促進
プロジェクト推進
事業費

国際観光振
興室

改善

航空路線利用促進
事業費（国際線対
策）

国際観光振
興室

拡充

航空会社等と連携したプロモー
ションを強化することにより、長
崎～上海線の利用促進を図るとと
もに、東アジアを中心にチャー
ター便及び新規路線の誘致活動に
より、国際航空路線の維持・拡大
につなげる。

●事業内容
九州の玄関口である福岡からの誘
客や、SNS等を活用したプロモー
ション等を展開し、本県へのイン
バウンド需要の早期回復及び新た
な来訪需要の創出を図る。
●実施状況
福岡空港国際線を利用する訪日外
国人を対象に本県への誘客プロ
モーションを実施した。また、県
内4地域のアドベンチャーツーリズ
ムについて、世界的商談会に出展
し、世界各国のメディアや旅行会
社等にPRを実施した。さらに、現
地メディアやSNS等を活用し、一般
消費者向けの本県プロモーション
を実施した。

●事業内容
九州全体の観光振興を図る唯一の
組織である官民が一体となった九
州観光機構を支援することによ
り、九州及び本県の観光振興と誘
客を図る。
●実施状況
「観光産業を九州の基幹産業に」
を理念に九州観光機構が実施す
る、インバウンドに関する情報発
信やコンテンツ造成、観光地の魅
力づくりの推進や国内向けの誘客
事業に対する支援を行った。

●事業内容
国際クルーズの本格的な再開を見
据え、県内各港への国内外クルー
ズ客船の積極的な誘致や視察招聘
事業に取り組むとともに、経済的
な効果を高めるための県内広域周
遊の促進や情報発信の強化等に取
り組む。
●実施状況
令和5年3月に国際クルーズ船の受
入れが再開し、関係市町と連携の
うえ、船会社や旅行会社を対象と
したセールスや県内招聘視察に積
極的に取り組むとともに、国内で
開催される旅行博覧会や関係イベ
ントへ長崎県ブースを出展するな
ど、本県寄港地への更なるクルー
ズ船誘致と認知度向上などに取り
組んだ。

●事業内容
国際定期航空路線及び国際チャー
ター便の利用促進と拡充
●実施状況
新型コロナウイルス感染症収束後
における既存路線の早期運航再開
及び需要回復、新規路線誘致に向
け、各航空会社等と協議を行っ
た。また、再開した路線の認知度
向上と本県の魅力発信を目的にSNS
による情報発信や現地での旅行説
明会を実施した。

コロナ後の旅の価値観の変化等
を踏まえ、本県の歴史や豊かな自
然などのポテンシャルを活かすこ
とができ、富裕層等に訴求できる
アドベンチャーツーリズムを推進
するため、特に需要が見込まれる
欧米豪などの市場において、情報
発信をさらに強化し、積極的にプ
ロモーションに取り組む。

さらに、体験やストーリー性の
ある歴史・自然でのPRに力点を置
き、他地域との差別化を図りなが
ら、各市場の特性に合わせ、メ
ディア・旅行会社等と連携したプ
ロモーションを実施する。

そのほか、重点市場である台
湾、香港では、引き続き、レップ
を活用して、情報収集や本県観光
情報の発信に取り組む。

九州地域戦略会議において策定
された第三期九州観光戦略（2024
年～2030年)の実行のため、九州各
県及び経済団体等と連携して取り
組んでいく。

中国等からのクルーズ船寄港の
更なる回復を図るため、クルーズ
業界の状況を注視しながら、引き
続き、関係市町と連携のうえ、船
会社、旅行会社を対象としたセー
ルスや県内招聘視察等の誘致活
動、情報発信に積極的に取り組む
とともに、旅行博覧会や関係イベ
ントへブースを出展するなど、本
県寄港地への更なるクルーズ船誘
致と認知度向上や広域周遊観光の
促進などの経済的な効果を高める
取組などを行い、クルーズ船入港
の効果を最大化していく。
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戦略２－３　環境変化に対応し、一次産業を活性化する
　評価対象事業件数　86 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 75 2 8

1% 87% 2% 10%

施策１　農林業の収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化

　事業群①　生産性の高い農林業産地の育成－１

　評価対象事業件数　15 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

13 2

87% 13%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

未来へつなぐ水田
農業産地支援事業
費

農産園芸課 改善

ながさき農林業・
農山村構造改善加
速化事業費

農政課 改善

ながさき産地基盤
整備・強靭化事業
費

農産園芸課 改善

●事業内容
園 芸 部 門 の 振 興 方 策 を 示 し た
「チャレンジ園芸 1000億達成計
画」に基づき、園芸品目の生産基
盤の整備による労働生産性や品質
の向上や施設の強靭化による安定
生産・規模拡大の取組みを支援
し、定時・定量・定質（高品質）
出荷の実現を進め、令和7年に園芸
産出額1000億円を達成する。
●実施状況
10事業主体、30戸に対して、ハウ
スの強靭化、果樹管理資材の導入
等の支援を実施した。

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
高齢化等による水田面積の減少や
米需要量が減少するなか、本県の
米の現状解析を行い、生産方針や
販売戦略等についてビジョンを明
確にするとともに、担い手減少に
よる労働力不足に対応するため、
米、麦、大豆等の省力、低コスト
化技術の実証・普及や、水田農業
の収入アップに向けた高収益品目
等新たな品目の選定・栽培実証・
普及等を支援する。

●事業内容
「第3期ながさき農林業・農山村活
性化計画」に基づき、「次代につ
なげる活力ある農林業産地の振
興」、「多様な住民の活躍による
農山村集落の維持・活性化」の推
進に必要な生産基盤施設や収穫機
などの農業機械の整備に対して支
援を行う。
●実施状況
アスパラ、きゅうりなどの園芸用
のハウス整備や、コンバイン、定
植機などの農業用機械の整備に対
して支援を行った。

水田農業の維持発展のため、水
稲高温耐性品種を引き続き推進す
るとともに、米の生産、流通、販
売まで一貫したビジョンを策定す
る。また、水田農業の担い手不足
に対応するための省力、低コスト
化技術導入や水田農業の所得向上
に向けた高収益品目の選定、栽培
実証、普及に向けた取組を実施す
る。

「第３期ながさき農林業・農山
村活性化計画」に掲げる新規就農
者の増大に向け、移住就農者向け
園芸団地において、技術の習得、
農地の確保、条件整備、施設の導
入など、市町、JAとの体制づくり
を行い、地域で選定したモデル地
区を中心に取組を展開していく。

産地計画の目標達成に向け、県
と農業団体が品目別・地区別・産
地別に課題等の解決に向けた検
証・検討を進める。検討結果に基
づき、産地の安定生産・維持拡大
に加え、園芸品目の高品質化に向
けた取組の強化を図る。
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新 ・ 野 菜 産 地 力
アップ事業費

農産園芸課 改善

未来へつなぐ長崎
果樹産地推進事業
費

農産園芸課 改善

病害虫総合防除対
策費

農 業 イ ノ
ベーション
推進室

改善

咲き誇る「ながさ
きの花」産地拡大
推進事業費

農産園芸課 改善

関係病害虫の発生状況や試験研
究での病害虫防除に関する成果情
報の動向を踏まえ、病害虫防除基
準の改定などによって、生産現場
の実情に沿ったより効果的な防除
体制の確立を目指す。

異常気象による出荷や単価の不
安定があるため、高温期の下温対
策や、低温期の生育促進技術な
ど、生産の安定化に向けた取組を
行う。

また、生産組織の活動強化とと
もに専門部会等における生産者の
環境制御技術やＡＩ技術の活用等
の新技術の検討・実証など生産技
術の更なる向上に向け、取組を強
化する。

さらに、輸出を行う市場及び業
者との連携の強化や、新規品目の
検討により輸出額拡大と価格の安
定を図る。

●事業内容
『咲き誇る「ながさきの花」産地
拡大推進計画』に基づき、雇用型
花き経営体の育成、次世代を担う
若手花き生産者育成、環境制御技
術等新たな栽培技術や品種の導
入、国内外での販路拡大、花き関
係組織の活動強化等を行い、本県
の花き産出額１００億円をめざ
す。
●実施状況
推進計画に基づき、長崎県花き振
興協議会を中心として商品性の高
いオリジナル品種育成や技術導入
支援、消費拡大対策等に取り組
み、花き産出額向上を図った。
・長崎県オリジナル品種の生産拡
大
・研修会開催
・花き消費拡大対策支援

野菜の産出額684億円の達成や産
地の拡大、生産者の所得向上のた
め、主要品目の活性化プランに基
づき、ＪＡ全農ながさき・種苗供
給センター等の関係団体や産地と
連携した優良種苗の生産や新品種
の検討、施設園芸での新たな品目
での環境制御技術の普及、露地園
芸では担い手の規模拡大に対応し
た労力軽減につながる取組の検討
などにより、関係機関と連携し普
及を加速化をさせていくととも
に、気候変動に左右されない産地
づくりや露地野菜におけるデータ
活用やコスト縮減につながる新た
な技術の普及、輸出を目指す産地
育成等の取組を実施する。

令和１２年度を目標年度とした
「第１２次長崎県果樹農業振興計
画」を令和２年度に策定し、生産
面・消費面での対策に加え、担い
手の確保・育成対策に取り組んで
いる。果樹産地においては、担い
手の確保や収益性の向上が喫緊の
課題であり、水田活用やスマート
農業技術等による労働生産性の向
上、これまで取り組んできた樹園
地継承モデル事業等の推進によ
り、農家の所得向上と産地の持続
的な発展を図る。

●事業内容
本県農業を牽引する野菜につい
て、品目毎の状況に応じた農業技
術の普及・拡大により産地の生産
力の向上を図るとともに、輸出、
スマート技術化対策や気候変動に
強い産地づくりなど課題解決に新
たに取り組む産地の支援により、
野菜の産出額を増大させる。

●事業内容
「第１２次長崎県果樹農業振興計
画」に基づき、担い手の確保・育
成、果樹産地の生産基盤強化、出
荷・販売体制効率化等の対策を推
進し、果樹農家の所得向上と果樹
産地の持続的な発展を図る。
●実施状況
中間管理園等を活用した果樹ト
レーニングファームの設置・運営
に向けた活動に対する支援。
現地実証展示圃設置による新技術
等の高品質化・省力効果及び経営
コストの検証。
ロット確保による有利販売、出
荷・流通の効率化等を目的とした
販売・流通対策の検討。

●事業内容
県内農産物の生産に重大な影響を
及ぼす可能性がある指定病害虫の
効果的な防除のために総合防除計
画、病害虫防除基準の改定と計画
等の実現に必要な防疫体制の整
備、強化を図る。
●実施状況
総合防除計画を策定するととも
に、病害虫防除基準の改定を行
い、計画の周知のための地域別説
明会等を開催した。
ミカンコミバエの発生時に予防防
除を実施した。
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茶・葉たばこ等産
地構造改革推進事
業費

農産園芸課 改善

ながさき農業デジ
タル化促進事業

農産園芸課 改善

ながさきスマート
農業普及推進事業
費

農 業 イ ノ
ベーション
推進室

改善

＜ビジョン＞空飛
ぶ 未 来 を 拓 く ド
ローンワールドプ
ロジェクト費

農 業 イ ノ
ベーション
推進室

改善

＜ビジョン＞空飛
ぶ 未 来 を 拓 く ド
ローンワールドプ
ロジェクト費

農業経営課 改善

農業経営改善技術
高度化支援事業費

農 業 イ ノ
ベーション
推進室

改善

茶の消費量減少に加えて、燃
油・生産資材の高騰などにより厳
しい状況であるため、生産組織の
活動強化とともに新たなスマート
技術の導入支援や需要回復の起爆
剤となるよう消費者の新たなニー
ズに対応した優良品種への改植、
有機栽培の拡大、更には輸出拡大
に向けた新たな取組支援を検討す
る。また、日本一の獲得による玉
緑茶の販売力やブランド力の強化
を進める。

スマート農業の更なる推進のた
め、より高度な環境制御技術や遠
隔・自動化技術の導入を図り、働
き方改革や収量・品質の最大化、
作物の最適管理等に取り組む。

コスト縮減につながるスマート
農業技術確立にむけた改良、実証
とあわせ、高度技術や多角的知識
を有する人材の育成等を通じて、
地域に応じたスマート農業技術の
普及を推進する。

農業現場でのドローンの活用拡
大に向け、センシング等を活用し
た技術の開発・改良に取り組む。

●事業内容
ハウス内のデータ収集・分析によ
り品目毎の技術体系の基準化およ
びデータ駆動型のスマート農業高
度化支援サービス体制を整備し、
生産技術の高位平準化を推進し、
快適で儲かる農業の実現を図る。
●実施状況
データ駆動型技術及び遠隔・自動
化技術導入支援。
生産者をサポートできる技術指導
体制の確立を目的とした、データ
分析・活用等の研修会の開催。
産地内及び産地間での勉強会・研
修会の開催による、データ駆動型
技術等を駆使する生産者の育成。

●事業内容
地域特性に応じたスマート農業技
術の普及に向け、持続性向上、コ
スト縮減等につながる技術開発・
実証や高度技術や多角的知識を有
する人材の育成を図る。

●事業内容
農業分野での新たなドローン活用
拡大に向け、新規品目でのドロー
ン防除技術実証、露地品目でのセ
ンシング等によるデータ活用技術
の実証、普及を図る。

●事業内容
人口減少や高齢化に伴う労働力不
足等に対応できる産業構造への転
換に向け、ドローン防除を行う農
業支援サービスの活用体制構築
と、ドローン等を活用した新たな
農業支援サービスの創出に向けた
取組を実施する。

●事業内容
農産、野菜、果樹、花き、茶、畜
産の主要農産物について生産性や
収益性を阻害し、現場で早急な対
応が必要な緊急的な問題に対し、
中山間が多い本県の地域性等に
あった技術を組み立て、現地での
実証等を通じて技術の確率をはか
り、その成果を現地に普及する。

●事業内容
茶について、足腰の強い経営体育
成と優良品種・新技術導入による
産地の構造改革、県産茶の販路拡
大等を支援する。
葉たばこについて、産地の維持を
図るため担い手の育成や規模拡大
を支援する。
●実施状況
茶について、担い手の規模拡大の
意向把握や品評会入賞を目指した
プロジェクトチーム活動、県産茶
の消費拡大を図るPRイベント等の
開催、輸出対応するための栽培暦
の見直し等を支援した。
葉たばこについて、中核農家や女
性を対象にした研修会等を開催
し、規模拡大や経営管理能力の向
上を支援した。

ドローン防除を行う農業支援
サービスのDX化に向けたシステム
改良、他地域での取組支援、現場
ニーズを踏まえた新たな農業支援
サービスの創出に取り組む。

中山間地の多い本県の農業課題
を克服し、農業畜産物の生産性向
上につながる現場技術構築を、現
場技術者とともに現状分析を踏ま
えながら構築する。
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　事業群①　生産性の高い農林業産地の育成－２

　評価対象事業件数　24 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

22 2

92% 8%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

畜産クラスター構
築事業費

畜産課 改善

肉用牛改良対策事
業費

畜産課 改善

家畜伝染病予防対
策費

畜産課 改善

長崎県飼料増産推
進事業費

畜産課 改善

シン長崎和牛生産
拡大推進事業費

畜産課 改善

肉用牛の改良スピードを上げる
ため、さらなる育種価判明率の向
上、受精卵移植技術、ゲノミック
評価の実用化など新技術を活用
し、これまでの産肉性（肉量・肉
質）に加え、牛肉の旨味に関わる
脂肪の質（オレイン酸）等も選抜
項目を追加するなど、効率的な肉
用牛改良の取組を行う。なお、新
規種雄牛については、県内外に幅
広い利用を進め早期に肥育成績を
判明させる必要があるため、引き
続き広告掲載等のＰＲを実施し利
用推進を図る。

本事業は家畜伝染病の発生防
止・まん延防止に不可欠な事業で
あり、県も国の衛生対策方針に準
じて、継続的に実施していく必要
がある。また、高病原性鳥インフ
ルエンザや口蹄疫等の家畜伝染病
の発生及びまん延防止のために、
継続して飼養衛生管理基準の遵守
指導や防疫マニュアルを充実さ
せ、初動防疫態勢の強化を図る。

高齢化、担い手不足が問題と
なっており、労力不足が懸念され
ている。本事業では飼料生産組
織、ヘルパー組合の組織設立、運
営強化を行う。また、他産業（ド
ローン会社等）を利用するなどし
て生産基盤の強化を図る。

長崎和牛の生産拡大と農家の所
得向上を図るため、優良繁殖雌牛
等の導入（県内家畜市場からの導
入）、肥育素牛導入支援、肥育経
営の資金繰り改善のための利子補
給等を行い、全国和牛能力共進会
（北海道大会）に向けた出品対策
や支援を実施する。

●事業内容
肉用牛の産肉性、繁殖性等経済能
力の向上のため、優良雌牛との計
画交配、産肉能力検定、受精卵移
植、ＤＮＡ解析等を活用した能力
の高い県産種雄牛を造成及び肉用
牛に関するデータ収集・分析によ
る地域の繁殖雌牛整備と保留等へ
の活用。
●実施状況
高能力の県産種雄牛を造成し、県
内の肉用牛の改良を推進するた
め、優良な雌牛との計画交配や、
直接検定及び現場後代検定を実施
するとともに、子牛登記データを
収集し、育種価分析等に活用し
た。

●事業内容
口蹄疫等の越境性動物疾病の発生
を予防し、肉用牛経営の安定化を
図る。
●実施状況
口蹄疫等の越境性動物疾病の発生
予防のため、畜産農家の防疫対策
の指導を実施するとともに、越境
性動物疾病が発生した場合には迅
速な初動防疫が可能となるよう体
制整備を図った。

●事業内容
生産効率の更なる向上のため、他
産業からの参入・モデル化を念頭
に、組織化のネックとなっている
飼料生産に係る機械導入等の支援
を拡充することで、組織化並びに
省力化の推進を行い、生産基盤の
維持拡大を図る。

●事業内容
長崎和牛の生産拡大と農家の所得
向上を図るため、優良繁殖雌牛等
の導入、肥育経営の資金繰り改善
のための利子補給や肥育素牛の導
入支援、全国和牛能力共進会に向
けた出品対策等への支援を実施す
る。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
地域の中心的な畜産経営体を育成
するため、高収益型畜産体制（ク
ラスター）を構築。
●実施状況
地域の実態を踏まえた新たな取組
を推進し、畜産業全体の生産力・
収益力向上を図るため、地域ごと
に中心的経営体を設定し、地域関
係機関を含めた畜産生産体制(クラ
スター)を構築した。
各地域の中心的経営体の飼養規模
拡大を目指した畜舎等整備や家畜
導入への支援により地域の生産性
向上を図った。

施設整備に伴う飼養規模拡大や
生産性向上の取組を継続して支援
することで、地域の畜産生産基盤
の強化、並びに収益力向上に取り
組んでいく。

令和７年度の方向性
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次世代高能力雌牛
群整備促進事業費

畜産課 改善

肉用牛肥育経営安
定対策費

畜産課 改善

飼料生産総合対策
費

畜産課 改善

畜産コンサルタン
ト費

畜産課 改善

●事業内容
長崎型新肥育技術の普及拡大に向
け多研修会（肉用牛大学）の開
催、経営診断、牛舎補改修など肥
育経営改善に向けた支援を行う。
●実施状況
飼料価格の高騰やコロナ禍での枝
肉相場の先行き不安など、肥育農
家を取り巻く環境は厳しい状況に
あった。そのため、国の経営安定
対策(基金)事業において、県が生
産者負担金の一部（生産者負担金
の1/6以内）を助成し、厳しい経営
環境にある肥育農家を支援した。

●事業内容
自給飼料の総合的な増産と効率的
な利用を推進するため、飼料生産
基盤の整備及び飼料生産利用の総
合的技術の指針策定・指導を行
う。
飼料の安全性の確保及び品質の改
善を図るため、飼料製造から農家
の使用までの飼料流通に係る調
査、飼料製造・販売業者等の指導
並びに飼料の検査、品質管理等の
指導を行う。
●実施状況
飼料生産に対する技術指導のほ
か、飼料生産組織の設立支援や放
牧候補地の検討・地権者とのマッ
チング等を行った。

●事業内容
認定農業者や新規就農者等の意欲
ある畜産経営体に対して、経営診
断分析により問題点を把握すると
ともに、改善のための指導を行う
ことで、畜産経営技術の高度化を
推進する。
●実施状況
畜産経営体については、財務内容
や生産技術を調査・分析し、経
営・生産技術改善に関する経営診
断助言書を作成したほか、助言書
に基づき、経営者、関係機関を含
めて、改善状況の確認と現地指導
を実施した。また、継続的かつ重
点的な指導が必要と判断された経
営体については、アフターフォ
ローを実施し、今後の改善方針に
ついて関係機関と協議した。

●事業内容
ゲノミック評価技術と受精卵技術
により繁殖雌牛の改良と増産を促
進し高能力雌牛群を整備すること
で新たな価値を持った長崎和牛を
生産する。
●実施状況
肉用牛の新たな改良手法として、
個体ごとのDNA情報を加味して産肉
能力を推定する「ゲノミック評
価」の活用を県下全域で推進し、
新たに取り組むとともに高能力な
雌牛群の整備を行った。

これまでゲノミック評価等を活
用した県内繁殖雌牛の改良に取り
組んだ結果、歩留（肉量）の能力
は年々向上し、雌牛群のレベル
アップにつながった。

今後は、多様な消費者や流通の
ニーズに対応し、歩留やオレイン
酸等の新たな価値を持った長崎和
牛の生産を拡大するため、系統雌
牛や優良母牛の産子を対象に、引
き続き、受精卵移植技術等を活用
した高能力な繁殖雌牛群の整備を
推進する。

肥育経営では、配合飼料価格の
高騰等により厳しい経営環境が続
いていることから、引き続き本事
業を活用した支援が必要であるた
め、国制度に応じた単価及び登録
頭数の見直しを行う。

飼料価格の高騰などにより、今
後も畜産経営は厳しい状況が続い
ていくことが予想されるため、さ
らなる自給飼料生産の拡大に取り
組む必要がある。総合的な増産及
び効率的な利用促進のほか、飼料
の安全性確保及び品質改善を図る
ための取組を推進する。

生産資材費等の高騰により、畜
産農家の経営はより厳しさを増し
ている。

このような中、経営収支が悪化
している畜産農家を対象に経営診
断を行い、取り組むべき課題を明
確化し、関係機関一体となった改
善につなげることが重要であり、
これまで以上に畜産コンサルタン
ト（経営診断）の計画的な推進を
図る。
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家畜人工授精費 畜産課 改善

家畜保健衛生所費 畜産課 改善

酪農近代化対策費 畜産課 改善

ながさき酪農生産
性向上支援事業費

畜産課 改善

資源循環型畜産確
立対策推進費

畜産課 改善

長崎県獣医師確保
対策事業費

畜産課 改善

酪農近代化計画の目標達成に必
要な生乳の計画生産、需給調整対
策等の円滑な推進を図るため、引
き続き、乳業工場立入検査や指導
等を実施するとともに、生乳生産
団体や乳業者との更なる連携強化
を図る。

ゲノミック評価等による後継牛
の選抜と外部育成預託による労力
軽減等に取り組み、高い能力を
持った牛群を整備することで、生
産性の向上を図る。

引き続き堆肥の運搬と散布の現
地実証による耕畜連携と堆肥の広
域流通促進に向けた取組を推進
し、家畜排せつ物の適正処理を徹
底するとともに、環境に配慮した
持続的な畜産経営の確立を図って
いく。

県内家畜防疫体制の維持、安定
的な獣医療の提供のためには獣医
師の確保が必要であり、引き続
き、獣医系大学の訪問やインター
ンシップ研修受入を通して、修学
資金貸与者や就職試験の受験者を
確保するとともに、獣医師免許所
有者も含めて、本県の魅力及び採
用情報をSNS等を活用し積極的に発
信して就職誘引を推進する。

家畜伝染病等の発生及びまん延
防止のためには、家畜保健衛生所
における高度な診断技術が必要で
あり、今後も施設、検査機器等の
計画的な整備を図ることで、迅速
かつ多様な疾病診断を実施する。
また、機種等の選定においては、
多検体処理や処理速度を重視し、
事業の効率化を図る。

●事業内容
畜産経営に起因する環境汚染を防
止するため県下全域における実態
調査、指導、広域連携支援等を推
進。
●実施状況
耕畜連携による堆肥の広域流通を
実現するため、令和3年度から、新
たに堆肥の運搬と散布の現地実証
を実施した。

●事業内容
獣医療を提供する体制の整備を図
るための長崎県計画に基づく、産
業動物診療獣医師及び公務員獣医
師の確保を実施し、本県の畜産振
興に寄与する。
●実施状況
長崎県獣医師確保修学資金貸与事
業により、獣医学専攻大学生に対
し修学資金を貸与した。また、就
職誘引を図るため、大学訪問やオ
ンラインによる就職説明会、イン
ターンシップ研修を実施した。

●事業内容
県域において、家畜の改良増殖方
針を指導推進するとともに、家畜
人工授精及び家畜体内受精卵移植
業務の指導監督を行い、県内の家
畜人工授精及び家畜受精卵移植技
術体制の整備と組織の強化を図
る。
●実施状況
家畜人工授精及び家畜体内受精卵
移植に従事する技術者の養成につ
いて、年度毎に交互に行い、令和5
年度は家畜人工授精師の養成を
行った。

●事業内容
家畜保健衛生所における病性鑑定
の精度及び迅速性を向上させるこ
とにより、家畜伝染病のまん延防
止及び畜産農家における生産性向
上を図る。
●実施状況
畜産農家及び診療獣医師は、家畜
保健衛生所に対して高度かつ迅速
な対応を要望していることから、
計画的な施設、検査機器等の整備
を図り、その機能を向上させた。

●事業内容
「畜産経営の安定に関する法律」
に基づく加工原料乳生産者補給金
制度を通じて、計画的な生乳生
産、需給調整等の対策の円滑な推
進を行う。
●実施状況
農畜産業振興機構からの事務委託
に基づく加工原料乳生産者補給金
制度に関わる乳量の実績確認・報
告や乳業工場への立入等を実施し
た。

●事業内容
ゲノミック評価等による後継牛の
選抜と外部育成預託による労力軽
減等に取り組み、高い能力を持っ
た牛群を整備することで、生産性
の向上を図る。

県内の家畜の改良増殖を推進す
るためには、引き続き、家畜改良
増殖法に基づき家畜人工授精師及
び家畜体内受精卵移植師の養成が
必要である。今後もわかりやすい
講習により高い合格率を維持する
ことで、技術者の養成を図る。
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養豚価格安定対策
費

畜産課 改善

養鶏振興対策費 畜産課 改善

養ほう等対策費 畜産課 改善

次代につなげる肉
用牛生産チャレン
ジ支援事業

畜産課 改善

チャレンジ第３期
ながさき養豚振興
計画推進事業費

畜産課 改善

酪農経営安定対策
推進事業費

畜産課 改善

配合飼料価格の高騰等により生
産コストが上昇する中、肉豚経営
安定対策交付金制度は養豚経営の
安定に不可欠な事業であり、国の
制度に応じた単価及び契約頭数の
見直しを行う。

配合飼料価格の高騰等により生
産コストが上昇する中、養鶏経営
安定化のためには、国の制度であ
る鶏卵生産者経営安定対策事業へ
の加入が重要であることから、国
の制度に応じた単価及び契約羽数
の見直しを行う。

●事業内容
持続可能な養豚経営の確立のた
め、高能力母豚への更新や効率的
な生産方式等への改善のための豚
舎補改修等を支援する。
●実施状況
持続可能な養豚経営の確立のた
め、高能力母豚への更新や勉強
会・研修会を通した飼養管理技術
の高位平準化を図るとともに、効
率的飼養による労働条件改善や周
辺環境に配慮した臭気軽減等に資
する豚舎の補改修への支援を実施
した。

●事業内容
安定した酪農経営の確立のため、
飼養技術・経営管理能力の向上対
策、堆肥の高品質化を推進する。
●実施状況
酪農の経営分析や飼養管理に係る
研修を開催し、酪農家の経営管
理・経営意識の向上を図るととも
に、酪農情勢や優良農家事例につ
いての研修により農家の意識向上
を図った。

新たな蜜源確保を図るため、国
庫事業の活用推進を図る。

本事業のICTを活用した取組を検
証し、その効果を肉用牛大学等
（勉強会）で県内各地域へ波及す
るとともに、GPS等を利用した放牧
場の整備を推進し、肉用牛経営の
コスト縮減及び事故率の低減を図
る。

九州内での豚熱発生に伴い、ワ
クチン接種等防疫強化対応が求め
られたことにより、会議開催回数
を減らして対応したことから指標
達成には至らなかったが、物価高
騰や、労働力及び飼養戸数が減少
を続ける中で、安定的な豚肉生産
のため、引き続き、高能力母豚へ
の更新等により、生産性向上の取
組を加速化するとともに、効率的
飼養による労働条件改善や周辺環
境に配慮した臭気軽減等に資する
豚舎の補改修の実施により持続可
能な養豚経営の確立を図る。

引き続き、酪農経営改善や飼養
管理向上につながる研修開催によ
り安定した酪農経営の実現に向け
支援を行うとともに、新たな視点
も加えて、酪農の実情に合わせた
研修会の開催に努める。

●事業内容
養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育場所
の調整を行うとともに、耕種農家
と養蜂農家の連携を図り、農薬散
布等による蜜蜂の被害事故防止及
び安定を図った。
●実施状況
適正なみつ源等の調整を図るた
め、国庫補助事業を活用し、県内2
市町において植栽事業を実施し
た。

●事業内容
肉用牛繁殖経営の新規就農者の確
保・定着を図るため、ＩＣＴを活
用した生産性向上やコスト縮減等
の取組を支援する。
●実施状況
新規就農者の確保・定着を目的と
した新規就農者の導入牛に係る預
託環境整備、肥育経営におけるICT
を活用した疾病兆候完治による生
産性向上に向けた現地実証、集落
営農組織と連携した新たな放牧モ
デルの確立によるコスト縮減・集
落保全を3本柱とした取組を支援
し、肉用牛生産基盤の強化を図っ
た。

●事業内容
養豚経営安定対策事業に係る生産
者積立金の一部を助成することに
より、県内養豚農家の経営安定を
図る。
●実施状況
養豚経営安定対策事業に参加する
生産者の積立金の一部を契約頭数
に応じて助成した。

●事業内容
養鶏振興法に基づく諸対策及び鶏
卵需給指導を行うとともに、鶏卵
価格差補てん事業の推進を行い、
養鶏農家の経営安定を図った。
●実施状況
鶏卵価格差補填事業に参加する生
産者に対し積立金の一部を契約数
量に応じて助成。
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肉用牛経営緊急支
援事業費

畜産課 終了

肉用牛生産構造強
化促進事業費

畜産課 改善

飼料価格高騰緊急
対策事業費

畜産課 終了

　事業群①　生産性の高い農林業産地の育成－３

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 2

33% 67%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

森林のめぐみ効果
拡大事業費（対馬
しいたけ活性化対
策）

林政課 拡充

森林環境譲与税事
業費（森林情報整
備）

林政課 改善

新たに9件の新規販路を開拓し、
生しいたけの単価向上につながっ
たが、中核的な生産法人が事業を
縮小し流通販売業務から撤退した
ことで、これまでの集荷体制の見
直し及び新たな出口対策の検討が
必要となった。

流通・販売体制の縮小にともな
い、収益減少・意欲減退による生
産量の急激な低下が懸念される。
生産意欲を維持し、生産量の減少
を抑えるため、引き続き品評会の
開催を支援するとともに、新たな
販売先・販売方法の開拓に対し支
援を行い、しいたけ販売単価の向
上、流通の再構築を図る。

R6年度の見直しによる効果を見
守りながら、システムのさらなる
利用促進を図る。また、システム
を安定的に稼働させるために、新
たに運用面の課題が判明した際
は、速やかに対応していく。

肉用牛経営の体質強化を図るた
め、繁殖経営から一部肥育経営へ
の転換等の取組を支援し、肉用牛
生産基盤の維持確立を図る。

配合飼料価格の高騰・高止まり
により、配合飼料価格安定制度の
生産者積立基金が基金財源確保を
目的に、令和６年４月より生産者
積立金が増額となり、生産者の負
担軽減につながった。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
新たな取引先を確保し島外出荷を
促進するため、商談、インター
ネット販売やＰＲ活動等に対し支
援する。また、表彰・展示等によ
り生産者の意欲向上を図る。
●実施状況
しいたけ生産者の生産意欲向上を
目的として開催する「長崎県乾し
いたけ品評会」（長崎県しいたけ
振興対策協議会）の開催経費の支
援を実施した。また、販路開拓及
びPR活動を行うため、島外での商
談・催事への参加経費の支援を実
施した。

●事業内容
長崎県森林クラウドシステムによ
る森林経営管理制度等の林政の推
進を図るため、システムの保守及
び管理、機能拡張を実施する。
●実施状況
長崎県森林クラウドシステムの既
存機能の改修を行った。

●事業内容
肉用牛経営の体質強化を図るた
め、繁殖経営から一部肥育経営へ
の転換を支援。

●事業内容
配合飼料価格の高騰により、配合
飼料価格安定制度の生産者積立基
金が基金財源確保を目的に、令和
６年４月より生産者積立金が増額
となった。そのため生産者支援を
目的に配合飼料価格安定制度の年
間契約数量、単体飼料等の購入実
績に対して 200円 /トンを支援す
る。

●事業内容
生産基盤の維持を図るため、国事
業において、子牛価格の九州・沖
縄ブロック平均価格が発動基準価
格を下回った場合に、国の支援交
付金の対象にならない経費の一部
を支援。
●実施状況
肉用子牛生産者へ子牛販売価格低
下に対する支援交付金の交付を
行った。

引き続き、肉用子牛価格の動向
を注視し、肉用牛農家が経営継続
できるよう、子牛下落対策等の支
援を講じ、肉用牛生産基盤の維持
の確立を図る。
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スマート林業推進
事 業 費 （ 長 崎 ス
マート林業推進事
業）

林政課 改善

　事業群②　産地の維持拡大に必要な生産基盤の強化

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 2

33% 67%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

農地中間管理機構
事業促進対策費

農業経営課 現状維持

ながさき森林づく
り林道整備事業

森林整備室 改善

●事業内容
農地のマッチング活動を行うと共
に、実際の貸借手続きや農地の出
し手・受け手に対する支援を行う
ことで、担い手への農地の集積・
集約化の推進を図る。
●実施状況
農地中間管理機構事業の実施主体
である（公財）長崎県農業振興公
社の運営費を助成するとともに、
地域内の農地の一定割合以上を機
構に貸し付けた地域等に対し協力
金を交付し、担い手への農地集
積・集約化を推進した。

●事業内容
国庫補助の対象とならない森林地
域において、森林の持つ多面的機
能を高度に発揮させるために市町
が行う林道の開設、改良、及び舗
装事業の林道路網整備を推進す
る。
●実施状況
小規模等で国庫補助の対象となら
ない森林地域において、森林整備
の基盤となる林道の開設、改良及
び舗装を行う市町等に対し支援し
た。

今後は担い手への農地の集積は
地域計画の協議の場を中心に検討
されることになるので、より実効
性の高い協議となるよう市町の活
動を支援する。

森林整備事業の推進、高性能林
業機械の導入による生産性の向上
には路網整備が重要であることか
ら、引き続き国へ採択要件の緩和
等の要望を行うとともに、林道管
理者である市町と現地調査を実施
するなど連携を強化し、改良の必
要な林道整備を支援する。

●事業内容
森林施業プランニング業務の合理
化や作業の安全性を向上させるこ
とを目的とし、スマート林業技術
の現場普及を推進するため、プロ
ジェクトチームの運営、林業生産
管理システムの開発、スマート技
術活用人材育成、現場実証試験を
実施する。
●実施状況
プロジェクトチーム会議の開催（3
回）、生産管理システムの開発、
ドローン捜査研修の実施（1回）、
現場実証試験の実施（2回）を行っ
た。

スマート林業技術の現場普及の
ため、「長崎県スマート林業導入
ロードマップ」に基づき実証試験
等を計画的に実施するとともに、
各地方機関や森林組合等の林業事
業体と情報共有を図ることで、実
証内容を現場に導入するための環
境整備を行っていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

112
110



　事業群③　産地の維持拡大を支える加工・流通・販売対策の強化

　評価対象事業件数　12 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

9 3

75% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎和牛銘柄推進
事業費

農産加工流
通課

改善

選ばれる県産農産
物輸出拡大事業費

農産加工流
通課

改善

長崎農産物価格形
成力向上支援事業
費

農産加工流
通課

改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
長崎和牛の販路拡大・ブランド化
に資するため、「長崎和牛銘柄推
進協議会」において、県内外での
「長崎和牛」認知度向上の取組や
海外での販路拡大に向けたフェア
等を展開する。
●実施状況
新長崎駅ビル開業を契機とした国
内でのPR事業等に加え、海外（シ
ンガポール、タイ、アメリカ、
オーストラリア）でのフェア等実
施した。

●事業内容
本県農産物の輸出促進を図るた
め、「長崎県農産物輸出協議会」
において、会員に対し輸出向けセ
ミナー開催や商談会への参加支
援、国内輸出商社と連携したフェ
ア開催等に取り組むほか、県内市
場を経由したシンガポールへの輸
出ルートの拡大に向けて、現地で
の認知度向上・需要創出のための
プロモーション等を実施する。
●実施状況
海外バイヤーが参加する国内商談
会への出展支援や国内輸出業者と
連携したシンガポール等の小売店
における長崎フェア開催のほか、
シンガポールでは現地商社に対す
るトップセールスの実施、SNSを活
用した本県農産物等の魅力発信な
ど、県産農産物の販路拡大と認知
度向上に取り組んだ。

●事業内容
農産物の価格形成力向上を図るた
め、契約取引の拡大に向けた取組
や、量販店等と連携した本県農産
物の魅力発信強化の取組、また消
費者ニーズの多様化や販売環境の
変化に対応するため、産地が実施
するマーケティング強化の取組を
支援する。
●実施状況
推奨販売員の設置し、品質の良さ
や産地の状況、生産者の想いなど
を積極的に発信したほか、トップ
セールス等による銘柄向上、や
パッケージ製作やECサイト改修等
の支援を実施した。

R5年度までの事業実施により、
長 崎 和 牛 の 輸 出 額 は 67百 万 円
（R2）から255百万円（R5）まで増
加した。一方、新たな観光資源を
活用したPR等により、国内の長崎
和牛指定店は、353店舗（R2）から
400店舗（R5）まで増加し一定の成
果をあげている。

本事業は令和6年度で終了予定だ
が、後継事業では他銘柄牛との優
位性を明確に打ち出す長崎和牛の
PR、消費拡大を図り、物価高騰に
伴う和牛肉の消費停滞の中でも指
名買いを獲得できる長崎和牛のさ
らなるブランド強化を目指す。

また、人口減少に伴う国内需要
の縮小にも打ち勝つため、食肉卸
業者の輸出実績や状況に応じた伴
走型支援及び部局間連携による長
崎和牛が引き立つ長崎和牛フェア
の開催等により、さらなる輸出拡
大を図る。

国内輸出業者や現地商社等との
連携強化により、今後の有望市場
に位置付けるシンガポールへの輸
出拡大を図るとともに、周辺国の
マレーシア、タイ等への取組を強
化する。

また、防除暦の見直しや大ロッ
ト注文への対応、輸出に適した梱
包資材の開発など、輸出先国の規
制やニーズに対応できる県内産地
の育成を強化する。

生産コストが上昇する中、更な
る農業所得向上を図るために、販
売価格が比較的高い地域量販店の
旗艦店や果専店での県産農産物の
価値をPRする取組や安定した価格
での取引が見込まれる契約的取引
の強化を推進する。
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な が さ 木 ウ ッ ド
チェンジ事業

林政課 改善

長崎四季畑魅力発
信事業費

農産加工流
通課

改善

ながさき安全安心
農業販売力強化対
策事業費

農 業 イ ノ
ベーション
推進室

改善

ながさき農林業グ
リーン化総合対策
事業費

農 業 イ ノ
ベーション
推進室

改善

環境保全型農業直
接支援対策事業費

農 業 イ ノ
ベーション
推進室

改善

●事業内容
本県農産加工品の知名度向上及び
原料となる県産農産物の生産振興
につなげるため、全国に誇れる商
品を『長崎四季畑』として認証
し、認証商品のＰＲや販売支援等
に取り組む。
●実施状況
TVCM放映や空港でのデジタルサイ
ネージ配信や県内外の販売店での
フェア開催などのPRを実施。また
事業者に対し、WEBアドバイス会や
個別商談開催など販売額向上に向
けた支援を実施した。

●事業内容
グリーン農産物やGAPを活用した新
たな販売戦略に取り組む安全安心
な産地育成のためにグリーン農産
物の販売力強化等に取組む農業者
を支援

●事業内容
みどりの食料システム戦略の実現
に向けて、協議会活動、環境にや
さしい栽培体系への転換、有機農
業モデル産地づくり、必要な機械
導入に対して支援等を実施
●実施状況
グリーン農業推進のための検討
会、研修会を計4回開催するととも
に、環境にやさしい栽培体系への
転換9課題有機農業モデル産地１地
域に対する農業機械の導入22台の
支援を実施

●事業内容
化学肥料・化学合成農薬の使用量
を通常の5割以上低減する取組に併
せて地球温暖化防止や生物多様性
に効果のある取組を行う農業者の
組織する団体等に対して掛増し経
費を支援
●実施状況
県段階での担当者会や各振興局で
の取組の推進を行い、カバーク
ロップ、有機農業、堆肥の施用、
IPMなどの取組について、15市町で
1,586ｈaで実施された。

これまでに木造・木質アドバイ
ザーを18名養成し、木造・木質化
に１件が結びつき、一定の効果が
あった。しかし、アドバイザー派
遣件数が伸び悩んだ。その原因と
して、施主からの依頼に対しての
派遣となっており、受動的な構造
となっていたことが考えられる。
このため、アドバイザー自らが行
動できるよう手法の見直しを行
う。また、公共建築物だけでな
く、民間建築情報も幅広く入手す
る体制の構築や、施主に対する木
造・木質化のメリットのPR強化を
行いながら非住宅建築物の木造・
木質化を推進していく。

「長崎四季畑」が農産加工品の
リーディングブランドとなるよ
う、販売店と連携したプロモー
ションに加え、効果的な媒体を通
して、四季畑の認証制度のこだわ
り等を消費者に伝えるプロモー
ションを強化する。

グリーン農産物の販売力強化の
ためには、グリーン農産物を効果
的にPRできる仕組みが必要で、そ
の仕組みづくりを実施する。

ながさきグリーンファーマー認
定制度が設立され、認定者を中心
としてグリーン農業を推進するよ
うにしているが、グリーン農業技
術確立後の農産物の販売方法等に
ついては今後検討が必要であり、
そのために必要な施策を展開す
る。

ながさき農林業グリーン化総合
対策事業費において新たに確立さ
れた各地域での減化学肥料、減化
学農薬栽培技術を普及させること
で、本事業の取組拡大を図る。

また、国のみどりの食料システ
ム戦略に沿ったクロスコンプライ
アンスの実施について、取組の拡
大に向けた制度の確立等を実施す
る。

●事業内容
長崎県産材の流通拡大につなげる
ため、非住宅建築物の木造・木質
化のアドバイザー育成や施主に対
する講習会などを実施
●実施状況
非住宅建設の施主に対して中大規
模非住宅木造建築物の施工事例等
に関する講習会を開催。また、木
造化・木質化を推進する技術者を
育成するために建築士に対し研修
会を開催
木材輸出の新規輸出国の可能性に
ついて、先進県の情報収集及び関
係商社と協議を実施
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６次産業化ネット
ワーク推進事業費

農産加工流
通課

現状維持

「農・食」連携推
進事業費

農産加工流
通課

改善

施策２　漁業所得の向上と持続可能な生産体制の整備

　事業群①　漁業者の経営力強化

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

新たにチャレンジ
水産経営応援事業
費

水産経営課 改善

長崎県近海に来遊する水産資源
量の変化など、漁業を取り巻く環
境は変化しており、それらに適応
した環境変化に強い経営体を育成
していくために、漁業者ニーズに
的確に対応した学習会や講座を開
催していく。

農食連携ネットワーク創設から3
年で会員数は294まで増加し、新た
な加工品開発や飲食店等でのメ
ニュー化等のマッチングの場とし
て、生産から販売までの連携モデ
ル構築につながっている。

しかしながら、農業者の所得向
上につながるような農産物加工や
付加価値向上の取組を促進してい
くためには、商品改良や定着化に
向けた取組への支援が必要であ
り、事業者との意見交換を継続し
つつ、既存商品のブラッシュアッ
プや新たなマッチング支援を推進
し、連携強化を図る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
将来の漁村地域の核となる若い漁
業者の新たな取組に対するサポー
トや機器整備の支援、並びに漁村
地域の活性化のために漁協等が行
う海業の推進等に必要な施設整備
を支援。
●実施状況
経営計画に基づき、新規漁法の導
入（3件）や海業への参入（1件）
などのチャレンジぷらすONE事業の
活用を支援するとともに、漁業所
得10％向上に取り組む漁業者（5
件）への支援を実施。また、省エ
ネ・省人化（2件）や漁協合併（1
件）の取り組み等に取り組む漁協
等への支援を実施。加えて、赤潮
被害からの早期経営再開等を目指
す取組（1件）にも支援を実施し
た。

●事業内容
生産から販売に係る様々な事業者
と農業経営体が連携し，専門家の
アドバイスを受けながら，県産農
産物を活用した新商品やサービス
の提供等，新たなビジネスを創発
する取組を進めることにより，農
業経営体の「稼ぐ力」を高める。

●事業内容
農山漁村発イノベーションサポー
トセンターと連携し、経営の多角
化に取組む農業者等に対し、伴奏
支援を行い農業者等の経営全体の
改善及び及び付加価値額の向上を
進めていく。
●実施状況
農村漁村発イノベーションサポー
トセンターを設置し、地域検証委
員会の審査に基づき選定された農
業者等に対して、プランナー派遣
による経営改善戦略作成・実行支
援を行うとともに、交流会を開催
することで、農林漁業者と２次産
業、３次産業とのマッチングや、
人材育成支援を実施した。

経営全体の付加価値額増加を推
進するため、経営改善戦略の作成
及び実行を支援するとともに、新
たに農商工連携等を目指す農業者
等に対し、研修会や個別相談会を
実施することで、支援対象者の掘
り起こしを図る。
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水産経営構造改善
事業

水産経営課 改善

漁協機能向上支援
事業費

漁政課 改善

　事業群②　水産資源の維持・増大のための適切な資源管理の推進と漁場づくり

　評価対象事業件数　11 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

10 1

91% 9%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

放流用種苗生産委
託費

漁業振興課 改善

有明海漁業振興技
術開発事業費

漁業振興課 改善

令和7年度も種苗の需要動向をよ
り的確に把握し、計画的な効率生
産による安定供給を目指してい
く。

また、情勢に応じた生産経費等
の精査を行うとともに、離島も含
めた県内種苗生産機関の役割分担
や生産の拠点化、相互協力など、
連携を強化していくことでより経
済的で効率的かつ効果的な事業と
なるよう取り組んでいく。

本事業は、国から補助を受け3年
周期で実施するものであり、令和6
年度から第6期として実施してい
る。

令和7年度以降も地元のニーズ等
を踏まえ、対象魚種の技術の高度
化に取り組んでいく。

●事業内容
県内各地域で、トラフグ、クエ、
アワビ等の魚介類種苗を放流して
いる漁業関係団体への安定供給を
図るため、県栽培漁業センターで
行う種苗の生産業務を（株）長崎
県漁業公社へ委託する。
●実施状況
県内漁業者の需要に基づき、県栽
培漁業センターで9魚種2,529千尾
の魚介類種苗を生産した。

●事業内容
有明海特産魚介藻類について、効
果的な増養殖技術を開発するた
め、海域特性に応じた種苗生産・
育成・放流技術の確立等に取り組
む。
●実施状況
放流技術の改善については、ガザ
ミ、トラフグ、ヒラメ、ホシガレ
イに、種苗生産技術と増養殖技術
の開発については、タイラギ、マ
ガキ、ワカメ、ヒジキに取り組ん
だ。

●事業内容
漁協の財務改善のための業務効率
化、経営計画の策定等を支援する
ため、漁協に専門家を派遣し支
援。
また、漁協の事務の効率化を支援
するとともに漁協合併推進のため
系統団体に対し経費等を支援。
●実施状況
経営計画等策定支援(1件)、合併啓
発等支援（1件）、役職員等育成支
援（1件）、漁協事務効率化支援
（1件）

国事業を有効活用することで共
同利用施設等の整備を総合的に支
援していく。

当該事業の実効性向上に向けた
事業スキーム等の見直しを検討す
るとともに、事業実施に当たって
の市町との連携体制を強化してい
く。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
効率的かつ安定的な漁業経営の育
成と水産物供給を維持強化する観
点から、持続的な漁業生産体制を
構築するのに必要な生産基盤とし
ての共同利用施設等の整備を推
進。
●実施状況
鮮度保持施設（4件）、漁船保全修
理施設(1件)、養殖用種苗生産施設
(1件)、加工用水供給施設(1件)、
合計7件の整備を支援した。
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資源管理計画高度
化推進事業費

漁業振興課 改善

高級魚クエ資源増
大支援事業費

漁業振興課 改善

広域種共同放流推
進事業費

漁業振興課 改善

漁業取締費 漁業取締室 改善

密漁防止連携啓発
事業費

漁業取締室 改善

県内の漁場監視協議会による漁
業関係法令等の啓発活動を推進す
ることにより、密漁の防止を図
る。

●事業内容
県内の漁場監視連絡協議会等が実
施する密漁防止啓発活動への支援
を実施するとともに、漁業関係法
令等を所管する県行政機関との連
携を強化する。
●実施状況
県内11の漁場監視連絡協議会の密
漁防止啓発活動を支援し、随時取
締船による連携監視を実施する。

TAC魚種※の追加に向けた動きに
ついて、関係漁業者の意見を聞き
ながら適切に対応していくととも
に、新たなTAC魚種※の漁獲報告が
的確に行われる体制を確立する。

令和７年時点で策定から3年目を
迎える資源管理協定について、よ
り高度化を推進するために、これ
までの指導実績等を踏まえた評
価・検証を行うとともに、取組の
改善が必要と判断された協定は、
より効果的な資源管理を目指し、
改善に取り組むことができるよう
に指導等を実施する。

※水産資源の持続的利用・回復
のために漁獲可能総量を設定し管
理する対象として指定された魚種

本事業は、クエを採捕している
漁業者が1,200人を超すなど重要度
が増しており、漁業者の所得向上
を図るためには、種苗放流と漁獲
管理が一体となった取組を支援す
ることが重要である。引き続き、
1kg未満の再放流または禁漁区の設
定等の資源管理措置を推進し、ク
エ資源の維持・増大を図ってい
く。

本事業は、対象魚種が複数県の
海域にまたがる資源であるため、
政策連合による関係県間の共同放
流を実施しており、他の有明3県で
は支援を継続する予定である。こ
のため、他県と連携の下、本県で
も支援を継続し、引き続き所得向
上に寄与するような資源管理措置
と適地・適時期・適サイズでの放
流を組み合わせた取組を推進し、
有明海再生に向けた資源の維持・
回復を図っていく。

引き続き連携強化のため、他の
取締機関への取締結果の情報提供
に加え、双方向の哨戒活動の情報
共有を検討していく。

●事業内容
漁獲可能量（ＴＡＣ）制度対象魚
種の漁獲量把握のために必要な漁
獲・水揚等情報の収集と解析、並
びに漁業者自らが策定した資源管
理協定の検証等の指導。
●実施状況
漁獲量把握のための水揚げ情報収
集や委託、適正な資源管理の指
導、既存の資源管理計画の高度化
(計画目標達成のための改善)、新
たな資源管理協定の策定を推進し
た。

●事業内容
市場価値が高く、資源の増大に対
する漁業者の期待が高いクエにつ
いて、種苗放流と漁獲管理が一体
となった資源管理の取組を支援す
ることでクエ資源の維持・増大を
図る。
●実施状況
県内5地域の栽培漁業推進協議会に
おいて、計4万尾の種苗を放流し
た。また、5地域の栽培漁業推進協
議会において、1kg未満の再放流な
どを行った。

●事業内容
複数県間を移動・回遊する広域回
遊種（クルマエビ）について、資
源の維持回復を図るため、関係県
での共同放流と、海域の特性に応
じた適切な手法による資源管理を
推進する。
●実施状況
有明海栽培漁業推進協議会へ補助
を行い、クルマエビを有明海湾奥
部の適地に1,450千尾放流した。

●事業内容
漁業違反事件の取締・防止、取締
船の維持管理。
●実施状況
漁業違反事件の送致、行政処分、
取締関係機関との協議及び研修等
を行った。
漁業取締船の維持管理を適正に行
い、漁業取締の充実強化に努め
た。
密漁事犯の取締及びその防止対策
を推進した。
悪質漁業違反に対する夜間取締体
制の整備並びに効率的な夜間取締
を実施した。
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水産公害対策費 漁港漁場課 改善

水産基盤整備事業
効果調査費

漁港漁場課 改善

藻場保全サイクル
構築事業費

漁港漁場課 改善

　事業群③　生産・流通基盤の強化と漁村の賑わい創出に向けた浜の環境整備

　事業群④　異業種との連携による浜の活性化

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

7

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

漁港整備調査委託
事業費

漁港漁場課 改善

漁港施設維持補修
費（工事）

漁港漁場課 改善

新たな整備計画を策定するため
に必要な調査や公共事業の実施に
関連して必要となった調査・設計
等を行っており、効果的な手法を
検討し、今後も継続して実施して
いく。

国の補助事業で対応できない小
規模な維持・補修工事を行うもの
であるが、限りある予算中で、効
率的な実施方法を検討し、今後も
継続して実施していく。

●事業内容
国庫補助対象とならない漁港計画
の策定に必要な調査等を行う事
業。
●実施状況
新たな整備計画を策定するために
必要な調査など、公共事業で実施
できない調査・設計を行い基礎資
料を作成した。

●事業内容
漁港施設の従来の機能を回復させ
るための事業、及び人身・車両事
故等を未然に防止するための施設
を整備する事業。
●実施状況
防波堤、岸壁、道路などの漁港施
設で、老朽化した係船環や照明灯
の修繕、剥離した舗装の補修など
簡易な補修工事を行い、漁港利用
者の利便性と安全性の向上を図っ
た。

油濁事故発生に備え、連絡体制
や現況確認の体制強化等に引き続
き努める。

また、有明海においては、有明
海クリーンアップ事業を活用し、
引き続き、漂流・漂着ゴミに関す
る啓発に努め、水産公害対策に取
り組んでいく。

魚礁利用の促進を図るため、漁
業者を対象とした人工魚礁に関す
る情報を提供する現地研修会をよ
り効率的に開催するとともに、情
報発信先の見直しを図る。

藻場保全サイクルの円滑な推進
に向け、県営漁港・漁場施設にお
けるブルーカーボンクレジットの
認証に向けた調査や、漁港水域を
活用した新たな藻場造成を行うた
めの水域調査を効率的に推進す
る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
水産公害による漁業被害の防止と
軽減を図るため、廃棄物等の回収
除去や漁業環境美化啓発活動等を
実施する。
●実施状況
原因者不明の油濁被害に備え、(公
財）海と渚環境美化・油濁対策機
構と連携し、漁場油濁被害対策等
を行うとともに、有明海４県によ
るクリーンアップ事業を共同して
実施し、漁場の環境保全を推進し
た。

●事業内容
水産基盤整備事業により設置した
魚礁施設等の効果調査と利用促進
に係る調査を実施する。
●実施状況
魚礁施設等の利用促進及び効果的
な漁場造成のための知見蓄積を
図った。

●事業内容
藻場保全サイクルの円滑な推進に
向け、県営漁港・漁場施設におけ
るブルーカーボンクレジットの認
証に向けた調査や、漁港水域を活
用した新たな藻場造成を行うため
の水域調査を推進する。
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漁港修築費 漁港漁場課 改善

漁港漁村活性化対
策費（県営漁港）

漁港漁場課 改善

漁港漁村活性化対
策 費 （ 市 町 営 漁
港）

漁港漁場課 改善

漁港海岸自然災害
防止事業費

漁港漁場課 改善

海業チャレンジ応
援事業費

漁政課 改善

●事業内容
海業の取組に意欲のある漁協等に
県内外の先進事例などの情報提供
を行い、コンテンツ作り・磨き上
げ、立ち上がりを支援する。
●実施状況
漁協、市町、観光関係者などと連
携し、漁師体験や遊覧クルーズな
ど地域の特徴を活かした観光コン
テンツ作りを支援した。

漁港・漁村の基盤整備等と一体
的に整備することで漁港機能を高
める事業であるため、効果的な工
法等を検討し、今後も継続して実
施していく。

事業規模が小さく公共事業の採
択要件に満たない施設整備につい
て、必要な対策を遅滞なく促進す
るために実施しているものであ
り、地元関係者との調整を密に行
い、効果的に漁業活動の強化や安
全・防災減災対策に取り組み、今
後も継続して実施していく。

事業規模が小さく公共事業の採
択要件に満たない施設整備につい
て、必要な対策を遅滞なく促進す
るために実施しているものであ
り、地元関係者との調整を密に行
い、効果的に漁業活動の強化や安
全・防災減災対策に取り組み、今
後も継続して実施していく。

近年の気候変動に対応していな
い施設について、必要な対策を実
施するものであり、被害状況や災
害リスクを検討した上で、今後も
継続して実施していく。

令和6年度の実施結果、地元や関
係機関へのヒアリング等を踏ま
え、交流人口の拡大はもとより、
所得向上・雇用創出につながるよ
う、より効果的な支援内容を検討
していく。

●事業内容
補助対象外の事業で事業効果が高
い漁港施設を新設及び改良する事
業。
●実施状況
雑草が生え利用しづらかった漁港
用地の舗装や老朽化した護岸の改
良等を行い漁業就業者等、漁港利
用者の利便性と安全性の向上を
図った。

●事業内容
漁港等の高度利用のための整備や
安全な漁業地域づくりのための整
備を行う事業。
●実施状況
県営漁港において、漁港を利用す
る車両等が海中に転落することを
防止するための車止設置や作業環
境改善のための防風柵などの改良
工事を行い、漁業就業者等の漁港
利用時の安全性の向上を図った。

●事業内容
漁港等の高度利用のための整備や
安全な漁業地域づくりのための整
備を行う事業。
●実施状況
市町営漁港において、漁港を利用
する車両等が海中に転落すること
を防止するための車止設置などの
改良工事を行い、漁業就業者等の
漁港利用者の安全性の向上を図っ
た。

●事業内容
災害の発生を予防し、又は災害の
拡大を防止するために行う事業。
●実施状況
漁港環境施設用地背後の崖地から
発生している落石に対する落石防
止柵の整備や荒天時の越波に対す
るパラペットの嵩上げを行い、海
岸施設利用者の安全性を確保し
た。
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施策３　養殖業の成長産業化と加工・供給体制の強化

　事業群①　養殖業の成長産業化

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

な が さ き 型 マ ー
ケット・イン養殖
産地育成事業費

水産加工流
通課

改善

魚類養殖指導体制
整備費

水産加工流
通課

改善

有明海沿岸漁業不
振対策指導事業費

水産加工流
通課

改善

養殖技術ブレイク
スルー促進事業費

水産加工流
通課

改善

●事業内容
養殖業における課題解決に向け
て、民間のアイデアを積極的に活
用しながら技術開発・実証に取り
組む。

近年は餌・資材の高騰による収
益性の悪化や大規模な赤潮被害な
どにより、生産が不安定となって
いることから、こうした課題をク
リアして更なる成長産業化を進め
るよう改めて生産体制や経営体質
の強化について検討していく。

適正養殖認定業者についてはHP
やSNSで情報発信し、また、品評会
や販売促進イベントの実施結果を
踏まえて関係者と意見交換しなが
ら取組内容を見直し、本県産養殖
魚の更なる消費拡大につながるよ
うな情報発信やPRを行う。

有明海沿海3県のノリ養殖漁場観
測用のIoT機器導入状況等の他県の
優良事例を参考にしながら、より
効率的な調査手法について検討し
ていく。

R6年度の事業の進捗や養殖現場
の現状を踏まえ、養殖業の課題解
決に向けた公募テーマを選定す
る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
各養殖産地が関係機関と連携しな
がら、これまでのプロダクト・ア
ウト型の養殖業から、長崎県の特
性に応じたマーケット・イン型養
殖業への転換を図り、養殖業の成
長産業化を図る。
●実施状況
国内外の出荷先が求める利用形
態、質、量などの情報を能動的に
把握し、経営体が連携して需要に
応じた計画的な生産を行う取組
を、島原地区のワカメ、奈留地区
のマアジ、諫早湾のカキの県内３
地区で支援した。

●事業内容
魚類養殖の適正な指導を行うとと
もに、養殖業の振興に必要な補助
を行う。
●実施状況
長崎県かん水魚類養殖協議会等が
実施する養殖業者指導、養殖魚類
の消費拡大、適正養殖業者認定制
度の活用等の事業を支援した。

●事業内容
有明海で行われているノリ養殖に
関して、有明海沿岸３県及び国と
連携し、漁場調査の実施及び生産
状況の情報共有などを通じて、県
内のノリ養殖業者に対する指導及
び助言を実施する。
●実施状況
県南水産業普及指導センターを中
心として、濃密なノリ養殖漁場観
測を実施するとともに、国や有明
海関係３県との連携に基づく総合
的なノリ不作対策の検討や漁業者
に対する的確な情報提供と現地指
導を実施した。
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　事業群②　県産水産物の国内販売力の強化

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

水産加工振興対策
費

水産加工流
通課

改善

県産水産物国内販
売強化事業費

水産加工流
通課

改善

長崎のさかな魅力
発信事業費

水産加工流
通課

改善

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県産加工品の品質及び製造技術等
の向上と県民の水産加工品に対す
る認識を深めることで本県水産加
工業の振興を図るため、水産製品
品評会及び水産加工振興祭を開催
する事業。
●実施状況
11月に水産製品品評会を、12月に
長崎市内、佐世保市内において催
事を開催。本県水産加工品をPRす
ることで認知度向上を図った。

●事業内容
・水産バイヤー連携
水産バイヤーと連携して行う売れ
る商品づくりに関する経費を補
助。
･大口取引に対応した商品開発
商社や食品卸等と連携した新たに
行う大ロットの商品づくり等に関
する経費を補助。
・デジタル技術活用推進
デジタル技術を活用した商品の開
発、改良、生産、販売、管理等に
よる効率化に必要な設備・システ
ム等の導入に要する経費を補助。
●実施状況
・バイヤーとの連携及び大口取引
に対応した商品開発
首都圏の量販店や生協等と新商品
を開発、フェアを実施。
・デジタル技術活用推進
煮干し加工における異物除去工程
自動化のための画像選別機導入助
成を実施。

●事業内容
魚食普及の取組や、長崎県の魚愛
用店、県内外におけるPRなど県産
水産物の魅力を最大限発信するこ
とで更なる消費拡大を図る。
●実施状況
県産魚の魅力を発信する取組とし
て長崎県の魚愛用店PRキャンペー
ンの実施、地産地消イベント等へ
支援するとともに、長崎俵物をは
じめとする本県水産物の販売促
進・PRを実施し、消費拡大を推進
する。

長崎県水産加工振興祭水産製品
品評会は、県産水産加工品の品質
や製造技術の向上を図るため、今
後も引き続き開催していく。

また、令和6年度事業の実施状況
を踏まえ、認知度向上及び売上増
につながる追加の取組について、
高い利便性と集客能力を持つ開催
場所や費用対効果が見込める開催
方法等を改めて検討し、水産加工
業の振興を図る。

引き続きデジタル機器やソフト
ウェアの活用による省力化を図っ
ていくとともに、令和6年度の実施
状況を踏まえ、デジタル化の進展
を伴った変化する消費者ニーズを
的確に捉えた売れる商品づくりを
推進し、県産水産物の販売力強化
を図っていく。

引き続き現状の取組支援を継続
し、令和6年度の実施状況を踏ま
え、コロナ禍脱却に伴うイベント
手法等の変化やインバウンド・ス
タジアムシティ開業による交流人
口の拡大が見込まれることから、
大都市圏での商談会への支援や県
の魚愛用店におけるキャンペーン
等を実施し、水産県長崎としての
魅力発信を図っていく。

令和７年度の方向性
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　事業群③　県産水産物の国外販売力の強化

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎産水産物海外
販路開拓事業費

水産加工流
通課

改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
多様な国・地域への新規輸出支援
及び販促PRなどにより本県水産物
の海外販路開拓を促進する。

●実施状況
令和５年度は、ALPS処理水放出に
よる中国の日本産水産物の全面輸
入禁止の対策として、新たに「長
崎鮮魚」の香港・韓国への市場開
拓を実施した。また、東南アジア
及びEU向けへの輸出強化を目指す
生産者等の新たな取組の支援を
行った。

中国の輸入再開を視野に、本県
が他県に先がけて輸出再開できる
体制を維持するとともに、再開し
た折には、これまで実績がある市
場への信頼回復及び広域開拓を加
速させる。

また、本県産水産物の更なる輸
出拡大に向けては、新たな国や地
域への販路開拓が必要であり、
「長崎県水産物海外普及協議会」
構成員等と連携した販促PR活動や
新たな海外販路開拓にチャレンジ
する生産者や加工業者等による試
験出荷、市場調査、商談等への支
援を強化する。
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戦略３－１　人口減少に対応できる持続可能な地域を創る
　評価対象事業件数　110 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4 65 1 1 1 38

4% 59% 1% 1% 1% 34%

施策１　地域活動を行う多様な主体が支えあう、持続可能な地域づくりの推進

　事業群①　地域住民が主体となった集落・地域コミュニティの維持・活性化の推進

　事業群③　市町の行財政基盤の強化

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

5

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

地域コミュニティ
活力向上促進事業
費

地域づくり
推進課

改善

地域活性化人材支
援事業費

地域づくり
推進課

改善

地域コミュニティ
活力向上促進事業
費

地域づくり
推進課

改善

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
市町や地域住民の地域づくりにつ
いての機運醸成を行うため、市町
職員等を対象とした研修会の開催
や、市町の求めに応じたアドバイ
ザーを派遣するとともに、地域づ
くりの実践者が有する経験やノウ
ハウ等の共有を実施。
●実施状況
市町職員等を対象とした集落対策
研修会を計３回開催、アドバイ
ザー派遣を１４回実施したほか、
地域づくり実践者が有する経験や
ノウハウ等を共有するセミナーの
開催や情報発信を行った。

●事業内容
地域おこし協力隊の地域への定着
促進を図るため、県内で活躍する
協力隊（OBOGを含む）や市町職員
を対象とし、隊員の受入や任期後
の活動についてなどの相談支援や
研修会を実施。
●実施状況
隊員・市町向け研修会を計４回開
催、相談窓口の運営、アドバイ
ザーの派遣など、隊員等への支援
を実施したほか、情報発信により
隊員就任希望者に向けて県内の地
域おこし協力隊の取組等を周知し
た。

●事業内容
市町や地域住民の地域づくりにつ
いての機運醸成を行うため、市町
職員等を対象とした研修会の開催
や、市町の求めに応じたアドバイ
ザーを派遣するとともに、地域づ
くりの実践者が有する経験やノウ
ハウ等の共有を実施。
●実施状況
市町職員等を対象とした集落対策
研修会を計３回開催、アドバイ
ザー派遣を１４回実施したほか、
地域づくり実践者が有する経験や
ノウハウ等を共有するセミナーの
開催や情報発信を行った。

令和4年度から、地域運営組織の
設立に向けて研修会やアドバイ
ザー派遣等の取組を実施してきた
が、令和5年度実績では、設立団体
数158団体と前年度より26団体増
加、目標達成率 99％となってお
り、一定の成果があったものと考
える。

令和７年度の目標２２０団体を
目指すためには、アドバイザー派
遣や研修事業に継続的に取り組む
とともに、これまでの事業で培っ
てきたノウハウやネットワークを
生かしながら、地域コミュニティ
の活性化に資する取組を検討して
いく。

令和４年度から中間支援組織
（協力隊OBOG団体）との連携によ
り地域おこし協力隊支援事業を実
施し、定住率（総務省が公表）に
ついても令和３年度と比較して
３％の向上につながるなど、一定
の成果があったものと考える。

更なる定住者数の増加及び定住
率の向上が求められており、県に
おいては、広域的観点で研修会の
実施や優良事例の横展開のための
情報発信などを行っていく必要が
ある。そのため、引き続き中間支
援組織（協力隊OBOG団体）との連
携により、市町等職員の制度に対
する理解促進及び運用の適正化に
重点的に取り組み、ミスマッチ解
消による定住率向上を目指す。

令和4年度から、地域運営組織の
設立に向けて研修会やアドバイ
ザー派遣等の取組を実施してきた
が、令和5年度実績では、設立団体
数158団体と前年度より26団体増
加、目標達成率 99％となってお
り、一定の成果があったものと考
える。

令和７年度の目標２２０団体を
目指すためには、アドバイザー派
遣や研修事業に継続的に取り組む
とともに、これまでの事業で培っ
てきたノウハウやネットワークを
生かしながら、地域コミュニティ
の活性化に資する取組を検討して
いく。
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地域活性化人材支
援事業費

地域づくり
推進課

改善

ながさきプロボノ
チャレンジ推進事
業費

県民生活環
境課

改善

商店街等を核とす
る地域のにぎわい
創出支援事業

経営支援課 改善

商店街活性化指導
事業

経営支援課 改善

社会環境が厳しさを増す中、商
店街を地域のにぎわいの中心とし
て維持していくため、市町、商店
街関係機関との連携を一層強化
し、実効性のある支援制度の構築
を検討していく。また、モデル商
店街で構築した人材ネットワーク
の取組を検証し、他の商店街へ波
及させ、地域に求められ、持続可
能な商店街への変革を促す事業の
構築を検討する。

県内商店街振興組合の設立・運
営に関する指導や各種研修等に対
し補助する事業であり、商店街の
活性化・振興に資するものである
ため、今後も効果的な手法を検討
しながら、事業を継続する。

●事業内容
地域おこし協力隊の地域への定着
促進を図るため、県内で活躍する
協力隊（OBOGを含む）や市町職員
を対象とし、隊員の受入や任期後
の活動についてなどの相談支援や
研修会を実施。
●実施状況
隊員・市町向け研修会を計４回開
催、相談窓口の運営、アドバイ
ザーの派遣など、隊員等への支援
を実施したほか、情報発信により
隊員就任希望者に向けて県内の地
域おこし協力隊の取組等を周知し
た。

●事業内容
企業人材等の専門的な知識や経
験、ノウハウ等を有効活用し、Ｎ
ＰＯをはじめとした活動団体の運
営基盤強化・活動活性化につなげ
るための新たなモデルを創出す
る。
●実施状況
市町等関係者や団体への説明など
により事業の周知を行い、応募し
た団体の運営上の課題に対して、
プロジェクトとして支援した。

●事業内容
人口減少社会に対応する力強い商
店街の創出のため、ビジョン（将
来像、コンセプト）やその実現の
ための実施事業を盛り込んだ「商
店街活性化プラン」に基づく取組
及び商店街以外のエリアにおける
商業者等による地域活性化の取組
に対し市町と連携した支援を行
う。

●実施状況
市町に対し、補助金を交付した。

●事業内容
長崎県商店街振興組合連合会が行
う、商店街振興組合及び商店街振
興組合連合会の設立・運営等に関
する指導、商店街活性化のための
各種研修等について助成を行う。

●実施状況
長崎県商店街振興組合連合会に対
し、補助金を交付した。

令和４年度から中間支援組織
（協力隊OBOG団体）との連携によ
り地域おこし協力隊支援事業を実
施し、定住率（総務省が公表）に
ついても令和３年度と比較して
３％の向上につながるなど、一定
の成果があったものと考える。

更なる定住者数の増加及び定住
率の向上が求められており、県に
おいては、広域的観点で研修会の
実施や優良事例の横展開のための
情報発信などを行っていく必要が
ある。そのため、引き続き中間支
援組織（協力隊OBOG団体）との連
携により、市町等職員の制度に対
する理解促進及び運用の適正化に
重点的に取り組み、ミスマッチ解
消による定住率向上を目指す。

県民ボランティア活動支援セン
ターや、県と連携協定を締結した
認定ＮＰＯ法人サービスグラント
とともに、ＮＰＯ・ボランティア
団体の課題解決に資する情報発信
や人材確保に努め、団体の運営基
盤強化につなげるとともに、支援
事例の周知広報を図っていく。
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　事業群②　持続可能な社会の構築のための環境保全活動の促進や環境教育等の推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

環境保全活動推進
事業費

県民生活環
境課

改善

　事業群④　県民と共に取り組むＳＤＧｓの推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ＳＤＧｓ普及推進
事業費

政策企画課 改善

SDGsの普及啓発に向け、セミ
ナーの実施や「長崎県SDGs登録制
度」における登録企業等の拡大、
「長崎県SDGsポータルサイト」の
さらなる充実を図る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
環境保全活動の大切さや重要性を
広く県民に啓発するため、地域団
体や学校等への環境アドバイザー
派遣、環境関連イベントへのブー
ス出展、環境学習総合サイト等に
よる、環境活動・イベント・人材
等の情報を発信するほか、幼児向
けの環境保全活動指導者養成講座
の開催により人材育成等を図る。
●実施状況
環境アドバイザーの派遣や環境学
習総合サイト等による情報発信を
実施するとともに、指導者養成講
座を開催し人材育成を図った。

親子で取り組む環境保全活動の
場を創出するなど、より若い世代
が環境問題に関心を持ち取り組ん
でいけるよう、市町等と連携し
て、新規環境アドバイザーの掘り
起こしや指導者研修会の内容見直
しを行い、あらゆる世代におい
て、環境保全への意識向上を図る
取組を継続していく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県民や企業等に対しＳＤＧｓの普
及啓発及び認知度向上を図るた
め、出前講座・セミナーの実施、
「長崎県SDGs登録制度」の運用及
び「長崎県SDGsポータルサイト」
の運営を行う。
●実施状況
出前講座・セミナーを2回実施し、
登録制度の令和5年度募集では90件
を新規登録した。ポータルサイト
の運営については、登録事業者の
取組内容や、イベント等の情報発
信を行った。
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施策２　地域の活力と魅力にあふれる農山漁村づくり

　事業群①　農山漁村集落に人を呼び込む仕組みづくり

　評価対象事業件数　15 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

10 5

67% 33%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ながさき森林環境
保全事業（県民参
加の森林づくり）

林政課 現状維持

ボランティアと農
山村集落の共働に
よる集落維持活動
事業

農山村振興
課

改善

離島漁業再生支援
費

漁政課 改善

漁業と漁村を支え
る人づくり事業

水産経営課 改善

令和７年度の方向性

計画に対して約3倍の実績となっ
ているため、引き続き、木育や緑
化活動等、森林環境教育の知識・
経験を持った指導者をフォレスト
マスターとして登録し学校等に派
遣する。

長崎県版 SDGs登録企業に対し
て、企業のイメージアップにつな
がっている事例の情報提供等を行
い、参加企業の確保と取組み集落
の拡大につなげる。

令和6年度が終期となっている離
島漁業再生支援交付金及び新規就
業者特別対策交付金は、令和7年度
以降の対応について、国における
見直しの方向を踏まえて検討す
る。特定有人国境離島漁村支援交
付金においては、より効果的な雇
用創出に結びつく活用ができるよ
う、観光部局と連携した海業の振
興等を進める。

新規就業者確保に向け、情報発
信の方法と県主催の水産業就業支
援フェアの開催方法の見直しを行
う。福岡県での就業支援フェアは
令和6年度が初めての取組であるた
め、実績を基に見直しを行う。

また、市町の水産担当部署に加
え移住担当部署との連携を強化す
ることで、漁業就業に向けた支援
のみならず、移住希望者への支援
を進める。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
市町が実施する公共施設の木造・
木質化、地域林・里山林整備、森
林のめぐみの普及・啓発に対する
取組や、森林ボランティア団体、
学校等が実施する植樹や森林教育
等の取組を支援する。
●実施状況
木育や緑化活動等、森林環境教育
の知識・経験を持ったフォレスト
マスターを小中学校や保育園等へ
派遣した。

●事業内容
県がボランティア支援センター
（NPO法人）に委託して、社会貢献
に前向きな企業等を募集し、農業
用水路やため池等の維持管理が困
難となっている集落に派遣し、農
山村集落の住民との共働による保
全活動を実施する。
●実施状況
企業等と集落とのマッチングを行
い、合計で１８集落において保全
活動を実施した。

●事業内容
離島漁業の再生を図るため、漁場
の生産力向上や漁業の再生に関す
る実践的な取組を支援する。
●実施状況
次の取組を行う漁業集落に対し、
市町を通じ交付金を交付した。
①漁業の生産力向上や漁業の再生
に関する実践的な活動
②新規就業者に対する漁船等リー
ス
③特定有人国境離島地域における
雇用創出活動等

●事業内容
就業希望者の呼び込みから就業ま
でスムーズで切れ目のない支援体
制と、漁村を生活の場として定着
し、暮らし続けることができる漁
村づくりを推進する。
●実施状況
漁村の魅力やイベントの情報発
信、就業支援フェアの開催などよ
る県内外からの漁業就業希望者の
呼び込み、新規漁業就業希望者の
受入れと技術習得支援などに取り
組んだ。
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ながさきｄｅ農業
ＩＪＵ推進事業費

農業経営課 改善

中山間地域等直接
支払費

農山村振興
課

改善

多面的機能支払事
業

農山村振興
課

改善

中山間ふるさと活
性化基金

農山村振興
課

改善

ながさき森林環境
保全事業（環境保
全林緊急整備）

林政課 改善

産地情報やロールモデル（先輩
農業者）等の情報を充実させると
ともに、就農に向けた研修前の農
業体験の受入等産地の受入体制整
備や取組強化を図る。

令和７年度からスタートする第
６期対策は改定が行われるので、
制度内容の周知と取組拡大を支援
していく。また、近隣集落との連
携、事務局機能や農地保全活動の
共同化等の推進を図るとともに、
多様な組織や非農家の参画を促進
し、共同活動が継続できる体制づ
くりを支援する。

令和７年度より第３期対策が開
始になり、制度の内容が一部拡充
される予定となっている。特に一
定要件を満たす場合、土地改良区
が実施主体になれるよう改正が予
定されており、本制度と土地改良
区の結びつきが強くなることが想
定されるため、多面的機能支払交
付金に取り組んでいない土地改良
区を中心に本制度への新規取組を
推進することにより取組面積の拡
大を図っていく。

市町に対して事業内容や指導員
の役割を十分に説明することで指
導員の掘り起こしを推進するとと
もに、「ボランティアと農山村集
落の協働による集落維持活動事
業」による関係人口の増加等新た
な人材の呼び込みを図る。

未整備となっている里山林につ
いて、森林所有者や地元住民への
説明を行いながら事業実施の合意
形成を図っていくことで、より身
近で親しみやすい里山林整備を実
施する。

●事業内容
移住就農者の拡大に向け、本県農
業の魅力や相談・支援策等の情報
発信を強化するとともに、就農の
イメージを具体化するためのオン
ラインセミナーや体験メニュー等
を充実する。
●実施状況
移住就農希望者等に対し、意欲あ
る市町への移住就農を促進するた
め、情報発信や受入体制整備、移
住促進対策を実施することで、県
外からの新規就農者の増大を図っ
た。

●事業内容
中山間地域等において農業生産活
動を継続的に行うため、耕作放棄
地の発生防止や県土の保全、水資
源のかん養、自然環境の保全等の
多面的機能の増進を図る。
●実施状況
１９市町において、９３１協定が
農業生産活動等を継続するための
活動（耕作放棄の発生防止、水路
等の管理活動等）を各々の地域で
実施した。

●事業内容
地域共同で行う農業・農村が有す
る多面的機能の維持・発揮を図る
活動や地域が有する水路、農道等
の共同施設の補修や長寿命化のた
めの施設更新をすることにより地
域資源の質的向上を図る。
●実施状況
２０市町において、２７８組織が
農地維持活動、資源向上活動（共
同、長寿命化）を各々の地域で実
施した。

●事業内容
農地や土地改良施設の利活用を基
本とする地域住民の共同活動（地
域住民活動）や、この活動を推進
する人材の育成、都市住民も含め
た保全活動などを支援する。
●実施状況
指導員研修会の開催及び中山間地
域の情報誌の配布を実施した。

●事業内容
公益的機能を確保するために重要
な森林のうち、森林所有者による
森林の管理が困難なものについ
て、里山林の整備を実施し、森林
の機能を適正に維持する。
●実施状況
市町、集落と連携し、荒廃した里
山林等を整備することにより、身
近で親しみやすい里山づくりを実
施した。
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鳥獣害に強い地域
づくり推進事業費

農山村振興
課

改善

野生鳥獣管理事業
費

農山村振興
課

改善

●事業内容
農作物被害軽減のため、防護柵設
置や捕獲機器の整備、捕獲に係る
経費の助成、被害防止３対策（防
護・棲み分け・捕獲）、人材育成
等を総合的に支援する。
●実施状況
普及指導員・イノシシ対策A級イン
ストラクターによる指導のもと、
地域自らが集落ぐるみで3対策に取
り組み、農作物被害軽減を図っ
た。また、広域的な対策の推進、
新技術の実証、人材育成により、
市町が被害防止計画に基づき推進
する３対策の戦略的な実施を支援
することで、農山村地域での安全
安心な生産・消費活動の実現と、
鳥獣被害に負けない元気な中山間
地域づくりに取り組んだ。

引き続き、地域自らが集落ぐる
みで取り組む総合的な３対策（防
護・棲み分け・捕獲）を支援し、
効果的かつ効率的な実施による被
害の軽減を図る。

引き続き、ニホンジカの生息密
度についてモニタリング調査を実
施する。

また、環境省の交付金事業であ
る指定管理鳥獣捕獲等事業を活用
し、特にニホンジカについては第
二種特定鳥獣管理計画に掲げる生
息密度の削減目標を達成するため
に、より効率的な捕獲方法を実
証・普及する。

さらに、地元の捕獲体制の整備
や捕獲技術の向上など、市町や地
域住民と一体となって進めてい
く。

●事業内容
イノシシやシカなど生息数が増加
し、被害が深刻化している野生鳥
獣の管理のため、捕獲技術の向上
研修や個体数密度調査などを行
う。また、指定管理鳥獣捕獲等事
業を活用して、シカの効果的な捕
獲手法の実証に取り組む。
●実施状況
新規のわな免許取得者や銃猟免許
所持者に対する技術向上研修を実
施した。また、ニホンジカについ
て他地域実績のある捕獲手法やICT
を活用した管理手法等の紹介など
の研修を実施した。
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　事業群②　農山漁村地域全体で稼ぐ仕組みづくり

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

7

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎県飼料増産推
進事業費

畜産課 改善

未来につなぐ次世
代集落営農育成推
進事業費

農業経営課 改善

農山村インバウン
ド等誘客拡大支援
事業

農山村振興
課

改善

育成された集落営農法人･組織が
抱える構成員の高齢化や後継者不
足等の課題解決するため、次世代
につなげられるよう後継者確保や
人材育成等を支援し、未来につな
ぐ集落営農法人等の育成を推進す
る

農泊実践者の高齢化に伴う農林
漁業体験民宿数の減少や新型コロ
ナの影響により、宿泊者数、日帰
り体験者数ともに大幅に減少し、
売上額が低迷している。今後は、
農泊実践者の課題解決につながる
研修・交流会の開催や新規実践者
を確保するための開業セミナー等
を開催し、受入体制を整備する。
また、需要拡大が見込まれるイン
バウンド誘客拡大に向け、観光部
局と連携した情報発信や受入体制
の整備を支援する。

●事業内容
集落営農組織・法人が次世代につ
なげられるよう後継者確保や人材
育成等を支援し、未来につなぐ集
落営農法人等の育成を推進する。

●事業内容
農泊について、今後の需要拡大が
見込まれるインバウンドの誘客拡
大を図るため、地域での受入体制
の整備を支援するとともに、新規
実践者の確保のためのセミナー等
各種研修会を開催する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
生産効率の更なる向上のため、他
産業からの参入・モデル化を念頭
に、組織化のネックとなっている
飼料生産に係る機械導入等の支援
を拡充することで、組織化並びに
省力化の推進を行い、生産基盤の
維持拡大を図る。

高齢化、担い手不足が問題と
なっており、労力不足が懸念され
ている。本事業では飼料生産組
織、ヘルパー組合の組織設立、運
営強化を行う。また、他産業（ド
ローン会社等）を利用するなどし
て生産基盤の強化を図る。

稼ぐ農山村チャレ
ンジ支援事業

農山村振興
課

●事業内容
農産物直売所を、地域活性化に貢
献する集落維持及び販売交流拠点
へと発展させるために、直売所の
運営者等の人材育成や生産対策な
どの機能強化を図る。また、実践
団体等で組織する長崎県グリー
ン・ツーリズム推進協議会活動と
併せて、情報発信や研修会開催等
により農泊を推進することで、農
山漁村地域の活性化を図る。
●実施状況
農産物直売所を、地域活性化に寄
与する交流拠点へ育成するため、
直売所の運営者等を対象としたセ
ミナー等の開催、地域活性化に貢
献する直売所へのステップアップ
に向け経営基盤強化に取り組む直
売所への支援を行った。
農泊について、国内外からの誘客
促進に向けた情報発信、実践者の
人材育成等による受入体制の整
備、教育旅行の誘客促進等を支援
した。

改善

　直売所・地産地消・産品づくり
支援等の取組により、アグリビジ
ネスの販売額は目標値を上回って
いる。しかし、農山村地域を取り
巻く状況は人口減少や少子高齢化
の進行等により厳しい状況が続い
ている。
　農山村地域の交流拠点を担う農
産物直売所への発展に向け、関係
者と連携を図り、地域に応じた直
売所の支援を行っていく。
　県産農林畜水産物の利用推進を
図るには、消費者が県産食材を安
心して購入することや楽しむこと
ができる販売店・飲食店の増加に
取り組む必要がある。そのため、
長崎ブランド構築プロジェクトの
状況を勘案しながら、他部局との
連携や情報発信強化を図り、引き
続き地産地消の推進に取り組む。
　これまで支援してきた産品が地
域活性化に寄与するよう、生産、
販路拡大に向けた支援を行うと共
に、自走に向けた体制づくりに取
り組む。
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長崎四季畑魅力発
信事業費

農産加工流
通課

改善

海業チャレンジ応
援事業費

漁政課 改善

離島漁業再生支援
費

漁政課 改善

施策３　地域の医療、介護等のサービス確保

　事業群①　医療提供体制の構築－１（地域医療構想の実現）

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

7

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

医療機能分化・連
携の推進事業（医
療介護基金）

医療政策課 改善

地域医療構想推進
事業費

医療政策課 改善

地域医療構想の実現を図るた
め、R6年度から事業内容の見直し
を行ったところであり、制度の周
知や、医療機関からの病床機能再
編に関する相談に対して積極的な
事業活用を促すことで、医療機関
の機能分化・連携を推進してい
く。

地域における課題等の協議を進
めるため、医療や介護等の地域の
関係者からなる専門部会やWGを積
極的に活用した会議運営を実施す
る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
・地域で不足する回復期機能の病
床への転換を進めるため、医療機
関に対して支援を行う。
●実施状況
・回復期機能の病床への転換に必
要な費用への支援を行ったほか、
医療機関の自主的な取り組みによ
る病床削減に対して支援を行っ
た。

●事業内容
・医療、介護関係者から構成され
る「地域医療構想調整会議」を開
催する。
●実施状況
・各医療圏ごとに「地域医療構想
調整会議」を開催し、地域医療構
想の実現に向けた課題等の共有を
図った。

「長崎四季畑」が農産加工品の
リーディングブランドとなるよ
う、販売店と連携したプロモー
ションに加え、効果的な媒体を通
して、四季畑の認証制度のこだわ
り等を消費者に伝えるプロモー
ションを強化する。

令和６年度の実施結果、地元や
関係機関へのヒアリング等を踏ま
え、交流人口の拡大はもとより、
所得向上・雇用創出につながるよ
う、より効果的な支援内容を検討
していく。

令和6年度が終期となっている離
島漁業再生支援交付金及び新規就
業者特別対策交付金は、令和7年度
以降の対応について、国における
見直しの方向を踏まえて検討す
る。特定有人国境離島漁村支援交
付金においては、より効果的な雇
用創出に結びつく活用ができるよ
う、観光部局と連携した海業の振
興等を進める。

●事業内容
本県農産加工品の知名度向上及び
原料となる県産農産物の生産振興
につなげるため、全国に誇れる商
品を『長崎四季畑』として認証
し、認証商品のＰＲや販売支援等
に取り組む。
●実施状況
TVCM放映や空港でのデジタルサイ
ネージ配信や県内外の販売店での
フェア開催などのPRを実施。また
事業者に対し、WEBアドバイス会や
個別商談開催など販売額向上に向
けた支援を実施した。

●事業内容
海業の取組に意欲のある漁協等に
県内外の先進事例などの情報提供
を行い、コンテンツ作り・磨き上
げ、立ち上がりを支援する。
●実施状況
漁協、市町、観光関係者などと連
携し、漁師体験や遊覧クルーズな
ど地域の特徴を活かした観光コン
テンツ作りを支援した。

●事業内容
離島漁業の再生を図るため、漁場
の生産力向上や漁業の再生に関す
る実践的な取組を支援する。
●実施状況
次の取組を行う漁業集落に対し、
市町を通じ交付金を交付した。
①漁業の生産力向上や漁業の再生
に関する実践的な活動
②新規就業者に対する漁船等リー
ス
③特定有人国境離島地域における
雇用創出活動等
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地域医療構想を担
う人材の開発講座
事業費（医療介護
基金）

医療政策課 改善

在宅医療確保推進
事業費（医療介護
基金）

医療政策課 改善

人生の最終段階に
おける医療・ケア
体制推進事業（医
療介護基金）

長寿社会課 改善

在宅歯科医療地域
連携支援事業（医
療介護基金）

長寿社会課 改善

●事業内容
・地域医療構想の実現・地域包括
ケアシステムの充実に向け、今
後、需要の増加が見込まれる在宅
医療に対応できる体制整備を図る
ため、市町が行う在宅医療の設備
整備事業等に対する支援を行う。
●実施状況
・西海市に対し、今後、域内の複
数病院等で連携を図り、在宅医療
を提供できるよう、必要な医療設
備整備に対し助成した。

●事業内容
・医療と介護の両方を必要とする
状態の高齢者が、住み慣れた地域
で在宅医療を受けられる体制の構
築を図るため、地域の核となる人
材の養成、在宅医療に関わる医
療・介護等に係る専門職及び地域
住民への在宅医療の周知啓発、施
設管理者に対するＡＣＰ研修を行
う。
●実施状況
・人材養成のための研修会を2回、
市町が行う研修会への講師派遣を7
件、施設管理者に対する研修会を2
回行った。

●事業内容
・各地域における歯科医師や歯科
衛生士の地域包括システムの充実
に向けた活動への参画を促すこと
により在宅歯科医療を推進するた
め、口腔リハビリインストラク
ター養成研修修了者である歯科医
師等が地域の専門職と協働して企
画する地域連携研修、歯科衛生士
に対する口腔ケアの質の向上及び
多職種連携にかかる研修を実施す
る。
●実施状況
・歯科医師等と他専門職との地域
連携研修を１回、歯科衛生士に対
する多職種連携研修を１回実施し
た。

各医療機関の協力を得ながら、
DPC等のデータ分析を更に深化させ
るとともに、地域医療構想を推進
していく中で各医療機関の立ち位
置について検討を行い、医療機関
の機能分化・連携体制を促進す
る。また、講演会や勉強会を開催
する等、地域医療構想についての
知見を深める。

今後、県内の在宅医療の需要
は、高齢化に伴い、R22年前後を
ピークに増加傾向となる見込みで
あるが、多くの地域で在宅医療従
事者の高齢化や人口減少により担
い手確保が難しくなってくること
から、他の医療機関や、訪問看護
ステーション、介護施設、薬局な
どの他職種との連携促進を強化し
ながら、持続可能な提供体制を構
築する必要がある。医療・介護資
源の量や地理的状況等、地域に
よって現状や課題が異なるため、
各市町ごとに課題分析を行い、各
市町等と意見交換しながら、将来
を見据えた在宅医療供給体制の整
備に向け取組を検討する。

令和６年度に策定する介護従事
者が勤務する施設でのACPの実践に
関する研修カリキュラムの内容に
ついて、モデル地域での研修を行
いながら内容の再検証等を行い、
将来的には全県的な活用につなげ
る。

地域包括ケアシステムの中で口
腔リハビリテーションインストラ
クターが活躍できるように、地域
の中で他職種と協働し、これまで
参加が少なかった地域や、新たな
連携課題の解決を目指す地域で研
修会を行うなど、多職種連携のさ
らなる強化を図る。

●事業内容
・地域医療構想の実現に向け、医
療機能の分化・連携を推進するた
め、地域の医療・介護関係者によ
る連携会議や勉強会・講演会を開
催する。
●実施状況
・R5年度は新型コロナウイルス感
染症の感染症法上の位置付けが5類
に移行され、その準備や対応等で
医療機関の対応が難しかった中、
企画会議を2回開催した。
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在宅医療・多職種
連携に関わる薬剤
師の支援事業（医
療介護基金）

薬務行政室 改善

　事業群①　医療提供体制の構築－２（医療提供体制の構築）

　評価対象事業件数　21 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 14 1 4

10% 66% 5% 19%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ドクターヘリ運営
事業費

医療政策課 拡充

広域災害・救急医
療情報システム費

医療政策課 改善

持続可能な医療体
制確保事業

医療政策課 改善

#7119(救急安心センター事業）
と#8000（子ども医療電話相談セン
ター）の連携を検討し、さらなる
救急車の適正利用と救急医療機関
の適切な受診を促進する。

●事業内容
地域偏在などの課題が顕在化して
いる救急医療について、将来にわ
たり持続可能な医療提供体制の構
築を図るため、実態調査を踏まえ
た検討・取組を行う。
●実施状況
・救急医療実態調査を行い、将来
の救急医療需要の予測分析を行っ
た。
・救急医療情報システムを再構築
し、救急医療施設の救急受入体制
の連携を図った。
・上手な医療のかかり方を普及啓
発するため、リーフレットを作成
し、医療機関等に配布・設置し
た。

薬機法改正により、在宅医療へ
の薬剤師の関わりはますます重要
となることから、県薬剤師会と連
携した取り組みにより、研修テー
マを追加、変更しながら、地域包
括ケアシステム構築における薬剤
師を養成し、地域包括ケアシステ
ムの一翼を担う地域連携薬局認定
への取組を推進する。また、研修
を受講した薬局を追跡し、認定薬
局取得に向けたフォローアップ
（取得説明等）することで認定取
得の掘り起こしを行う。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
患者の救命率向上や重い後遺症を
防ぐため、ドクターヘリを運航す
る。
●実施状況
消防本部等からの要請によりドク
ターヘリを出動させ、救急患者に
対して救急現場及び搬送中に適切
な処置・治療を行い、救命率の向
上や後遺症の軽減を図った。

●事業内容
災害医療・救急医療情報システム
の円滑な運営を行い、県内の災
害・救急医療体制の充実を図る。
●実施状況
災害医療・救急医療に関する情報
システム等を整備することによ
り、災害時・救急時の医療を確保
した。

●事業内容
・医療的ケア児の多職種連携や在
宅における服薬支援など、質の高
い在宅医療の提供を図るための薬
剤師を養成する。
●実施状況
・医療的ケア児多職種連携研修会
や在宅における服薬支援研修会、
質の高い在宅医療を提供するため
の研修を県下4箇所で開催し、在宅
医療において各地のリーダーとな
る薬剤師を養成した。

ドクターヘリを含む救急患者の
搬送体制について、関係機関等と
継続した協議を行う。また、ヘリ
出動中で救急搬送要請に対応でき
なかった約150件/年及び高齢化に
伴い、年々増加する救急搬送要請
（2035年まで増加見込み）に対応
するため、令和7年度からドクター
ヘリの2機目を運航予定。

令和5年度に、県内における災害
研修・訓練の企画・立案を行う
DMATインストラクターの資格取得
支援事業を新たに追加した。より
多くの資格取得希望者に支援を受
けてもらうため、希望者に直接、
事業案内を行う等の工夫を行い、
災害時の更なる体制強化に努めて
いる。また、長崎県災害医療ロジ
スティクス検討部会と連携し、広
域搬送拠点臨時医療施設（SCU）の
展開訓練を行い、災害時の医療提
供体制の強化を図る。なお、広域
災害医療情報システムを用い、県
内の災害に対する脆弱性を有する
病院のリスト化に取り組む。

また、救急医療情報システムに
ついては、引き続き安定的・効果
的なシステム運用を図っていくと
ともに、確実な情報入力を医療機
関等に働きかけていく。

132
130



感染症予防対策事
業

地域保健推
進課

拡充

結核予防対策事業
地域保健推
進課

改善

肝炎対策事業費
地域保健推
進課

改善

がんとともに生き
る事業

医療政策課 改善

引き続き、感染症の発生動向調
査を行いながら、感染症について
の普及啓発や感染防止対策の周知
等の対策を講じることで、県民の
感染症予防意識の醸成等に寄与す
る。

さらに、令和5年度に改定した予
防計画や、その目標値に基づき、
平時から、次の感染症危機に備え
た医療提供体制や療養体制の確
保、人材育成、必要物品の備蓄等
を行い、計画の進捗を管理してい
く。また、令和7年度はR6.4に改正
された新型インフルエンザ等特別
措置法に基づき、新たに衛生資材
の備蓄体制を確立し、マスク等の
備蓄を開始する。

引き続き、県民に対して結核の
正しい知識の普及や疫学調査及び
結核菌分子疫学的調査の解析結果
等をもとに結核の伝播経路等の検
証を行い、効果的な結核対策を行
う。加えて、結核患者への適切か
つ確実な服薬支援を実施し、感染
の拡大・薬剤耐性菌の出現を防止
する。

また、県内市町等と連携し市町
の広報誌や結核予防週間（9月24日
～39日）に係るチラシやポスター
を配布し、結核定期健康診断の受
診率の更なる向上を図る。

肝疾患診療連携拠点病院である
長崎医療センターと連携し、肝炎
医療コーディネーターの養成のた
めに研修会を実施し、関係機関へ
の配置促進や、肝炎医療コーディ
ネーターの配置機関の公表をおこ
なうことで、正しい知識の普及、
肝炎ウイルス検査の促進・早期発
見・早期受診につなげていく。

肝炎ウイルス検査のフォロー
アップ（受診勧奨）に関しては、
各保健所との連携を行い、継続的
に定期検査を受検するようフォ
ローアップを行う。

市町や協力協定企業、事業主等
関係者、がん拠点病院等と意見交
換をしながら、効果的な検診受診
率向上対策の実施や、がん患者の
相談支援体制を構築する。

●事業内容
感染症の発生情報の正確な把握と
分析、その結果を県民や医療関係
者等へ提供し、感染症に対する有
効かつ的確な予防・診断・治療に
かかわる対策を図り、総合的な感
染症対策を推進する。
●実施状況
長崎県内の感染症発生状況を週報
５２回＋月報１２回の計６４回、
県感染症情報センターから発信し
た。また、感染症対策全般につい
ての人材教育、普及啓発活動を通
じて感染症の予防を図った。

●事業内容
・結核患者の管理健診及び患者の
接触者に対する健診の実施
・普及啓発活動（広報、高齢者施
設従事者等への啓発等）
●実施状況
・管理健診実施率：98.9％接触者
健診受検率：100％
・普及啓発活動：結核予防週間に
おける広報誌への掲載、ポスター
等の掲示、高齢者施設職員等への
講話の実施

●事業内容
肝炎の早期発見のため、委託医療
機関にて肝炎ウイルス無料検査を
実施し利便性の向上を図ること
で、受診機会の拡大を図る。ま
た、肝炎患者及び医療関係者等へ
の情報提供等を実施する。
●実施状況
保健所や委託医療機関の肝炎ウイ
ルス検査で陽性となった方へ受診
勧奨等のフォローアップを行い、
早期治療の促進を図った。肝疾患
診療地域連携体制強化事業とし
て、肝疾患診療連携拠点病院であ
る長崎医療センターへ委託し、肝
炎医療コーディネーター養成研修
会を開催した。

●事業内容
県がん対策推進計画に基づき、県
内のがん検診の精度向上及びがん
診療の水準向上や均てん化の推進
を図る。
●実施状況
質の高いがん医療の提供体制確保
のため、がん診療連携拠点病院等
の医療従事者に対する研修実施
や、がん患者の相談支援の体制整
備、妊孕性温存療法等にかかる医
療費助成を行った。また市町や医
療機関へのがん検診精度管理等に
かかる研修会実施や、がん検診受
診率向上のための普及啓発等を実
施した。

133
131



障害者歯科診療・
休日歯科診療事業

国保・健康
増進課

改善

予防接種対策事業
費

地域保健推
進課

改善

誰一人取り残さな
いがん対策事業

医療政策課 改善

循環器病対策事業 医療政策課 改善

救急安心センター
事 業 （ ＃ ７ １ １
９）

消防保安室 改善

薬務行政費 薬務行政室 改善

歯なまるスマイルプランⅢに基
づき、誰一人取り残さないユニ
バーサルな歯科口腔保健を実現す
るため、障害者の歯科保健と歯科
診療を一体的に捉えて事業のあり
方を検討していく。

令和5年度には、再接種費用の助
成制度創設自治体が１９市町まで
拡大した。引き続き、目標の県内
２0市町を目指し、実施意向を示し
ていたが制度未設置の市へ働きか
ける。

新たに構築するがん検診のWEB予
約方法や、精密検査登録医療機関
等の周知と併せ、各市町と協議の
うえ、人が多く集まる場所や土日
での検診実施等、働く世代が受診
しやすい対策等、検診受診率向上
対策を検討し周知啓発の強化を図
る。

県民への疾患や予防にかかる情
報提供のみならず、各地域の医療
機関の診療及び患者支援機能の向
上をさらに図るため、地域の病
院、かかりつけ医との連携強化を
図る。

令和６年度の事業実績をもと
に、次年度以降の事業の在り方
や、仕様書等の見直しなどをおこ
ない、引き続き事業を継続する。

関係機関と連携し地域医療を推
進するため、在宅医療等に対応で
きる地域連携薬局等の整備促進を
図るとともに、無承認無許可医薬
品の買上調査等を継続して実施
し、県民の健康被害の防止に努め
ていく。

新たに設定された国の後発医薬
品の使用促進に関する数値目標を
踏まえ、関係団体等から構成され
る協議会の中で検討・協議を行い
ながら、新たな施策に取り組む。

災害薬事コーディネーターが有
事の際に各地域の実情に応じて対
応できるよう、近年発生したした
大規模災害の教訓・知見を踏ま
え、研修会の内容を見直しながら
継続して実施し、コーディネー
ターの資質向上を図っていく。

●事業内容
県脳卒中、心臓病等の循環器病患
者を中心とした包括的な支援体制
を構築するため、専門的な知識を
有し、県内の情報提供、相談支援
等の中心的な役割を担う「脳卒
中・心臓病総合支援センター」を
設置する。

●事業内容
急病やけがの場合に、病院に行く
べきか、救急車を呼ぶべきかを住
民が電話で相談できる窓口を運営
する。
●実施状況
令和６年８月から事業を開始し、
相談を受け付けている。

●事業内容
流通している無承認無許可医薬品
（医薬品成分を含む健康食品）の
買上検査や各種公報活動を実施す
るとともに、ジェネリック医薬品
の使用促進を図る事業を行う。ま
た災害時に備え、備蓄医薬品の更
新や災害薬事コーディネーターの
養成・資質向上を図る。
●実施状況
・流通している無承認無許可医薬
品（医薬品成分を含む健康食品）
の買上検査を実施した。
・ジェネリック医薬品を使用促進
するための協議会及び研修会を開
催した。
・災害備蓄医薬品を購入し適正備
蓄を行ったほか、県薬剤師会等と
連携して災害薬事コーディネー
ターの資質向上のための研修会を
行った。

●事業内容
骨髄移植等の造血間細胞移植によ
り、移植前に獲得した免疫が低下
又は消失した方へ再接種費用の助
成を行う市町に対し、県が助成
（1/2補助）を行う。
●実施状況
令和5年度には、長崎市および島原
市より本事業による補助金交付申
請があり、助成を行った。

●事業内容
県がん対策推進計画（第4期）に基
づき、働く世代や若年層の受診定
着を図るため、がん検診のWEB予約
システムの環境整備やターゲット
ごとの受診勧奨等周知啓発を行
う。また、若年がん患者の療養支
援等を行う。

●事業内容
長崎県における障害者等の歯科医
療を確保するため、障害者歯科診
療及び休日歯科診療を実施し、県
民の口腔衛生の維持向上を図る。
●実施状況
長崎県歯科医師会に委託し、障害
者の歯科診療及び休日における歯
科診療の確保を行った。
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献血及び骨髄移植
推進費

薬務行政室 改善

麻薬指導取締費 薬務行政室 改善

毒物及び劇物指導
取締費

薬務行政室 統合

臓器移植対策事業
国保・健康
増進課

改善

血液の安定供給を確保するた
め、引き続き関係機関と連携し、
高校生を中心とした若年層に対す
る献血普及啓発活動を強化してい
く。併せて、保護者の理解を得ら
れれば高校献血の後押しとなるた
め、PTA等の団体とも協力し、保護
者への献血啓発も推進していく。

骨髄ドナー登録者数を維持・増
加させるため、骨髄ドナー提供者
の環境整備や登録者確保の啓発活
動を継続して実施する。

本事業は医療に必要不可欠な麻
薬及び向精神薬を適正に使用し、
乱用による弊害を防止することを
目的としており、違反や重大な事
故を防止するために継続して事業
を実施する必要がある。

令和６年度以降は、薬事監視指
導費に統合し、農薬危害防止運動
期間を中心に、講習会等を通して
適正な取り扱いや販売について指
導を行い、事故防止対策を図って
いく。

臓器提供は継続的に行われてお
り、臓器提供者とその家族、医療
機関との連携が円滑に行われるた
めに臓器移植コーディネーターの
存在は不可欠である。臓器提供の
情報は、多くが家族の承諾による
ものであり、提供者本人の意思表
示の携帯、臓器移植の理解につい
て、これからも県民に普及啓発を
継続する必要がある。また、臓器
移植を円滑に行うため、令和６年
度見直し予定のマニュアルによる
研修会や移植医療情報担当者の研
修会など実施し、移植医療連携強
化を図る。

●事業内容
麻薬・向精神薬は医療の分野にお
いて必要不可欠である一方で、乱
用されると乱用者個人の健康だけ
でなく社会的にも大きな弊害をも
たらすことから、麻薬・向精神薬
の適正使用の促進や不正流通の防
止を徹底するため、麻薬取扱者に
対する立入検査や講習会を実施す
る。
●実施状況
計画に基づく立入検査・講習会を
実施した。

●事業内容
毒物劇物の不適正な取扱いによ
り、県民の健康被害を及ぼすこと
がないよう、農薬危害防止運動期
間を中心に、毒物劇物営業者に対
する講習会や立入検査を実施し、
適切な取扱い等について指導す
る。
●実施状況
計画に基づく立入検査・講習会を
実施した。

●事業内容
臓器移植コーディネーターの設置
費について助成を行い、連絡調
整・普及啓発の委託を行う。
●実施状況
グリーンライトアップやパネル展
のほか、イベントでの普及啓発を
行い、臓器提供・移植に対する県
民の理解を深め、移植医療の推進
を図った。

●事業内容
献血者が減少する中、血液製剤の
安定供給に必要な血液量を確保す
るために、市町、日本赤十字社長
崎県支部、長崎県赤十字血液セン
ター等の関係団体と連携し、キャ
ンペーン等普及啓発に取り組み献
血者を確保する。
また、血液製剤は人の血液からつ
くられ、ウイルス等の混入による
感染リスクがあるために安定供給
とともに安全性も求められる。
●実施状況
各種イベントを実施し、献血の普
及啓発を行った。また、県内の高
校生を対象とした献血普及ＣＭコ
ンテストを開催し若年層に対する
普及啓発を実施した。さらに、骨
髄ドナー支援制度について、制度
未導入の市町に個別訪問等を実施
して制度の創設を働きかけた結
果、県内21市町での支援が可能と
なり、骨髄ドナーが提供しやすい
環境を整備した。
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　事業群①　医療提供体制の構築－３（離島・へき地の医療機関への支援）

　評価対象事業件数　8 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6 2

75% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

へき地医療支援機
構推進事業費

医療人材対
策室

改善

しまの医療機関指
導費

医療政策課 改善

病院企業団助成費 医療政策課 改善

救急患者輸送確保
対策費補助金

医療人材対
策室

改善

へき地医療機関整
備費

医療人材対
策室

改善

医師確保計画に基づき、施策に
取り組むとともに、県内離島診療
所等の代診対応や医師派遣、斡旋
及び離島診療所医師の技術的指
導、相談対応等を効果的に実施す
ることで、離島・へき地における
医療提供体制の確保を進めてい
く。また、離島勤務医師への研修
内容の見直しなども検討してい
く。

離島・へき地医療の確保・充実
のための国への要望活動や、なが
さき地域医療人材支援センター等
と連携したWEB説明会の開催と離島
への現地案内の併用により、効率
的な医師確保に取り組む。また、
離島・へき地医療には有用な医療
DXの推進に向けて、研修会の開催
等に取り組む。

離島及び本土基幹病院の医療機
能を継続するための事業であり、
引き続き助成が必要である。病院
企業団が毎月開催している基幹病
院会議結果の共有のほか、経営健
全化に向けた取組や病院の建替計
画の進捗など、情報の収集に努め
つつ、適宜協議の機会を設け、適
正な助成を行う。

離島においては救急患者の対応
に限界があり、本土病院の医師の
協力が不可欠であることから、引
き続き全ての要請に対応できるよ
う、関係機関の円滑な連携を行い
ながら、救急患者輸送体制の確保
に努めていく。

離島・へき地における医師の確
保は非常に困難であり、へき地医
療拠点病院からへき地診療所への
医師派遣の支援体制等の継続が必
要である。また、本土と同様の医
療を住民に提供できるよう、設備
整備や運営費補助が必要であるた
め、本事業の実施により、診療所
からの医師派遣要請に対応し、へ
き地住民の医療の確保ができるよ
うに取り組む。今後の設備整備に
あたっては事業者に長期的な計画
作成を依頼し、今後の整備計画に
ついて確認しながら、計画的な事
業推進に努めていく。

●事業内容
離島・へき地医療を確保するた
め、長崎県離島・へき地医療支援
センターを設置し、へき地医療支
援計画の策定、市町からの派遣依
頼を受け、離島・へき地の診療所
に医師の派遣等を実施
●実施状況
「 離 島 ・ へ き 地 医 療 支 援 セ ン
ター」による、県内離島診療所等
の代診対応や医師派遣、斡旋及び
離島診療所医師の技術的指導、相
談対応などの支援を行った。

●事業内容
離島医療行政に関する情報収集、
交換のため、国・市町・関係機関
との打合せ及び離島診療所等の運
営指導
●実施状況
長崎県自治体病院開設者協議会に
よる政府施策要望を行うととも
に、市町の医師募集状況を把握
し、ながさき地域医療人材支援セ
ンター等と連携して医師の斡旋等
を行った。

●事業内容
県下の離島・へき地における医療
体制の確保、医療レベルの維持向
上を図る。
●実施状況
長崎県病院企業団の運営費につい
て、地元市町とともに支援を行っ
た。

●事業内容
離島の救急患者を輸送するヘリコ
プター等（ドクターヘリ以外）に
搭乗し救急医療を施す医師、看護
師等へ市町が支払う謝金に対して
助成。
●実施状況
４市町の延べ54人のヘリ搭乗医師
への謝金に対し補助を実施した。

●事業内容
へき地医療拠点病院による離島・
へき地診療所への医師派遣に係る
運営費及びへき地診療所の運営
費・設備購入に対して補助を行
う。
●実施状況
へき地医療拠点病院による7箇所の
離島・へき地診療所への医師派遣
に係る運営費及び24箇所のへき地
診療所の運営費・設備購入に対し
て補助を行った。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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遠隔診療支援事業
費 （ 医 療 介 護 基
金）

医療人材対
策室

改善

　事業群②　地域包括ケアシステムの構築・充実

　評価対象事業件数　11 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

8 3

73% 27%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

地域包括ケアシス
テム構築加速化支
援事業（医療介護
基金）

長寿社会課 改善

在宅医療・介護連
携体制構築支援事
業

長寿社会課 改善

訪問看護サポート
センター事業（医
療介護基金）

医療政策課 改善

地域包括ケアシステムの充実に
向けて、住民の実感や課題の可視
化、具体的な取組のロードマップ
への反映などにより、引き続き、
市町の取組改善を促進していく。

本事業の終期である令和６年度
末までに、市町ごとに実施する意
見交換会により、在宅医療･介護連
携に関する個別課題を抽出し、そ
の課題解決に向けた対応策を検討
することとしているが、令和７年
度以降は、後継事業において、各
市町における在宅医療・介護連携
体制の課題解決につながる取組を
推進するため、県や管轄保健所が
継続的に支援する。

今後、多様な医療ニーズに対応
できる質の高い看護師の確保や多
職種連携が必須となることから、
これまでの取組に加え、他事業所
における各種取組の好事例や特定
行為の研修を受けた看護師の活動
報告等、特色ある事例について情
報共有を図る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
市町における地域包括ケアシステ
ムを構築するため、長崎県版地域
包括ケアシステム評価基準に基づ
く構築状況の市町自己評価と有識
者と県による全市町ヒアリングを
実施するなどの支援を行う。
●実施状況
本県独自の評価基準に基づき、県
内21市町への県及び有識者による
ヒアリングを実施した。

●事業内容
市町が実施主体となっている在宅
医療・介護連携推進事業の取組を
支援するため、各保健所におい
て、3カ年計画を策定し、設定した
目標に向けた取組を実施する。ま
た、県内市町の在宅医療・介護連
携担当者や保健所等の担当者を対
象とした研修会を開催する。
●実施状況
各保健所における圏域の課題（多
職種連携の推進、看取り等）に応
じた研修・検討会や、県内の市町
や保健所担当者を対象とした在宅
医療・介護連携推進事業研修会を
開催した。

●事業内容
在宅医療介護の中核を担う訪問看
護の提供体制の充実を図るため、
訪問看護事業所等の総合支援を行
う「訪問看護サポートセンター」
を設置する。
●実施状況
設置した訪問看護サポートセン
ターにて、事業所及び県民向けの
相談窓口の設置、訪問看護師の知
識や経験に応じた研修会の開催、
センター作成の新人（新卒）看護
師育成プログラムの提供のほか、
訪問看護にかかる普及啓発等を実
施した。

長崎大学病院が設置する遠隔医
療支援センターの運営と全ての離
島の基幹病院の運営に対して支援
を行うことにより、継続的に遠隔
専門診療を実施できる体制の確保
を図る。

●事業内容
離島の住民へローカル５Ｇネット
ワークを活用した専門医の遠隔サ
ポートによる高度専門医療を提供
することで、住み慣れた地域で必
要な医療を受ける体制の確保を支
援する。
●実施状況
長崎大学病院が設置する遠隔医療
支援センターの運営費と遠隔診療
支援に要する追加機器購入に要す
る経費に対して補助を行った。
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訪問看護サポート
センター事業（訪
問看護ステーショ
ン人材確保事業）
（医療介護基金）

医療政策課 改善

地域密着型施設整
備助成等事業（医
療介護基金）

長寿社会課 改善

自立支援型サービ
ス推進事業（医療
介護基金）

長寿社会課 改善

助け合い活動強化
事業（保険者努力
支援交付金）

長寿社会課 改善

地域リハビリテー
ション活動支援体
制 整 備 総 合 事 業
（医療介護基金）

長寿社会課 改善

高齢者の状態に応じた自立支援
型サービス（短期集中予防サービ
スなど）の充実を図っていくた
め、介護予防ケアマネジメントの
質の向上や効率化を目指し、ICTを
活用したケアマネジメントのさら
なる推進を図る。また、保健所に
よる広域的・専門的支援（市町の
課題解決に向けた協議の場の設
置、保健所管内の人材育成研修
等）を引き続き行っていく。

本事業は令和６年度末で終期を
迎えるが、市町の助け合い活動の
仕組みづくりを推進するために、
引き続き市町の課題に応じた支援
を行っていく。また、複雑化する
地域ニーズに対して、世代や分野
を超えて対応するため、庁内関係
部局とも連携を図り、地域共生の
視点を意識した生活支援体制の構
築を推進する。

各圏域の実情に応じた地域密着
型の地域リハビリテーション支援
体制の構築を図るため、各圏域の
関係者（市町、包括、地域リハ広
域支援センター、保健所等）に対
して、引き続き県及び県リハビリ
テーション支援センターから助言
や情報提供等の支援を実施する。

●事業内容
訪問看護師の人材確保を図るた
め、訪問看護未経験の看護師を雇
用し、育成を図る事業所に対し、
育成指導中の看護師の人件費の一
部を助成する。
●実施状況
訪問看護未経験の看護師を雇用の
うえ、あらかじめ作成した育成計
画に沿った育成及び評価を実施し
た5箇所の訪問看護ステーションに
対し、助成を行った。

●事業内容
介護サービスの地域密着型施設等
の整備を進めるため、地域医療介
護総合確保基金を活用して、市町
等に対して助成を行った。
●実施状況
2市（7箇所）への間接補助を行っ
た。

●事業内容
高齢者の介護予防・自立支援推進
に向け、適切な自立支援型サービ
スにつなぐ体制及び専門職の活用
推進などを図るため、ICTを活用し
たケアマネジメント推進や人材養
成研修、保健所を中心とした市町
への伴走支援を実施する。

●事業内容
各市町の助け合い活動の仕組みづ
くり等を推進するため、生活支援
コーディネーター等を対象とした
研修会等を開催するとともに、市
町が開催する勉強会等にアドバイ
ザーを派遣する。
●実施状況
生活支援コーディネーター等を対
象とした研修会等を３回開催する
とともに、県内９市町へ計22回ア
ドバイザーを派遣した。

●事業内容
地域リハビリテーションの中核を
担う県リハビリテーション支援セ
ンター及び広域支援センターが、
地域における介護予防・重度化防
止等のリハビリテーション支援体
制の整備を図るため、地域リハビ
リテーション従事者等へのリハビ
リテーション技術提供等のための
研修会の開催や市町への直接支援
を実施する。
●実施状況
県リハビリテーション支援セン
ターで研修会を２回開催するとと
もに、地域リハビリテーション広
域支援センターを県内９地域に指
定し、市町等への直接支援を実施
した。

今後の在宅医療の需要増大及び
多様な医療ニーズに対応できる質
の高い看護師の確保、定着が必要
となることから、訪問看護未経験
者の確保、育成のほか、医師の手
順書により、一定の診療の補助が
可能な「特定行為の研修を受けた
看護師」の育成、確保の推進を
図っていく。

地域密着型介護サービス提供施
設等については、地域によりサー
ビスの提供体制に差が生じている
ため、市町の第9期高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画及び県の
ながさき長寿いきいきプラン（R6
～R8）に基づき、市町に適切な指
導・助言を行いながら整備を支援
していく。
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　事業群③　障害福祉サービス等の提供体制の確保・充実

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

サービス・相談支
援者等養成研修費

障害福祉課 改善

施設整備助成費 障害福祉課 現状維持

施策４　離島・半島等のくらしと交流を支える地域公共交通の確保

　事業群①　地域公共交通の経営安定とまちづくり、観光振興等の地域戦略との連携の促進

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 6

14% 86%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

生活航路改善対策
事業

交通政策課 現状維持

松浦鉄道整備促進
事業

交通政策課 現状維持

住民の生活に必要不可欠な離島
航路については、引き続き、国・
県・市町で欠損補助を行うととも
に、航路毎の実情や地元市町・事
業者の意見等を踏まえ、航路改善
計画などを通して経営改善が図ら
れるよう促していく。

本事業は、松浦鉄道の安全な鉄
道輸送を確保するための施設整備
計画に基づき、国・県・沿線市町
で補助を行っているものである。
引き続き、国・県・沿線市町とと
もに支援を行っていくとともに、
事業者に対しては更なる増収対策
等の推進を促していく。

●事業内容
離島航路の安定的な維持・確保を
図り、もって離島地域の振興及び
地域住民の生活の向上を図るた
め、航路事業者に対して、欠損額
への補助及び資金の貸付を行う。
●実施状況
補助航路の欠損額について、国と
地方自治体による補助を実施し、
補助航路を運航する事業者を対象
に運転資金の貸付を行った。

●事業内容
沿線住民に安全な交通手段を提供
するため、沿線自治体とともに、
老朽化した松浦鉄道のレール、ま
くらぎ、踏切等の施設設備更新等
における事業経費を助成する。
●実施状況
沿線自治体とともに、老朽化した
レールやマクラギ、踏切等の更新
等の費用の助成を行った。

●事業内容
障害福祉サービス又は相談支援が
円滑に実施されるよう、サービス
等提供する者又はこれらのものに
対して必要な指導を行う者を育成
することにより、サービス等の質
の向上を図ることを目的とする。
●実施状況
国研修を受講した者を講師とし
て、相談支援従事者及びサービス
管理責任者を養成する研修を行っ
たほか、多様で複雑なニーズに対
応するため、より専門的な分野に
関する研修を行った。

●事業内容
社会福祉法人等が行う施設整備に
対する助成。
●実施状況
社会福祉法人等が行う施設整備に
対する助成により、障害者支援施
設等2か所を整備した。

相談支援事業所における相談支
援専門員と障害福祉サービス事業
者におけるサービス管理責任者の
研修については、障害者総合支援
法で受講が必須とされており、県
内の相談支援体制の充実のため、
引き続き実施していく。

障害福祉計画に掲げる政策にお
いて、重要となる施設については
計画的に整備を促していく必要が
あり、そのための支援は必要であ
る。限られた予算の中で、何（ど
の種の施設）を優先するのかを検
討しながら整備を進めていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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島原鉄道整備促進
事業

交通政策課 現状維持

地方バス対策事業 交通政策課 現状維持

離島航空路線確保
対策事業

交通政策課 現状維持

地域公共交通再編
推進事業

交通政策課 現状維持

地域公共交通ネッ
トワーク再構築等
推進事業

交通政策課 改善

●事業内容
地域公共交通ネットワークの再構
築のために、市町バス路線等から
コミュニティ交通への転換を促す
ための支援を実施する。
また、運輸事業者の人材確保のた
めの企業説明会を開催する。

本事業は、島原鉄道の安全な鉄
道輸送を確保するための施設整備
計画に基づき、国・県・沿線市町
で補助を行っているものである。
引き続き、国・県・沿線市町とと
もに支援を行っていくとともに、
事業者に対しては更なる増収対策
等の推進を促していく。

地域住民の生活や観光客の移動
手段として必要不可欠な路線バス
については、利用者数が年々減少
しており、路線バスの赤字路線の
比率も年々増加していることか
ら、今後もバス路線を維持・確保
していくため、関係市町やバス事
業者からの意見を伺いながら引き
続き支援を行っていく。

離島航空路線の維持存続を図
り、住民の移動手段はもとより地
域振興のための交流活性化に貢献
していくには、引き続きORCの経営
基盤の強化を図っていく必要があ
る。ORCで令和4年度から順次導入
してきた新機材の最大限の活用や
運航体制の確立など、離島航空路
の運航・安全整備等に対する支援
を行うとともに、ANAや地元市、
NABIC等関係者と協力してORCの経
営基盤や体制強化を図っていく。

事業者を交えた市町との意見交
換を通じて地域の課題把握に努め
ながら、地域毎の最適な地域公共
交通計画の策定や見直しを後押し
していく。

市町との意見交換や、説明会の
実施結果を踏まえ、市町バス路線
からコミュニティ交通への転換を
促すための支援や人材確保のため
の説明会の開催により、地域公共
交通の確保・維持を図る。

また、合同企業説明会等の事業
実績を踏まえ、内容改善を検討す
る。

●事業内容
沿線住民に安全な交通手段を提供
するため、沿線自治体とともに、
老朽化した島原鉄道のレール、ま
くらぎ、踏切等の施設設備更新等
における事業経費を助成する。
●実施状況
沿線自治体とともに、老朽化した
レールやマクラギ、踏切等の更新
等の費用の助成を行った。

●事業内容
生活交通(乗合バス等)維持確保を
図るため、当該路線を運行するバ
ス事業者等に対し、運行費・車両
購入費等の助成を行う。
●実施状況
10事業者に対し運行費及び４事業
者に対し車両購入費の助成を行っ
た。

●事業内容
離島航空路線維持確保のため、県
内の離島航空路線運航事業者に対
し助成を行う。
●実施状況
①離島住民の旅客輸送の確保のた
めの運航費への助成及び重整備費
用、機体購入費用のうち国の運航
費補助の対象とならない経費に対
する助成を行った。
②離島航空路線運航事業者への運
営資金の貸付を行った。

●事業内容
持続可能な公共交通ネットワーク
の形成を図るため、市町交通会議
への参画や、市町に対するアドバ
イザー派遣を実施する。
●実施状況
令和５年度は、市町が開催する、
コミュニティ交通の内容等を検討
する協議会へ参画し、議論を行っ
た。
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施策５　ICTを活用した地域活性化と行政運営の効率化

　事業群①　Society5.0実現に向けた推進体制の構築

　事業群②　地域を支える情報通信基盤の整備促進

　事業群③　行政におけるデジタル化の推進（スマート自治体の実現）

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 4 1

17% 66% 17%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ながさきＳｏｃｉ
ｅｔｙ５．０推進
費（民間人材活用
以外）

デジタル戦
略課

改善

ながさきＳｏｃｉ
ｅｔｙ５．０推進
費 （ 民 間 人 材 活
用）

デジタル戦
略課

拡充

＜ビジョン＞空飛
ぶ 未 来 を 拓 く ド
ローンワールドプ
ロジェクト費

デジタル戦
略課

改善

＜ビジョン＞空飛
ぶ 未 来 を 拓 く ド
ローンワールドプ
ロジェクト費

建設企画課 改善

●事業内容
機器・ソフトウェアに関する精度
を検証したうえで、ドローンの飛
行申請や飛行上の留意点、資格取
得のメリット等も含めた3次元デー
タ取得等に関するガイドラインを
作成する。

他道府県との連携も含め、県・
市町共同でのデータ連携基盤の活
用を検討する。また、令和６年度
の DX分野社会実装可能性調査や
県・市町意見交換会でのヒアリン
グ内容等を踏まえ、オープンデー
タを活用したユースケースについ
ても検証・実証等を図る。

メタバースを含めた先端技術に
関する情報収集を行いながら、メ
タバース等を活用した事業PRなど
施策の検討を進める。

令和6年度における市町との意見
交換会等の成果を活かし、県・市
町双方にとって望ましいデジタル
人材の育成・確保のあり方の検討
など実効的な支援の実施を検討し
ていく。

令和6年度事業の成果（プラット
フォーム設置、オペレーターの増
加、ドローンサービス実装に向け
た取組等）や新技術実装連携絆特
区指定を受けた効果を活かしつ
つ、ドローンによる課題解決及び
産業振興を図るため、引き続き施
策を検討していく。

デジタル戦略課等の他課と連携
し、ドローン利用の拡大に向けて
必要な環境整備や研修を検討して
いく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
Society5.0の実現に向け、行政・
民間のデータを連携させる基盤の
機能・データの拡充、情報戦略ア
ドバイザー等によるICT人材の育
成、メタバース空間の構築を実
施。

●実施状況
基盤において、農林・子育て分野
のデータ拡充及び基盤の機能拡張
等を実施した。また、市町職員の
デジタル改革/DX推進の加速化に必
要となるリテラシーや必要性につ
いてセミナー等を開催し、助言を
行った。さらに、 2Dメタバース
サービスの利用を試行的に一部所
属で開始し、イベント開催等の活
用を推進した。

●事業内容
三役・幹部職員に対する最新のICT
情報の提供や各分野で実施する個
別事業の充実化等を図るため、民
間人材を登用。

●実施状況
デジタル戦略補佐監を配置し、三
役・幹部職員による「デジタル
ミーティング」において、最新の
ICT情報、トレンド情報を提供し、
関係する部局長や課室長との意見
交換や情報共有を実施した。ま
た、デジタルコーディネーターを
配置し、令和4年度の移住支援、観
光、物産の3分野に加え、新たに
サービス産業、メタバースの2分野
を追加し、計5名に委嘱し、事業の
充実化を図った。

●事業内容
ドローンの活用による遠隔化や生
産性向上、イノベーション創出へ
向け、各産業側での活用フィール
ドの創出（需要）とオペレーター
の創出（供給）をともに拡大させ
るため、ドローンプラットフォー
ムの設置・運営や、ドローンオペ
レーター資格取得支援、県内で実
施するドローンの社会実装へ向け
た支援を実施する。
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電子県庁推進事業
スマート県
庁推進課

縮小

施策６　持続可能なインフラの整備及び利活用

　事業群①　インフラの戦略的な維持管理、更新及び利活用の推進

　評価対象事業件数　17 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

17

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

道路維持補修費 道路維持課 現状維持
道路管理者として道路を適切に

管理する義務があり、今後も道路
の安全な利用を図る。

●事業内容
苦情処理、除草、舗装補修等の危
険箇所の緊急補修及び交通安全施
設等の維持管理を行った。
●実施状況
740,421kmの道路巡視を実施し、苦
情処理、除草、舗装補修等の危険
箇所の緊急補修及び交通安全施設
等の維持管理を行った。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
電子県庁を推進するため、県の事
務の電子化を推進。
●実施状況
（庁外向けシステム）長崎県自治
体クラウドサービスの安定稼働に
向け、システム改修を実施した。
（庁内向けシステム）システム改
修を計画的に実施している。

スマート県庁プロ
ジェクト

スマート県
庁推進課

●事業内容
事務の効率化を行うためRPAを導入
し、業務への活用を推進してい
く。
●実施状況
RPAの関係所属の導入希望状況等を
踏まえながら、70ロボット作成・
30利用所属を目標に、開発を継続
して推進した結果、75ロボット、
37所属の利用となっている。

●事業内容
紙で申請を受付けている行政手続
きにおいて、県民の利便性の向上
及び庁内業務の効率を高めるため
電子申請システムを導入し、その
利用拡大を目指す。
●実施状況
令和4年10月に新しい電子申請シス
テムを導入し、令和5年1月からは
キャッシュレス決済も可能とする
環境を整備している。
電子申請システムの令和5年度実績
としては利用所属は87所属となっ
ている。

改善

○県における電子申請の利用促進
・引き続き、新しい電子申請シス
テムの利用を庁内各所属に要請
し、活用を拡大していく。
○県におけるRPA作成ロボット利用
促進
・引き続き、業務見直しに最適な
RPAの導入とともに、開発体制の強
化に取り組んでいく。
○新たな技術の活用とデジタル人
材育成
・新技術の活用について、検証結
果を精査し、本格導入の可否を判
断していく。
・人材の育成には長い期間を要す
ることから、デジタル人材の育成
に向け、関係部署との役割分担を
行うなどの効率化を図った上で、
継続的に取り組んでいく。

○長崎県自治体クラウドサービス
の県内団体利用促進
・全国的に､独自システムからベン
ダー提供の汎用システムへ移行す
る流れにあることから､電子申請、
webアンケート・申込の機能を有し
た汎用的電子申請システムに移行
した。
・残る公共施設予約についても、
ベンダー製品への移行を検討して
おり、本サービスは縮小していく
予定としている。
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道守育成事業 道路維持課 現状維持

ダム管理費 河川課 現状維持

県民参加の地域づ
くり事業費

河川課 現状維持

空港維持管理費 港湾課 現状維持

港湾施設維持管理
費

港湾課 現状維持

道路法により、橋梁やトンネル
等のインフラ施設の５年に１回の
法定点検が義務付けられた。県で
は、全ての施設を外注すると膨大
な費用が発生することから、中小
の橋梁については、職員（OBや道
守ボランティア）による直営点検
を実施しており、その点検には、
必要な知識や技術が必要である。
インフラ構造物の維持管理や再
生・長寿命化に携わる人材は確実
に養成されているが、今後も引き
続き道路施設の点検に必要な技術
力を持つ道守の育成を継続し、県
内全域での人材確保を行う必要が
ある。

ダムを適切に維持管理し、洪水
の軽減を図ることにより、県民の
安全、安心に資する事業であり、
今後も適切に維持管理を行う。

当事業を実施することにより、
県民の自発的な清掃美化活動への
参画意識が高まっており、登録団
体も増加している。

令和７年度においても、登録団
体の増加を図りながら、当事業を
継続的に実施することで県管理公
共土木施設の維持・保全に寄与し
ていく。

航空法及び空港機能管理規程な
ど各法令等を遵守し、本事業を継
続することで適切な維持管理運営
を行い、インフラの老朽化に起因
した事故を未然に防ぎ、航空機の
安全運航を維持する。

職員による巡視及び外部委託に
よる保守点検等を実施するととも
に、不具合箇所について地元市町
等から早期に情報提供を受け、早
期に対応することにより施設の適
切な管理運営を行っていく。

●事業内容
道路施設の適切な維持管理のため
に、道路施設の点検に不可欠な高
度な技術力を持つ道守を育成す
る。
●実施状況
道路施設の適切な維持管理のため
に、道路施設の点検に不可欠な高
度な技術力を持つ道守を529名育成
した。

●事業内容
ダム施設の維持管理
●実施状況
洪水被害の防止を図るため、ダム
設備の点検、維持や巡視の委託
等、ダムの適切な維持管理を行っ
た。

●事業内容
県管理公共土木施設の清掃美化活
動を行う団体の活動支援
●実施状況
県管理公共土木施設の清掃美化活
動に取り組む団体へ消耗品の支給
と活動時のけがや事故に対応した
傷害保険及び対人・対物保険への
加入を行い、地域の愛護活動の活
性化を図り、行政と県民との美し
い県土づくりを推進した。

●事業内容
対馬空港、壱岐空港、福江空港、
小値賀空港、上五島空港におい
て、空港施設の維持管理を行う。
●実施状況
県営５空港の空港施設について、
滑走路の維持補修、灯火の制御設
備の点検等、空港の適切な維持管
理と管理運営を行った。

●事業内容
港湾施設利用者が円滑に利用でき
るよう港湾施設の管理を適切に行
う。
●実施状況
臨港道路の除草・伐採、上屋の設
備点検等、港湾施設の維持補修及
び管理運営を行った。
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　事業群②　民間資金、遊休資産の活用

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

住まいの変「長崎
よかにゃんＨＯＵ
ＳＥ」整備推進事
業

住宅課 終了

長崎空き家ｄｅミ
ライ創出事業費

住宅課 拡充

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
本県の地形的特徴による住まいに
かかる費用負担や、県内企業によ
る良質な住宅（長期優良住宅）の
供給を促進し、県民の住宅費負担
軽減を図るため、長崎の気候条件
等に配慮した良質で長持ちする
「長崎型住宅」の普及促進を行
う。
●実施状況
令和５年度は長崎独自の住宅ブラ
ンド「長崎型住宅」創出を通し
て、新たな住宅の選択肢としての
認知度の向上を高めるとともに、
県の理念に賛同する県内事業者を
募り、「長崎型住宅」普及・促進
の土台形成となる業務を行った。

●事業内容及び実施予定の内容
空き家の活用や管理、相談対応、
普及啓発等のモデル的な取り組み
を始める空家等管理活用支援法人
（市町が指定）に対し、市町と連
携し、運営や改修に要する経費の
一部を助成することで、迅速かつ
柔軟な空き家対策の推進を図る。

これまでおこなった長崎独自の
住宅ブランド「長崎型住宅」創出
のための土台形成及び普及啓発活
動により、「長崎型住宅」の仕様
決定及び認知度の向上を高めるこ
とができた。
事業最終年となる令和６年度で

は、引き続き広報を行うととも
に、団体への継承を進めていく。

空き家の活用や管理、相談対
応、普及啓発等を行う「空家等管
理活用支援法人」の取組みを県下
に広げるため、本事業の成果を市
町や関係団体に周知すると共に、
支援法人数が増えるよう、事業量
を確保する。
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戦略３－２　地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるまちを創る
　評価対象事業件数　76 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

5 45 1 5 20

7% 59% 1% 7% 26%

施策１　人流・物流を支える交通ネットワークの確立

　事業群①　航空路線の拡充と長崎空港の運用時間延長

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

県内空港活性化推
進事業

交通政策課 改善

長崎空港活性化事
業

交通政策課 改善

　事業群②　高規格幹線道路・地域高規格道路の整備による高速交通ネットワークの構築

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

企画調査費 道路建設課 現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
国等への要望活動を行う際の資料
として、現状の問題点や課題を整
理したうえで、ストック効果（整
備効果）などを整理した資料作成
を行う。
●実施状況
国等への要望活動を計6回実施し
た。

令和７年度以降も予算確保や未
着手区間の新規事業化に向けて、
現状の問題点や課題を整理したう
えで、道路整備に伴い活発になる
地元の取組などを踏まえたストッ
ク効果（整備効果）などを整理し
た資料を作成し、国等へ要望活動
を継続して行っていく。

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県内空港の活性化を図るため、長
崎路線の利用促進に繋がる各種施
策を展開。
●実施状況
県、市町及び各種団体等で構成す
る長崎県空港活性化推進協議会を
通じて、県内市町及び航空会社等
とも連携し、県内空港の利用促進
対策を実施。コロナ禍を経て旅客
需要が全国的に回復する中、「選
ばれる空港」となるため、各航空
会社が行う利用促進事業等に対し
て支援を行った。

●事業内容
長崎空港の運用時間延長・24時間
化や航空ネットワーク拡充等に繋
がる具体的な各種施策を展開。
●実施状況
航空会社や関係者と協議のうえ、
運用時間延長・24時間化に向けた
具体的な施策（臨時便やチャー
ター便の誘致等）を実施。
また、空輸による県産品販路拡大
の取組なども実施。単純に利用者
増に向けた取組だけでなく、航空
ネットワークを活用した様々な視
点での空港活性化策を行った。

インバウンド客を筆頭に、旅客
需要が増加している中、「選ばれ
る空港」となるため、他課と連携
し、県が進めている移住・ワー
ケーションなどの取組と連動した
施策展開を行うことで、県内各空
港の活性化に取り組んでいく。

令和６年度の実績を踏まえなが
ら、運用時間延長や県産品販路拡
大等を目指す路線・時期について
検討を進め、より高い効果が得ら
れるような施策展開に取り組んで
いく。
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島原・天草・長島
架橋構想等推進費

地域づくり
推進課

現状維持

　事業群③　生活に密着した道路の整備による道路ネットワークの拡充

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

道路整備事業（単
独）

道路建設課 現状維持

　事業群④　国内外との交流の拠点となる港の整備

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

港湾機能施設整備
事業・ふ頭用地造
成事業

港湾課 現状維持

事業内容 見直しの方向

●事業内容
起債事業による公共岸壁等背後埋
立のふ頭用地造成や用地舗装、付
属施設などの整備を行う。
●実施状況
長崎港小ヶ倉柳地区における用地
舗装を実施した。

港湾の利用形態に応じたふ頭用
地及び施設整備を行い、港湾の人
流・物流環境の利便性・安全性を
向上していく必要があり、特別会
計の収支にも留意し、令和7年度も
引き続き事業を継続する。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
「地域をつなぐ道路ネットワーク
の整備」のため、国県道の整備の
うち、短区間の視距改良や路肩拡
幅等の小規模な整備を県単独事業
で行う。
●実施状況
各工区の進捗状況により、調査、
測量・設計、用地取得、道路改良
工事を行い、事業の進捗を図っ
た。

交通支障箇所はまだ多く存在し
ており、今後も事業を計画的に推
進していくため、事業実施に当
たっては工程管理を確実に行い、
市町と連携した事業用地の取得に
取り組み、事業推進を図ってい
く。

令和７年度の方向性

●事業内容
島原・天草・長島架橋構想につい
て、その推進のため、国土交通省
等への要望・陳情や所要の諸活動
等を行う。
●実施状況
島原・天草・長島架橋建設促進協
議会を通じて、国への要望活動
や、三県（長崎県、熊本県、鹿児
島県）の地域間交流連携事業など
を実施し、国に対し、構想実現の
社会的意義と地元の熱意を強く訴
えるとともに、地元機運の醸成を
図った。

構想推進に向けて、構想推進地
方大会開催や三県サッカー大会な
どの地域間交流等の取組を通して
地元の機運醸成を図るとともに、
国等への要望活動を継続しなが
ら、三県架橋建設に資する調査の
再開、島原道路の整備促進及び島
原天草長島連絡道路の具体化に向
けた検討の実施、必要な道路整備
のための予算確保について、関係
機関等に強く訴えていく。

令和７年度の方向性
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施策２　九州新幹線西九州ルートの整備と開業効果の拡大

　事業群②　新幹線開業に向けたアクションプランの推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

施策３　持続可能で魅力ある都市・地域づくり

　事業群②　長崎市中央部のグランドデザイン

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 2

33% 67%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

都市再生推進事業 都市政策課 現状維持

今後も公共施設や長崎駅周辺土
地区画整理事業区域内等における
民間開発が進むと想定されること
から、引き続き、長崎駅周辺エリ
アデザイン調整会議において周辺
環境と調和したデザイン調整を円
滑に進めていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
長崎駅周辺エリア全体に係るデザ
インルールづくりや、エリア内で
整備される主要な建築物及び基盤
施設相互間のデザイン調整を行
う。
●実施状況
長崎駅周辺において、長崎駅周辺
エリアデザイン調整会議を通じ、
エリア内で整備される民間施設１
件、公共施設３件のデザイン調整
を行った。

Ｈｅｌｌｏ！ＫＡ
ＭＯＭＥ新幹線開
業効果拡大事業

新幹線対策
課

●事業内容
・新幹線を活用して県内を周遊す
る個人向け旅行商品造成への支援
・開業1周年イベントの開催
・子ども向け無料乗車会の開催
・修学旅行等における新幹線利用
への支援
・西九州新幹線長崎県広報大使を
活用した県外プロモーション
●実施状況
・新幹線利用を組み入れた旅行商
品の造成を支援。
・開業１周年を記念し、西九州新
幹線長崎県広報大使のトーク
ショーや県内全21市町の特産品等
のブースを集結させたイベントを
実施。
・県内小学生以下の子ども達を対
象とした新幹線の無料乗車会を開
催。
・県内小中学校を対象とした修学
旅行等における新幹線利用を支
援。
・福岡県等において、SNS広告や
TVCM放映、交通広告など、西九州
新幹線広報大使を活用したプロ
モーションを実施。

改善

　西九州新幹線の開業効果を県内
各地域へ波及させるため、安定的
な新幹線利用者の確保と来県者の
県内周遊促進への取組を引き続き
実施するほか、県外プロモーショ
ンに関する取組等を行っていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向
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環長崎港地域都市
再生調整事業

都市政策課 現状維持

都市再開発支援事
業

都市政策課 終了

　事業群③　県庁舎跡地整備の推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

跡地活用検討経費
県庁舎跡地
活用室

改善

　事業群④　ＩＲの整備や新幹線の開業等を見据えた大村湾周辺地域の活性化

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ＭａａＳ推進事業
費

政策企画課 改善

●事業内容
九州MaaS協議会の一員として、九
州MaaSのさらなる利用拡大・普及
促進に取り組む。

MaaSの普及促進に向け、九州
MaaSのさらなる利用拡大を図るた
め、参画事業者の拡大やPRの強化
を図る。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県庁舎跡地活用策の検討や賑わい
づくり等を推進するため、基本構
想の具体化を図るとともに跡地の
先行整備による暫定供用を実施。

●実施状況
昨年度に引き続き、整備する広
場、情報発信、交流支援の各機能
を具体化するためのアンケート調
査やプレーヤーによるイベント開
催の支援等に取り組んだ。また、
本館跡を中心に暫定整備を進め、
工事が完了した９月末からは敷地
の全面開放を実施した。

関係者の皆様と連携しながら、
整備する建物の規模や配置、事業
スキーム等を整理し、設計整備に
繋げていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
美しく魅力ある「港まち」をつく
り、後世に引き継ぐ財産とするた
め、アーバンデザイン専門家会議
において、環長崎港周辺で実施さ
れるプロジェクトのデザイン調整
を行った。また、取り組みを後世
に引き継ぐため、設立当初からの
取組をまとめたレビュー冊子の作
成を行った。
●実施状況
R5年度は、専門家会議を1回、持回
り相談を14回実施した。

●事業内容
長崎駅前バスターミナル等の再整
備に向け、周囲の土地・建物所有
者など地域の皆様の意見を聞きな
がら、再整備の計画立案、事業手
法等の検討を行う。
●実施状況
R4年度～5年度にかけ、プランイ
メージを検討する世話人会を13回
(うちR4実施は4回、R5実施は9回)
実施し、R5年度には準備組合の設
立発起人会を3回実施した。

アーバンデザイン専門家会議に
おける若い委員の起用を進めなが
ら、元船地区の整備事業や松が枝
国際観光船埠頭の2バース化、県庁
舎跡地など長崎港周辺で整備され
る施設についてデザイン検討を行
い、魅力的な都市景観の形成を進
めていく。

長崎駅前バスターミナル等の再
整備に向け、計画立案、事業手法
等を検討し、地権者との合意形成
など地元調整を行い、準備組合が
設立された。今後は地元が主体と
なってより具体的な検討を進めて
いくことになる。

令和７年度の方向性
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　事業群⑤　市町と連携した景観まちづくりの推進

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 2

33% 67%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎らしい景観形
成推進事業

都市政策課 改善

２１世紀まちづく
り推進総合補助金
（美しい景観形成
推進事業）

都市政策課 現状維持

　事業群⑥　都市機能の集約化による効率的な市街地の形成

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

都市対策費（基礎
調査）

都市政策課 現状維持

●事業内容
社会経済情勢の変化等に対応し、
適切な都市計画の見直しを行うた
め、都市計画区域について、都市
計画法省令に基づき、人口や産
業、土地利用などの項目の調査を
行った。
●実施状況
令和５年：２市

引き続き、立地適正化計画の策
定に必要な基礎データ収集を、関
係市町とも連携しながら、適切に
実施していく。

●事業内容
交流人口の拡大、地域課題の解
決、地域資源の活用による地域の
活性化を推進するため、市町等地
域が取り組む景観整備等のまちづ
くりの事業に対して、長崎県２１
世紀まちづくり推進総合補助金を
交付する。
●実施状況
地域景観の核となる景観資産５件
の修景・保全に係る補助を実施し
たことにより、資産の魅力向上及
び地域のまちづくりへの活用が推
進された。

大村湾周辺の眺望ポイント等の
現地調査結果を踏まえ、広域景観
の課題や潜在力などを整理した上
で、大村湾のブランド化に向け
て、県・関係市町が一体となった
具体的な取組の検討を進める。

景観計画の策定に至っていない
市町については、予算措置の課題
や職員の不足、景観意識の不足な
ど、景観計画の策定・運用方法に
ついての複数の課題が挙げられる
が、厳しい財政状況が主な課題と
なっていることから、市町への財
政支援の一助としても引き続き本
制度を継続することで、景観計画
策定を促す必要がある。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
地域の特性を生かした景観の保全
と創造を推進するため、県事業課
や市町、県民等の求めに応じ、美
しい景観形成アドバイザーを派遣
する。
県内の公共事業等に対し、景観へ
の配慮が必要な事業について選定
し、専門家の意見を取り入れなが
らデザインの支援を行う。
●実施状況
県事業課や市町、県民等からの要
請に基づき美しい景観形成アドバ
イザ－を派遣し、まちづくりに対
するアドバイスを実施した。ま
た、市町の景観に関するニーズを
捉えるための景観連絡会議を開催
し、広域景観の形成に向けて関係
市町と意見交換を行うなど、長崎
らしい景観形成を推進した。
公共事業デザイン推進制度では、
県及び市町が行う公共事業の計画
又は設計段階のデザイン支援が必
要な事業の調整を行っている。
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施策４　しまや半島など地域活性化の推進

　事業群①　しまの資源を活かした地域活性化

　評価対象事業件数　9 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6 1 2

67% 11% 22%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

国境離島創業・事
業拡大等支援事業
費

地域づくり
推進課

改善

し ま の ビ ジ ネ ス
チャレンジ促進事
業費

地域づくり
推進課

改善

しまの産品ステッ
プアップ推進事業
費

地域づくり
推進課

終了

しま振興推進費
地域づくり
推進課

改善

令和６年度に実施する見直しの
成果を検証したうえで、ビジネス
コンテストの事業スケジュールや
情報発信のさらなる改善を図る。

本事業で支援している事業者の
販売額が全体として目標を上回っ
て増加するなど成果があがってい
る一方で、支援事業者数等が伸び
悩んでいる離島があるため、関係
市町等と連携してこれまでの事業
効果を分析・検証したうえで、新
たな離島の産品振興事業を検討す
る。

引き続き、関係市町等と連携し
て、国に対し各種施策の充実及び
必要な予算の確保を求めていく。

また、有人国境離島法が令和９
年３月で期限を迎えることから、
法の改正・延長に向け関係市町等
と一体となって要望活動を行う。

●事業内容
・島内外からの雇用機会拡充事業
の活用を促進するとともに、地域
課題の解決につながる事業等を創
出するため、「しま」のビジネス
コンテストやその関連イベント等
を実施する。
●実施状況
・「しま」のビジネスコンテスト
として、10月3日から12月1日にか
けてビジネスアイデアを募集する
とともに、この間３回のプレイベ
ントを行った。その後、予備審査
を経て、1月20日に本審査会・表彰
式を県庁において開催した。

●事業内容
・食品流通専門の団体と連携し、
しまの産品の販路拡大を支援する
とともに、事業者が抱える様々な
課題の解決に向けて市場・消費者
の視点に立って指導・アドバイス
を行う伴走型の支援を実施する。
●実施状況
・しまへのバイヤー等の招聘、大
型商談会への出展、スーパー等で
の販促フェアの実施、新種品の開
発など、しまの事業者に対し各種
支援を行った。

●事業内容
・離島振興予算を確保するため、
国等に対し提案・要望活動等を行
うとともに、離島の食のプロモー
ション、有人国境離島以外の離島
への輸送コスト支援などを実施す
る。
●実施状況
・政府施策要望をはじめ、あらゆ
る機会を通じ離島振興予算の確保
等の要望を行った。また、県庁レ
ストランで離島フェアを開催した
ほか、有人国境離島以外の離島へ
の輸送コスト支援などを行った。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
・特定有人国境離島地域におい
て、民間事業者が雇用増を伴う創
業又は事業拡大を行う場合の設備
投資資金や、人件費、広告宣伝費
などの運転資金を支援する。
●実施状況
・西海市を除く６市町（対馬市、
壱岐市、佐世保市、小値賀町、新
上五島町、五島市）において、86
件の支援を行った。

令和６年度に実施する見直しの
成果を検証したうえで、応募事業
者数や新規雇用者数等の確保対策
のさらなる改善を図る。
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しま旅滞在促進事
業費

観光振興課 改善

し ま 旅 グ レ ー ド
アップ事業費（Ｒ
６－：しま旅受入
体制整備事業費）

観光振興課 改善

高校生の離島留学
推進事業

高校教育課 改善

国に対して必要な予算の確保を
求めていくとともに、安全安心な
離島観光の実現に向けて、関係市
町及び島内観光事業者、旅行会社
等と連携を強化し、引き続き、地
域の魅力を活かした旅行商品等の
販売を促進し、国境離島地域への
観光誘客を図っていく。

引き続き関係市町と連携しなが
ら、地元の特性を活かした体験プ
ログラムの充実や国内外に向けた
情報発信の強化を図り、随時、改
善・見直し等により、事業効果の
高い内容に磨き上げ、国境離島地
域に「もう１泊」してもらうよう
誘客につなげていく。

また、インバウンドを含めた観
光誘客についても、関係市町と連
携しながら随時取り組んで行く。

すべての実施校において安定し
た生徒募集が可能になるような体
制づくり、しま親の維持・新規開
拓等を進めるとともに、引き続
き、中学生及びその保護者に離島
留学制度について理解を促し、島
外からの入学者増加のための広報
活動等、必要な取組を検討してい
く。

また、「これからの離島留学検
討委員会」の報告書および「離島
留学制度の改善策」の内容を踏ま
え、離島留学生や保護者、しま
親、実施校にとって安全で安心な
離島留学制度となるよう、市、学
校と連携しながら必要な措置を講
じる。

●事業内容
特定有人国境離島地域への滞在観
光を推進するため、地域の魅力を
活かした旅行商品の企画開発への
支援等の実施。
●実施内容
旅行会社が造成・販売する体験プ
ランと宿泊、交通を組み合わせた
旅行商品への支援、新型コロナウ
イルス感染症対策として宿泊・飲
食・交通サービスに利用できる割
引クーポン等の交付を実施した。

●事業内容
特定有人国境離島地域への滞在型
観光を推進するため、旅行者に
「もう一泊」してもらうための仕
掛けづくりや各地域の受入体制構
築への支援等の実施。
●実施内容
各市町ならではの魅力を活かした
長期滞在型観光に繋がる着地型旅
行商品の造成や販売等への支援を
実施。また、教育プログラムの充
実や誘客促進などに取り組んだ。

●事業内容
・体験入学や宿泊体験への参加者
を増やすべく、年度前半の広報活
動に力を入れるとともに、在校生
が各学科・コースの魅力を中学生
に広く発信することで、離島留学
の関心を喚起するよう努めた。
・離島留学生が安心して島で生活
できるよう、また持続可能な制度
となるよう現行制度の課題につい
て、「これからの離島留学検討委
員会」を設置して、協議を行っ
た。
●実施状況
・実施校説明会については、大
阪、東京、福岡、長崎県内および
オンラインで実施した。また、体
験入学・宿泊体験についても、離
島留学実施校すべてで実施した。
・「これからの離島留学検討委員
会」の報告書の提言内容に沿っ
て、地元と連携しながら改善策を
検討し、令和６年３月に公表し
た。
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　事業群②　地域の特色を活かした地域発のプロジェクトの推進

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

半島振興推進費
地域づくり
推進課

改善

振興局活動推進費
（県北プロジェク
ト）

地域づくり
推進課

改善

　事業群③　九州各県等との連携による取組推進

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

ＵＩターン拡大事
業費

地域づくり
推進課

改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
市町と共同運営する「ながさき移
住サポートセンター」を中心に、
市町と連携しながら、UIターンの
拡大を図る取組を実施。
●実施状況
都市部での移住相談会の開催や、
移住希望者に対する就職・転職や
住まいの支援など、ＵＩターンの
拡大を図る取組を実施した。

全国的な地方移住の流れがある
中、移住希望者の傾向やニーズを
捉えたうえで、「ながさき移住サ
ポートセンター」、各市町、関係
団体でその内容を共有し、情報発
信、相談対応等のレベルアップに
必要な事業・連携体制等について
検討し実施していく。具体的に
は、都市部での対面の大規模相談
会に加え、オンライン相談、転職
個別相談など、相談者ニーズに応
じた相談会の実施や、県移住支援
WEBサイト「ながさき移住ナビ」の
内容充実、市町支援で実施してい
る情報発信への助言などへの注
力、移住者増加に効果があった市
町の優良事例の他の市町への紹介
などを行っていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
半島振興対策実施地域の振興を図
るため、国への要望活動や半島地
域が広域的に取り組む事業に対し
て支援を行う。
●実施状況
半島振興対策実施地域の振興を図
るには、国の財政措置等の充実が
不可欠であるため、県内外の関係
団体と連携し、要望活動を実施し
た。
半島振興広域連携促進事業につい
ては、半島地域が広域的に取り組
む、地域の特性を活かした交流促
進、産業振興、定住促進等の事業
について、半島地域魅力発見委員
会等２団体を支援した。

●事業内容
長崎・佐賀県及び関係自治体、団
体等で設置する肥前窯業圏活性化
推進協議会において、産地への誘
客促進のためSNS等を活用した情報
発信、福岡県内で開催される陶器
まつりでのPRブースの出展、JAFと
連携したドライブスタンプラリー
の実施等の各種事業を行う。
●実施状況
肥前窯業圏の認知度向上を図ると
ともに、来訪者の周遊化と消費喚
起につなげることで県北地域の経
済活性化を図った。

今後も本県の実情等を踏まえた
具体的な要望・提案を国に対して
行っていくとともに、国の補助金
等を活用した半島活性化を推進し
ていく。

今後も「肥前窯業圏」活性化推
進協議会の連携強化、PR事業の促
進、産地の人材育成による誇りの
醸成などにより肥前窯業圏域の活
性化を推進していく。

また、これまでの各種取組を充
実・強化することで、各産地の地
域活性化を図っていく。
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地域活性化人材支
援事業費

地域づくり
推進課

改善

広域周遊化誘客促
進事業費（九州横
断長崎・熊本・大
分広域観光振興事
業）

観光振興課 改善

　事業群④　広域連携の推進による県北地域の活性化

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

振興局活動推進費
（県北プロジェク
ト）

地域づくり
推進課

改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
長崎・佐賀県及び関係自治体、団
体等で設置する肥前窯業圏活性化
推進協議会において、産地への誘
客促進のためSNS等を活用した情報
発信、福岡県内で開催される陶器
まつりでのPRブースの出展、JAFと
連携したドライブスタンプラリー
の実施等の各種事業を行う。
●実施状況
肥前窯業圏の認知度向上を図ると
ともに、来訪者の周遊化と消費喚
起につなげることで県北地域の経
済活性化を図った。

「肥前窯業圏」活性化推進協議
会の連携強化、PR事業の促進、産
地の人材育成による誇りの醸成な
どにより肥前窯業圏域の活性化を
推進していく。

また、これまでの各種取組を充
実・強化することで、各産地の地
域活性化を図っていく。

●事業内容
地域おこし協力隊の地域への定着
促進を図るため、県内で活躍する
協力隊（OB、OGを含む）や市町職
員を対象に、隊員の受入や任期後
の活動などに関する相談支援や研
修会を実施。
●実施状況
隊員・市町向け研修会を計4回開
催。相談窓口の運営、アドバイ
ザーの派遣など、隊員等への支援
を実施したほか、情報発信により
隊員就任希望者に向けて県内の地
域おこし協力隊の取組等を周知し
た。

●事業内容
九州横断3県の協力関係をより一層
深めるため、3県の周遊及び宿泊客
の増加を目指した旅行商品造成や
情報発信を実施。
●実施状況
関東地区からの3県周遊ツアーの旅
行商品に対する造成支援等を行う
とともに、関東地区において、メ
ディア関係者への旅行素材等の紹
介、3県アンテナショップでのデジ
タルスタンプラリー、全国旅行誌
への掲載(発行部数：13.5万部）等
を実施した。

令和4年度から中間支援組織（協
力隊OB、OG団体）との連携により
地域おこし協力隊支援事業を実施
し、定住率（総務省が公表）につ
いても令和3年度と比較して3％の
向上につながるなど、一定の成果
があったものと考える。

更なる定住者数の増加及び定住
率の向上が求められており、県に
おいては、広域的観点で研修会の
実施や優良事例の横展開のための
情報発信などを行っていく必要が
ある。そのため、引き続き中間支
援組織（協力隊OB、OG団体）との
連携により、市町等職員の制度に
対する理解促進及び運用の適正化
に重点的に取り組み、ミスマッチ
解消による定住率向上を目指す。

令和6年度の事業内容について効
果測定及び分析したうえで、熊本
県及び大分県と協議しながら、さ
らなる誘客促進の取組について継
続して検討していく。
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　事業群⑤　地域振興のための自然資源の活用

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

国立公園雲仙八万
地獄復興対策事業

自然環境課 現状維持

雲仙ネクスト１０
０年上質化事業

自然環境課 拡充

事業内容 見直しの方向

●事業内容
令和3年8月の豪雨により被災した
国立公園雲仙八万地獄の復旧・再
生を図るため、斜面の安定化対策
工事等を実施。
●実施状況
工事実施のための調査・測量及び
実施設計業務を、また工事を円滑
に施工するための仮設道路工事を
実施した。

●事業内容
島原半島全体の持続的な地域振興
のため、国立公園雲仙の利用拠点
である雲仙温泉地域の滞在環境の
上質化及び周辺資源の活用を推
進。

利用者の安全を確保し、雲仙の
復興を図るため本事業を推進す
る。

雲仙市観光戦略に位置づけられ
た受入環境（県有施設）の整備に
ついて、R６に実施する民間活力導
入の検討を踏まえ、更なる魅力向
上に取り組んでいく。

令和７年度の方向性
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施策５　特色ある文化資源・スポーツによる地域活性化

　事業群①　歴史や文化芸術による地域活性化

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

6

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

文化芸術ながさき
ステップアップ事
業費

文化振興・
世界遺産課

改善

な が さ き 未 来 の
アーティスト応援
事業費

文化振興・
世界遺産課

改善

＜ビジョン＞マニ
アが集う長崎プロ
ジェクト費

文化振興・
世界遺産課

改善

みんなで創る！な
がさき国際文化芸
術プロジェクト事
業費

文化振興・
世界遺産課

改善

●事業内容
ながさきピース文化祭の開催に向
けて、地域資源の磨き上げや伝統
文化の継承に積極的に取組む地域
を重点的に支援する。また、全県
域における若者を対象としたワー
クショップ等の取組により「なが
さき愛」を高め、交流人口の拡
大、人口定着を図る。
●実施状況
ながさきピース文化祭2025の開催
に向けて、地域文化資源の磨き上
げや伝統文化の継承に積極的に取
り組む地域を支援した。また、若
者参画型の文化芸術による地域づ
くりを推進することにより交流人
口の拡大・関係人口の創出と若者
人口定着を図った。

ながさきピース文化祭2025を契
機に、こども県展との同時開催な
ど、観覧者にとって魅力ある「県
内最大の総合美術展」へ再編する
ことなどを引き続き検討する。

また、長崎県文化団体協議会の
体制強化を図ることにより、県内
の文化芸術団体の再編、地域コ
ミュニティの活性化、地域文化の
磨き上げ、若者人材の掘り起こし
及びふるさと教育につなげ、地方
創生に資するとともに、国民文化
祭後も持続的な芸術文化事業を運
営できる基盤づくりを目指す。

文化関係者だけでなく、福祉、
教育、地域づくりなど様々な分野
の関係者に協力を仰ぎながら、県
内全域に横展開していく。

令和6年度の書店フェア等のイベ
ントでは、来場者アンケート等を
実施し、小説等のマニアの意見を
収集して事業の成果を検証するこ
とにしており、検証結果を令和7年
度事業に反映させ、マニアへより
効果的にアプローチできる事業内
容に改善する。

ながさきピース文化祭2025の開
催及び開催後を見据え、次世代を
担う若者が主体的に地域づくりに
関わることにより、新しい地域文
化の創出に繋げる。

そのために、東京藝術大学等と
の連携を推進するとともに、積極
的に人材育成及び新しい文化の創
出に取り組む地域を支援する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県民に良質な芸術文化に触れられ
る機会を提供し、芸術文化活動の
促進と県民文化の向上を推進する
ため、長崎県美術展覧会（県展）
の開催や長崎県文化団体協議会へ
の支援を行う。
●実施状況
長崎県美術展覧会（県展）及び同
移動展を県内各地で開催したほ
か、県内の文化団体相互の連絡協
調を行い、文化芸術活動を促進し
て県民文化の向上を図るため補助
を行った。
また、令和5年度は、長崎県新人演
奏会第50回記念事業として、記念
演奏会と県内各地でのミニコン
サートを開催した。

●事業内容
地理的・経済的な格差なく、子ど
もたちが地域で主体的に文化芸術
活動に取り組むことができる「こ
ども場所」をつくるため、子ども
たちが求める分野の指導者を派遣
し、文化芸術活動への参画機会と
成果発表の場を創出する。

●事業内容
「新しい長崎県づくりのビジョ
ン」の交流分野において、アニメ
や小説等の聖地化及び誘客促進の
ため、本県を舞台とした作品の創
作支援、小説等のマニアや作家の
ファン向けのSNSを活用した情報発
信、書店フェア等を開催し、作品
舞台を巡る「聖地巡礼」など交流
人口の拡大を図る。
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「長崎の歴史」魅
力再発見・発信事
業費

文化振興・
世界遺産課

改善

長崎県文化観光推
進事業費

文化振興・
世界遺産課

改善

　事業群②　伝統文化の継承と文化財の保存・活用

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

5 1 1

72% 14% 14%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

文化財調査管理費 学芸文化課 改善

世界遺産保存整備
事業

学芸文化課 改善

引き続き、市町が作成する「文
化財保存活用地域計画」などの文
化庁長官による認定等を推進して
いく。

また、市町が計画を策定した後
の県内文化財の積極的な保存・活
用を図っていくため、補助制度に
ついても検討していく。

引き続き、市町が作成する「文
化財保存活用地域計画」などの文
化庁長官による認定等を推進して
いく。

また、市町が計画を策定した後
の県内文化財の積極的な保存・活
用を図っていくため、補助制度に
ついても検討していく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
次世代へ伝統文化、地域芸能を継
承していく機運醸成の推進。
●実施状況
「長崎県の文化財公開月間」を実
施するとともに、県内文化財の保
存・活用の推進のため、文化財の
整備への助成を実施した。

●事業内容
世界遺産関連の構成資産である文
化財の保存・活用の推進。
●実施状況
世界遺産関連文化財の整備への助
成を実施した。

●事業内容
本県のプレゼンスの向上や中国と
の交流の深化を図るため、隠元禅
師や孫文・梅屋庄吉などに象徴さ
れる長崎と中国との交流の歴史に
ついて情報発信するとともに、本
県の特色のある歴史文化を研究す
る「長崎学」や「日本遺産」を活
用して国内・海外交流及び情報発
信を強化する。
●実施状況
長崎ゆかりの偉人顕彰について
は、中日黄檗文化交流大会への参
加などの中国現地での情報発信
や、県内高校での「孫文と梅屋庄
吉」講演会開催、ウェブサイト
「旅する長崎学」の多言語化によ
る情報発信の強化に取り組んだ。
日本遺産「国境の島」について
は、シンポジウム(長崎市)の開催
や、日本遺産フェスティバル(東京
都)でのブース設置等を行った。ま
た、多言語パンフレット(中国語)
を作成した。
●事業内容
文化観光推進法に基づく国の補助
金等を活用した博物館などの文化
観光拠点施設の機能強化や施設間
の連携、食文化コンテンツの磨き
上げ等により、来館者の満足度向
上、周遊促進を図る。
●実施状況
文化観光拠点施設の機能強化とし
て、長崎歴史文化博物館の常設展
示で取り扱うテーマに関する文化
観光映像（多言語）の制作及び収
蔵資料の多言語化を進めた。ま
た、海外交流に根差した豊かな食
の歴史を活かした文化観光コンテ
ンツの増進を図ることを目的とし
た研究等、文化資源の磨き上げの
ための事業を実施した。

今後、アフターコロナの進展等
により人の往来の増加も期待され
ることから、県内の2つの世界遺産
をはじめ、日本遺産、長崎ゆかり
の偉人、食文化や長崎学など長崎
特有の歴史・文化と観光を融合さ
せ、本県への誘客までを見据えた
情報発信や誘客促進等の取組を、
関係地域とも連携を深めながら積
極的に進めていく。

また、令和7年度は、日本遺産
「国境の島」が認定10周年を迎え
ることから、更なる認知度向上や
誘客促進に向けた新たな取組を検
討していく。

引き続き、博物館等の魅力増進
を図るとともに、令和6年度に施設
間の協力体制のもと制作する館の
魅力と地域の魅力を顕在化するた
めのコンテンツの成果や課題を整
理し、本県の文化観光の推進に活
用することで、様々な文化資源の
更なる魅力増進や広域的な文化観
光の推進を図る。
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重要遺跡情報保存
活用事業費

学芸文化課 改善

埋 蔵 文 化 財 セ ン
ター管理運営費

学芸文化課 改善

宗家文書修復・保
存・整理事業費

学芸文化課 現状維持

「しまの遺跡の魅
力」探求事業費

学芸文化課 終了

水中文化遺産保存
活用推進事業費

学芸文化課 改善

未周知の水中遺跡について、そ
の所在と内容を把握するため、引
き続き県内水中遺跡の分布調査を
実施していく。また、調査結果に
基づく報告会や展示会を適宜開催
して、水中遺跡に対する興味関心
を高めてく。

●事業内容
県内に所在する遺跡の発掘調査や
出土品の調査研究・収蔵保管、普
及啓発を行う。
●実施状況
遺跡から出土した木製品や金属製
品などの保存処理や科学的分析を
行った。また、埋蔵文化財の普
及・啓発を図るため、オープン収
蔵展示やバックヤードツアーを実
施した。

●事業内容
国指定重要文化財「対馬宗家関係
資料」の修理
●実施状況
保存・活用の推進のため、劣化の
著しい資料や展示効果が高い資料
などを優先して実施した。

●事業内容
離島地域における埋蔵文化財調査
研究と成果の情報発信や、離島地
域の高校生に対する出前授業等を
行う。
●実施状況
壱岐、対馬、小値賀町で発掘調査
を実施し、対馬市では巡回遺跡
展・講演会を開催した。宇久・小
値賀・五島地域の高校生に対する
出前授業を実施した。

●事業内容
県内全域を対象にした水中遺跡の
分布調査を行い、その所在や内容
を把握し、周知を進めることによ
り、海洋開発と水中遺産保護との
調整を図る。
●実施状況
県内水中遺跡の分布調査を実施し
た。また、水中文化遺産保護の担
い手育成を目指し、水中考古学の
体験講座を実施した。

各種開発行為に伴う埋蔵文化財
の調査に加え、更に地域の特色あ
る埋蔵文化財の調査を行うことに
より、埋蔵文化財の適切な保護を
図っていく。

また、国・県・市町の開発部
局・文化財保護部局担当者の文化
財保護意識の醸成を図るため、文
化財基礎研修を継続していく。

県内の埋蔵文化財の発掘・調査
研究や、出土品の保存処理・収集
保管により、埋蔵文化財の適切な
保護と普及啓発を図るとともに、
東アジア視点での調査研究を行っ
ていく。また、壱岐市立一支国博
物館との連携も含め、効果的な普
及啓発方法を検討していく。

令和２年度から令和６年度まで
の第２期修理計画では、従来の日
記類に加え、展示効果の高い資料
や学術上注目される資料を修理対
象として選定し、引き続き修復事
業を実施していく。

また、令和４年４月開館の対馬
博物館において、第１期修理（平
成２７年度～令和元年度実施）や
維持管理行為の内容・成果などを
公開するなど、引き続き対馬市と
も連携を図りながら文化財の保
存・公開・活用等を推進してい
く。

本事業は令和６年度で終期を迎
えるが、これまでの成果を踏ま
え、より効果的な学校との連携方
法を検討し、埋蔵文化財に対する
意識の醸成を図るための事業を再
構築する。

●事業内容
埋蔵文化財保護と公共事業の調整
を図るため、事業計画地において
埋蔵文化財の分布調査や予備調査
を行う。
●実施状況
開発行為に伴う埋蔵文化財の予備
調査、分布調査を実施した。国・
県・市町の開発部局・文化財保護
部局担当者を対象に、文化財保護
の基礎的知識を習得するための研
修を実施した。
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　事業群③　スポーツによる地域活性化

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4 1

80% 20%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

プロスポーツクラ
ブを活用した地域
活性化推進事業費

スポーツ振
興課

改善

スポーツによる賑
わいづくり推進事
業費

スポーツ振
興課

改善

トップリーグである B1残留と
なった長崎ヴェルカは、引き続き
観客増や交流人口の拡大に向けた
好影響が期待できる（昨シーズン
平均入場者数／B1：4,617人B2：
2,304人）。また、V・ファーレン
長崎も、Ｊ1在籍時（2018年）の
ホームゲーム平均観客数は、J2在
籍期間における平均観客数の倍以
上 （ 平 均 観 客 数 ／ J1 在 籍 時 ：
11,225人J2在籍期間：5,553人）で
あったことから、トップリーグへ
の在籍は、当事業の目的である交
流人口の拡大等による地域活性化
に大きく寄与すると考えられる。

このような中、本年10月には両
クラブの本拠地となる長崎スタジ
アムシティが開業予定であり、県
民の応援機運の高まりも期待でき
ることから、今後もより県民に親
しまれる強いプロスポーツクラブ
として根付かせていくため、両ク
ラブを後押しする支援策を検討し
ていきたい。

国際大会等大規模な大会の誘致
については、知事トップセールス
等の手法も検討しながら、誘致成
功の可能性を最大限高められるよ
う取り組む。

また、これまでの合宿・大会誘
致による効果検証を行ったうえ
で、特に、トランスコスモススタ
ジアムへの大会誘致の可能性につ
いて、施設管理者や市町、競技団
体など関係者との協議を進めてい
くほか、実施実績を県内外へ積極
的にＰＲするなどして、地域のブ
ランド力強化を図り、新たな合
宿・大会の誘致に繋げていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県内のプロスポーツクラブＶ・
ファーレン長崎と、長崎ヴェルカ
の活動を支援することで、県民に
夢と希望を与えるとともに、チー
ムを応援することで県民の一体感
と郷土愛の醸成や交流人口の拡大
等による地域活性化を図る。
●実施状況
Ｖ・ファーレン長崎及び長崎ヴェ
ルカに対しては、ホームゲームの
観客数増を図るため、県民応援
フェアを開催するとともに、両ク
ラブと県内全自治体で構成する自
治体連携会議を開催し、自治体に
よる集客支援やクラブによる地域
貢献活動の促進を図った。
また、Ｖ・ファーレン長崎に対し
ては、県立総合運動公園陸上競技
場の使用料減免を実施するととも
に、レノファ山口戦、町田ゼルビ
ア戦のアウェイゲーム2試合を訪
れ、ホームゲームへの誘致活動を
行った。

●事業内容
スポーツ合宿・大会誘致を進める
他、アーバンスポーツ等を活用し
たスポーツの振興に取り組むとと
もに、国際大会の誘致に向けた関
係団体のヒアリングを行うなど、
国際交流、交流人口の拡大に向け
て積極的に取り組んでいく。
●実施状況
プロチーム等7件を含む、50件の接
触・訪問を行った。国内チームの
合宿については、計5チームが初来
県した。海外チーム等について
は、大会に向けた事前キャンプ、
交流事業として、計5か国5チーム
が来県した。アーバンスポーツに
ついて、主に県内在住の子ども達
を対象とした「スケートボード体
験会」を開催した。本明川ボート
練習場において「スポーツフェス
タ」を開催した。ｅスポーツの効
果について研究・理解するととも
に、自治体職員等を対象として勉
強会を開催した。
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サイクルツーリズ
ム推進事業費

スポーツ振
興課

改善

障害者スポーツ振
興費

障害福祉課 改善

日本スポーツマス
ターズ２０２４長
崎大会開催事業費

スポーツ振
興課

終了

●事業内容
地域資源を活用したサイクルツー
リズム振興を行い、交流人口の拡
大等を通して地域活性化を図る。
●実施状況
島原半島3市が島原半島観光連盟を
事業主体として進めているサイク
リストの受入環境整備に関して、
定例会議を実施するほか、半島内
でのモニターツアー・試走会や熊
本県天草地域、大分県佐伯地域へ
の視察、有識者を招聘した講演会
開催に対する支援を行った。
九州各県と連携した取組として、
九州・山口サイクルツーリズム推
進委員会の契約アドバイザーによ
る講演会や担当者会議に出席し、
意見交換を行うとともに、初開催
となったツール・ド・九州2023の
視察及び関係団体等へのヒアリン
グを実施した。

●事業内容
障害に対する理解促進や共生社会
の実現に向けた障害者スポーツ大
会等の開催や選手への支援
●実施状況
長崎県障害者スポーツ大会の開催
や、全国障害者スポーツ大会への
本県選手団派遣、長崎県障害者ス
ポーツ協会運営費の一部補助を行
い、県内の障害者スポーツの普
及・振興を図った。

●事業内容
日本スポーツマスターズ2024長崎
大会の成功に向けて、大会の機運
醸成や本県のPRに繋がるような広
報等を実施するとともに、競技運
営等に対する支援を実施する。
●実施状況
大会の開催準備を円滑に進めるた
め、県内競技団体や市町のほか、
医療・経済・観光・物産関係団体
などで構成する実行委員会を設立
し、大会の運営方針等を決定し
た。また、大会の機運醸成に向け
て、チラシをはじめとした広報物
を作成するとともに、大会アンバ
サダーを委嘱し、大会1年前を記念
したキックオフイベントを開催し
た。

島原半島地域においては、受入
環境整備の大方の完了に向けて取
り組むとともに、国内外からのサ
イクリストの誘客に向けて、PR・
プロモーションを関係者と連携し
て取り組む。

大村湾南部地域は関係自治体と
連携し、サイクリスト受入環境整
備の計画策定や地域の機運醸成に
ついて協議を行い、実施主体の立
ち上げを検討する。

九州・山口サイクルツーリズム
については佐世保市と連携し、
「ツール・ド・九州2025」の本県
開催に向けた準備を行う。

事業の一層の効果促進を図るた
め、各種広報媒体を活用して、障
害者スポーツを広く周知していく
とともに、健常者と障害者の交流
の場としてスポーツ教室を引き続
き実施する。また、第25回夏季デ
フリンピックに向けて、県内の障
害者アスリートの支援を行ってい
く。

―
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　事業群④　競技スポーツの推進

　評価対象事業件数　6 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 4 1

17% 66% 17%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

競技力向上特別対
策費

体育保健課 改善

スポーツ合宿施設
費

体育保健課 改善

未 来 な が さ き ス
ポーツプロジェク
ト推進事業

体育保健課 改善

国民スポーツ大会
費

体育保健課 拡充

●事業内容
国民体育大会及び九州ブロック大
会への選手等派遣費を助成する。
●実施状況
国民体育大会・九州ブロック大会
における、本県代表の監督・選手
の旅費を助成した。

国民スポーツ大会での競技別獲
得点数や成果課題の分析から事業
の成果と課題を把握する。さら
に、全競技団体とのヒアリングに
おける強化方針や課題等を踏ま
え、継続的な競技力の向上を目指
す。

令和６年度からは、各競技団体
がそれぞれの実情や課題を踏まえ
て強化策に取り組むことができる
提案型事業を開始している。ま
た、少子化が進む中においても、
本県における持続可能な競技ス
ポーツの普及・発展と競技力向上
のため、「長崎県競技力向上戦略
ビジョン」を令和６年度中に策定
予定である。

スポーツ合宿所の老朽化に伴う
施設の維持・管理費や時代にあっ
た施設設備となっているかなどの
観点から、スポーツ合宿所の運営
方法等を考えていく。

長崎県スポーツ協会が設置し
た、「長崎アスリートサポートセ
ンター」と協力しながら、大学生
が卒業後に県内社会人アスリート
として競技を継続できるサポート
体制や、すでに県外で活動してい
るアスリートが長崎県に戻ってき
て活動できるようにサポート体制
の強化を図る。

令和７年国民スポーツ大会九州
ブロック大会が長崎県で開催され
るためその運営に係る必要経費及
び令和７年国民スポーツ大会（滋
賀県）、本県開催の九州ブロック
大会に参加するための必要な旅費
等の経費を措置する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
官民一体となった「長崎県競技力
向上対策本部」や県高体連等と連
携・協力し、選手や団体の育成強
化を行い、本県競技力の推進を図
る。
●実施状況
国体強化事業や小・中学生を対象
とした強化事業、指導者育成事
業、ジュニアスポーツ推進事業な
どにより、選手の発掘・育成・強
化など更なる競技力の向上に取り
組んだ。
特にジュニアスポーツ推進事業に
ついては、全国大会で入賞が期待
できる部活動35競技のべ90校に対
して強化指定し、遠征費等の助成
を行い、少年種別の競技力向上に
努めた。

●事業内容
長崎県スポーツ協会が運営する合
宿所の運営費の一部を助成する。
●実施状況
スポーツ合宿所の運営に要する経
費の一部を助成し、離島地区の児
童・生徒のスポーツ機会の確保と
保護者の負担軽減を図った。

●事業内容
長崎県スポーツ協会が設置した
「アスリートサポートセンター」
と協力し、成年アスリートの就職
支援やスポンサー企業の開拓、社
会人クラブの活動支援などを行
い、アスリートが県内で活動でき
る体制づくりを推進する。また、
U・Iターン希望者リストの作成、
ポスター・チラシの作成、専用
ホームページの開設、企業訪問等
を行うことにより、競技団体や大
学・学校関係者、県内企業等に対
し広報・周知を図る活動等に対し
て助成する。
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競技力向上特別対
策重点強化事業費

体育保健課 改善

　事業群⑤　ながさきピース文化祭２０２５の開催

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

国民文化祭推進事
業費

な が さ き
ピース文化
祭課

拡充

全国障害者芸術文
化祭推進事業費

な が さ き
ピース文化
祭課

拡充

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
ながさきピース文化祭2025の開催
に向け、県及び県実行委員会を中
心に開催準備を進めるとともに、
プレイベントの開催やアンバサ
ダーを活用した広報・情報発信等
を実施する。
●実施状況
ながさきピース文化祭2025の開催
準備、運営等を行う県実行委員会
へ負担金を支出したほか、実施計
画（案）の策定に向け、企画会議
を開催し、県実行委員会主催事業
の協議等を行った。

●事業内容
ながさきピース文化祭2025の開催
に向け、県及び県実行委員会を中
心に開催準備を進める。
●実施状況
実施計画（案）の策定に向け、企
画会議を開催し、県実行委員会主
催事業の協議等を行った。

第40回国民文化祭、第25回全国
障害者芸術・文化祭の開催年とな
ることから、文化祭の更なる認知
度向上や機運醸成、各種事業の磨
き上げ、関係者との連携強化な
ど、総参加者数の拡大に向けた取
組の推進に繋げていく。

第40回国民文化祭、第25回全国
障害者芸術・文化祭の開催年とな
ることから、障害のある方が安心
してイベントへの参加・鑑賞がで
きる環境づくりを創出するなど、
合理的配慮の提供を行い、障害の
ある方の文化芸術活動の発表の場
を通して、障害に対する理解を深
め、障害のある人の自立と社会参
加の促進に繋げていく。

●事業内容
県内から一人でも多く、オリン
ピック選手等の日本代表選手を輩
出するため、競技環境の整備や、
選手の育成・強化を行い、本県競
技力の更なる向上を図る。
●実施状況
県内から多くの日本代表選手を輩
出することを目的に、県内在住の
各カテゴリー日本代表選手を特別
強化選手及び強化選手に指定し、
合宿や遠征等に要する経費の助成
を行った。
また、更なる競技力向上を図るた
めセーリング艇の整備を行った。

今後も強化指定選手が増え、オ
リンピックや世界選手権等で活躍
する日本代表選手を輩出すること
で県内のスポーツの活性化を目指
す。また、計画的に競技用備品を
整備し、本県の競技力の向上を図
る。
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施策６　国際交流と平和発信の推進

　事業群①　国際交流の推進

　評価対象事業件数　10 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

7 1 1 1

70% 10% 10% 10%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

友好交流関係推進
事業費

国際課 改善

国際交流関係連絡
調整費

国際課 改善

国際交流関係連携
強化事業費

国際課 改善

周 年 記 念 事 業 費
（ＬＡ、釜山）

国際課 終了 ―

●事業内容
南カリフォルニアと本県との友好
関係の懸け橋としての役割を果た
すLA Nagasaki-kaiの周年記念事業
への出席と併せて、観光や県産品
のＰＲ等を行い、本県と米国との
関係強化や経済交流等の拡大に繋
げる。
長崎県と釜山広域市の友好交流関
係樹立10周年を記念し、訪問団の
派遣・受け入れ等を行うことで、
友好交流関係や人的ネットワーク
を一層強化するとともに、経済、
文化等のさらなる交流の促進を図
る。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
本県の特色ある歴史・文化（ソフ
トパワー）に関連する各種交流事
業を実施し、友好交流関係都市等
との交流拡大を推進する。
●実施状況
海外における本県の認知度向上を
図るため、友好都市と連携し、韓
国の日韓交流おまつりでの長崎県
ブースの出展及びホイアン市「日
本文化展示の家」での、長崎県に
関するPRを実施した。
また、県内留学生と大学生を対象
にした青少年交流事業を実施し、
フィールドワークやグループ討議
を通じて、長崎県と中国・韓国・
ベトナム等との交流について理解
を深め、友好交流都市との相互理
解及び交流拡大に寄与した。

●事業内容
中国及び韓国等、本県と所縁のあ
る諸外国との連絡調整及び友好親
善交流のための助成等を行う。
●実施状況
長崎県日中親善協議会が実施する
日中友好交流事業に対し支援を
行った。福建省、上海市、湖北
省、釜山広域市をはじめ、中国・
韓国両国との友好交流促進のため
各種連絡調整を行った。

●事業内容
ポルトガル政府機関と締結したMOU
に基づき、行政間交流、青少年交
流、芸術交流、経済・文化交流等
の取組状況を確認するための年次
会議を本県で開催し、本県とポル
トガルとの関係強化や各分野での
連携拡大に繋げる。

友好交流関係にある国・地域と
のこれまでの取組で得た人的ネッ
トワークを活用しながら、引き続
き本県ならではの諸外国との交流
の歴史等の魅力を情報発信すると
ともに、各交流事業を一過性のも
のとせず、交流人材同士の更なる
ネットワークの構築や交流拡大に
向けたより効果的な取組を推進し
ていく。

引き続き、福建省、上海市、湖
北省、釜山広域市をはじめ、中
国・韓国両国との友好交流促進の
ため各種連絡調整を行うととも
に、長崎県日中親善協議会が実施
する日中友好交流事業、中国外交
部等職員の長崎県立大学への受入
事業等に対し効果的な事業の実施
ができるよう時期や内容等につい
て関係者と調整し、工夫しながら
取り組んでいく。

R6年度の取組状況も踏まえなが
ら、本県とポルトガルとの関係強
化や各分野での連携拡大に資する
より効果的な連携のあり方につい
て検討し、事業内容の改善を図っ
ていく。
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長崎発東アジアの
環境技術発信事業

県民生活環
境課

改善

日中・日韓水産関
係交流促進事業費

漁政課 改善

国際交流協会助成
事業費

国際課 改善

海外技術研修員受
入事業費

国際課 廃止

語学指導等外国青
年招致事業費

国際課 改善

会議の開催頻度や人的交流の派
遣期間を見直し、オンラインによ
る情報交換等で補うことで、限ら
れた予算を最大限活用する。

本県と水産資源を共有している
中国、韓国と良好な交流協力関係
を維持していくことは重要である
ため、引き続き中国、韓国と対面
での交流を前提とした国際連携を
図るとともに、国内で実施する会
議については一部オンライン化を
検討する。

引き続き国際交流協会が実施す
る県民の国際理解促進のための取
組や、在留外国人への支援などの
各種事業が効率的に実施され、在
留外国人と共生する魅力ある地域
づくりが促進されるよう、意見交
換等を通して、事業内容の改善を
図っていく。

各国からの応募が減少している
ため、廃止とする。今後は、海外
県人会支援事業をはじめとする各
種交流事業を通して、海外諸国と
の相互理解、友好親善の促進を
図っていく。

学校現場や地域の国際化に果た
す外国青年の役割が増えているこ
とから、今後も外国青年のスムー
ズな招致を行うため、市町へのサ
ポート・研修に取り組みさらなる
外国青年の活躍と地域の国際化を
実現する。

●事業内容
環境に係る課題の解決を図るた
め、福建省との人材交流や、日韓8
県市道との環境保全技術等に関す
る共同事業を実施。
●実施状況
オンライン会議を開催し、福建
省、日韓8県市道の環境部局担当者
とそれぞれ環境政策や研究事例等
について情報共有や意見交換を
行った。

●事業内容
中国福建省・浙江省、韓国1市3道
との水産技術者、行政担当者等に
よる交流事業を実施する。
●実施状況
韓国1市3道（釜山広域市、慶尚南
道、全羅南道、済州特別自治道）
と資源管理等に関する交流事業、
魚類の種苗放流、ならびに漁業者
交流を実施した。また、中国浙江
省とは、備忘録の交換を実施する
とともに、令和6年度の交流事業に
向け協議を始めた。また、福建省
とは次回開催に向けた備忘録の交
換を行った。

●事業内容
（公財）長崎県国際交流協会が実
施する地域の国際化に向けた関係
事業（多文化共生・国際理解講座
等）について、その一部経費を助
成する。
●実施状況
多文化共生・国際理解講座や外国
人による日本語弁論大会等を通し
て県民と外国人住民との相互理解
を深める機会を提供できた。

●事業内容
将来、派遣元国の経済開発と繁栄
に貢献しうる人材を養成するとと
もに、県民との交流を通じて相互
理解、友好親善の促進を図ること
を目的として、海外からの研修生
を本県で受け入れる。
●実施状況
令和5年度は、新型コロナウイルス
の影響により、研修員の受入がで
きなかった。

●事業内容
地域における国際化の推進を図る
ため、語学指導や翻訳・通訳等を
行う外国青年を招致する。
●実施状況
県国際交流員による国際理解講座
や語学指導をとおして地域におけ
る国際化の推進を図った。
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　事業群②　核兵器や戦争のない平和な世界の実現に向けた情報発信

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

長崎県平和発信事
業費

国際課 拡充

ヒバクシャ医療国
際協力事業

原爆被爆者
援護課

改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
県民の悲願である核兵器廃絶の実
現に向けて、被爆の実相や核兵器
廃絶の思いを広島県と連携して世
界へ発信するとともに、県内を中
心に地域や世代を超えた平和教育
を推進する。
●実施状況
県内小中学生等への被爆体験講話
や県内留学生等への長崎平和大学
及び広島県への県内高校生派遣等
を実施した。また、NPT再検討会議
に参加し、広島県と共催でサイド
イベントを実施したほか、専門家
等による市民講座等の開催及び
ユース代表団による各種平和活動
への支援を行った。

●事業内容
長崎が有する被爆者治療の実績や
放射線障害に関する調査研究の成
果を活かし、在外被爆者及び世界
各地の放射線被ばく事故による被
災者を支援するため、国外からの
医師の研修受け入れや専門家の派
遣、医学教科書の出版等を行う。
●実施状況
韓国及びカザフスタンから放射線
被ばく医療に従事する医師を受け
入れて研修を行うとともに、当該
国へ専門家を派遣した。
WHOから発刊されたガイドライン
「放射線及び原子力緊急事態のた
めの国家備蓄：政策的提言」をウ
クライナ語に翻訳して発行した。
出前講座、機関誌の発刊、ホーム
ページの更新、パンフレット（英
語版）の増刷などの普及啓発活動
を実施した。

被爆80年の節目の年を迎えるた
め、核兵器廃絶の実現に向けて、
さらに効果的な平和の発信が行え
るよう、関係団体と連携・協力し
ながら、実効性のある手法につい
て引き続き検討を進める。

また、被爆者の高齢化により、
次代を担う若い世代を対象とした
平和教育の重要性が年々高まって
いるため、被爆地の平和発信を担
う人材育成を推進する。

長崎・ヒバクシャ医療国際協力
会の発足目的である「被爆者治療
の実績を国外の被爆者医療に活用
すること」のための事業（海外か
らの研修受入事業）は、今後も受
入を継続していくが、実施にあ
たっては、社会情勢等の変化に対
応した方法で行っていく。
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戦略３－３　安全安心で快適な地域を創る
　評価対象事業件数　115 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 48 64

2% 42% 56%

施策１　犯罪や交通事故のない安全・安心なまちづくりの推進

　事業群①　安全・安心を実感できる社会づくりの推進

　事業群④　組織犯罪対策の推進

　事業群⑤　サイバー空間の安全確保に向けた対策の推進

　評価対象事業件数　9 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

9

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

地域安全活動推進
事業

生活安全企
画課

改善

少年非行防止対策
事業

人身安全・
少年課

改善

防犯まちづくり推
進事業

交通・地域
安全課

改善

令和７年度の方向性

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
悪質巧妙化しているニセ電話詐欺
の被害防止対策や地域住民の防犯
意識の高揚を図るため、防犯講習
会等を実施。
●実施状況
防犯講習会、防犯キャンペーン等
の実施により自主防犯意識の高揚
を図り、地域に根付いて事業活動
を展開している事業所に対して社
会貢献活動の一環として防犯活動
の取組への協力を仰ぎ、自主防犯
活動の活性化を図った。また、街
頭防犯カメラの運用、コールセン
ター事業によるニセ電話詐欺を始
めとした各種犯罪に対する県民の
防犯意識の高揚を図った。

●事業内容
少年非行を防止するため、非行防
止教室等の非行防止活動を実施。
●実施状況
非行少年を生まない社会づくりの
ため、少年サポートセンターの少
年補導職員と県下12名配置の警察
官ＯＢからなるスクールサポー
ターが連携して、各学校と児童・
生徒に係る個別の問題に関して情
報を共有し、解決に向けた助言・
指導を行った。
また、少年補導職員を中心に児
童・生徒に対する非行防止教室、
非行に走るおそれ等の問題を抱え
た少年に対する面接、学習支援、
農業体験等の継続的な支援を推進
した。

引き続き地域安全活動推進事業
に基づき、同事業を構成するニセ
電話詐欺等対策、街頭防犯カメラ
事業、犯罪なく３ば運動推進事
業、防犯ボランティア支援事業、
県防犯協会連合会等の関係機関・
団体の支援と連携活動、安全情報
の適時適切な発信事業等の各種取
組を推進する。

これらの取組を効果的に推進す
るために、その時々の犯罪情勢と
課題を分析し、県民等のニーズを
把握・反映しながら、随時内容の
見直しと改善により最適化を図る
こととしている。

参加者の講話の理解度や効果を
検証し、その結果を踏まえて講話
方法等の見直しを行い、インター
ネットや薬物の有害性・危険性が
強く印象に残るような効果的な非
行防止教室等の開催に努める。

また、各種キャンペーンやＳＮ
Ｓを活用した広報啓発活動のほ
か、街頭補導活動時に非行防止に
関する指導を行い非行防止を図
る。

長崎県では、令和３年から３年
連続して刑法犯認知件数が増加し
ていることから、ＨＰ、広報紙等
の各種媒体を通じて、宣言団体に
対する活動の活性化を図るととも
に、年間を通じて自治会、ボラン
ティア団体、事業所等にまちづく
り宣言の周知を努める。また、関
係機関と連携して防犯研修会を開
催し、意識高揚を図る。

●事業内容
犯罪のない日本一安全・安心な長
崎県を目指して、県民（自治会、
老人会等）に自主防犯活動に取り
組んでもらう「長崎県犯罪のない
安全・安心まちづくり宣言」への
参加を推進。
●実施状況
宣言団体等への活動支援として、
防犯グッズの提供や防犯情報・活
動事例に係る情報発信を行うとと
もに、防犯研修会を開催した。
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犯罪被害者等支援
対策事業費

交通・地域
安全課

改善

暴力団総合対策の
推進事業

組織犯罪対
策課

改善

来日外国人犯罪対
策の推進事業

組織犯罪対
策課

改善

薬物・銃器対策推
進事業

組織犯罪対
策課

改善

国において令和５年度から令和
７年度の３年間を性犯罪・性暴力
対策の強化期間と設定しており、
長崎県においてもサポートながさ
きでの相談対応件数が増加してい
ることから、国の方針に基づいて
性暴力被害者支援のワンストップ
支援センターを中心とした被害者
支援の充実を図る。

暴力団の勢力数を減少させるた
めに、関係部門、関係機関と連携
した検挙活動及び暴力団排除活
動、暴力団共生者等に対する取締
りを推進していく。

暴力団排除と離脱支援の重要性
について、各種研修会やキャン
ペーン活動等あらゆる機会を通じ
て広報啓発を行い、県民の機運を
高め官民一体となった施策を推進
していく。

今後、外国人の受入拡大に伴
い、県内の来日外国人も増加する
ことが予想されることから、警察
組織全体の外国人対応能力の向上
を図るための各種研修会の実施、
部内通訳人の拡充、民間通訳要員
の確保に向けた取組を積極的に推
進する。また、関係機関・団体等
と連携し、在留外国人との共生に
向け、犯罪被害の防止、交通事故
防止、日本国における法律遵守
等、日本で生活する上での不安感
等の除去や共存意識の醸成等が図
られるような広報啓発活動を推進
していく。

違法薬物・銃器の根絶に向けた
県民の意識を醸成し、若年層への
大麻事犯の浸透を阻止するととも
に、警察捜査への県民の協力を確
保するための広報啓発活動を推進
していく。また、薬物乱用者を対
象として再び乱用することを防止
するための活動を推進する。

●事業内容
誰もが安全で安心して暮らすこと
ができる社会を実現するため、犯
罪被害者等支援に係る相談体制を
整えるとともに、男性被害にも目
を向けた幅広い広報啓発活動を実
施。

●事業内容
暴力団総合対策を推進するため、
暴力団構成員等の検挙活動、不当
要求防止研修会の開催など官民一
体となった各種暴力団排除活動を
実施。
●実施状況
暴力団組員等 29人を検挙したほ
か、各種企業・行政機関関係者
2,700人に対して不当要求防止責任
者講習における講話の実施、暴追
センター等関係団体と連携した暴
力団排除活動の実施、被害者等へ
の適切な支援を実施した。

●事業内容
来日外国人犯罪対策を推進するた
め、各種研修会等を実施。
●実施状況
来日外国人の犯罪被害防止等を目
的として、外国人労働者や留学生
を対象とした講習会及び受入企
業・教育機関に対する広報啓発活
動を実施した。また、外国人によ
る犯罪の取締りを実施するととも
に、来日外国人犯罪に対する捜査
能力向上を目的とした教養や語学
研修会を実施した。

●事業内容
薬物・銃器対策を推進するため、
広報啓発活動の推進と徹底した取
締りを実施。
●実施状況
関係機関と連携したキャンペーン
等を開催し、県民に対してパンフ
レット等を配布するなどして違法
薬物の乱用防止、銃器根絶等に対
する理解と協力を求める広報啓発
活動を推進した。また、潜在化す
る薬物・銃器事犯に対して、県民
からの薬物情報の提供を受けての
取締りや県民の捜査への積極的な
協力、追跡捜査等による薬物入手
ルートの解明等、県民と一体と
なった取締りを推進したほか、部
内教養を徹底し捜査員の能力向上
を図った。
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薬物乱用対策費 薬務行政室 改善

サイバー犯罪対策
推進事業

サイバー犯
罪対策課

改善

　事業群②　交通安全対策の推進

　評価対象事業件数　10 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4 6

40% 60%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

交通安全教育推進
事業

交通企画課 改善

より実践的で安全意識の高揚が
期待できる交通安全教育として、
シミュレーター機器を活用した出
前型の参加体験型講習会を実施し
ているところ、今後、各地区のイ
ベント行事等に積極的に参加し、
更に実施頻度を増やして継続的に
実施する。

また、ライフステージに合わせ
た段階的、体系的な交通安全教育
として、現状として、交通弱者と
言われる子供や高齢者を中心に年
齢に応じた交通安全教育を実施し
ているところ、今後、新たな電動
モビリティ等の利用増加を考慮し
た幅広い世代の交通安全教育を推
進する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
道路交通法の規定に基づく安全運
転管理者に対する法定講習や、地
域交通安全活動推進委員による交
通安全広報活動の推進及び関係機
関・団体と連携したあらゆる世代
に対する交通安全教育を実施。
●実施状況
安全運転管理者等6,064人に対して
法定講習をオンラインで実施した
ほか、地域交通安全活動推進委員
216人による交通安全活動等を通じ
て、県民の交通安全意識の高揚を
図った。
このほか、関係機関・団体と連携
し、歩行者及び運転者に対する参
加・体験・実践型の交通安全教育
に取り組むとともに、キャンペー
ンでの呼び掛け、広報紙やSNSでの
情報発信などの広報啓発活動を実
施した。

●事業内容
安全で安心なサイバー空間を確保
するため、産学官の機関・団体や
ボランティア団体と連携した広報
啓発活動を推進するなど、県民の
サイバーセキュリティに対する意
識向上を図るとともに、捜査員の
育成などサイバー犯罪に対する対
処能力向上を推進。
●実施状況
サイバー空間における犯罪被害防
止に資する情報を発信したほか、
産学官の機関・団体と連携したサ
イバーセキュリティボランティア
団体に対する講習や防犯講習会等
においてサイバーセキュリティ意
識向上を目的とする広報啓発活動
を実施した。また、研修等を実施
して捜査員の育成を図るととも
に、全国の都道府県警察と連携し
たサイバー犯罪捜査を推進した。

大麻等による薬物事犯は後を絶
たない状況であることから、より
早い段階から薬物に対する正しい
知識の普及を図り、薬物乱用をし
ない固い意志を身につけさせるた
め、学校における薬物乱用防止教
室を充実させ、若年層を中心とし
た啓発活動を継続して実施する。
また、学校に在籍していない少年
たちに対する啓発として、労働関
係団体等に働きかけるなど、薬物
乱用防止に関する啓発に触れる機
会を提供するための手法を新たに
検討・構築し、薬物事犯の未然防
止に努める。

受講者の年代、知識に応じた効
果的な広報啓発活動を実施できる
よう、内容・方法等の見直しを行
うとともに、サイバーセキュリ
ティボランティア事業の拡充を図
り、若い世代からサイバーセキュ
リティの意識向上を図る。

●事業内容
薬物乱用による危害を広く県民に
周知するため、学校における薬物
乱用防止教室をはじめとする各種
広報活動を実施。
●実施状況
小中高等学校等における薬物乱用
防止教室を実施した。
各種キャンペーンにおける啓発用
チラシ等の資材配布や、媒体を活
用した広報啓発活動を実施した。
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交通安全対策推進
費

交通・地域
安全課

現状維持

高齢者交通安全教
育事業費

交通・地域
安全課

改善

交通秩序の維持事
業

交通指導課 改善

交通安全施設整備
事業

交通規制課 改善

●事業内容
交通死亡事故などの重大事故抑止
を目的として、交通事故実態の分
析に基づいた交通指導取締りや悪
質性・危険性の高い違反に重点を
置いた交通指導取締りを実施。
●実施状況
令和４年中の交通事故発生状況を
分析した結果、交差点及び交差点
付近における交通事故が全事故の
半数以上を占めたことから、横断
歩行者妨害や信号無視などの交差
点関連違反の交通指導取締りを重
点的に実施した。
また、重大事故に繋がりやすい飲
酒・無免許運転などの悪質性・危
険性の高い違反についての交通指
導取締りも強化した。

●事業内容
交通事故の防止を図り、併せて交
通の円滑化に資するため、交通の
安全を確保する必要がある道路に
ついて交通環境を改善するための
施設整備を実施。
●実施状況
主に交通管制センターが信号機を
管理する地域において、信号機の
更新を行った。また、バリアフ
リーに対応した音響式信号機、エ
スコートゾーン及び横断歩道の新
設・更新を行うなど、交通安全施
設の整備を推進した。

令和３年度から令和７年度の交
通安全に関する総合的な指針とな
る「第11次長崎県交通安全計画」
に基づき、令和６年度の長崎県交
通安全実施計画を策定し、市町、
警察、関係機関・団体等と緊密に
連携しながら、陸上交通の総合的
な交通安全対策を推進する。ま
た、県内の小学校・中学校・高等
学校等の児童・生徒から、交通安
全図画を募集して交通安全意識の
啓発を図る。

交通安全対策基本法で交通安全
実施計画の策定が義務付けられて
おり、長崎県の交通安全対策を推
進していく上で必要な事業であ
り、県内の交通情勢を踏まえ、効
果的な交通安全対策を強力に推進
する必要があるため、本事業を継
続していく。

令和５年中の交通事故死者数に
占める高齢者の割合は約６割と高
く、高齢者に係る事故防止対策は
県の重要な課題であることから、
令和６年度も引き続き高齢者を交
通事故の加害者や被害者にしない
ための対策として、県、警察、市
町の連携によるシミュレーター機
材を活用した高齢者対象の参加体
験型講習会を中心とした事業を実
施する。

令和７年度においても実際に実
施する中で効果・効率を検討しな
がら、実施回数、内容、実施対象
の確保方法等の見直しを行い、よ
り効果的な参加体験型講習会を実
施する。

交通事故の分析結果に基づく効
果的な交通指導取締りを推進する
とともに、引き続き、交差点関連
違反及び悪質・危険性の高い飲
酒・無免許運転違反の交通指導取
締りに重点を置くこととする。

特に飲酒運転は、社会の変容に
応じて増加が懸念されることか
ら、違反場所・時間帯等の分析に
基づく効果的な検挙活動と繁華街
警戒や検問等による未然防止活動
を効果的に行い、交通事故の抑止
を図る。

今後も少子高齢化、過疎化等が
更に進行することが予想されてお
り、これに伴って交通実態の変化
も加速していくものと考えられる
ことから、既設の信号機等の交通
安全施設のうち、有効性や必要性
が乏しくなっているものについて
は確実に廃止を推進しつつ、新規
道路建設や交通量増加等に対応す
るための交通安全施設整備を推進
する。

一方で、交通事故を減少させる
ためには、高齢者、障害者等交通
弱者の安全対策が必要であること
から、引き続き、バリアフリー対
応型の交通安全施設の整備を推進
する。

●事業内容
交通安全対策基本法等に基づき、
「長崎県交通安全実施計画」を策
定するほか、県民の交通安全意識
の高揚を図るため、県内児童・生
徒向けの交通安全啓発図画コン
クールを開催。
●実施状況
交通安全対策会議幹事会を開催
し、「令和５年度長崎県交通安全
実施計画」を策定した。また、県
内の小学校、中学校、高等学校等
の児童・生徒から交通安全図画を
募集し、入選作品以上は県庁等に
おいて掲示を行ない、最優秀及び
優秀作品については表彰を行っ
た。

●事業内容
高齢者を交通事故の被害者及び加
害者にしない対策として、高齢者
を中心とした交通安全教育・啓発
のための講習会を開催。
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運転免許行政の推
進

運転免許管
理課

現状維持

　事業群③　交通安全確保に向けた通学路等の整備

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

交通安全施設整備
事業

道路維持課 現状維持

施策２　食品の安全・安心の確保と消費生活の安定・向上

　事業群①　食品の高い安全性の確保

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 2

33% 67%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

県内食品の安全性
確保事業

生活衛生課 改善

事業内容 見直しの方向

●事業内容
製造・加工から販売に至る食品営
業施設に対し、HACCPに沿った衛生
管理が適切に運用されるよう監
視・指導を行い、食中毒の発生を
防止するとともに、流通する食品
検査により不良食品を排除し、流
通食品の安全確保を図る。
●実施状況
安全な食品の流通を図るため監視
指導計画に基づき以下の内容を実
施した。
(1)各県立保健所による食品営業施
設の監視・指導
(2)保健所等の県立検査機関や外部
検査機関における流通食品の収去
検査
(3)検査結果に基づく改善を要する
施設への指導と改善確認

本事業は、「食品衛生法」に基
づき、食品の製造・調理・加工及
び販売の各段階における安全確保
を担っており、食品の安全確保の
ため、食品製造施設、飲食店等の
監視・指導並びに流通している食
品等の検査を実施することで、基
準に適合しない食品を流通から排
除し、食中毒の発生を防止するも
のである。

令和７年度も前年度の事業実施
状況、食中毒の発生状況等を踏ま
えて監視指導計画を策定し、事業
を実施する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
国道・県道の６９箇所で小規模な
歩道、防護柵、区画線等の整備を
行う。
●実施状況
国道・県道の７１箇所で小規模な
歩道、防護柵、区画線等の整備を
行った。

安全な通学路の確保のため、小
規模な歩道、防護柵、区画線等の
整備を進める必要がある。また、
用地取得が困難な箇所について
は、防護柵やポストコーン設置等
による簡易的な整備を行うこと
で、進捗を図る。

令和７年度の方向性

●事業内容
道路における危険を防止し、その
他交通の安全と円滑を図り、及び
道路の交通に起因する障害の防止
に資することを目的とした運転免
許の付与及び取消し等の行政処分
を実施。
●実施状況
運転免許保有者の希望者等からの
安全運転相談において、それぞれ
相手方の立場に応じた助言や対応
を行うとともに、悪質・危険な運
転者に対しては、早期に運転免許
取消しなどの行政処分を行った。

交通事故（特に高齢者が第１当
事者となる交通事故）を減少させ
るため、運転免許更新時等におけ
る各種講習や安全運転相談を引き
続き推進する必要があることから
本事業を継続していく。
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食肉衛生検査所運
営事業

生活衛生課 現状維持

　事業群②　食品の安全性に関する理解促進

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

食品安全・安心推
進事業費

食品安全・
消費生活課

改善

食品の安全・安心
対策強化事業費

食品安全・
消費生活課

現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業の内容
消費者、食品事業者及び行政等の
相互理解と情報共有を目的とし
て、食品の安全・安心リスクコ
ミュニケーションを開催する。
●実施状況
教育現場等での意見交換会（情報
提供等）を行うための小・中学生
を対象とした食品安全教室や、小
学生の親子を対象とした食品製造
の体験教室の開催により、食品の
安全性への関心や理解を深めた。
さらに、食品の安全性に関する情
報の更なる浸透・拡散を図るた
め、将来食品に関する指導的立場
となる大学生を対象とした食品安
全講座を開催した。

●事業内容
食品の適正表示を図るため、県民
等からの食品表示に関する苦情・
相談の受付・調査を行うととも
に、専任の食品表示適正化指導員
を配置して巡回調査を実施する。
●実施状況
食品表示や食品衛生等に関する苦
情・相談を受け付ける窓口として
「食品110番」を設置し、必要に応
じて調査等を実施した。食品表示
適正化指導員を配置し、県内全域
の小売店舗等で販売されている生
鮮食品、加工食品の食品表示につ
いて、巡回調査及び指導を実施し
た。

全世代において、リスクコミュ
ニケーションや食品の安全に関す
る正しい知識の普及・啓発を引き
続き推進していくとともに、特に
若い世代に対して、SNS等の効果的
な手法を用いた情報発信などに取
り組んでいく。

食品関連事業者が食品表示基準
に基づいた適切な表示を行うこと
ができるよう、巡回調査による食
品関連事業者への適切な表示指導
や食品表示基準改正等の速やかな
情報提供に加えて、巡回調査のＤ
Ｘ化による効率化に取り組むこと
により、食品表示の適正化を図っ
ていく。

●事業内容
食肉や食鳥肉の安全性を確保する
とともに、食用として適している
かを確認するため、家畜1頭ごとに
と畜検査や食鳥検査を実施し、食
用に適さない食肉等を確実に排除
する。
●実施状況
牛馬豚めん山羊のと畜検査につい
ては食肉衛生検査所の職員が行
い、また、食鳥肉の検査について
は県が委任した食鳥肉衛生協会の
検査員が、全頭羽検査を行い、必
要に応じて精密検査を実施して、
食用の可否を判定。食用にできな
い獣畜の全部廃棄等の行政処分を
行った。

「と畜場法」に基づき県が実施
しなければならない事業である。
食用に供する獣畜（牛、馬、豚、
めん山羊）は一頭ごとに全て県職
員である獣医師のと畜検査を行な
わなければ食用にできない。本事
業は、食肉の安全性を確保するた
めには必要不可欠であることか
ら、引き続き事業を継続する。
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　事業群③　消費生活苦情相談の実施

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 1

67% 33%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

消費生活苦情相談
推進費

食品安全・
消費生活課

改善

消費者行政活性化
事業費

食品安全・
消費生活課

現状維持

消費者トラブル市
町連携・サポート
事業費

食品安全・
消費生活課

改善

　事業群④　高齢者等の消費者トラブルの未然防止・拡大防止

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 2

33% 67%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

消費者トラブル市
町連携・サポート
事業費

食品安全・
消費生活課

改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
経験の浅い市町相談員等に対し
て、ＯＪＴ研修や個別案件に対す
る助言などを行い、市町相談員の
スキル向上並びに県全体の相談体
制の充実・強化を図る。
また、悪質商法・特殊詐欺による
被害を未然に防止するため、警察
と連携して、被害に遭いやすい高
齢者を中心に啓発を行う。

経験の浅い市町相談員等の対応
能力を向上させるため、引き続き
ＯＪＴ研修や市町相談業務への助
言、指導を行っていく。

また、被害に遭いやすい高齢者
を中心に、警察、関係機関・団体
と連携した啓発活動に取り組んで
いく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
消費者トラブルに関する県民から
の苦情相談に対応することによ
り、消費者の利益の擁護と被害の
救済、未然防止を図る。
●実施状況
県民からの苦情相談に対して、必
要な助言や、相談者と事業者との
間に立ち、解決に向けての斡旋を
行うとともに、案件によっては、
専門家を活用して高度な相談にも
対応した。

●事業内容
質の高い消費生活相談を受けられ
る体制を維持するため、身近な消
費生活相談を担う市町相談窓口の
整備・強化を支援する。
●実施状況
市町へ補助金を交付することによ
り、市町の消費生活センターや消
費者相談窓口の維持・拡充、相談
員の育成を支援した。また、相談
員の研修、市町支援相談員による
指導を実施し、市町の消費者行政
の強化を図った。

●事業内容
経験の浅い市町相談員等に対し
て、ＯＪＴ研修や個別案件に対す
る助言などを行い、市町相談員の
スキル向上並びに県全体の相談体
制の充実・強化を図る。
また、悪質商法・特殊詐欺による
被害を未然に防止するため、警察
と連携して、被害に遭いやすい高
齢者を中心に啓発を行う。

社 会 経 済 情 勢 の 動 向 に よ り
日々、複雑・多様化、悪質・巧妙
化している消費者トラブルを適切
に解決するため、最先端の専門分
野の相談業務研修や他県との事例
研究など、有用な研修等への参加
などにより、県消費生活相談員の
相談対応能力の更なる向上を図る
とともに、市町相談員の斡旋対応
能力を向上させるため、引き続き
市町相談業務への助言、指導も併
せて行っていく。また、消費生活
センターへの相談を促すため、
ホームページやＳＮＳ等を活用し
て周知を図っていく。

国の地方消費者行政強化交付金
を活用し、市町専門相談員のレベ
ルアップのための研修参加を支援
するとともに、関係団体と連携し
た研修会の開催など、引き続き、
市町の相談機能の強化を図ってい
く。

経験の浅い市町相談員等の対応
能力を向上させるため、引き続き
ＯＪＴ研修や市町相談業務への助
言、指導を行っていく。

また、被害に遭いやすい高齢者
を中心に、警察、関係機関・団体
と連携した啓発活動に取り組んで
いく。
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規格表示危害防止
等適正化推進事業
費

食品安全・
消費生活課

現状維持

貸金業対策指導費
食品安全・
消費生活課

現状維持

　事業群⑤　消費者教育の推進

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 1

50% 50%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

消費者教育・啓発
事業費

食品安全・
消費生活課

改善

消費者行政活性化
事業費（学校での
消費者教育強化事
業分）

食品安全・
消費生活課

現状維持

施策３　災害に強く、命を守る強靱な地域づくり

　事業群①　総合的な防災、危機管理体制の構築

　評価対象事業件数　9 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2 5 2

22% 56% 22%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

地震アセスメント
調査事業

防災企画課 拡充

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
対馬・壱岐・五島沖の活断層によ
る地震・津波のアセスメント調査
を実施。

予備調査の結果について、専門
家による評価を行い、大きな被害
が想定される地震が発生する可能
性のある海域活断層を特定し、詳
細調査の範囲・内容を検討する。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
消費者市民社会の理解促進やエシ
カル消費の普及啓発のために各種
講座等を実施する。
●実施状況
若年者や高齢者向けの消費者講座
や研修会等の講師として啓発活
動・消費者教育を行い、消費者の
自立支援に努めた。

●事業内容
若年者の消費者力の育成・強化の
ために、学校での実践的な消費者
教育を実施する。
●実施状況
県立の高校及び中学校において消
費者授業を実施するとともに、消
費者教育教材を作成・配布した。

関係機関・団体と連携しなが
ら、わかりやすく効果的な消費者
講座や各種啓発活動を継続して実
施する。

市町が実施する消費者教育につ
いて、引き続き支援する。

●事業内容
家庭用品、消費生活用品の安全性
の確保や、不当な表示による消費
者被害の防止を図るため、販売
店、事業者等に対する立入検査や
指導を行う。
●実施状況
量販店、電気販売店、衣料品店、
小売店等に対する立入検査を実施
し、適正な表示がなされているか
の確認や、消費者の誤認を招く表
示がないよう指導を行った。

●事業内容
貸金業の適正化により消費者被害
の防止を図るため、貸金業法に基
づき、貸金業者への立入検査や指
導を行う。
●実施状況
すべての県登録貸金業者（８事業
者）に対する立入検査を実施し、
法令等に従った適正な営業を行う
よう指導を行った。

県内全域にわたり製品の安全性
に関する表示の有無を確認すると
ともに、法の目的について事業者
説明を行う。

今後とも製品表示の適正化や消
費者被害の未然防止・拡大防止の
ために、必要な事業者指導を行っ
ていく。

貸金業法では貸金業者に金利の
適正化、返済能力の調査、貸金業
務取扱主任者の配置など、法の厳
格な遵守を求めている。

貸金業者の適正な業務執行によ
り消費者の保護を図るため、引き
続き、当事業を通して立入検査、
指導を適切に行う。
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総合防災情報ネッ
トワークシステム
事業

基地対策・
国民保護課

改善

雲仙岳噴火災害対
策事業

防災企画課 改善

防災ヘリコプター
運航事業

防災企画課 拡充

防 災 行 政 無 線 整
備・維持管理事業

基地対策・
国民保護課

改善

自主防災組織結成
推進事業費

防災企画課 改善

河川砂防情報シス
テム維持管理費

河川課 現状維持

薄暮運航を開始したところだ
が、今後は勤務時間内に要請を受
けた案件すべて対応できるように
夜間飛行訓練を実施し、検証等を
行い、関係機関との調整が完了し
た際には、夜間運航まで運航時間
を拡大することを目指す。

定期保守点検など適切な維持管
理を行い、各設備の障害発生を未
然に防ぎ、年間を通して安定した
防災行政無線の運用を図る。

衛星系設備については、製造中
止のため代替品で対応している増
幅器を本来想定していた仕様の機
器へ変更する工事（令和６～令和
７）を実施する。

近年の豪雨災害などを契機にし
て、防災に関する関心が非常に高
まっていることから、市町に対し
て地域防災組織の結成促進、地域
の自主防災リーダーを育成するた
めの防災士アドバイザー派遣制
度、県政出前講座などの活用を呼
びかけるとともに、県としても、
防災推進員養成講座の開催によ
り、積極的かつ継続的な支援を実
施していく。

また、防災士へのフォローアッ
プにも努め、地域防災力の強化を
目指す。

県民の生命財産を守るために防
災情報の提供は必要である。今後
も引き続き住民へ適切に提供する
ことで、災害での死者数0を目指
す。

●事業内容
災害応急対策活動（被害情報の収
集、情報伝達、物資輸送）、救急
活動（離島などの交通遠隔地から
の急患搬送）、救助活動（山岳・
水難事故、高層ビル火災等からの
捜索救助）、火災防御活動（大規
模火災における情報収集、空中消
火）等を実施。
●実施状況
山岳、海難事故における救助・捜
索活動や離島から本土への急患搬
送等を実施した。

●事業内容
防災行政無線の運用、維持管理を
実施。
●実施状況
県庁、振興局、無線中継所等に設
置する無線設備や電源設備、鉄塔
等の定期保守点検を実施した。
また、衛星系設備再整備工事を実
施した。

●事業内容
自主防災組織育成の主体である市
町担当者の育成、自主防災組織の
母体となる町自治会への研修等を
実施し、地域防災力の向上を目指
す。
●実施状況
自主防災組織の結成促進について
各種会議を利用した市町担当者へ
の働きかけを実施。また、地域の
防災の担い手となる人材を育成す
る防災推進員養成講座を実施し
た。

●事業内容
河川砂防情報システムの維持・管
理。
●実施状況
河川水位・雨量・土砂災害危険度
情報等を県民や報道機関等に提供
するシステムの維持管理を行っ
た。

●事業内容
防災情報システムや防災ポータル
の運用、維持管理を実施。
●実施状況
令和４年度に再整備した防災情報
システムにより、災害時の緊急情
報等を県民や報道機関に迅速かつ
わかりやすく提供するよう努め
た。

●事業内容
雲仙岳火山防災協議会の運営や関
係機関との合同訓練を実施。
●実施状況
県関係課、島原市・雲仙市・南島
原市、警察・消防・自衛隊等救助
機関、長崎河川国道事務所をはじ
めとする国の関係機関で構成する
協議会及び幹事会などを開催し、
雲仙岳火山防災対策についての検
討・協議を行った。（協議会１
回、幹事会２回、専門部会４回）

防災情報システムの円滑な運用
に向け、毎年度の操作研修、維持
管理を着実に実施するとともに、
より質の高いシステムを目指し、
改修や新機能の実装等を検討す
る。

防災情報システムの機能向上に
よる情報収集・対策立案の迅速化
や住民へのより迅速・的確な情報
提供など、対策本部体制の更なる
強化、改善を目指していく。

令和６年度における協議・検討
の進捗を踏まえ、溶岩ドームが崩
壊した際の避難対策に係る雲仙岳
火山防災計画の策定や防災訓練を
実施する。
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砂防情報システム
維持管理費

砂防課 現状維持

災害福祉広域支援
ネットワーク事業
費

福祉保健課 改善

　事業群②　各種災害の規模を想定した防災訓練、有事発生時の対応訓練の実施

　事業群③　原子力防災対策の推進、広域避難対策の推進

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

4

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

一般防災対策事業 防災企画課 改善

特殊防災対策費
基地対策・
国民保護課

改善

国民保護対策事業
費

基地対策・
国民保護課

改善

令和６年度に実施した内容を踏
まえ、各機関からの意見を集約
し、検証を行い、より実効性のあ
る訓練内容となるように検討を進
めていく。

訓練を実施することで、関係す
る職員、機関の更なる災害対応能
力の向上を目指す。

特別防災区域における住民の生
命、財産を保護するため、日頃か
ら防災関係機関間の緊密な連絡体
制を確保していくとともに、定期
的に実践的な訓練を実施すること
で有事における対応能力の向上を
図っていく必要がある。具体の訓
練内容について、過去の課題等を
踏まえ、より実践的で効果的な訓
練となるよう見直しを行ってい
く。

我が国を取り巻く安全保障環境
が厳しさを増す中、国民保護にか
かる対応能力向上や住民の理解の
促進の必要性が高まっている。

緊急一時避難施設の指定推進を
引き続き進めるとともに、市町の
意向も踏まえながら域外避難や弾
道ミサイルを想定した訓練を計画
していく。実施にあたっては、開
催地以外の市町職員についても参
加してもらうなど、県全体として
の事態対処能力の向上を目指す。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
災害対策基本法に基づく災害防止
の推進、防災訓練の実施。
●実施状況
災害対策本部設置時の対応能力の
維持・向上を図るため、初動対応
訓練を実施した。
県内の災害応急対策活動に従事す
る関係機関との連携強化、有事即
応体制の確立を図るため、避難所
運営訓練など９項目の訓練を総合
防災訓練として実施した。

●事業内容
石油コンビナート等災害防止法に
基づく防災対策を実施。
●実施状況
石油コンビナート等特別防災区域
（上五島地区）において、石油コ
ンビナート等総合防災訓練を実施
した。

●事業内容
武力攻撃事態や緊急対処事態に適
切に対処するための国民保護の取
組を推進。
●実施状況
市町と連携し、緊急一時避難施設
の指定推進を図った。また、国民
保護訓練（2回）を実施した。

県民の生命財産を守るために防
災情報の提供は必要である。今後
も引き続き住民へ適切に提供する
ことで、災害での死者数0を目指
す。

災害発生時に福祉広域支援ネッ
トワークを機能させ、円滑に支援
活動を繋げるため、災害派遣福祉
チームの登録員に対し、活動内容
や役割等にかかる研修会を引き続
き実施するとともに、協定締結団
体事務局会議等を通して、連絡体
制やチーム編成などの平時からの
共有を行う。

●事業内容
砂防情報システムの維持・管理。
●実施状況
河川水位・雨量・土砂災害危険度
情報等を県民や報道機関等に提供
するシステムの維持管理を行っ
た。

●事業内容
災害時の避難所・福祉避難所等に
おける福祉的支援を行うため、災
害福祉広域支援ネットワークによ
る支援体制を整える。
●実施状況
災害派遣福祉チームについて、福
祉関係団体等の職員登録名簿を更
新するとともに、チームの中心的
な役割として活躍できる者を対象
に、国が開催するチームリーダー
養成研修（オンライン）への受講
勧奨を行った。
なお、県主催の災害派遣福祉チー
ム研修については、能登半島地震
の発生に伴うチームの応援派遣に
より実施できなかった。
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原子力災害対策整
備事業

防災企画課 改善

　事業群④　消防団を中核とした地域防災力の充実強化

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

消防団活動充実強
化事業

消防保安室 改善

消防業務指導費 消防保安室 改善

事業内容 見直しの方向

●事業内容
消防団員の確保と女性・若者の消
防団への加入を促進し、消防団の
組織強化を図ることにより、安
全・安心な社会の実現を目指す。
●実施状況
消防団の幹部・団員、市町担当職
員を対象とした若年層・女性向け
の勧誘対策事業として研修会の開
催、消防団員勧誘対策ＰＲ動画
（離島バージョン）、リーフレッ
ト、DVDを作成し、各市町へ送付し
各種イベント等での活用の依頼を
行なった。
また、デジタルサイネージを活用
した PR動画の広告を実施し、 HP
「ながさきの消防団」の児童向け
コンテンツの拡充・内容の充実を
図るとともに、事業所との連携強
化に向け、県内商工会議所の訪問
を行い、消防団協力事業所制度の
事業者への周知、更なる理解を促
進した。

●事業内容
消防法の規定に基づき、傷病者の
搬送及び傷病者の受入れの実施に
係る連絡調整を行う。
県内消防体制の広域化を図るた
め、消防通信指令システムの共同
整備・共同運用について、研究会
を開催して各消防本部との意見交
換を実施する。
●実施状況
県メディカルコントロール協議会
を開催し、的確で円滑な救急業務
の推進を図った。
消防通信指令システムの共同整
備・共同運用について、県南地域
研究会、県北地域研究会、及び全
消防本部が参加するテレビ会議を
開催して意見交換を行った。

令和６年度における勧誘対策強
化のための研修の成果を踏まえた
見直しを行うとともに、令和５年
度に作成した消防団員勧誘対策Ｐ
Ｒ動画（離島バージョン）や「な
がさきの消防団」ホームページの
児童向けコンテンツの普及及び若
年層・女性への取組の更なる促進
を図っていく。

また、企業と連携した消防団活
動の普及啓発、消防団協力事業所
表示制度の周知に引き続き取り組
んでいく。

令和６年度に引き続き、消防の
広域化に向けて、消防指令システ
ム共同化に関する調査結果や消防
庁からの情報等に基づき、消防指
令システムの共同化について、県
内消防本部と連携、協力しなが
ら、検討を行う。

また、県内消防本部と実施した
意見交換及び課題整理の結果、計
画変更等が必要と判断した場合
は、市町広域化推進協議会を開催
する。

●事業内容
県内の災害応急対策活動に従事す
る関係機関との連携を図るため原
子力防災訓練を実施。
原子力災害に対処するための防災
資機材の整備及び整備済み機器の
維持管理を実施。
●実施状況
2月17日原子力防災訓練の実施によ
り、関係機関との相互の連携強化
に寄与した。
災害時に使用する退域時検査資機
材を波佐見町に整備した。また、
整備済みの資機材の点検を実施し
た。

県民の生命、身体及び財産を災
害から保護するため、防災に関し
必要な体制を確立しつつ、地域防
災計画や避難計画の不断の見直し
を行い、住民への原子力防災の更
なる知識普及に努め、原子力防災
対策の充実・強化を図る。

令和７年度の方向性
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自主防災組織結成
推進事業費

防災企画課 改善

　事業群⑤　防災・減災対策のための国土強靱化の推進②

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

道路災害防除事業 道路維持課 現状維持

　事業群⑤　防災・減災対策のための国土強靱化の推進③

　評価対象事業件数　12 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

12

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

河川維持修繕費 河川課 現状維持

海岸維持修繕費 港湾課 現状維持

事業内容 見直しの方向

●事業内容
河川管理施設の維持修繕を実施す
る。
●実施状況
河川管理上、支障をきたしている
箇所において、管理施設の修繕や
河川敷の掘削、伐木等を行った。

●事業内容
海岸保全施設の維持補修を行う。
●実施状況
県内各地区において老朽化した護
岸の維持補修や越波対策工事を実
施し、浸水被害軽減を図った。

老朽化等により洪水時に崩壊、
流出の恐れのある護岸等及び機能
が低下している河川管理施設を改
築・補強することにより、水害等
による浸水被害の軽減を図り、県
民の安全、安心に資する事業であ
り、今後とも本事業を継続する必
要がある。

海岸施設を適切に維持管理し、
県民の生命・財産を守る安全・安
心に資する事業であり、引き続き
事業の進捗に努めていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
小規模な危険箇所の災害防止対策
を実施する。
●実施状況
小規模な危険箇所１３２箇所の災
害防止対策を実施した。

小規模な危険箇所については、
降雨などによる突発的な異常箇所
が多く、予測が困難であるため、
今後も継続的に災害防止対策を実
施する。

令和７年度の方向性

●事業内容
自主防災組織育成の主体である市
町担当者の育成、自主防災組織の
母体となる町自治会への研修等を
実施し、地域防災力の向上を目指
す。
●実施状況
自主防災組織の結成促進について
各種会議を利用した市町担当者へ
の働きかけを実施。また、地域の
防災の担い手となる人材を育成す
る防災推進員養成講座を実施し
た。

近年の豪雨災害などを契機にし
て、防災に関する関心が非常に高
まっていることから、市町に対し
て地域防災組織の結成促進、地域
の自主防災リーダーを育成するた
めの防災士アドバイザー派遣制
度、県政出前講座などの活用を呼
びかけるとともに、県としても積
極的かつ継続的な支援を実施して
いく。

また、防災士へのフォローアッ
プにも努め、地域防災力の強化を
目指す。
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　事業群⑥　住宅、建築物の耐震化の推進

　評価対象事業件数　3 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

耐震・安心住まい
づくり支援事業

建築課 改善

長崎県大規模建築
物耐震化支援事業

建築課 改善

耐震・安心住まい
づ く り 支 援 事 業
（ 木 造 ・ 戸 建 住
宅）

住宅課 改善

事業内容 見直しの方向

●事業内容
地元市町が実施する多数の者が利
用する建築物の耐震診断及び緊急
輸送路沿いの建築物の耐震診断、
耐震改修計画作成に対する補助事
業に対して、県が市町を通じて助
成を行う。
●実施状況
令和４年度に行った耐震アンケー
トの集計と分析を行うとともに、
補助内容の説明を希望する所有者
へ個別訪問を行った。

●事業内容
耐震診断を義務付けられた多数の
者が利用する民間大規模建築物の
耐震改修工事において、地元市町
が所有者に対して実施する補助事
業に、県が市町を通じて助成を行
う。
●実施状況
対象事業者に対し、個別訪問等に
より早期着手に向けた働きかけや
相談対応を行った。

●事業内容
木造住宅の所有者が地元市町の補
助事業を活用して耐震診断、耐震
改修工事を行う場合、県が市町を
通じて助成を行う。
●実施状況
令和5年度は21市町を通じて50件耐
震補助（診断41件、改修工事9件）
を行った。

引き続き、市町と連携を行いな
がら個別訪問等により、きめ細や
かな相談対応や実績が上がらない
要因等を分析し、今後の事業の存
続も含めて、事業の拡充・改善等
を検討することとした。

これまで以上に市町と連携を
し、耐震改修に着手していない所
有者に対する個別訪問等を行うこ
とで、個別の事情を把握し、きめ
細やかな相談対応により、耐震改
修工事の令和７年度中の着手を促
す。

国及び県からの補助金は市町を
通じた間接補助制度であるが、制
度構築に至っていない市町が多数
ある。令和5年度に引き続き、市町
が制度構築に至っていない理由や
支障事項を洗い出すとともに、先
進事例も含めて市町へ情報提供を
行い、制度構築を働きかける。

令和７年度の方向性
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　事業群⑦　基地対策と国民保護の取組の推進

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

基地対策費
基地対策・
国民保護課

改善

国民保護対策事業
費

基地対策・
国民保護課

改善

施策４　豊かできれいな海づくり、くらしやすい環境づくりの推進

　事業群①　大村湾・諫早湾干拓調整池の水質改善

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

みらいにつなぐ大
村湾事業

地域環境課 改善

諫早湾干拓調整池
水辺空間づくり事
業

地域環境課 改善

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
「第4期大村湾環境保全・活性化行
動計画」（行動計画）に基づく取
り組みを推進し、「”宝の海”大
村湾」の実現を目指す。
●実施状況
行動計画に掲げる事業の進捗管理
を行ったほか、環境改善や沿岸を
含む地域活性化を図るため、造成
済みの浅場を活用した体験活動、
関係団体と連携した大村湾内の浮
遊ごみの除去等を実施した。

●事業内容
「第3期諫早湾干拓調整池水辺環境
の保全と創造のための行動計画」
（行動計画）を推進し、水質保全
目標の達成を目指す。
●実施状況
行動計画に掲げる事業の進捗管理
を行ったほか、流入河川の水質等
の調査、イベント等へ参加し水質
保全に関する啓発活動を行った。

令和７年度は「第４期大村湾環
境保全・活性化行動計画」の終期
であり、後継の計画を策定する必
要がある。

大村湾の水質改善のためには、
流域の市町等関係機関が一体と
なって取り組む必要があり、現在
の取組の改善や新たな取組の実施
について検討しながら、策定作業
を進めていく。

令和７年度は「第３期諫早湾干
拓調整池水辺環境の保全と創造の
ための行動計画」の終期であり、
後継の計画を策定する必要があ
る。

諫早湾干拓調整池の水質改善の
ためには、九州農政局等関係機関
が一体となって取り組む必要があ
り、現在の取組の改善や新たな取
組について検討し、策定作業を進
めていく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
佐世保港のすみ分け実現などの基
地対策について、関係自治体と連
携して推進を図るとともに、有事
に備えて県内に所在する自衛隊と
の連携を強化。
●実施状況
様々な機会を捉えた国への要望を
実施するとともに、各種防災訓
練、行事への参加等を通じた自衛
隊との連携強化を図った。

●事業内容
武力攻撃事態や緊急対処事態に適
切に対処するための国民保護の取
組を推進。
●実施状況
市町と連携し、緊急一時避難施設
の指定推進を図った。また、国民
保護訓練（2回）を実施した。

前畑弾薬庫の移転・返還を含む
佐世保港のすみ分けなどの国への
要望について、国の事業進捗状況
や地元自治体の方針等を踏まえな
がら、より効果的な内容となるよ
う見直していく。

「基地と地域との共存共生推進
事業費補助金」も活用しながら、
基地と地域との共存共生の取組を
進める。

我が国を取り巻く安全保障環境
が厳しさを増す中、国民保護にか
かる対応能力向上や住民の理解の
促進の必要性が高まっている。

緊急一時避難施設の指定推進を
引き続き進めるとともに、市町の
意向も踏まえながら域外避難や弾
道ミサイルを想定した訓練を計画
していく。実施にあたっては、開
催地以外の市町職員についても参
加してもらうなど、県全体として
の事態対処能力の向上を目指す。
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　事業群②　大気汚染物質対策等の推進

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 3

25% 75%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

大気等調査指導費 地域環境課 改善

大気汚染監視テレ
メータ運営費（テ
レメータシステム
による大気汚染常
時監視）

地域環境課 現状維持

　事業群③　水環境の保全の推進

　評価対象事業件数　2 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

2

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

浄化槽設置整備費
水環境対策
課

現状維持

水質等調査指導費 地域環境課 現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
市町が取り組む浄化槽設置整備事
業に対し、県費補助を行う。
●実施状況
18市町の浄化槽設置整備事業に対
して、県費補助を行った。

●事業内容
・水質汚濁防止法に基づき、県内
の公共用水域のうち47水域95地点
(河川39水域38地点、海域8水域57
地点)において、水質汚濁状況の監
視測定を実施する。
・特定施設、指定施設への立入検
査を実施する。また、排水基準適
用の工場・事業場に対しては水質
検査や自主検査結果の確認等を実
施する。

・汚水処理人口普及率の低い市
町を訪問し、個人設置型浄化槽に
対する市町単独費による上乗せ補
助の創設・拡充や住民に対する設
置補助の周知を十分に実施するよ
う働きかける。

・水質汚濁防止法では、都道府
県知事は公共用水域の水質の測定
に関する計画を定め、水質汚濁の
状況を常時監視することが義務付
けられており、今後も計画的な水
質監視を行う。

・排水基準が適用されている全
ての工場・事業場について排水検
査や自主検査結果の確認を行い、
排水基準の適合状況を把握する。
なお、排水基準を超過している工
場・事業場については、改善指導
を行う。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
・ばい煙発生施設及び一般粉じん
発生施設等に対し立入検査を実施
する。
・有害大気汚染物質に関する環境
監視を実施し、有害大気汚染物質
による大気汚染状況を確認する。
・県民の生活環境を保全するた
め、騒音・振動・悪臭に関し、西
九州新幹線沿線における騒音・振
動調査、町の区域内における自動
車騒音調査等を実施する。

●事業内容
・県民の健康を保護し生活環境を
保全するため、大気汚染の常時監
視を実施する。
●実施状況
・県下11箇所の大気環境測定局で
PM2.5等の常時監視を実施した。

・大気汚染防止法では、県の事
務として大気環境中の大気汚染物
質による大気汚染状況の把握及び
公表が規定されており、引き続き
環境基準の達成状況や経年変化等
を把握する。

・大気汚染防止法では、県の事
務として工場・事業場の監視・指
導が規定されており、排出基準の
遵守状況の確認を継続する。

・県は、環境基本法に基づき新
幹線鉄道騒音や自動車騒音（町
分）に係る環境基準を当てはめる
地域の指定を行っていることか
ら、各地域における環境基準の達
成状況の確認を継続するととも
に、土地利用状況等の変化を見な
がら測定地点等を検討していく。

大気汚染防止法では、県の事務
として大気環境中の大気汚染状況
の常時監視が規定されており、ま
た、県民の健康を保持するために
も監視体制の維持や必要に応じた
注意報等の発令が必要なことか
ら、継続して対応する。
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　事業群④　廃棄物の４Ｒと適正処理の推進

　事業群⑤　プラスチックごみ対策の推進

　評価対象事業件数　7 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1 6

14% 86%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

４Ｒ・ゴミゼロ推
進事業

資源循環推
進課

改善

産業廃棄物対策事
業

資源循環推
進課

現状維持

海岸環境保全対策
推進事業

資源循環推
進課

現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
「ながさき環境県民会議」を中心
に県民運動として廃棄物の発生抑
制・リサイクルを推進する。
●実施状況
県民・事業者・行政等から構成さ
れる「ながさき環境県民会議」等
を中心に、ゴミゼロ意識の確立の
ための県民運動や事業所向けにプ
ラスチックの発生抑制のための長
崎プラスチック４Ｒ宣言事業所登
録を展開した。

●事業内容
廃棄物処理法許可等に係る審査、
処理業者及び不法投棄に対する立
入検査・監視・指導、研修会の開
催、排出事業者に対する立入検
査・監視・指導並びに研修会の開
催、過去に不適正処理等が生じた
事案に係る対応を行う。
●実施状況
職員及び廃棄物適正処理推進指導
員による産業廃棄物処理業者等へ
の立入検査を行った。処理業者及
び排出事業者を対象とした研修会
を開催した。県警、市町等関係機
関・団体と協力し、不法投棄等監
視合同パトロールを実施した。

●事業内容
海洋ごみの回収・処理及び発生抑
制を図る。
●実施状況
市町に対し、海岸漂着物の回収・
処理及び発生抑制対策を実施する
ための長崎県海岸漂着物等地域対
策推進事業補助金を交付した。ま
た、県管理海岸所管課（漁港漁場
課・港湾課・諫早湾干拓課）にお
いて海岸漂着物の回収・処理を実
施した。
また、発生抑制の重要性の理解を
深めるため、釜山広域市において
同市と対馬市高校生との交流事業
や「漂着物のトランクミュージア
ム🄬対馬版」の展示等を行った。

長崎県廃棄物処理計画に基づ
き、県及び市町における廃棄物の
排出抑制やリサイクル促進のため
周知・啓発等の施策を継続してい
く。

また、「ながさき環境県民会議
（4Ｒ部会）」を中心に、ゴミゼロ
実践計画に基づく県民運動により
廃棄物の発生抑制・リサイクルを
推進するほか、廃棄物対策連絡協
議会を活用して市町との情報共有
のみならず施策の推進についての
協議を図っていく。

引き続き、産業廃棄物のリサイ
クルを促進するため、リサイクル
施設の設備に対する支援を行って
いく。

産業廃棄物の適正処理・リサイ
クルを推進するため、行政・警
察・関係団体等との連携を図り、
継続的且つ効果的な監視・パト
ロールなどを実施するほか、処理
基準の遵守、不適正処理を防止す
るため事業者向けの研修会を実施
していく。

引き続き、産業廃棄物税を活用
し、産業廃棄物の適正処理に必要
な施設整備にかかる支援を行って
いく。

引き続き、海岸管理者による国
の補助金を活用した海岸漂着物等
の回収・処理を推進するととも
に、漂着ごみ削減のための市町・
民間団体等と連携した取組を推進
していく。
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施策５　脱炭素社会の実現を目指した快適なライフスタイルの普及

　事業群①　節電や省エネルギー等の取組推進

　事業群②　脱炭素社会の実現を目指した災害にも強いまちづくり

　事業群③　気候変動への適応策の更なる推進

　評価対象事業件数　4 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

3 1

75% 25%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

脱炭素社会実現推
進事業（節電や省
エネルギー等の取
組推進）

地域環境課 改善

県営空港脱炭素化
推進事業（節電や
省エネルギー等の
取組推進）

港湾課 現状維持

脱炭素社会実現推
進事業（災害にも
強いまちづくり）

地域環境課 改善

2050年度までの脱炭素社会の実
現に向け、令和7年2月までに国の
新しい温室効果ガス排出削減目標
が設定される見通しとなったこと
から、これを踏まえて、「第2次長
崎県地球温暖化（気候変動）対策
実行計画」を改訂し新たな削減目
標を設定するとともに、県の事務
事業や各主体の排出削減対策を再
検討のうえ計画として取りまと
め、計画目標の達成に向け、脱炭
素・資源循環型のライフスタイ
ル・経営への転換を促し、県民・
事業者等が一体となった県民総ぐ
るみの排出削減対策を進めてい
く。

空港管理者として、空港の脱炭
素化を実施する義務があり、今後
も県営空港の脱炭素化推進計画の
策定を進め、空港の脱炭素化の推
進を図る。

地域脱炭素化推進のための地域
脱炭素移行・再エネ推進交付金や
関係省庁の補助事業、民間活力等
を最大限活用し、住宅等への太陽
光発電設備設置補助事業に対する
支援を行う市町を拡大するほか、
太陽光発電設備の共同購入を進
め、県民・事業者等における再生
可能エネルギー設備等の導入を推
進していく。

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
「第2次長崎県地球温暖化（気候変
動）対策実行計画」に掲げる温室
効果ガスの削減目標達成に向け、
特に対策が必要な民生・運輸部門
に係る排出削減対策を推進する。
・事業者の温室効果ガス排出削減
計画の策定・実践支援
（アドバイザー派遣）
・九州各県連携の「九州エコファ
ミリー応援アプリ」の普及
・スマートムーブ（※）普及啓発
・地球温暖化防止活動推進セン
ター、地球温暖化防止活動推進員
による普及啓発
・庁舎等の空調設備改修や照明の
LED化に取り組む市町等への支援
・ZEH等の周知啓発

●事業内容
福江空港において、空港脱炭素化
の取組を効率的に推進するため、
温室効果ガスの排出状況を把握し
た上で、福江空港の地域における
位置付け、空港の規模や地理的特
性及び管理運営状況を踏まえつ
つ、適切な目標やそれを達成する
ための取組を検討する。
●実施状況
令和５年度は、福江空港におい
て、空港脱炭素化推進協議会を年
３回開催し、福江空港の空港脱炭
素化推進計画を作成した。

●事業内容
「第2次長崎県地球温暖化（気候変
動）対策実行計画」に掲げる温室
効果ガスの削減目標達成に向け、
災害時の非常用電源にも活用でき
る、再生可能エネルギーや蓄電池
（電気自動車等を含む）の導入を
促進する。
・市町が行う住宅等への太陽光発
電設備設置補助事業に対する支援
・太陽光発電設備及び非化石証書
の共同購入の推進
・県有施設における県民向けEV充
電設備設置
・県有施設への太陽光発電設備導
入
・公用車の電動化
・ZEH等の周知啓発（再掲）
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脱炭素社会実現推
進事業（適応策の
更なる推進）

地域環境課 改善

施策６　人と自然が共生する持続可能な地域づくり

　事業群①　生物多様性の保全

　事業群②　多様な主体による参画

　評価対象事業件数　9 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

5 4

56% 44%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

鳥獣保護費 自然環境課 現状維持

生物多様性保全・
見える化事業費

自然環境課 改善

生物多様性保全・
見 え る 化 事 業 費
（ミヤマキリシマ
群落保全対策）

自然環境課 改善

負傷鳥獣救護活動
強化事業費

自然環境課 現状維持

本県を特徴付ける生物種や生態
系の保全には、広域的な鳥獣保護
区の設定や維持が不可欠であり、
地域社会への影響が大きい鳥イン
フルエンザ対策も極めて必要性が
高い。併せて生物多様性保全には
県民や将来を担う子供達への普及
啓発が必要であることから、第13
次鳥獣保護管理事業計画（R4～8）
に基づき継続して実施する。

生物多様性保全情報の共有を進
めることで、希少野生動植物への
影響を未然に防止するためには、
関係機関の相互理解及び連携が不
可欠であり、国・県・市町・民間
団体等における適切な情報共有の
あり方を整理する。

R6に雲仙市が主体となり県も会
員となって雲仙ミヤマキリシマ保
全活用連絡協議会が発足してお
り、今後当協議会が取り組むミヤ
マキリシマ群落保全活動と連携し
て、雲仙地域全体で効果的に進め
ていく。

一般県民等からの救護要請は引
き続き多く、その救護には専門的
な技術と経験が不可欠であり、ま
た、今後も人間活動との軋轢によ
る野生鳥獣の負傷もあることか
ら、救護活動を継続する。

事業内容 見直しの方向

●事業内容
野生鳥獣の保護と適正管理のため
の鳥獣保護区の設定・管理等とと
もに、鳥獣保護思想の普及啓発の
ための探鳥会や体験事業等を実
施。
●実施状況
鳥獣保護区の設定・管理、ガンカ
モ調査及び鳥インフルエンザ対
策、対馬野生生物保護センターに
おける展示解説及び小中学生を対
象とした講演会や島原地区での探
鳥会を実施した。

●事業内容
県レッドリスト掲載種のモニタリ
ング、希少種の捕獲採取規制及び
生物多様性保全基礎情報の集積整
理・情報発信の実施。
●実施状況
県生物多様性保全戦略に基づき、
レッドリスト掲載種のモニタリン
グを実施し、緊急に保護が必要な
ツシマサンショウウオの捕獲を条
例により規制するとともに、Webサ
イトによる生物多様性情報発信に
加え、県内教育機関への生物多様
性保全講義の実施により普及啓発
を進めた。

●事業内容
ミヤマキリシマ群落の持続的な保
全及び県民の郷土愛と自然環境保
全の意識向上のため、県民を対象
にした下草刈ボランティアツアー
等を実施。

●事業内容
負傷野生鳥獣の自然復帰のため、
飼育管理等業務委託を実施。
●実施状況
一般県民等から救護要請のあった
負傷鳥獣を救護し、自然復帰を
図った。

●事業内容
「第2次長崎県地球温暖化（気候変
動）対策実行計画」に掲げる適応
策について、関係部局等と連携し
ながら、県民・事業者等の理解を
醸成するとともに、対策を推進す
る。
・ビワの凍霜害における気候変動
影響の将来予測
・県民等を対象としたセミナー等
開催、情報発信など

気候変動の影響（頻発・激甚化
する暴風・台風や猛暑日の増加な
ど）に対し、県民・事業者が自ら
適応策を実践するよう、引き続き
国・県の研究機関などと連携しな
がら、効果的な情報発信やセミ
ナー開催などを通じた理解情勢に
努めていくほか、状況に応じて新
たな施策を検討していく。

令和７年度の方向性
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緑といきもの賑わ
い事業

自然環境課 改善

外来生物対策事業 自然環境課 改善

対馬自然生態系回
復事業

自然環境課 改善

　事業群③　自然とふれあう公園施設づくり

　評価対象事業件数　5 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

5

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

自然公園施設補修
費

自然環境課 現状維持

令和７年度の方向性

事業内容 見直しの方向

●事業内容
既設の自然公園施設について、安
全かつ快適な利用を図るため、維
持補修を実施。
●実施状況
既設の自然公園施設について、安
全かつ快適な利用を図るため西海
国立公園大浜園地休憩所などの維
持補修を実施した。

老朽化した施設の損傷や不具合
により利用者の安全が損なわれる
ことがないよう、施設管理者と十
分連携を図り、計画的に本事業を
実施していく。

●事業内容
各種保全対策を図るため、地域活
動団体の活性化や保全事業等を実
施。
●実施状況
長崎県生物多様性保全戦略に基づ
いた各種保全対策を推進するた
め、緑化事業及び保全地域等の保
全事業や希少野生動植物の保護増
殖等に民間団体等とともに取り組
んだ。

●事業内容
改正外来生物法に基づき、外来生
物による被害の防止対策を実施。
●実施状況
法改正により明確化された県の責
務である「被害の発生状況に応じ
た我が国に定着した特定外来生物
の被害防止」を効果的、効率的に
進めるため、外来種リストの改定
及び、緊急的に取り組むべき外来
種の防除実施計画策定作業を進め
た。

●事業内容
シカによる食害対策のため、生息
密度等調査や捕獲計画の策定、捕
獲事業を実施。

多様な主体による生物多様性保
全のためには、既存民間団体の活
性化及び新規団体の育成が重要で
あり、活動支援、実施団体発掘及
び情報発信を積極的に行ってい
く。

外来種リストを活用した普及啓
発の推進及び様々な主体による防
除活動の呼び水となるモデル事業
実施を進める必要がある。

関係機関連携のもと、現況調査
に基づく捕獲計画を策定し、更な
る効果的・効率的な捕獲を実施す
る。
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　事業群④　動物殺処分ゼロプロジェクトの推進

　評価対象事業件数　1 件

拡充 改善 統合 縮小 廃止 終了 現状維持

1

100%

主な評価対象事業 事業所管 見直し区分

動物殺処分ゼロプ
ロジェクト

生活衛生課 拡充

事業内容 見直しの方向

●事業内容
「動物殺処分ゼロ」に向け重要な
３つの課題（①収容数の削減、②
収容動物の譲渡推進、③市町や県
民の参加と連携強化）について具
体的な取組を進め、「人と動物が
共生できる社会」の実現を目指
す。
●実施状況
ボランティアとの連携による地域
猫活動及び収容動物の譲渡活動の
推進により、殺処分数の削減を推
進した。加えて、学生への講習や
福祉関係者との情報交換を通じ
て、動物の適正飼養に係る啓発を
行った。

野良猫の子猫を減らすための地
域猫活動を県内全域で実施するた
め、不妊化支援を継続して行い、
市町やボランティアと連携して取
組を推進する。

また、ボランティアと協力した
子猫・子犬の飼育数を増加させ、
譲渡活動を拡大するとともに、新
たな動物愛護管理センターについ
て、令和９年度中の供用開始を目
標に整備を進める。

加えて、学校における子どもた
ちへの教育や福祉関係者との意見
交換・情報共有、県内各地での啓
発イベントを行うことで、動物愛
護に係る問題解決に向け地域住民
の理解を促進する。

令和７年度の方向性
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